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健康保険法施行令等の一部を改正する政令及び健康保険法施行規則等の

一部を改正する省令等の施行について 

 

健康保険法等の一部を改正する法律（平成 18 年６月 21 日法律第 83 号）の施行に伴い，

平成 20 年３月 31 日政令第 116 号により健康保険法施行令等の一部が，また平成 20 年３月

31 日厚生労働省令第 77 号により健康保険法施行規則等の一部が改正され，それぞれ平成

20 年４月１日から施行されておりますので，ご連絡申し上げます。 

また，「健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額」（平成８年８月 16 日

付厚生省告示第 203 号）等，上記法令に係る告示も改正され，同じく平成 20 年４月１日か

ら施行されておりますので，併せてご連絡申し上げます。 

今回の改正内容の概要につきましては，下記のとおりであります。 

つきましては，今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げま

す。 

なお，本件につきましては，日本医師会ホームページのメンバーズルーム中「健康保険

法・老人保険法等の改正に関する情報」に掲載いたします。 



記 

 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令及び健康保険法施行規則等の

一部を改正する省令等（平成 20 年４月１日施行）の概要 

 

Ⅰ 健康保険関係 

 

第１ 健康保険法施行令の一部改正（健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成

20年政令第116号。以下「改正令」という。）第１条並びに附則第19条及び第28条か

ら第33条まで関係） 

一 高齢受給者に係る一部負担金等の割合の判定に関する事項（健康保険法施行令第

34条第２項及び第39条並びに改正令附則第28条，第29条及び第31条関係） 

１ 新たに後期高齢者医療制度が創設されたことに伴い，改正前の老人保健法の規

定による医療を受けることができる者である被保険者及び被扶養者は健康保険

の加入者ではなくなることから，これらの者と同一の世帯に属する被保険者及び

その被扶養者に係る一部負担金の負担割合又は家族療養費等の給付の割合の判

定の結果に影響が生じないように，平成20年４月から８月までの間については，

改正令による改正前の健康保険法施行令の規定によりなされた判定を引き継ぐ

とする経過措置（改正令附則第28条２項参照）等が設けられた。 

２ また，平成20年９月から平成22年８月までの間については，改正令による改正

後の健康保険法施行令の適用により一部負担金の負担割合が２割から３割とな

る被保険者が受けた療養に係る高額療養費について，一般所得者に係る算定基準

額により取り扱うこととする経過措置が設けられた。（改正令附則第31条１項参

照） 

二 高齢受給者に係る高額療養費の算定基準額に関する事項（平成20年度の臨時の特

例措置を含む。）（健康保険法施行令第42条及び第43条並びに改正令附則第30条及

び第32条関係） 

１ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号。以下，「改正法」

という。）の一部施行により，70歳以上の被保険者及び被扶養者（現役並み所得

者を除く。以下「高齢受給者」という。）が受けた療養に係る一部負担金等の負

担割合が１割から２割に見直されることに伴い，高齢受給者のうち一般所得者に

係る高額療養費の算定基準額を見直すとともに，低所得者に係る算定基準額につ

いては据え置くこととした。 

２ なお，施行日前に高齢受給者が受けた療養に係る高額療養費の支給については，

従前の例によることとされたとともに，平成20年４月から平成21年３月までの間

に高齢受給者が受けた療養に係る高額療養費の支給については，平成20年度の臨

時の特例措置として，高齢受給者の一部負担金等の負担割合が２割から１割に据

え置かれることを踏まえ，当該高齢受給者の所得区分に応じた経過措置が設けら

れた。 

三 高額介護合算療養費に関する事項（健康保険法施行令第43条の２から第44条まで

及び改正令附則第33条関係） 
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改正法の一部施行により，新たに高額介護合算療養費制度が創設されたことに伴

い，高額介護合算療養費の支給要件及び支給額並びに介護合算算定基準額等が定め

られた。 

なお，平成20年度については，計算期間の途中である４月１日から高額介護合算

療養費制度が施行されることから，施行当初の計算期間については，同日から平成

21年７月31日までの16箇月間とし，介護合算算定基準額についても通常の額の

16/12倍の額とする経過措置等を定めた。（改正令附則第33条関係） 

 
第２ 健康保険法施行規則の一部改正（健康保険法施行規則等の一部を改正する省令（平

成20年省令第77号。以下「改正省令」という。）第１条及び附則第２条関係） 

一 生活療養標準負担額の減額の対象者に関する事項（健康保険法施行規則第62条の

３及び第101条から第103条まで関係） 

改正法の一部施行により，入院時生活療養費の支給の対象となる者の範囲が療養

病床に入院する65歳以上（施行日前は70歳以上）の者に拡大されることに伴い，生

活療養標準負担額の減額の対象となる者について，70歳未満の低所得者を加える等

の規定の整備を行った。 

二 高額介護合算療養費に関する事項につき，健康保険法施行令からの委任事項等に

ついて定めた。（健康保険法施行規則第109条の２から第109条の11まで関係） 

三 その他所要の改正 

その他，被保険者資格喪失届等の様式等について所要の改正を行ったこと。 

なお，改正省令による改正前の様式（健康保険検査証を除く。）については，当

分の間，改正省令による改正後の様式によるものとみなすとともに，改正省令によ

る改正前の様式による健康保険検査証は，当分の間，これを取り繕って使用するこ

とができることとする経過措置を設けた。（改正省令附則第２条関係） 

 

第３ 関係告示の制定及び一部改正 

一 健康保険法施行令第43条の２第１項及び介護保険法施行令第22条の３第２項の

規定に基づき，高額介護合算療養費，高額医療合算介護サービス費及び高額医療合

算介護予防サービス費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣

が定める支給基準額について，それぞれ500円と定めた。（平成20年厚生労働省告示

第225号） 

二 改正法の一部施行により，入院時生活療養費の支給の対象となる者の範囲が療養

病床に入院する65歳以上の者に拡大されること等に伴い，健康保険の食事療養標準

負担額及び生活療養標準負担額について所要の改正を行った。（平成20年厚生労働

省告示第221号） 

三 高額療養費が現物給付扱いとなる場合として，健康保険法施行令第43条第１項第

１号及び第３号が定める「一の保険医療機関等による総合的かつ計画的な医学管理

の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの」に「Ｃ002-2」特定施設入居

時等医学総合管理料を追加する（平成20年厚生労働省告示第222号）等，平成20年

度診療報酬改定に伴い関係告示の一部が改正された。 
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Ⅱ 後期高齢者医療制度関係 

 

第１ 高額介護合算療養費に関する事項について，健康保険法施行令の改正に準じた改

正を行うとともに，高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金

及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令について，老人保健法の廃

止に伴う規定の整備等を行うほか，所要の改正を行った。（改正令第２条及び第３条

並びに附則第34条関係） 

 

第２ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則等の一部改正（改正省令第２条から第

４条まで及び附則第３条から第９条まで等関係） 

高額介護合算療養費に関する事項について健康保険法施行規則の改正に準じた改

正をする等，所要の改正を行った。 

 

Ⅲ 国民健康保険関係 

 

第１ 国民健康保険法施行令等の一部改正（改正令第４条，第５条及び附則第35条から

第39条まで関係） 

高齢受給者に係る一部負担金の割合等の判定に関する事項，高齢受給者に係る高額

療養費の算定基準額に関する事項及び高額介護合算療養費に関する事項等につき，健

康保険法施行令の改正に準じた改正等を行った。 

 

第２ 国民健康保険法施行規則その他国民健康保険関係省令の一部改正（改正省令第５

条から第７条まで及び附則第10条から第15条まで関係） 

一 退職者医療制度に関する事項（国民健康保険法施行規則第３条から第９条まで並

びに改正政令第８条及び附則第13条から附則第15条まで関係） 

退職者医療制度については，平成26年までの間に退職被保険者等に該当する者が

65歳となるまでの間の経過措置とされたことに伴い，退職被保険者等に関する規定

を附則に置くなど所要の改正を行った。 

二 特定同一世帯所属者に関する事項（国民健康保険法施行規則第２条，第10条の２

及び第12条の２関係） 

特定同一世帯所属者（国民健康保険法施行令第29条の７第２項第９号イに規定す

る特定同一世帯所属者をいう。）の属する世帯に関し，資格取得の届出に関する事

項等につき所要の改正を行った。 

三 老人保健法の規定による医療を受けることができる者が，平成20年４月以降，後

期高齢者医療制度の被保険者となったことに伴い，国民健康保険の被保険者でなく

なることから，当該被保険者であった者にかかる規定について所要の改正を行った。

（国民健康保険法施行規則第５条の６等関係） 

四 被保険者証の有効期間に関する事項（国民健康保険法施行規則第７条の２の２か

ら第７条の２の４まで関係） 

国民健康保険の保険料を滞納している世帯主や国民年金の保険料を滞納してい

る世帯主等の被保険者証について，市町村の判断により特別の有効期間を定めるこ
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とができる規定を設けたことに伴い，そのための要件等について規定を設けた。 

五 その他所要の改正 

高額介護合算療養費に関する事項（国民健康保険法施行規則第27条の18から第27

条の27まで関係）について，健康保険法施行規則の改正に準じた改正等を行うとと

もに，その他国民健康保険関係省令について，所要の改正を行った。 

 

第３ その他国民健康保険関係告示の制定及び一部改正を行った。 

 
Ⅳ 船員保険関係 

 

船員保険法施行令，船員保険法施行規則その他船員保険関係告示につき，健康保険法

施行令，健康保険法施行規則及び健康保険関係告示の改正に準じた改正等を行った。 

 

Ⅴ 介護保険関係 

 

第１ 介護保険法施行令の一部改正（改正令第７条及び附則第46条関係） 

一 高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給要件

及び支給額並びに医療合算算定基準額等を定めた。 

二 その他後期高齢者医療制度の創設等に伴い所要の規定の整備を行った。 

 

第２ 介護保険法施行規則の一部改正（改正省令第10条及び附則第17条関係） 

高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請

につき所要の改正を行った。（介護保険法施行規則第83条の４の４及び第97条の２の

２関係） 

 

第３ その他介護保険関係省令の一部改正（改正令第11条から第22条まで関係） 

改正法の一部の施行により，新たに後期高齢者医療制度等が創設されることに伴い，

指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第

37号）等の介護保険関係省令について所要の改正を行った。 

 

Ⅵ その他関係政省令の一部改正 

 

共済組合各法施行令，住民基本台帳法施行令及び健康増進法施行規則等の関係政省令

について所要の改正を行った。 

 

Ⅶ 施行期日 

 

改正令，改正省令及び関係告示は，平成 20 年４月１日から施行されている。（改正令

附則第１条及び改正省令附則第１条等関係） 

 

以上 
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（添付資料） 

１．健康保険法施行令等の一部を改正する政令及び健康保険法施行規則等の一部を改正す

る省令等の施行について 

（平 20．6．30 老発第 0630002 号・保発第 0630001 号 厚生労働省老健局長・保険局長

連名通知） 

２．健康保険法施行令等の一部を改正する政令 

（平 20．3．31 政令第 116 号 官報号外特第５号抜粋） 

３．健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 

（平 20．3．31 厚生労働省令第 77 号 官報号外特第５号抜粋） 

４．厚生労働省告示 

（平 20．3．31 厚生労働省告示第 193 号ないし 199 号及び 217 号ないし 240 号 官報

号外特第５号抜粋） 

５．厚生労働省告示 

（平 20．3．31 厚生労働省告示第 166 号，167 号，185 号及び 188 号 官報号外第 68

号抜粋） 
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／齢
（添付資料）1

老発第0630002号
保発第0630001号
平成20年6月30日

各都道府県知事　殿

厚生労働省老健局

　　　　　　　　　　麟灘蘇

厚生労働省保険局　健L捗l11ひ一一つ1
　　　　　　　　　　羅二1　「　　’

■r・宮恥、、ひ；・．レ”恥闘’咽←煽’階数山鼠∴粋・亡

健康保険法施行令等の一部を改正する政令及び健康保険法施行規則等の一部

を改正する省令等の施行について

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号。以下r改正法」という。）

については平成18年6月21日に、また、健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平

成20年政令第116号。以下「改正令」という。）、健康保険法施行規則等の一部を改正

する省令（平成20年厚生労働省令第77号。以下r改正省令」という。）及び関係告示

については平成20年4月1日から施行することとされたところであるが、これらの改正

の趣旨及び主な内容については、r健康保険法等の一部を改正する法律の施行について」（平

成18年6月21日保発第0621001号）によるほか、下記のとおりであるので、その旨御

了知の上、貴都道府県内の市町村及び国民健康保険組合への周知方について御配慮願いた

い。

記

第一　改正の趣旨

　本改正令は、改正法の一部の施行に伴い、健康保険法（大正11年法律第70号）等

の関係法律の規定の委任を受けて、健康保険法施行令（大正15年勅令第243号）等

の関係政令について、高額療養費の算定基準額の見直し、高額介護合算療養費の支給要



件及び支給額並びに介護合算算定基準額を定めること並びに後期高齢者医療制度の創設

に伴う規定の整備（老人保健拠出金の廃止に伴う規定の整備等）等の改正を行うほか、

施行に必要な各種の経過措置を設けるものであること。

　また、本改正省令及び関係告示は、改正法の一部及び改正令の施行に伴い、関係法律

及び関係政省令の規定の委任を受けて、健康保険法施行規則（大正15年内務省令第3

6号）等の関係省令及び関係告示について、高額介護合算療養費の支給に関する手続に

関して必要な事項を定めること及び後期高齢者医療制度の創設に伴い必要な規定の整備

（後期高齢者医療広域連合の障害認定の届出に関する規定の整備等）等の改正を行うほ

か、高額介護合算療養費の支給基準額を定める等の告示を制定するものであること。
　‘

第二　改正の主な内容

1　健康保険関係

第1　健康保険法施行令の一部改正（改正令第1条並びに附則第19条及び第28条

　　から第33条まで関係）

　一　健康保険組合の準備金に関する事項（健康保険法施行令第20条、附則第3条

　　及び第4条並びに改正令附則第19条関係）

　　　改正法の一部の施行により、老人保健拠出金及び退職者給付拠出金が廃止され、

　　新たに高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下r高齢

　　者医療確保法」という。）の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援

　　金等が創設されることに伴い、準備金の額の算定に際して勘案すべき費用の額に、

　　これらの納付に要した費用の額を含める等の規定の整備を行ったこと。

　　　なお、老人保健拠出金及び退職者給付拠出金についてはそれぞれ改正法附則第
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る　　　38条等及び国民健康保険法（昭和33年法律第192号）附則第10条第2項

　　の規定により、高齢者医療確保法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等

　　については同条第2項の規定により、それぞれ保険者は経過的に納付義務を負う

　　ことに伴い、所要の経過措置を設けたこと。

二　高齢受給者に係る一部負担金等の割合の判定に関すう事項（健康保険法施行令

　第34条第2項及び第39条並びに改正令附則第28条、第29条及び第31条
　関係）

　　改正法の一部の施行により、新たに後期高齢者医療制度が創設されることに伴

　い、改正法第7条による改正前の老人保健法（昭和57年法律第80号）の規定

　による医療を受けることができる者である被保険者及び被扶養者は健康保険の加

入者ではなくなることから、これらの者に係る文言を削除したこと。

　　なお、健康保険法施行令第34条第2項の改正に伴い、これらの者と同一の世

　帯に属する被保険者及びその被扶養者に係る一部負担金の負担割合又は家族療養

　費等の給付の割合の判定の結果に影響が生じないように、平成20年4月から8

月までの間については、同項の改正に伴う再判定は不要とする等の経過措置を、

　また、同年9月から平成22年8月までの間については、同項の規定の適用によ



り一部負担金の負担割合が2割から3割となる被保険者が受けた療養に係る高額

療養費について、一般所得者に係る算定基準額（健康保険法施行令第42条第2

項第1号に定める額をいい、平成20年4月から平成21年3，月までの問につい

ては、改正令第1条による改正前の健康保険法施行令第42条第2項第1号に定

める額とする。）により取り扱うこととする経過措置をそれぞれ設けたこと。

三　高齢受給者に係る高額療養費の算定基準額に関する事項（平成20年度の臨時

　の特例措置を含む。）（健康保険法施行令第42条及び第43条並びに改正令附則

　第30条及び第32条関係）

　　改正法の一部の施行により、70歳以上の被保険者及び被扶養者（現役並み所

　得者（健康保険法施行令第42条第2項第2号に掲げる者をいう。以下同じ。）

　を除く。以下r高齢受給者」という。）が受けた療養に係る一部負担金等（健康

　保険法第74条第1項に規定する一部負担金及びこれに相当するものをいう。以

　下同じ。）の負担割合が1割から2割に見直されることに伴い、高齢受給者のう

　ち一般所得者に係る高額療養費の算定基準額を次のとおり見直すとともに、低所

　得者（健康保険法施行令第42条第2項第3号又は第4号に掲げる者をいう。以

　下同じ。）に係る算定基準額については据え置くこととしたこと。

①　入院療養：44，400円　→　62，100円（多数回該当：44，400円）

②外来療養（注）：12，000円→24，600円

　　（注）入院療養以外の療養であって、一の保険医療機関等による総合的かっ計画的な医学

　　　　管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの（第3の五を参照のこと。）

　　　　を含む。

　なお、施行目前に高齢受給者が受けた療養に係る高額療養費の支給については、

なお従前の例によることとされたとともに、平成20年4月から平成21年3，月
までの間に高齢受給者が受けた療養に係る高額療養費の支給については、r70

’歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置の取扱いについて」（平

成20年2月21日保発第0221003号）別紙のr70歳代前半の被保険者等に係
る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」に基づき、平成20年度の臨時の特例

措置として、国が高齢受給者が受けた療養に係る一部負担金等の一部に相当する

額を高齢受給者に代わって保険医療機関等に支払うこととされたことを踏まえ、

当該高齢受給者の所得区分に応じ、それぞれ次のとおりとする経過措置を設けた

こと　（日雇特例被保険者又はその被扶養者であるときについても同様。）。

1　一般所得者

　①　入院療養：44，400円

　②　入院療養以外の療養であって、一の保険医療機関等による総合的かっ計画

　　的な医学管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの：12，000円

　③　外来療養（②の療養を除く。）：12，000円。ただし、保険医療機関等の窓口

　　での一部負担金等の支払については、医療費の1割の額を限度とし、当該額

　　を超える部分については、現1行の①及び②の療養に係る取扱いと同様に、保



険者から当該保険医療機関等に支払うこととする（高額療養費の現物給付）。

2　低所得者

①入院療養：低所得者H（健康保険法施行令第42条第2項第3号に該当す

　　る者をいう。）の場合にあっては24，600円、低所得者1（同項第4号に該当

　　する者をいう。）の場合にあっては15，000円

②　入院療養以外の療養であって、一の保険医療機関等による総合的かっ計画

　　的な医学管理の下における療養として厚生労働大臣が定めるもの：8，000円

③　外来療養（②の療養を除く。）：8，000円。ただし、保険医療機関等の窓口

　　での一部負担金等の支払については、医療費の1割の額を限度とし、当該額

　　を超える部分については、現行の①及び②の療養に係る取扱いと同様に、保

　険者から当該保険医療機関等に支払うこととする（高額療養費の現物給付）。

四　高額介護合算療養費に関する事項（健康保険法施行令第43条の2から第44

　条まで及び改正令附則第33条関係）

　　改正法の一部の施行により、新たに高額介護合算療養費制度が創設されること

　に伴い、高額介護合算療養費の支給要件及び支給額並びに介護合算算定基準額等

　について、次のとおり定めることとしたこと。なお、具体的な事務取扱いについ

　ては、追って通知すること。

　1　高額介護合算療養費の支給要件及び支給額（健康保険法施行令第43条の2

　　関係）

　　（1）計算期間（前年8月1目から7月31日までの1年間（施行当初の計算期

　　　間は、平成20年4月1目から平成21年7月31目までの16箇月間。な
　　　お、5を参照のこと。）をいう。以下同じ。）の末日（以下r基準日」という。

　　　なお、3を参照のこと。）において健康保険の被保険者である者（以下1に

　　　おいてr基準日被保険者」という。）に係る高額介護合算療養費は、計算期

　　　間に受けた療養等（医療保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による療

　　　養（食事療養及び生活療養を除く。以下この項及び第2の三並びにVの第1

　　　の一において同じ。）又は介護保険法（平成9年法律第123号）の規定に

　　　よる居宅サービス等若しくは介護予防サービス等をいう。以下同じ。）に係

　　　る一部負担金等の額又は利用者負担の額（同法第51条第1項に規定する介

　　　護サービス利用者負担額及び第61条第1項に規定する介護予防サービス利

　　　用者負担額をいう。以下同じ。）に係る次のア～オの額を合算した額（以下

　　　r介護合算一部負担金等世帯合算額」という。）が2の介護合算算定基準額

　　　に支給基準額（500円。第3の一参照のこと。）を加えた額を上回る場合

　　　に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護

　　　合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率（アの額を介護合算一部負担

　　　金等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た額（医療に係る自己

　　　負担（ア～エの額を合算した額）又は介護に係る自己負担（オの額）のいず

　　　れかが零となる場合には、零とする。）としたこと。（第43条の2第1項関



係）

　ア　基準日被保険者が基準日に属する健康保険の保険者の被保険者であった

　　間に、当該者が受けた療養又はその被扶養者がその被扶養者であった間に

　　受けた療養に係る一部負担金等の額から、当該療養について支給される、

　　高額療養費の額及び付加給付に相当する額を控除した額（同項第1号関係）

イ　基準日被保険者の被扶養者（基準日に当該基準日被保険者の被扶養者で

　　ある者に限る。以下r基準目被扶養者」という。）が計算期間においてア

　　の保険者と同一の保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養又

　　はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る

　　一部負担金等の額から、当該療養について支給される、高額療養費の額及

　　び付加給付に相当する額を控除した額（同項第3号関係）

　ウ　基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間においてアの保険者以外

　　の健康保険の保険者の被保険者であった間に、これらの者が受けた療養又

　　はこれらの者の被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療

　　養に係る一部負担金等の額から、当該療養について支給される、高額療養

　　費の額及び付加給付に相当する額を控除した額（同項第2号又は第4号関

　　係）

工　基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間において組合員等（健康

　　保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する組合員等をいう。2の

　　三において同じ。）であった間に、これらの者が受けた療養又はこれらの

　　者の被扶養者等（同号に規定する被扶養者等をいう。第2の三において同

　　じ。）であった者がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る一部負

　　担金等の額から、当該療養について支給される、高額療養費の額及び附加

　　給付に相当する額を控除した額（同項第5号関係）

オ　基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等

　　及び介護予防サービス等に係る利用者負担の額から、高額介護サービス費

　　として支給される額及び高額介護予防サービス費として支給される額を合

　　算した額に相当する額を控除した額（同項第6号又は第7号関係）

（2）70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養等に係る高額介護合

算療養費の支給額については、高額療養費と同様に手厚い給付を行うことと

　し、（1）より前に別途算定し、（1）においては当該支給額をしん酌して支給額

　の算定を行うこととしたこと。（同条第1項及び第2項関係）

（3）計算期間において健康保険の被保険者であった者であって、基準日におい

　て、基準1ヨ被扶養者である者（健康保険法施行令第43条の2第3項）、他

　の健康保険の保険者の加入者である者（同条第4項）又は健康保険以外の医

療保険制度若しくは後期高齢者医療制度（以下r医療制度」と総称する。）

　の加入者である者（同条第5項から第7項まで）に対する高額介護合算療養

　費の支給要件及び支給額について、計算期間において健康保険の被保険者で

　あった間に生じた一部負担金等の合算額を介護合算一部負担金等世帯合算額

　で除して得た率を介護合算按分率とする他は（1）及び（2）にならうこととし、



必要な読替規定及びみなし規定を設けたこと。

関係）

（同条第3項から第7項まで

2　介護合算算定基準額（健康保険法施行令第43条の3関係）

　（1）1の（1）の介護合算算定基準額については、所得区分に応じ、それぞれ次の

とおりとしたこと。

①　一般所得者

②　上位所得者

③　低所得者

（第43条の3第1項関係）

　　670，000円

　1，260，000円

　　340，000円

（2）1の（2）の介護合算算定基準額（70歳以上介護合算算定基準額）について

は、所得区分に応じ、それぞれ次のとおりとしたこと。（同条第2項関係）

①
②
③
④

一般所得者

現役並み所得者：

低所得者H

低所得者1

620，000円

670，000円

310，000円

190，000円

（3）計算期間において健康保険の被保険者であった者であって、基準日におい

　て、基準日被扶養者である者又は他の健康保険の保険者の加入者である者の

介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額については、健康保

険法施行令第第43条の2第1項及び第2項を準用することとし、この場合

　においては、基準日においてこれらの者が属する健康保険上の世帯（健康保

険の被保険者及びその被扶養者をいう。）について所得区分の判定を行うこ

　ととし、必要な読替えを行うこととしたこと。（同条第3項及び第4項関係）

（4）計算期間において健康保険の被保険者であった者であって、基準日におい

て健康保険以外の医療制度の加入者である者の介護合算算定基準額及び70

歳以上介護合算算定基準額については、基準日において当該者が属する医療

制度上の世帯（注）について、健康保険法施行令以外の医療保険各法施行令

又は高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成19年政令第318号）

において定められる（1）及び（2）に相当する規定を準用することにより、当該

医療制度上の基準により所得区分の判定が行うこととし、必要な技術的読替

えを健康保険法施行規則において定めることとしたこと。（同条第5項及び

第6項関係）

　　なお、健康保険法施行令以外の医療保険各法施行令及び高齢者の医療の確

保に関する法律施行令において定められる介護合算算定基準額に係る所得区

分及び所得区分ごとの介護合算算定基準額は、健康保険法施行令において定

められるものと同一のものとされていること。

　（注）健康保険等の被用者保険にあっては被保険者（共済組合にあっては組合員、私

　　立学校教職員共済にあっては加入者）及びその被扶養者を、国民健康保険にあっ

　　ては国民健康保険法に規定する世帯主（同法に規定する国民健康保険組合にあっ

　　ては組合員）及びその世帯主と同一一び）世帯に属する被保険者を、後期高齢者医療

　　制度にあっては同・一の世帯に属する被保険者をいろ。なお、医療制度」二の世帯が



住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）上の世帯と異なるのは、被用者保険

の被扶養者が、必ずしも被保険者と同一の世帯に属さないこと等によるものであ

ることに留意されたい（健康保険法第3条第7項各号等を参照のこと。）。

3　その他高額介護合算療養費の支給に関する事項（健康保険法施行令第43条

の4関係）

　（1）高額介護合算療養費の支給は、基準日における医療制度上の世帯について、

　　当該基準日において介護合算算定基準額等に係る所得区分の判定を行うこと

　　としているが、計算期間の中途で死亡した等により医療制度の加入者でなく

　　なった被保険者については、当該加入者の資格を喪失した目の前日を基準日

　　とみなして、健康保険法施行令第43条の2及び第43条の3を適用するこ

　　ととしたこと。1第43条の4第1項関係）

（2）高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、健康保険

　法施行規則において定めることとしたこと。（同条第2項関係）

4　日雇特例被保険者に係る高額介護合算療養費の支給についての準用（健康保

険法施行令第44条第2項から第4項まで関係）

　　日雇特例被保険者に係る高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施

行令第43条の2及び第43条の3の規定を準用することとしたほか、3の（1）

に相当する規定を加える等の整備を行ったこと。

5　施行当初の計算期間等の経過措置（改正令附則第33条関係）

　　平成20年度については、計算期間の途中である4，月1目から高額介護合算

療養費制度が施行されることから、施行当初の計算期間については、同日から

平成21年7月31日までの16箇月間とし、介護合算算定基準額についても、

次の（1）及び（2）のとおり通常の額の16／12倍の額とする経過措置を設けたこと。

　（附則第33条第1項関係）

　　ただし、平成20年8月1目以後に負担が集中している場合など、計算期間

を16箇月間として算出した高額介護合算療養費の支給総額（同一の医療制度

上の世帯に属する個々人が受ける高額介護合算療養費の支給額を合計した額を

いう。以下1司じ。）が、計算期間を同日から平成21年7月31日までの12

箇月間として算出（介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額は

通常の額（注2）による。）した支給総額を下回る場合には、計算期間は当該1

　2箇月間とし、介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額は通常

の額（注2）とする経過措置を設けたこと。（同条第2項関係）

　（1）1の（1）の介護合算算定基準額

　　①一般所得者　：670，000円→　890，000円
　　②　」二位所得者　　　：1，260，000円　→　1，680，000円

　　③低所得者　 ：340，000円→ 450，000円

　（2）1の（2）の介護合算算定基準額（70歳以上介護合算算定基準額）



①
②
③
④

一般所得者

現役並み所得者：

低所得者H

低所得者1

620，000円

670，000円

310，000円

190，000円

→

→

→

→

750，000円（注1）

890，000円

410，000円

250，000円

（注1）平成20年度については、70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の

　　軽減特例措置を踏まえた対応によって、高齢受給者に係る高額療養費の算定基

　　準額が改正令による改正前の額に据え置かれることから（三の1及び2を参照

　　のこと。）、一般所得者に係る70歳以上介護合算算定基準額についても、改正

　　前の高額療養費の自己負担限度額に応じた水準の額（560，000円の4／3）と

　　なるよう設定している。

（注2）注1と同様の理由により、この場合の一般所得者に係る70歳以上介護合算

　　算定基準額は560，000円とする。

五　健康保険組合の財政調整に関する事項（健康保険法施行令第65条及び第67

　条関係）

　　改正法第3条による健康保険法附則第2条の一部改正に伴い、同条に規定する

　交付金の支給対象となる健康保険組合の要件等の整備を行ったこと。

六　その他所要の改正

　　改正法の一部の施行に伴い、健康保険法施行令第29条（指定健康保険組合の

　指定の要件）、第33条の3（保険医療機関等の指定の拒否等に係る法律）、第6

　3条（厚生労働大臣等の権限の委任）、第71条（特定被保険者に関する介護保

　険料率の算定の特例）等について所要の改正を行ったこと。

第2　健康保険法施行規則の一部改正（改正省令第1条及び附則第2条関係）

　一　障害認定の届出に関する事項（健康保険法施行規則第39条及び第43条の2
　　関係）

　　　改正法の一部の施行により、新たに後期高齢者医療制度が創設されることに伴

　　い、高齢者医療確保法第50条第2号の規定による後期高齢者医療広域連合の障

　　害認定を受けた被保険者又は被扶養者は健康保険の加入者の資格を喪失すること

　　となり、施行目以後にこれらの者が当該障害認定を受けた場合に係る手続につい

　　ては、被保険者（任意継続被保険者を除く。）にあっては被保険者の資格喪失の

　　届出（健康保険法施行規則第29条）、被扶養者にあっては被扶養者の届出（同

　　規則第38条）によることとなることから、同規則第39条を削除するとともに

　　　、任意継続被保険者が当該障害認定を受けた場合の手続規定として新たに同規

　　則第43条の2を設けたこと。

　　　なお、同条の規定による申出を受けた保険者は、職権により当該任意継続被保

　　険者の資格喪失の処理を行うこととなることから、保険者におかれては、必要な

　　申出が適切に・行われるよう、任意継続被保険者に対し適宜周知を図られたいこと。



二　生活療養標準負担額の減額の対象者に関する事項（健康保険法施行規則第62

　条の3及び第101条から第103条まで関係）
　　改正法の一部の施行により、入院時生活療養費の支給の対象となる者の範囲が

　療養病床に入院する65歳以上（施行日前は70歳以上）の者に拡大されること

　に伴い、生活療養標準負担額の減額の対象となる者について、70歳未満の低所

　得者を加える等の規定の整備を行ったこと。

三　高額介護合算療養費に関する事項（健康保険法施行規則第109条の2から第

　109条の11まで関係）
　1　第1の四の1（1）の介護合算一部負担金等世帯合算額等の算定に係る健康保

　　険法施行令からの委任事項（健康保険法施行規則第i　o9条の2から第109

　　条の6まで関係）

　　（1）基準日被保険者又は基準日被扶養者に係る第1の四の1（1）エの額について

　　　は、これらの者が計算期間において加入していた医療制度に応じて、それぞ

　　　れの医療制度の規定により算定した額としたこと。（第109条の2関係）

　　（2）70歳に達する目の属する月の翌月以後に受けた療養等に係る高額介護合

　　　算療養費の支給額の算定に用いる第1の四の1（1）ア～オの額に相当する額

　　　については、当該療養等に係る一部負担金等の額又は利用者負担の額から、

　　　当該療養等について支給される、高額療養費、高額介護サービス費若しくは

　　　高額介護予防サービス費の額又は付加給付に相当する額を控除した額とした

　　　こと。（第109条の3関係）

　　（3）計算期間において健康保険の被保険者であった者であって、基準日におい

　　　て健康保険及び後期高齢者医療制度以外の医療制度の加入者である者に係る

　　　第1の四の1（1）ア～オの額に相当する額については、当該者が基準日にお

　　　いて加入していた医療制度における同ア～オの額に相当する額とするととも

　　　に、当該者が70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養等に係る

　　　高額介護合算療養費の支給額の算定に用いる同ア～オの額に相当する額につ

　　　いては、当該療養等に係る一部負担金等の額又は利用者負担の額から、当該

　　　療養等について支給される、高額療養費、高額介護サービス費若しくは高額

　　　介護予防サービス費の額又は付加給付に相当する額を控除した額としたこ

　　　と。（第109条の4及び第109条の5関係）
　　（4）計算期間において健康保険の被保険者であった者であって、基準日におい

　　　て後期高齢者医療制度の加入者である者に係る第1の四の1（1）ア～オの額

　　　に相当する額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条

　　　の2第1項各号に掲げる額としたこと。（第109条の6関係）

2　高額介護合算療養費の支給に関する手続（健康保険法施行規則第109条の

　1，0及び第109条の11関係）
　（1）基準日被保険者の保険者（当該基準日被保険者が基準日に属する健康保険

　　0）保険者）に対する高額介護合算療養費の支給申請手続について、次のとお



　りとしたこと。（第109条の10関係）

　ア　高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者は、健康保

　　険法施行規則第109条の10第1項各号に掲げる事項を記載した申請書

　　に、当該基準日被保険者及び基準日被扶養者が計算期間において負担した

　　療養等に係る一部負担金等及び利用者負担の額の証明書をそれぞれ添付し

　　て、基準日に属する健康保険の保険者へ提出すること。

　　　また、基準日において低所得者の要件を満たす場合には、その旨を証す

　　る書類を添付すること。（同条第1項から第3項まで関係）

　イ　アの申請書の提出を受けた保険者は、当該基準日被保険者に適用される

　　介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額並びに介護合算一

　　部負担金等世帯合算額、その他高額介護合算療養費等（医療保険各法に規

　　定する高額介護合算療養費又は介護保険法に規定する高額医療合算介護サ

　　ービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。以下同じ。）

　　の支給に必要な事項を、アの申請書に添付された証明書を交付した医療保

　　険者及び後期高齢者医療広域連合（以下r医療保険者等」という。）並び

　　に介護保険者に対し、遅滞なく通知しなければならないこと。（同条第4

　　項関係）

　ウ　計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者（以下r死亡

　　等した被扶養者」という。）を当該死亡等した目において扶養する被保険

　　者は、当該死亡等した被扶養者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の

　　申請を、当該死亡等した目に属する健康保険の保険者に行うことができる

　　こと。この場合の手続は、ア及びイに準ずること。ただし、イの通知は、

　　当該死亡等した被扶養者に対する証明書を交付した医療保険者等又は介護

　　保険者以外に対しては省略するものであること。（同条第5項及び第6項

　　関係）

（2）計算期間において被保険者であった者が加入していた健康保険の保険者（基

　準目被保険者にあっては（1）の保険者を除く。）に対する高額介護合算療養費

の支給申請手続について、次のとおりとしたこと。（第109条の11関係）

ア　高額介護合算療養費の支給を受けようとする者（計算期間において健康

　　保険の被保険者であった者に限る。）は、健康保険法施行規則第109条

　　の11第1項各号に掲げる事項を記載した申請書（支給兼証明書交付申請

　　書）を、計算期間において加入していた健康保険の保険者に提出すること。

　　（同条第1項関係）

イ　アの申請書の提出を受けた保険者は、計算期間において当該保険者の被

　　保険者であった者が当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた

　　療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養

　　に係る一部負担金等の額から、当該療養について支給される、高額療養費

　　の額及び付加給付に相当する額を控除した額、その他必要な事項を記載し

　　た証明書を交付しなければならないこと。（同条第2項関係）

　ウ　イの証明書を交付した保険者は、当該証明書に係る基準日の翌日から2



　年以内に、当該証明書の交付を受けた者が基準日に属する医療保険者等か

　ら高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合におい

　て、当該証明書の交付を受けた者等に対1．．て、当該者が基準日に属する医

　療保険者等への高額介護合算療養費の支給の申請状況の確認を行ったとき

　は、アの申請書は提出されなかったものとみなすことができること。（同

　条第3項関係）

工　計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者（以下r死亡等した

　者」という。）と当該死亡等した日において同一の医療制度上の世帯に属

　する者は、当該死亡等した者に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必

　要な証明書の交付申請を、計算期間において加入していた健康保険の保険

　者（当該死亡等した者が死亡等した目において被保険者である者にあって

　は、同日に属する保険者を除く。）に対して行うことができること。この

　場合においては、当該申請を受けた保険者は、イの証明書を交付しなけれ

　ぱならないこと。（同条第4項関係）

3　その他健康保険法施行令からの委任事項（健康保険法施行規則第109条の

　7から第109条の9まで関係）
　　第1の四の2（2）④の所得区分（低所得者1）の判定の対象とする基準日被

保険者の被扶養者は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる目に当該基

準日被保険者の被扶養者である者とすること（健康保険法施行規則第109条

の7）、同四の2（4）の必要な技術的読替え（同規則第109条の8）及び同四

の3（1）に規定する基準日の取扱いについては、計算期間の中途で死亡等によ

　り医療制度の加入者でなくなった健康保険の被保険者であった者についても同

様に取り扱うこと（同規則第109条の9）を定めたこと。

四　保険料等の納入告知に関する事項（健康保険法施行規則第136条関係）

　　改正法の一部の施行により、一般保険料率の内訳として基本保険料率及び特定

　保険料率が創設されたことに伴い、健康保険組合が保険料等の納入告知書に記載

　しなければならない事項に、健康保険法第156条第1項第1号に規定する一般

　保険料額の内訳（健康保険法施行規則第136条に規定する基本保険料額及び特

　定保険料額をいう。以下同じ。）を加えたこと。

　　なお、事業主が被保険者から保険料を徴収する際に一般保険料額の内訳を示す

　ことは法令上の義務ではないが、本改正は、新たに後期高齢者医療制度を創設し、

　世代間・保険者間の負担の明確化及び公平化を図っていく中で、保険者の単位で

　見て、後期高齢者医療広域連合や前期高齢者を多く抱える保険者等に対する支援

　を行うという趣旨の明確化を図るとともに、被保険者の単位で見て、各人が共同

　連帯の理念等に基づきどの程度支援を行っているかについての御理解を深めてい

　ただくために・行われるものであることから、給与明細書にその内訳を示すなどの

　情報提供をしていただくことが望ましく、保険者におかれては、事業主への協力

　依頼に努めていただきたいこと。



五　その他所要の改正

　　改正法の一部の施行に伴い、健康保険法施行規則第52条等の規定及び被保険

　者資格喪失届等の様式について所要の改正を行ったこと。

　　なお、改正省令による改正前の様式（健康保険検査証を除く。）は、当分の間、

　改正省令による改正後の様式によるものとみなすとともに、改正省令による改正

　前の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することが

　できることとする経過措置を設けたこと。（改正省令附則第2条関係）

第3　関係告示の制定及び一部改正

　一　健康保険法施行令第四十三条の二第一項及び介護保険法施行令第二十二条の三

　　第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める支給基準額（平成20年厚生労働省

　　告示第225号）の制定

　　　健康保険法施行令第43条の2第1項及び介護保険法施行令（平成10年政令

　　第412号）第22条の3第2項の規定に基づき、高額介護合算療養費、高額医

　　療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給の事務の執行

　　に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額について、それぞれ5

　　00円と定めたこと。

二　健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十二条第一項及び第四十四

　条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付（平成20年厚

　生労働省告示第226号）の制定

　　改正令附則第32条及び第44条による高額療養費の支給の特例措置の対象と

　なる医療に関する給付について、r70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金

　等の軽減特例措置の取扱いについて」（平成20年2月21日保発第0221003号）

　による医療費の支給を定めたこと。

三　社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定

　める医療に関する給付（昭和52年厚生省告示第239号）等の一部改正（平成

　20年厚生労働省告示第217号から第220号まで）
　　保険優先の公費負担医療として、新たに「70歳代前半の被保険者等に係る…

　部負担金等の軽減特例措置の取扱いについて」（平成20年2月21目保発第022

　1003号）による医療費の支給及び「感染症対策特別促進事業について」（平成2

　0年3月31日健発第0331001号）による肝炎治療特別促進事業に係る医療の給

　付が平成20年4，月1EIから実施されることに伴い、次に掲げる告示において定

　める医療に関する給付にこれらの公費負担医療を加えたこと。

①社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の

　　定める医療に関する給付

②健康保険法施行規則第九十八条第十一号及び船員保険法施行規則第四十七条

　　第十号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付（昭和59年厚



　生省告示第155号）

③健康保険法施行規則第百六条第八号及び第百七条第十号並びに船員保険法施

　行規則第四十七条ノニノ八第七号及び第四十七条ノニノ九第九号の規定に基づ

　き厚生労働大臣が定める医療に関する給付（昭和59年厚生省告示第157号）

④　健康保険法施行規則第百八条第七号及び船員保険法施行規則第四十七条ノ三

　第七号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付（平成6年厚生

　省告示第301号）

四　健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額（平成8年厚生省告示

　第203号）の一部改正（平成20年厚生労働省告示第221号）

　　改正法の一部の施行により、入院時生活療養費の支給の対象となる者の範囲が

　療養病床に入院する65歳以上の者に拡大されること、また、改正省令により健

康保険法施行規則第62条の3の規定の整備が行われたことに伴い、健康保険の

食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額について所要の改正を行ったこと。

五　診療報酬の改定等に伴う関係告示の一部改正（平成20年厚生労働省告示第2

　22号及び第224号）
　　平成20年度の診療報酬の改定により、診療報酬の算定方法（平成18年厚生

　労働省告示第92号）が廃止され、新たに診療報酬の算定方法（平成20年厚生

　労働省告示第59号）が制定されたことに伴い、健康保険法施行令第四十三条第

　一項第一号及び第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養（平成14年厚

　生労働省告示第292号。以下r平成14年告示第292号」という。）及び健
　康保険法施行規則第六十二条の三第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

　（平成18年厚生労働省告示第488号。以下r平成18年告示第488号」と

　いう。）について、平成14年告示第292号に定める療養に特定施設入居時等

　医学総合管理料が算定されるべき療養を加える等所要の改正を行ったこと。

　　また、改正省令により健康保険法施行規則第62条の3の規定が改正されたこ

　とに伴い、平成18年告示第488号の題名を改めたこと。

II後期高齢者医療制度関係

第1　高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者

　　医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正（改正令第2条及び第3条並び

　　に附則第34条関係）

　　　　高額介護合算療養費に関する事項について、健康保険法施行令の改正に準じた

　　　改正（高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2から第16条の4ま

　　　で関係）を行うとともに、高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢

　　　者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令（平成19年政

　　令第325号）について、老人保健法の廃止に伴う規定の整備等を行うほか、所

　　　要の改正を行ったこと。



第2　高齢者の医療の確保に関する法律施行規則等の一部改正（改正省令第2条から

　第4条まで及び附則第3条から第9条まで等関係）

　一　被保険者資格証明証の交付の対象とならない、原子爆弾被爆者に対する援護に

　　関する法律（平成6年法律第117号）による一般疾病医療費の支給等を受ける

　　ことができる場合について、後期高齢者医療広域連合から届書の提出の求めがあ

　　つた場合においては、速やかに、当該届書を、後期高齢者医療広域連合に提出し

　　なければならないこととしたこと。（高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

　　（平成19年厚生労働省令第129号）第17条の2関係）

二　高額介護合算療養費に関する事項について、健康保険法施行規則の改正に準じ

　た改正をすることとしたこと。（高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第7

　1条の2から第71条の10関係）

三　その他改正法の一部の施行に伴い、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則、．

　高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定

等に関する省令（平成19年厚生労働省令第140号）及び後期高齢者医療の調

　整交付金の交付額の算定に関する省令（平成19年厚生労働省令第141号）そ

　の他後期高齢者医療制度関係告示について、老人保健法の廃止に伴う規定の整備

　等を行うほか、所要の改正を行ったこと。（改正省令附則第4条から第9条まで

　関係）

皿　国民健康保険関係

　第1　国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）等の一部改正（改正令第

　　4条、第5条及び附則第35条から第39条まで関係）

　　一　高齢受給者に係る一部負担金の割合等の判定に関する事項（国民健康保険法施

　　　行令第27条の2及び附則第2条第8項並びに改正附則令附則第35条及び第3

　　　6条第2項から第4項まで）

　　　　改正法の一部の施行により、新たに後期高齢者医療制度が創設されることに伴

　　　い、改正法第7条による改正前の老人保健法の規定による医療を受けることがで

　　　きる者である被保険者は国民健康保険の加入者ではなくなることから、当該被保

　　　険者であった者に係る文言を削除したこと。

　　　なお、国民健康保険法施行令第27条の2の改正に伴い、当該被保険者であっ

　　　た者と同一の世帯に属する高齢受給者に係る一部負担金の負担割合や高額療養

　　　費の算定基準額の判定の結果に影響が生じないように、平成20年4月から7

　　　月までの間については、国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに

　　　規定する特定同一世帯所属者（以下r特定同一世帯所属者」という。）の所得や

　　　収入も含めて判定を行うことで、国民健康保険法施行令第27条の2の改正に

　　　伴う再判定は不要とする等の経過措置を、また、同年8月から平成22年7月

　　　までの間については、同条が改正されたことに伴い、判定の結果、一部負担金

　　　の割合が2割から3割となる被保険者が受けた療養に係る高額療養費について、



一般所得者に係る算定基準額（国民健康保険法施行令第29条の3第3項第1

号に定める額をいい、平成21年3月までの間については、改正令第4条によ

る改正前の国民健康保険法施行令第27条の3第3項第1号に定める額をい

う。）により取り扱うこととする経過措置をそれぞれ設けたこと。

二　高齢受給者に係る高額療養費の算定基準額に関する事項（国民健康保険法施

　行令第29条の3及び第29条の4並びに改正令附則第36条第1項及び第3
　8条関係）及び高額介護合算療養費に関する事項（国民健康保険法施行令第2

　9条の4の2から第29条の4の4まで並びに改正令附則第39条関係）につ
　いて、健康保険法施行令の改正に準じた改正を行うとともに、国民健康保険の

　国庫負担金等の算定に関する政令（昭和34年政令第41号）について、所要

　の改正を行ったこと。

第2　国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）その他国民健康保険

　関係省令の一部改正（改正省令第5条から第7条まで及び附則第10条から第15

　条まで関係）　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　・

　一　退職者医療制度に関する事項（国民健康保険法施行規則附則第3条から第9条

　　まで並びに改正政令第8条及び附則第13条から附則第15条まで関係）

　　　退職者医療制度に関し、次のような改正を行ったこと。

　　1　退職者医療制度については、平成26年度までの間に退職被保険者等に該当

　　　する者が65歳となるまでの間の経過措置とされたことに伴い、退職被保険者

　　　等が所属する市町村における退職被保険者等の資格の取得や喪失の届出等、退

　　　職被保険者等に関する規定を附則に置くなど、所要の改正を行ったこと。

　　2　退職被保険者の被扶養者について、資格の取得や喪失等について公簿等によ

　　　って確認することができるときは、届出を省略することができることとしたこ

　　　と。

　　3　退職者医療制度関係省令は廃止することとしたが、附則においてなおその効

　　　力を有することとしたこと。

二　特定同一世帯所属者に関する事項（国民健康保険法施行規則第2条、第10条

　の2及び第12条の2関係）
　　特定同一世帯所属者の属する世帯に関し、次のような改正を行ったこと。

　1　特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主が、当該特定同一世帯所属者とと

　　もに他の市町村に転入して新しく世帯を形成した場合や、当該世帯主が、当該

　　特定同一世帯所属者とともにすでにある世帯に加わり、引き続き当該世帯にお

　　いて世帯主となる場合の届出に際しては、従前住所を有していた市町村により

　　交付されることとされた特定同一世帯所属者である旨を証明する書類を提示す

　　ることとしたこと。

　2　世帯主と特定同一世帯所属者が同一の日に市町村の区1域内に住所を有しなく

　　なった場合にあっては、現住所地の市町村は、特定同一世帯所属者で潅）ること



を証明する書類を交付することとしたこと。

三　老人保健法の規定による医療を受けることができる者が、平成20年4月以降、

　後期高齢者医療制度の被保険者となることに伴い、国民健康保険の被保険者でな

　くなるため、当該被保険者であった者にかかる規定について、次のような改正を

　行ったこと。

　1　老人保健法の規定による障害の認定を受けたときの、保険者への届出の規定

　　を削除したこと。（国民健康保険法施行規則第5条の6関係）

　2　国民健康保険の被保険者資格証明書の交付の対象とならない老人保健法の規

　　定による医療等を受ける者がいる世帯に対して、市町村が保険料を滞納してい

　　る世帯主に対して求める届出に係る規定に関し、老人保健法の規定による医療

　　を受ける者を除外し、原爆一般疾病医療費の支給等を受ける者に限定するため

　　所要の整備を行ったこと。（国民健康保険法施行規則第5条の9関係）

　3　高齢受給者証等の各種証明書（減額認定証、特定疾病受領証、限度額適用認

　　定証、限度額適用・減額認定証、特別療養証明書）を返還しなければならない

　　要件から、老人保健法に係る要件を削除する等、所要の整備を行ったこと。

　4　後期高齢者医療制度の被保険者となった者について、国民健康保険の資格喪

　　失の届出を省略することができる規定を設ける等、所要の整備を行ったこと。

四　被保険者証の有効期間に関する事項（国民健康保険法施行規則第7条の2の2

　から第7条の2の4まで関係）

　　国民健康保険の保険料を滞納している世帯主や国民年金の保険料を滞納してい

　る世帯主等の被保険者証について、市町村の判断により特別の有効期間を定める

　ことができる規定を設けたことに伴い、そのための要件等について次のような規

　定を設けることとしたこと。

　1　特別の有効期限を定めることのできる要件として、国民年金の滞納に関し、

　　督促を受けた者がその指定期限までに保険料の納付をしないこと等としたこ

　　と。

　2　有効期間を定める場合には、同一・の世帯に属する被保険者について同一の有

　　効期間を定めることとされているが、国民年金の保険料を滞納している被保険

　　者等についてはこの限りでないこと等としたこと。

五　その他所要の改正

　1　市町村の国民健康保険特別会計の事業勘定の歳入に前期高齢者交付金を加

　　え、歳出に老人保健拠出金に代えて、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援

　　金等を加えることとしたこと。（国民健康保険法施行規則第16条関係）

　2　後期高齢者支援金等賦課額の算定に係る総所得金額等や固定資産税額等の補

　　正等、後期高齢者医療制度及び前期高齢者財政調整制度の創設に伴い、所要の

　　改正を行ったこと。

　3　高額介護合算療養費に関する事項（国民健康保険法施行規則第27条の！8



から第27条の27まで関係）について、健康保険法施行規則の改正に準じた

改正を行うとともに、その他国民健康保険関係省令について、所要の改正を行

ったこと。

第3　関係告示の制定及び一部改正

　一　健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第三十八条第一項の規定に基づ

　　き厚生労働大臣が定める医療に関する給付（平成20年厚生労働省告示第240

　　号）の制定

　　　改正令附則第38条による高額療養費の支給の特例措置の対象となる医療に関

　　する給付について、「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例

　　措置の取扱いについて」（平成20年2月21目保発第0221003号）による医療費

　　の支給を定めたこと。

二　国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号及び第二十七条の十二第十一号の

　規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付（平成18年厚生労働省告

　示第374号）等の一部改正等（平成20年厚生労働省告示第231号から第2

　33号まで）

　　保険優先の公費負担医療として、新たにr70歳代前半の被保険者等に係る一

　部負担金等の軽減特例措置の取扱いについて」（平成20年2月21日保発第022

　1003号）による医療費の支給及び「感染症対策特別促進事業について」（平成2

　0年3月31日健発第0331001号）による肝炎治療特別促進事業に係る医療の給

　付が平成20年4月1目から実施されることに伴い、次の①及び②に掲げる告示

　において定める医療に関する給付にこれらの公費負担医療を加えるとともに、③

　に掲げる告示を新設し、④において定める被保険者資格証明書の交付の対象外と

　なる医療に関する給付には当該肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付のみを加

　えたこと。

　①国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第一項第八号の規定に基づき厚生

　　労働大臣が定める医療に関する給付（平成19年厚生労働省告示第34号）

　②　国民健康保険法施行規則第二十七条の十五第二項第五号の規定に基づき厚生

　　労働大臣が定める医療に関する給付（平成19年厚生労働省告示第35号）

　③国民健康保険法施行規則第二十七条の十二第十・一号の規定に基づき厚生労働

　　大臣が定める医療に関する給付（平成20年厚生労働省告示第238号）

　④国民健康保険法施行規則第五条の五第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が

　　定める医療に関する給付（平成18年厚生労働省告示第374号）

三　その他改正法の一部の施行に伴い、国民健康保険関係告示について所要の改正

　を行ったこと。

IV　船員保険関係

　第1　船員保険法施行令の一部改正（改正令第6条及び附則第40条か建）第45条ま



で関係）

一　船員保険法（昭和14年法律第73号）第29条ノ5第1項の療養補償の調整

　額に係る算定方法について、当該算定方法に高額介護合算療養費を追加すること

　としたこと。（船員保険法施行令（昭和28年政令第240号）第5条関係）

二　後期高齢者医療の被保険者等（船員保険法第1条第3項に規定する後期高齢者

　医療の被保険者等をいう。以下同じ。）である被保険者の職務外疾病部門に係る

保険料の取扱いについて、後期高齢者医療の被保険者等となった月に当該後期高

齢者医療の被保険者等に該当しなくなった場合は、当該月の職務外疾病部門に係

　る保険料を徴収しないこととしたこと。（船員保険法施行令第28条の2関係）

三　その他健康保険法施行令の改正に準じた改正をすることとしたこと。

第2　船員保険法施行規則その他船員保険関係告示の一部改正（改正省令第9条及び

　附則第16条等関係）

　一　後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に対して支給する傷病手当金又は

　　葬祭料について、後期高齢者医療広域連合より傷病手当金又は葬祭料の支給があ

　　るときは、その支給額と調整を行うため、当該支給額を傷病手当金請求書又は葬

　　祭料請求書に記載し、当該支給額を証明する書類を添付することとしたこと。（船

　　員保険法施行規則（昭和15年厚生省令第5号）第44条及び第82条ノ15関
　　係）

二　その他健康保険法施行規則及び健康保険関係告示の改正に準じた改正をするこ

　ととしたこと。

V　介護保険関係

　第1　介護保険法施行令の一部改正（改正令第7条及び附則第46条関係）

　　一　高額医療合算介護サービス費の支給に関する事項（介護保険法施行令（以下

　　　「令」という。）第22条の3関係）

　　　1　介護保険法第51条の2第1項の政令で定める額を規定すること。（令第2

　　　　2条の3第1項関係）

2－a　支給要件（同条第2項関係）

　計算期間（1の第1の四の1（1）の計算期間をいう。）’に受けた介護保険法の

規定による居宅サービス等、介護予防サービス等及び医療保険各法又は高齢者

医療確保法（以下「医療保険各法等」といラ。）の規定による療養（いずれも

　70歳に達する日の属する月までに受けたものに限る。）に係る給付に伴う自

己負担額のうち、医療制度上の世帯（1の第1の四の2（4）の医療制度」二〇）世

帯をいう。）単位で、次の（1）～（3）の額を合算した額（以下r医療合算利用者

負担世帯合算額」という。）が6（ノ）医療合算算定基準額を上回る場合に、高額



医療合算介護サービス費を支給すること。（ただし、医療合算利用者負担世帯

合算額から医療合算算定基準額を控除した額が、支給基準額（500円。1の

第3の一参照のこと。）を上回る場合に限り、（1）に掲げる額及び（2）に掲げる

額の合算額又は（3）に掲げる額が零の場合を除く。）

（1）計算期間において介護保険の被保険者本人（基準日（1の第1の四の1（1）

　の基準日をいう。）に属する介護保険者から高額医療合算介護サービス費の

　支給を受ける者。以下r基準日被保険者」という。）が受けた居宅サービス

　等及び介護予防サービス等に係る利用者負担額（高額介護サービス費又は高

　額介護予防サービス費が支給される場合は、これらの支給額を控除した額）

（2）基準日被保険者と基準日において同一の医療制度上の世帯に属する者（以

　下r合算対象者」という。）が、計算期間において介護保険の被保険者とし

　て受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担額（高額

　介護サービス費又は高額介護予防サービス費が支給される場合は、これらの

　支給額を控除した額）

（3）基準日被保険者と合算対象者が計算期間において受けた医療保険各法等の

　規定による療養に係る一部負担金等の額

2－b　支給額（同条第2項関係）

　　高額医療合算介護サービス費の支給額は、医療合算利用者負担世帯合算額か

　ら医療合算算定基準額を控除した額に、医療合算按分率を乗じ、さらに被保険

者医療合算按分率を乗じて得た額である。これは、基準日に属する介護保険者

から支給されること。（ただし、当該高額医療合算介護サービス費が支給基準

額に満たない場合は支給されない。）

　・医療合算按分率：2－a（1）及び（2）に掲げる額の合算額を、2－a（1）～（3）

　　に掲げる額の合算額で除して得た率

　・被保険者医療合算按分率：基準日被保険者が基準日に居住する市町村の行う

　　介護保険の被保険者として受けた居宅サービス等の利用者負担額を、基準日

　　被保険者と合算対象者が当該市町村の行う介護保険の被保険者として受けた

　　居宅サービス等及び介護予防サービス等の利用者負担額で除して得た率

　　具体的には、まず、医療保険・介護保険それぞれの自己負担の割合で按分し

て、医療制度上の世帯に支給される医療保険者等（1の第2の三の2（1）イの

医療保険者等をいう。）からの高額介護合算療養費及び介護保険者からの高額

医療合算介護サービス費のそれぞれの額が計算され、さらに医療制度上の世帯

内における被保険者それぞれの自己負担の割合で按分して、個々人に支給され

　る高額医療合算介護サービス費の額が計算される。

3　70歳以上の基準日被保険者に係る支給額についても2と同様に計算するこ

　と。ただし、70歳未満の者と70歳以上の者が医療制度上の世帯に混在する

　ときは、まず70歳以上の者に係る支給額を計算し、次に、自己負担の額から

当該支給額を控除してなお残る額を基にして、70歳未満の者に係る支給額を



計算すること。（同条第3項関係）

4　基準日被保険者の合算対象者を次の表のように定めること。（同条第4項

関係）

基準日被保険者 合算対象者

①被用者保険の被保険者 ①その被扶養者

②被用者保険の被扶養者 ②その被扶養者を扶養する被用者保

険の被保険者又は、同一の被保険

者が扶養する他の被扶養者

③国民健康保険の被保険者 ③同一世帯に属する他の国民健康保

険の被保険者

④後期高齢者医療の被保険者 ④同一世帯に属する後期高齢者医療

の被保険者

5　計算期間において、当該市町村の行う介護保険の被保険者であった者（基準

　日被保険者を除く。）に対する高額医療合算介護サービス費の支給については、

令第22条の3第2項から第4項までの規定を準用すること。（同条第5項関
係）

6　基準日被保険者の所得区分等に応じて医療合算算定基準額を次の表のように

定めること。（同条第6項及び第7項関係）

　　医療制度

@　　ヒの世帯

鞄ｾ区分

後期高齢者医療

{介護保険

被用者保険又は

走ｯ健康保険

{介護保険

i70歳以上）

被用者保険又は

走ｯ健康保険

{介護保険

i70歳未満）

現役並み所得者 670，000円 670，000円 1，260，000円

一般所得者 560，000円 620，000円 670，000円

n 310，000円 310，000円

低所得者 1 　190，000円

i※310，000円）

　190，000円

i※310，000円）

340，000円

※　現行の介護保険における高額介護サービス費の算定基準額の設定の仕組みと水準

　を踏まえ、高額医療合算介護サービス費の支給について、例外的に医療合算算定基

　準額を31万円に設定する。（低所得者1の所得区分に相当する医療制度上の世帯で、

　複数の者が介護サービスを利用する場合には、介護保険における高額介護サービス

　費の算定基準額と同水準に、医療合算算定基準額を31万円に設定する。）

7　高額医療合算介護サービス費の算定において、居宅サービス等に係る利用者

負担額の算定に齟齬が生じないよう、高額介護サービス費の居宅・介護予防の

調整規定を準用すること。（同条第8項関係）



8　高額医療合算介護サービス費の受給資格は、医療制度（1の第1の四の1（3）

の医療制度をいう。）の加入者であることであるが、死亡等により医療制度の

加入者でなくなった場合には、医療制度の加入者でなくなった日の前日を基準

　目として取り扱うこと。（同条第9項関係）

，9　高額医療合算介護サービス費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚

生労働省令で定めること。（同条第10項関係）

二　高額医療合算介護予防サービス費の支給に関する事項（令第29条の3関係）

　1　介護保険法第61条の2第1項に規定する政令で定める額は、一の1の額と

　　同様とすること。（令第29条の3第1項関係）

2　高額医療合算介護予防サービス費の支給について、令第22条の3（第1項

及び第8項を除く。）の規定を準用すること。（同条第2項関係）

3　高額医療合算介護予防サービス費の算定において、介護予防サービス等に係

る利用者負担額の算定に齟齬が生じないよう、高額介護予防サービス費におけ

る居宅・介護予防の調整規定を準用すること。（同条第3項関係）

三　高額医療合算介護（予防）サービス費の経過措置（改正令附則第46条関係）

　1　初年度（平成20年度）については、計算期間の途中である4月1日から制

　　度が施行されることから、当該計算期間を同日から平成21年7月31日まで

　　の16箇月間とするとともに、その際の医療合算算定基準額を次の表のように

　　定める経過措置を設けること。（同条第1項関係）

　　医療制度

@　　ヒの世帯

鞄ｾ区分

後期高齢者医療

{介護保険

被用者保険又は

走ｯ健康保険

{介護保険

i70歳以上）

被用者保険又は

走ｯ健康保険

{介護保険

i70歳未満）

現役並み所得者 890，000円 890，000円 1，680，000円

一般所得者 750，000円 750，000円 890，000円

H 410，000円 410，000円

低所得者 1 　250，000円

i※410，000円）

250，000円

i※410，000円）

450，000円

※　一の6と同様の趣旨。

2　初年度において、平成20年8月1目から平成21年7月31日までの期間
における医療合算利用者負担世帯合算額から一の6の医療合算算定基準額（二

の2において準用する場合を含む。）を控除した額が、当該期間における医療

合算利用者負担世帯合算額から1の医療合算算定基準額を控除した額を上回る

　ときは、当該期間における医療合算利用者負担世帯合算額から一の6の医療合



算算定基準額（二の2において準用する場合を含む。）を控除した額を用いて

高額医療合算介護（予防）サービス費の支給計算を行い、支給すること。．（同

条第2項関係）

　ただし、この場合において、一の6の医療合算算定基準額のうちr62万円」

とあるのをr56万円」と変更して計算するものとする。（注）

（注）これは、70歳から74歳の患者負担の見直し（1割→2割）の凍結の趣旨を踏ま

　　え、高額療養費の限度額の見直しについても凍結することに伴い、当該見直し後の

　　高額療養費の限度額を基にした合算制度の限度額についても変更することによる。

3　70歳から74歳までの患者負担の見直しの凍結を踏まえ、現役並み所得者

のうち一定の要件を満たす者について、一般区分の医療合算算定基準額を適用

すること。（同条第3項から第5項まで）

第2　介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正（改正令附則第70条

　　関係）

　　　介護保険における国庫負担額等の算定の際に合算する額として、高額医療合算

　　介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費を加えること。

第3　介護保険法施行規則の一部改正（改正省令第10条及び附則第17条関係）

　一　高額医療合算介護サービス費の支給の申請（介護保険法施行規則第83条の4

　　の4関係）

　　1　高額医療合算介護サービス費の支給を受けようとする基準日被保険者は、

　　　次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならないこと。

　　　（同条第1項関係）

　　　［申請書記載事項］

　　　①　申請者の氏名、性別、生年月日、住所、被保険者番号

　　　②　申請者の合算対象者の氏名、性別、生年月日、被保険者番号

　　　③申請先市町村が行った介護保険の計算期間における加入期間

　　　④基準日に加入する医療保険者等の名称、所在地

2　市町村は、1の申請があったときは、申請者に対して次に掲げる事項を記

載した証明書を交付しなければならないこと。（同条第2項関係）

　［自己負担額証明書記載事項］

①　申請者の氏名、性別、生年月日、住所、被保険者番号

②　申請先市町村が行った介護保険の計算期間における加入期間

③計算期間における居宅サービス等に係る利用者負担額

④その他必要な事項

3　2の証明書を交付した市町村は、計算医療保険者等（各保険者における支

給額を計算する医療保険者等（1の第2の三の2（1）イの保険者に相当。）を



壱

いう。）から高額医療合算介護サービス費の支給額を通知されたときは、当該

被保険者に対して当該額を支給すること。ただし、当該通知が当該証明書に

係る基準日の翌日から2年以内になされない場合は、当該市町村の支給につ

いて確定する観点から、申請者に確認の上、申請書が提出されなかったとみ

なすことができること。（同条第3項関係）

4　第1の一の6の低所得者1の所得区分に該当する医療制度上の世帯で、複

数の者が居宅サービス等又は介護予防サービス等を利用する場合には、計算

医療保険者等が計算した支給額ではなく、当該介護保険者が計算した支給額

　を支給すること。（同条第4項関係）

5　計算期間の中途で死亡等した者（1の第2の三の2（2）エの死亡等した者を

いう。）については、7月31目以前に支給額を計算することとなるが、当該

死亡等した者についての高額医療合算介護サービス費の支給のために必要な

場合、当該者の家族等から申請があったとき、市町村は自己負担額証明書を

交付しなければならないこと。（同条第5項関係）

6　計算期間において当該市町村が行う介護保険の被保険者であった者に係る

高額医療合算介護サービス費の支給について、同条第1項から第5項までの

規定を準用すること。（同条第6項関係）

二　高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請（介護保険法施行規則第97条

　の2の2関係）

　　高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請については、介護保険法施行規

　則第83条の4の4の規定を準用すること。

第4　その他介護保険関係省令の一部改正（改正省令第11条から第22条まで関係）

　　　改正法の一部の施行により、新たに後期高齢者医療制度等が創設されることに

　　伴い、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11

　　年厚生省令第37号）等の介護保険関係省令について所要の改正を行ったこと。

VIその他関係政省令の一部改正

　第1　共済組合各法施行令の一部改正（改正令第8条から第11条まで並びに附則第

　　　47条から第60条まで関係）

　　　　国家公務員共済組合法施行令（昭和33年政令第207号）、地方公務員等共

　　　済組合法施行令（昭和37年政令第352号）及び私立学校教職員共済法施行令

　　　（昭和28年政令第425号）並びに防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ
　　　（昭和27年政令第368号）について、健康保険法施行令の改正に準じた改正

　　　を行ったこと。



第2　住民基本台帳法施行令の一部改正（改正令附則第65条から第67条まで関係）

　　　改正法の一部の施行により、住民票の記載事項として、後期高齢者医療の被保

　　険者については、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得し、又は喪失した年月

　　日を定めたこと。

　　　これに伴い、市町村長は後期高齢者医療の被保険者の資格の取得又は喪失に関

　　する事実を確認した場合等は職権で住民票の記載等をしなければならないこと、

　　転出証明書に後期高齢者医療の被保険者である旨を記載しなければならないこと

　　等を定めたほか、後期高齢者医療の被保険者は住民異動に係る届出をするときに

　　届出書面に後期高齢者医療の被保険者である旨等を付記するものとすること、こ

　　れらの届出をする場合には被保険者証等を添えてしなければならないこと等を定

　　めたこと。

第3　健康増進法施行規則の一部改正（改正省令第28条関係）

　　　改正法の一部の施行により、これまで老人保健法に基づき市町村が実施してき

　　た老人保健事業が健康増進法（平成14年法律第103号）に基づく健康増進事

　　業として位置付けられることに伴い、同法第17条第1項に規定する業務に係る

　　事業以外の事業であって市区町村が実施に努めるものとして、歯周疾患検診等を

　　を定めたこと。（健康増進法施行規則（平成15年厚生労働省令第86号）第4

　　条の2関係。r健康増進法施行規則の一部改正について」（平成20年3月31目

　　健発第0331062号）を参照のこと。）

第4　その他関係政省令の一部改正

　　　改正法の一部の施行により、新たに後期高齢者医療制度が創設されること等に

　　伴い、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）等の関係政令及び社会保険

　　診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程（昭

　　和23年厚生省令第56号）等の関係省令について所要の改正を行ったこと。

第三　施行期日

　改正令、改正省令及び関係告示は、平成20年4月1日から施行すること。（改正

令附則第1条及び改正省令附則第1条等関係）



（添付資料）2

26（号外特第5号）報官月曜日平成20年3月31日
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御
　
名
　
　
御
　
璽

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣
　
福
田
　
康
夫

政
令
第
百
十
六
号

　
　
　
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

　
内
閣
は
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、

及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

　
（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
条
第
一
項
中
「
費
用
（
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
（
以
下

　
「
老
人
保
健
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
、
」
を
「
費
用
の
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法

　
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
（
以
下
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
」
と
い
う
。
）
、
同
法
の
規

　
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
及
び
」
に
改
め
、
「
及
び
国
民
健
康

　
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
（
以
下
「
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
」

　
を
削
り
、
「
費
用
を
」
を
「
費
用
の
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
前
期
高
齢
者
交
付
金

　
（
以
下
「
前
期
高
齢
者
交
付
金
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額
）
を
」
に
、
「
第
二
十
九
条
第

　
一
号
」
を
「
第
二
十
九
条
」
に
改
め
、
「
の
額
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
老
人
保
健
拠
出
金
、
日
雇
拠
出
金
及
び

　
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
日
雇
拠
出
金
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
九
条
中
「
費
用
（
」
を
「
費
用
の
額
（
」
に
、
「
を
除
く
。
）
の
額
」
を
「
の
額
を
除
く
。
）
」
に
、
「
千
分
の
九

　
十
五
」
を
「
千
分
の
百
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
第
七
号
中
「
国
民
健
康
保
険
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
」
を

　
加
え
、
同
項
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
十
一
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

　
　
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
十
二
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

　
　
第
三
十
四
条
第
二
項
中
「
又
は
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
」
を
削
り
、
「
（
被

　
扶
養
者
」
を
「
（
当
該
被
扶
養
者
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
十
七
条
中
「
含
む
。
」
の
下
に
「
第
四
十
三
条
の
二
、
第
四
十
三
条
の
三
及
び
第
四
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四

　
項
ま
で
を
除
き
、
」
を
加
え
る
。

　
　
第
三
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
三
十
九
条
　
削
除

　
　
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
こ
の
条
及
び
附
則
第
二
条
に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
第
三
項
ま
で
及
び
」
の
下
に

　
　
「
第
四
十
三
条
の
二
並
び
に
」
を
加
え
る
。

　
　
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
第
二
号
ロ
」
を
「
並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

　
　
「
所
得
割
を
除
く
。
」
の
下
に
「
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
、
「
含
む
。
」
の
下
に
「
同
号
に

　
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
四
万
四
千
四
百
円
」
を
「
六
万
二
千
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療

　
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
含
む
。
」
、
「
総
所

　
得
金
額
と
す
る
。
」
及
び
「
額
を
い
う
。
」
の
下
に
「
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
同

　
条
第
三
項
第
一
号
中
コ
万
二
千
円
」
を
「
二
万
四
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
四
万
四
千
四

　
百
円
」
を
「
六
万
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
コ
万
二
千
円
」
を
「
二
万
四
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
四
万
四
千
四
百
円
」
を
「
六
万
二
千
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回

該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
中
コ
万
二
千
円
」
を
「
二
万

四
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

　
（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
要
件
及
ぴ
支
給
額
）

第
四
十
一
一
一
条
の
二
　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
支
給

　
総
額
（
次
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基

　
準
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
を
勘
案
し
て
厚

　
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
支
給
基
準
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
基
準
額
」
と
い
う
。
）
以
下
で
あ
る
場
合
又

　
は
当
該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ
き
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に

　
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」

　
と
い
う
。
）
が
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
額
を
超
え
る
場
合
に
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日

　
被
保
険
者
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
介
護
合
算
算
定
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

　
準
額
を
控
除
し
た
額
に
介
護
合
算
按
分
率
（
同
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
介
護

　
合
算
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
額
を
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗

　
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
又
は
第
六
号
及
び
第
七
号

　
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
前
年
八
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て

　
　
「
計
算
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
当
該
保
険
者
の
被
保
険
者
（
計
算
期
間
の
末
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と

　
　
い
う
。
）
に
お
い
て
被
保
険
者
（
旦
雇
特
例
被
保
険
者
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組

　
　
合
法
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
並
び
に
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済

　
　
制
度
の
加
入
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
四
十
三
条
の
四
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
に
限
る
。
以

　
　
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
日
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
保
険
者
の
被
保

　
　
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
と
し
て
受
け
た
療
養
（
法
第
九
十
八
条
（
法
第
百
十
条
第
七
項
及
び
第
百
十
一
条
第

　
　
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
係
る
療
養
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
継

　
　
続
給
付
に
係
る
療
養
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
第
四
十
一
条
第
一
項
か
ら
第

　
　
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、

　
　
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
給
付
と
し
て
次
に
掲
げ
る
額
に
係
る
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
金
品
が

　
　
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
金
品
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）

　
　
イ
　
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
を
除
く
。
）
に
係
る
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ

　
　
　
る
額
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
当
該
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
一
の
月
に
そ
れ

　
　
　
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
療
養
に
つ
い
て
二
万
千
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算
し
た
額

　
　
ロ
　
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
療
養
を
受
け
た
者
が
な
お
負
担
す
べ
き
額

　
　
　
　
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
特
定
給
付
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
給

　
　
　
付
対
象
療
養
に
係
る
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
額
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一

　
　
　
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
給
付
対
象
療
養
に
つ
い
て
二
万
千
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算
し
た

　
　
　
額

　
二
　
基
準
日
被
保
険
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
他
の
健
康
保
険
の
保
険
者
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
者

　
　
が
受
け
た
療
養
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
前
号

　
　
に
規
定
す
る
合
算
額

　
三
　
基
準
日
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
（
基
準
日
に
お
い
て
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

　
　
　
「
基
準
日
被
扶
養
者
」
と
い
う
。
）
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
保
険
者
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
者

　
　
が
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で

　
　
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額

　
四
　
基
準
日
被
扶
養
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
他
の
健
康
保
険
の
保
険
者
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
者

　
　
が
受
け
た
療
養
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
第
一

　
　
号
に
規
定
す
る
合
算
額
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五
　
基
準
日
被
保
険
者
又
は
基
準
日
被
扶
養
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
組
合
員
等
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
日
雇

　
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
法
第
百
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
、

　
そ
の
手
帳
に
健
康
保
険
印
紙
を
は
り
付
け
る
べ
き
余
白
が
な
く
な
る
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
限
り
、
法

　
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
と
な
ら
な

　
　
い
期
間
内
に
あ
る
者
又
は
法
第
百
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
貝
層
特
例
被
保
険
者
手
帳
を
返
納
し

　
た
者
を
除
く
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
次
条
第
五
項
並
び
に
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同

　
じ
。
）
、
船
員
保
険
の
被
保
険
者
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
基
づ
く

　
共
済
組
合
の
組
合
員
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
、
国

　
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
若
し
く
は
国
民
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
（
以
下
「
国
民

　
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
」
と
い
う
。
）
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以

　
下
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ

　
た
間
に
、
当
該
組
合
員
等
が
受
け
た
療
養
（
前
各
号
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
等
（
日

　
雇
特
例
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
若
し
く
は
船
員
保
険
法
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
他
の
法
律
に
お
い
て
準

　
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
又
は
国
民
健
康
保
険

　
　
の
世
帯
主
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
当
該
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
以
外
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

　
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
等
で
あ
っ
た
間
に
受
け

　
　
た
療
養
に
つ
い
て
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
　
り
算
定
し
た
額
の
合
算
額

六
　
基
準
日
被
保
険
者
又
は
基
準
日
被
扶
養
者
が
計
算
期
間
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法
施
行
令

　
　
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
次
項

　
　
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
高

　
　
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）

七
　
基
準
日
被
保
険
者
又
は
基
準
日
被
扶
養
者
が
計
算
期
間
に
受
け
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法
施

　
　
行
令
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
；
ビ
ス
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

　
　
同
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
同
令
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
高

　
　
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
、
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
又
は
居
宅

サ
ー
ビ
ス
等
若
し
く
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
合
算
対
象

サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
に
係
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

を
合
算
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が

七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
額
を
超
え
る
場
合
は
、
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一

部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
に
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
按

分
率
（
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
、
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得

　
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
し
て
基
準
日
被
保
険
者
に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、

七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
合
算
し
た
額
又
は
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
T
ビ
ス
に
係

　
る
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

　
し
た
額
を
合
算
し
た
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
前
二
項
の
規
定
は
、
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
保
険
者
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
被
扶
養
者
で
あ
る

者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中

　
「
同
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
号
に
掲
げ
る
額
」
と
、
「
同
号
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
か
ら
」

　
と
、
前
項
中
「
前
項
第
一
号
に
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
三
号
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

4
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
保
険
者
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
に
お

　
い
て
他
の
健
康
保
険
の
保
険
者
の
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
高
額
介
護
合
算

　
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
同
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
第

　
四
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
保
険
者
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
者
が
受
け
た
療
養

　
（
同
号
に
規
定
す
る
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
（
同
号
に
規
定
す
る
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
同
号
に
規
定
す
る
合
算

額
」
と
、
「
、
当
該
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
、
他
の
健
康
保
険
の
保
険
者
」
と
、
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
保
険
者
」
と
あ

る
の
は
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
他
の
健
康
保
険
の
保
険
者
」
と
、
「
他
の
健
康
保
険
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
他
の
健
康
保

険
の
保
険
者
以
外
の
健
康
保
険
」
と
、
「
に
お
け
る
当
該
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
け
る
当
該
他
の
健
康
保
険

　
の
保
険
者
」
と
、
第
二
項
中
「
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の

は
「
第
四
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
保
険
者
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
者
が
受
け

た
療
養
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
に
限
り
、
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含

　
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の

属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
に
限
り
、
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
前
項
第
一
号
に
規
定

す
る
合
算
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

5
　
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
保
険
者
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
に
お
い
て
組
合
員
等
で
あ
る
者
（
基
準

　
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
て
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
及
ぴ
後
期
高
齢
者

　
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
被
扶
養
者
等
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に

対
す
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
当
該
組
合
員
等
で
あ
る
者
を
基
準
日
被
保
険
者
と
、
当
該
被
扶
養
者
等
で
あ

　
る
者
を
基
準
日
被
扶
養
者
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
項
各

　
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
通
算
対
象
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
合
算
し

　
た
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
支
給
総
額
（
次
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら

　
同
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
支
給
基
準
額
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当

　
該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ
き
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

　
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と

　
い
う
。
）
が
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
額
を
超
え
る
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額

　
は
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
に
介
護
合
算
按
分
率
（
こ

　
の
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
保
険
者
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
問
に
、
当
該
者
が
受
け
た
療
養

　
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た

　
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
か
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額

　
介
護
合
算
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
額
を
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）

　
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た

　
額
又
は
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

　
な
い
。

6
　
通
算
対
象
負
担
額
の
う
ち
、
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省

　
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担
額
」
と
い
う
。
）

　
を
合
算
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が

　
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
額
を
超
え
る
場
合
は
、
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一

　
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
に
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
按

　
分
率
（
前
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
保
険
者
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
者
が
受
け

　
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に

　
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担
額
を
、
七
十
歳
以
上
介
護

　
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
し

　
て
同
項
に
規
定
す
る
者
に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
七
十
歳
以
上
通
算
対

　
象
負
担
額
を
合
算
し
た
額
又
は
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
係
る
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
額

　
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

7
　
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
保
険
者
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

　
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
を

　
基
準
日
被
保
険
者
と
み
な
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
に

　
相
当
す
る
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
通
算
対
象
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
合
算
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
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て
「
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
額

　
を
超
え
る
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
介
護
合
算
算

定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
に
介
護
合
算
按
分
率
（
こ
の
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
保
険
者
の

被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
者
が
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で

　
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
通
算
対
象

　
負
担
額
を
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た

だ
し
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
額
又
は
同
項
第
六
号
及
ぴ
第
七

　
号
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

第
四
十
三
条
の
三
　
前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
ぴ
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
介
護
合
算
算

　
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
六
十
七
万
円

　
二
　
基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
の
被
保
険
者
　
百
二
十
六
万
円

　
三
　
市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日

　
　
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な

　
　
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で

　
　
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期

　
　
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ

　
　
る
被
保
険
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
三
十
四
万
円

2
　
前
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
ぴ
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定

　
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
六
十
二
万
円

　
二
　
基
準
日
に
お
い
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
法
第
七
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
が
適

　
　
用
さ
れ
る
者
六
十
七
万
円

　
三
　
市
町
村
民
税
非
課
税
者
で
あ
る
被
保
険
者
（
前
号
又
は
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
三
十
一
万
円

　
四
　
被
保
険
者
及
び
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
そ
の
被
扶
養
者
で
あ

　
　
る
者
の
す
べ
て
が
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月

　
　
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の

　
　
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係
る
同
法
第
三
百
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

　
　
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
各
種
所
得
の
金

　
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
が
な
い
被
保
険
者
（
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除

　
　
く
。
）
　
十
九
万
円

　
　
第
一
項
の
規
定
は
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
、
前
項

　
の
規
定
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準

　
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
「
次
の
各
号
に
掲

げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
基
準
日
に
お
い
て
当
該
者
を
扶
養
す
る
次
の
各

　
号
に
掲
げ
る
被
保
険
者
」
と
、
前
項
中
「
前
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
」
と
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
」
と
あ

　
る
の
は
「
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
基
準
日
に
お
い
て
当
該
者
を
扶
養
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
被

保
険
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
項
の
規
定
は
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
、

　
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て

34
第
一
項
の
規
定
は
前
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
、
第
二

準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
「
次
の
各
号
に

掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
基
準
日
に
お
い
て
他
の
健
康
保
険
の
保
険

者
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
者
の
区
分
に
応
じ
、
基
準
日
に
お
い
て
他
の
健

康
保
険
の
保
険
者
の
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
被
保
険
者
」
と
、

　
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
」
と
、
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
」
と
、
「
次

　
の
各
号
に
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
っ
て
、
基
準
日
に
お
い
て
他
の
健
康
保

険
の
保
険
者
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
者
の
区
分
に
応
じ
、
基
準
日
に
お
い

　
て
他
の
健
康
保
険
の
保
険
者
の
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
被
保
険

者
」
と
、
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

5
　
前
条
第
五
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

　
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
、
同
条
第
六
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。
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　　　　　　養入立職基
　　　　　　者者学員準
　　　　　　　でで校共日
　　　　　　　ああ教済に
　　　　　　　るる職法お
　　　　　　者者員のい
　　　　　　　又共規て
　　　　　　　は済定私
　　　　　　　そ制に立
　　　　　　　の度よ学
　　　　　　　被のる校
　　　　　　　扶加私教

四む項令る施一行す十（私
第」に第国行項令る五昭立
一及お十家令（第国号和学
項びい一公第私十家）二校
　第て条務六立一公第十教
　十拳の員条学条務六八職
　一用三共に校の員条年員
　条すの済お教三共に政共
　のる六組い職の済お令済
　三場の合て員六組い第法
　の合三法準共の合て四施
　六を第施用済三法準百行
　の含三行す法第施用二令

　　四含第法て職三員六私
　　第む三施準員の共条立
　　一」項行用共六済に学
　　項及に令す済の組お校
　　　びお第る法三合い教
　　　第い十国施第法て職
　　　十て一家行二施準員
　　　一準条公令項行用共
　　　条用の務第（令す済
　　　のす三員六私第る法
　　　三るの共条立十国施
　　　の場六済に学一家行
　　　六合の組お校条公令
　　　のを三合い教の務第

者健に当険基
　康属該の準
　保す世世日
　険る常常に
　の当主主お
　被該等等い
　保者とでて
　険以同あ国
　者外一る民
　でのの者健
　あ国世又康
　る民帯は保

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和

三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二

号
）
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一

項
並
び
に
第
二
十
九
条
の
四
の
四

第
一
項
及
び
第
二
項

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九

条
の
四
の
三
第
三
項
並
び
に
第
二
十

九
条
の
四
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項

6
　
前
条
第
七
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

　
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の

　
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

　
（
そ
の
他
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

第
四
十
三
条
の
四
　
被
保
険
者
が
計
算
期
間
に
お
い
て
そ
の
資
格
を
喪
失
し
、
か
つ
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日
以

　
後
の
計
算
期
間
に
お
い
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
又
は
後
期

　
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
高
額
介
護
合
算
療

　
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
日
の
前
日
（
当
該
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
厚
生
労
働
省

　
令
で
定
め
る
日
）
を
基
準
日
と
み
な
し
て
、
前
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2
　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
手
続
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

　
第
四
十
四
条
中
「
か
ら
前
条
ま
で
」
を
「
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
」
に
、
「
及
び
第
三
項
第
二
号
並
び
に
前
条
第
一

項
第
一
号
ロ
」
を
「
、
第
三
項
第
二
号
及
ぴ
第
六
項
第
二
号
並
び
に
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
に
改
め
、
同

条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

2
　
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
十

　
三
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
第
一
項
第
二
号
及
ぴ
第
二
項
第
二
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
前
条
第

　
二
項
の
規
定
は
、
基
準
日
に
お
い
て
旦
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
る
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
係
る
高
額

　
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

3
　
第
四
十
三
条
の
二
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
四
十
三
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
前
条
第
二
項
の

　
規
定
は
、
計
算
期
間
に
お
い
て
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
日
雇
特
例

　
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
っ
た
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
に
お
い
て
高
齢
者
の

　
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
被

　
保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
係
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

4
　
日
雇
特
例
被
保
険
者
が
計
算
期
間
に
お
い
て
法
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
又
は
法

　
第
百
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
旦
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
を
返
納
し
、
か
つ
、
当
該
承
認
を
受
け
た

　
日
又
は
当
該
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
を
返
納
し
た
日
以
後
の
計
算
期
間
に
お
い
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

　
す
る
法
律
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
場
合
そ
の
他
厚

　
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
承
認
を
受
け
た
日
の

　
前
日
又
は
当
該
旦
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
を
返
納
し
た
日
の
前
日
（
当
該
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ

　
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）
を
基
準
日
と
み
な
し
て
、
前
二
項
の
規
定
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
に
お
い
て

　
準
用
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。

　
第
六
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
条
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二

十
一
号
中
「
並
び
に
第
百
十
五
条
第
一
項
」
を
「
、
第
百
十
五
条
第
一
項
並
び
に
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
」
に
改

め
、
同
項
第
二
十
三
号
中
「
並
び
に
第
百
四
十
七
条
」
を
「
、
第
百
四
十
七
条
並
び
に
第
百
四
十
七
条
の
二
」
に
改

め
る
。

　
　
第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
）
並
び
に
老
人
保
健
拠
出
金
、
旦
雇
拠
出
金
及
ぴ
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
を

　
「
）
並
び
に
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
ぴ
旦
雇
拠
出
金
」
に
改
め
、
「
費
用
の
額
」
の
下
に

　
「
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額
）
」
を
加
え
、
「
医
療
給
付
並
び
に
老
人
保
健
拠
出

　
金
、
日
雇
拠
出
金
及
び
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
を
「
医
療
給
付
、
保
健
事
業
及
び
福
祉
事
業
の
実
施
並
び
に
前
期
高

　
齢
者
納
付
金
等
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
ぴ
日
雇
拠
出
金
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
並
び
に
老
人
保
健
拠
出
金
、

　
日
雇
拠
出
金
及
ぴ
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
を
「
、
保
健
事
業
及
ぴ
福
祉
事
業
の
実
施
並
び
に
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
、

　
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
旦
雇
拠
出
金
」
に
改
め
る
。

　
　
第
六
十
七
条
第
三
項
中
「
老
人
保
健
拠
出
金
、
日
雇
拠
出
金
及
び
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付

　
金
等
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
旦
雇
拠
出
金
」
に
改
め
、
「
費
用
の
見
込
額
」
の
下
に
「
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が

　
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額
）
」
を
加
え
る
。

　
　
第
七
十
一
条
中
「
第
百
六
十
条
第
十
一
項
」
を
「
第
百
六
十
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
二
条
第
三
項
中
「
及
び
第
二
号
ロ
」
を
「
並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ロ
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条

　
を
加
え
る
。

　
　
（
退
職
者
給
付
拠
出
金
の
経
過
措
置
）

　
第
三
条
　
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
が
同
項
に
規
定
す

　
　
る
拠
出
金
を
徴
収
す
る
間
、
第
二
十
条
第
一
項
中
「
及
び
法
第
百
七
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
、
法
第
百
七
十
三

　
　
条
」
と
、
「
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
附
則
第
十

　
　
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
（
以
下
「
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
並
び
に
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
及

　
　
び
旦
雇
拠
出
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
日
雇
拠
出
金
及
び
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
と
、
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
第

　
　
七
号
中
「
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
健
康
保
険
法
」
と
、

　
　
第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
十
七
条
第
三
項
中
「
及
び
旦
雇
拠
出
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
日
雇
拠
出
金

　
　
及
び
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
と
す
る
。

　
　
（
病
床
転
換
支
援
金
等
の
経
過
措
置
）

　
第
四
条
　
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十
条
第
一
項
中

　
　
「
法
第
百
七
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換
支
援
金
等
（
以
下
「
病

　
　
床
転
換
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
、
法
第
百
七
十
三
条
」
と
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十
条
第

　
　
二
項
、
第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
十
七
条
第
三
項
中
「
旦
雇
拠
出
金
」
と
あ
る
の
は
「
病
床
転
換
支

　
　
援
金
等
、
日
雇
拠
出
金
」
と
す
る
。

　
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
一
条
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

　
に
改
正
す
る
。

　
　
第
七
条
第
一
項
中
「
含
む
。
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
」
の
下
に
「
及
び
第
十
六
条
の
三
第
一
項
第
四
号
」
を
、
「
額

　
を
い
う
。
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
」
の
下
に
「
、
第
十
六
条
の
三
第
一
項
第
四
号
」
を
加
え
る
。

　
　
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
次
項
」
を
「
、
次
項
及
び
第
十
六
条
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
所

　
得
割
を
除
く
。
」
の
下
に
「
第
十
六
条
の
二
第
二
項
並
び
に
」
を
加
え
、
「
以
下
同
じ
」
を
「
附
則
第
五
条
第
五
項
及
び

　
第
六
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
、
「
も
の
を
除
く
。
」
の
下
に
「
第
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
」
を
加
え
る
。

　
　
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
総
所
得
金
額
と
す
る
。
」
の
下
に
「
第
十
六
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
」

　
を
加
え
る
。

　
　
第
十
六
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

　
　
（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
要
件
及
ぴ
支
給
額
）

　
第
十
六
条
の
二
　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
合

　
　
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅

　
　
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
基
準
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
基

　
　
準
額
」
と
い
う
。
）
を
加
え
た
額
を
超
え
る
場
合
に
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
被
保
険
者
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、

　
　
そ
の
額
は
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
に
介
護
合
算
按

　
　
分
率
（
同
号
に
掲
げ
る
額
を
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
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た
額
に
被
保
険
者
介
護
合
算
按
分
率
（
同
号
に
規
定
す
る
基
準
日
被
保
険
者
が
受
け
た
療
養
に
係
る
同
号
に
掲
げ

る
額
を
、
同
号
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
号
か
ら
第
三

号
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
又
は
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
が
零
で
あ
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
前
年
八
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
「
計

　
算
期
間
」
と
い
う
。
）
の
末
日
（
附
則
第
十
二
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
当
該

　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
う
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者

　
医
療
広
域
連
合
の
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
日
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）

　
が
基
準
日
に
お
い
て
属
す
る
世
帯
の
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

　
　
「
基
準
日
世
帯
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
が
、
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
被
保
険

　
者
と
し
て
受
け
た
療
養
に
係
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
五
項
の
規
定

　
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）

　
イ
　
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
を
除
く
。
）
に
係
る
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る

　
　
額
を
合
算
し
た
額

　
　
ロ
　
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
療
養
を
受
け
た
者
が
な
お
負
担
す
べ
き
額
，

　
　
を
合
算
し
た
額

二
　
基
準
日
世
帯
被
保
険
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間

　
　
に
受
け
た
療
養
に
係
る
前
号
に
規
定
す
る
合
算
額

三
　
基
準
日
世
帯
被
保
険
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
組
合
員
等
（
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
旦
雇
特
例
被
保
険
者

　
　
で
あ
っ
た
者
（
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
旦
雇
特
例
被
保
険
者
で

　
あ
っ
た
者
を
い
う
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
、
船
員
保
険
の
被
保
険
者
、
国
家
公
務
員
共
済

　
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法

　
律
第
百
五
十
二
号
）
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二

　
　
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
又
は
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
属

　
　
す
る
世
帯
の
世
帯
主
若
し
く
は
国
民
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
（
以
下
「
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
」
と
い

　
　
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
（
前
二
号
に
規
定
す
る
療
養
を
除

　
　
く
。
）
又
は
当
該
組
合
員
等
の
被
扶
養
者
等
（
健
康
保
険
法
、
船
員
保
険
法
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
他
の

　
　
法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
又

　
　
は
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
当
該
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
以
外
の
国
民
健
康

　
　
保
険
の
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
者
が
当
該
組
合
員
等
の
被
扶
養
者
等
で

　
　
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
つ
い
て
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

　
　
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
算
額

　
四
　
基
準
日
世
帯
被
保
険
者
が
計
算
期
間
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令

　
　
第
四
百
十
二
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
次
項
及
び
第
六
項
に
お

　
　
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
条
第
二
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
介

　
　
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）

五
　
基
準
日
世
帯
被
保
険
者
が
計
算
期
間
に
受
け
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条

　
　
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
次
項
及
ぴ
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
条

　
　
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
同
令
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
介

　
　
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）

2
　
基
準
日
被
保
険
者
が
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

　
日
に
お
い
て
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
が
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
十
六

条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し

　
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民

税
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も

　
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。

次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
、
当
該
基
準
日
被
保
険
者
が
受
け
た
療
養
に
係
る
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
及
び
当
該
基
準

日
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
等
が
受
け
た
療
養
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
当
該
基
準
日
被
保
険
者
が
受
け
た

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
以
下

　
こ
の
項
に
お
い
て
「
老
齢
福
祉
年
金
受
給
被
保
険
者
一
部
負
担
金
等
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
介
護
合
算
算
定
基
準

額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
額
を
超
え
、
か
つ
、
老
齢
福
祉
年
金
受
給
被
保
険
者
一
部
負
担
金
等
合
算
額
か
ら
介

護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
に
介
護
合
算
按
分
率
（
当
該
基
準
日
被
保
険
者
が
受
け
た
療
養
に
係
る
前
項

第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
老
齢
福
祉
年
金
受
給
被
保
険
者
一
部
負
担
金
等
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
以
下

　
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
基
準
日
被
保
険
者
に
対
し
て
支
給
さ

れ
る
べ
き
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
基
準
日
被
保
険
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
高
額

介
護
合
算
療
養
費
の
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
老
齢
福
祉
年
金
受
給
被
保
険
者
一
部
負
担
金
等
合
算

額
か
ら
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
に
介
護
合
算
按
分
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

基
準
日
被
保
険
者
が
受
け
た
療
養
に
係
る
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
及
び
当
該
基
準
日
被
保
険

者
の
被
扶
養
者
等
が
受
け
た
療
養
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
又
は
当
該
基
準
日
被
保
険
者
が
受
け

た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
若
し
く
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し

　
た
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
前
二
項
の
規
定
は
、
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
基
準

　
日
に
お
い
て
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
高
額
介
護
合
算
療
養

費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
（
同
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
（
基
準

　
日
に
お
い
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
第
三
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
同
号
に
規
定
す
る
合
算
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第

　
三
項
被
保
険
者
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
同
号
に
規
定
す
る
基
準
日
被
保
険
者
が
受
け
た

療
養
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
額
を
、
同
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に

　
お
け
る
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
同
号
に
規
定
す
る
合

算
額
を
、
第
三
項
被
保
険
者
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
、
「
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
」
と
あ
る

　
の
は
「
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
」
と
、
「
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

他
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
」
と
、
「
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
他
の
後
期

　
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
以
外
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
と
、
前
項
中
「
当
該
基
準
日
被
保
険
者
が
受
け
た

　
療
養
に
係
る
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
後

　
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額
」

　
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

4
　
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
に
お
い
て
組
合
員

　
等
で
あ
る
者
（
基
準
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
て
被
保
険
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ

　
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
被
扶
養
者
等
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
当
該
組
合

　
員
等
で
あ
る
者
又
は
当
該
被
扶
養
者
等
で
あ
る
者
を
基
準
日
被
保
険
者
と
み
な
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

　
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
「
通

　
算
対
象
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
合
算
し
た
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
支
給
総
額
（
第
六
項
の
七
十
歳
以
上
介

　
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額

　
が
支
給
基
準
額
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ
き

　
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
第
一

　
号
に
お
い
て
「
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を

　
加
え
た
額
を
超
え
る
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
介

　
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
に
介
護
合
算
按
分
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
被
保
険
者
介
護
合
算
按
分
率
を
乗

　
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
額
又

　
は
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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5
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
前
項
の
介
護
合
算
按
分
率
及
ぴ
被
保
険
者
介
護
合
算
按
分
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に

定
め
る
率
と
す
る
。

　
一
　
介
護
合
算
按
分
率
　
次
の
イ
に
掲
げ
る
額
（
前
項
に
規
定
す
る
者
が
基
準
日
に
お
い
て
被
扶
養
者
等
で
あ
る

　
　
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
ロ
に
掲
げ
る
額
）
を
次
の
ハ
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率

　
　
イ
　
前
項
に
規
定
す
る
者
又
は
基
準
日
に
お
い
て
当
該
者
の
被
扶
養
者
等
で
あ
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当

　
　
　
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
か
ら
次

　
　
　
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
額

　
　
ロ
　
基
準
日
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
者
が
そ
の
被
扶
養
者
等
で
あ
る
組
合
員
等
又
は
当
該
組
合
員
等
の

　
　
　
被
扶
養
者
等
で
あ
る
者
が
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係

　
　
　
る
通
算
対
象
負
担
額
か
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
額

　
　
ハ
　
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額

　
二
　
被
保
険
者
介
護
合
算
按
分
率
　
前
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

　
　
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
か
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る

　
　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
額
を
前
号
イ
に
掲
げ
る
額
（
前
項
に
規
定
す
る
者
が
基
準
日
に
お
い

　
　
て
被
扶
養
者
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
ロ
に
掲
げ
る
額
）
で
除
し
て
得
た
率

6
　
通
算
対
象
負
担
額
の
う
ち
、
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
又
は
居
宅
サ
ー
ビ

　
ス
等
若
し
く
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
算
定
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
合
算
し
た

　
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
七
十
歳
以
上

　
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
額
を
超
え
る
場
合
は
、
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等

　
世
帯
合
算
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
に
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
按
分
率
を
乗
じ

　
て
得
た
額
に
七
十
歳
以
上
被
保
険
者
介
護
合
算
按
分
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
し
て
第
四

　
項
に
規
定
す
る
者
に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負

　
担
額
を
合
算
し
た
額
又
は
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
係
る
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
額
が
零

　
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

7
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
前
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
按
分
率
及
ぴ
七
十
歳
以
上
被
保
険
者
介
護
合
算
按
分
率

　
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。

　
一
　
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
按
分
率
　
次
の
イ
に
掲
げ
る
額
（
第
四
項
に
規
定
す
る
者
が
基
準
日
に
お
い
て
被
扶

　
　
養
者
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
ロ
に
掲
げ
る
額
）
を
次
の
ハ
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率

　
　
イ
第
四
項
に
規
定
す
る
者
又
は
基
準
日
に
お
い
て
当
該
者
の
被
扶
養
者
等
で
あ
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る

　
　
　
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
七
十
歳
以
上
通
算
対
象

　
　
　
負
担
額

　
　
ロ
　
基
準
日
に
お
い
て
、
第
四
項
に
規
定
す
る
者
が
そ
の
被
扶
養
者
等
で
あ
る
組
合
員
等
又
は
当
該
組
合
員
等

　
　
　
の
被
扶
養
者
等
で
あ
る
者
が
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
問
に
受
け
た
療
養
に

　
　
　
係
る
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担
額

　
　
ハ
　
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額

　
二
　
七
十
歳
以
上
被
保
険
者
介
護
合
算
按
分
率
　
第
四
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
後
期
高
齢

　
　
者
医
療
広
域
連
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担
額
を
前
号
イ

　
　
に
掲
げ
る
額
（
第
四
項
に
規
定
す
る
者
が
基
準
日
に
お
い
て
被
扶
養
者
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
ロ

　
　
に
掲
げ
る
額
）
で
除
し
て
得
た
率

　
（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

第
十
六
条
の
三
　
前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
五
十
六
万
円

　
二
　
基
準
日
に
お
い
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
法
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
が
適

　
　
用
さ
れ
る
者
　
六
十
七
万
円

三
　
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
三
十
一
万
円

四
　
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す

　
　
べ
て
の
世
帯
員
が
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月

　
　
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の

　
　
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係
る
同
法
第
三
百
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

　
　
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
各
種
所
得
の
金

　
　
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
が
な
い
者
　
十
九
万
円

2
　
前
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、
十
九
万
円
と

　
す
る
。

3
　
前
条
第
四
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

　
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
、
同
条
第
六
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

　
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

基 む扶うこ第令す合合基 又済方者基 で含（基 で除立学づ及との定者基
準 」養」の一第る員法準 は組公（準 あむ日準 あく学校くびい項す（準
日 で者を項項三法（の日 そ合務国日 る」雇日 る」校教共地うにる健日
に あ（除にに百律防規に のの員家に 者で特に 者で教職済方」お日康に
お
い

る白くお規六施衛定お
ﾒ衛」い定十行省にい

難箕霧諫 あ例お
髞墲｢

あ職員組公’い雇保お
驤�､合務国て特険い

て
自
衛
官
等
で
あ
る
者

官でてす八令の基て
凾｠rる号（職づ国
ﾌる自自）昭員く家
寛ﾒ衛衛第和の共公
}又盲官十二給済務
{は等等七十与組員
ﾒそ一（条七等合共
�ﾌと以の年にの済
ﾜ被い下三政関組組

養員満員て
ﾒを組共船
ﾅ除合満員
｠く法組保
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@者共地険

者保て
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謌齊{職一項行員

�及令の
@び第絵
M老耄

第
及
て
第
号
昭
公
一
び
準
一
）
和
務
項
灘
…
暴
　
条
る
条
条
年
租
　
の
場
第
の
政
合
　
三
合
三
三
令
法

一含項一年保
�むに条政険
@」おの令法
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�體ｯ一務
ﾌ場条条員三合第の共のを三三済六含項の組のむに六合

l」おの法

及て第保び準二険

譌p項法
m
す
譜
条
る
条
令
の
場
第
第
四
合
三
十

四るのて令第二保
�齊O準第四項険
謐≡譌p四十に法
lを三す十三お施
�含項る四条い行
@むに同条のて令
@」お令第三準第
@及い第二第用四

及い三保
ﾑて第険
謠�二法
l用項施
¥す（行三る同令

�齒�謔ﾌ合第四
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者のと帯基 の共済基 で組組基
国同主準 被済法準 あ合合準
民一等日 扶制の日 る員法日

健のでに 養度規に 者でのに
康世あお 者の定お あ規お
保帯るい で加にい る定い

険に者て あ入よて 者にて
の属又国 る者る私 又基地
被すは民 者で私立 はづ方
保る当健 あ立学 そく公
険当該康 る学校 の共務
者該世保 者校教 被済員
で者帯険 又教職 扶組等
あ以主の は職員 養合共
る外等世 そ員共 者の済

四第二和国 第及い条員に教の組て百令私 の含項の三行地
の一号三民
l項）十健
謨ﾀ第三康

鵡超欝賢奇i錨論奉　十用の組て共三施す五和校 八むに三百令方
諱vおの五（公一及い七十昭務

一ぴ二年保 一す六合準済第行る号二教 項ぴて第二和員
項に十政険 条るの法用法一令国）十職 第準一号三等
及第九令法 の場三施す施項第家第八員 二用項）十共
び二条第施
謠¥の三行

三合第行る行（十公六年共
ﾌを三令国令私一務条政済

十す（第七済三る同二年組

二九四百令 六含項第家第立条員に令法 条場条十政合
項条の六（ のむに十公六学の共お第施 の合第三令法

の三十昭 四」お一務条校三済い四行 三を三条第施

項に十国
y第九民

条るの法用法二令国令私
ﾌ場三施す施項第家第立

第準二行地二用項令方

び二条健 三合第行る行（十公六学 十す（第公
第十の康 のを三令国令私一務条校 三る同二務
二九四保
�条の険

六含項第家第立条員に教
ﾌむに十公六学の共お職

条場条十員
ﾌ合第三等

の三法 四」お一務条校三済い員 三を三条共
四第施 第及い条員に教の組て共 の含項の済
の三行 一びての共お職六合準済 八むに三組
四項令
謨ﾀ第

項第準三済い員の法用法
@十用の組て共三施す施

第」おの合一及い七法

一び二 一す六合準済第行る行 項びて第施

　
　
（
そ
の
他
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

第
十
六
条
の
四
　
被
保
険
者
が
計
算
期
間
に
お
い
て
そ
の
資
格
を
喪
失
し
、
か
つ
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日
以
後

　
　
の
計
算
期
間
に
お
い
て
被
保
険
者
又
は
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
と
な
ら
な
い
場
合
そ
の
他
厚
生
労

　
　
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
日
の
前
日
（
当
該
厚
生
労

　
　
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）
を
基
準
日
と
み
な
し
て
、
前
二
条
の
規
定

　
　
を
適
用
す
る
。

　
2
　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
手
続
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

　
　
第
二
十
条
第
一
項
中
「
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
」
を
削
る
。

　
　
第
二
十
六
条
の
表
第
百
三
十
六
条
第
一
項
の
項
中
「
同
条
に
お
い
て
」
を
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
百
十
条
に
お

　
い
て
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
十
五
条
中
「
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
」
を
削
る
。

　
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令

　
第
三
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
同
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
ぴ
第
二
項
第
一
号
」
を
加
え
る
。

　
　
第
十
三
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
繰
入
金
の
額
」
の
下
に
「
に
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の

　
基
金
事
業
対
象
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
三
項
」
を
「
第
二

　
項
、
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
中
「
四
百
二
十
万
」
を
「
四
百
二
十
万
円
」
に
改
め
る
。

　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
七
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
一
部
負
担
金
に
係
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削

　
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
九
条
の
三
第
三
項
第
四
号
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
三
項
第
四
号
」

　
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
第
一
項
に
規
定

　
す
る
者
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
項
ま
で
及
び
」
の
下
に
「
第
二
十
九
条
の
四
の
二
並
び
に
」
を
加
え
、

同
項
第
二
号
中
「
こ
の
条
及
び
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
」
を
削
る
。

第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
第
二
号
ロ
」
を
「
並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第
三

号
中
「
附
則
第
二
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
三
号
並
び
に
附
則
第
二
条
第
八
項
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
四
万
四
千
四
百
円
」
を
「
六
万
二
千
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
総
所
得
金
額
と
す
る
。
」
の
下
に
「
第
二
十

九
条
の
四
の
三
第
三
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
コ
万
二
千
円
」
を
「
二
万
四

千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
二
号
中
「
四
万
四
千
四
百
円
」
を
「
六
万
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三

号
中
「
一
万
二
千
円
」
を
「
二
万
四
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
四
万
四
千
四
百
円
」
を
「
六
万
二
千
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多

数
回
該
当
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
一
万
二
千
円
」
を
「
二

万
四
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

　
（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
）

第
二
十
九
条
の
四
の
二
　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護
合
算

　
支
給
総
額
（
次
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算

　
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
基
準
額

　
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
基
準
額
」
と
い
う
。
）
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部

　
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ
き
次
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
）
を
控
除

　
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
介
護
合
算
算
定
基
準

　
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
額
を
超
え
る
場
合
に
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
世
帯
主
等
に
支
給
す
る
も
の
と

　
し
、
そ
の
額
は
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
に
介
護
合

　
　
あ
ん

　
算
按
分
率
（
同
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た

　
額
を
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

　
同
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
又
は
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
が
零

　
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
前
年
八
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
及
ぴ
第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
二
項
に
お

　
　
い
て
「
計
算
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
当
該
保
険
者
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
（
市
町
村
が
行

　
　
う
国
民
健
康
保
険
に
あ
つ
て
は
当
該
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
を
い
い
、
組
合
が

　
　
行
う
国
民
健
康
保
険
に
あ
つ
て
は
当
該
組
合
の
組
合
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者
（
計
算
期
間
の
末
日

　
　
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
当
該
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

　
　
に
お
い
て
「
基
準
日
世
帯
主
等
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
世
帯
員
（
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同
一
の
世
帯

　
　
に
属
す
る
当
該
者
以
外
の
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
が
そ
れ
ぞ

　
　
れ
当
該
保
険
者
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
又
は
そ
の
世
帯
員
と
し
て
受
け
た
療
養
（
被
保
険
者
と
し

　
　
て
受
け
た
療
養
に
限
り
、
法
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
係
る
療
養
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
継

　
　
続
給
付
に
係
る
療
養
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
基
準
日
世
帯
主
等
が
基
準
日

　
　
に
お
い
て
当
該
保
険
者
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
計
算
期
間
に
お
け
る

　
　
基
準
日
ま
で
継
続
し
て
当
該
保
険
者
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
つ
た
問
に
、
当
該
国
民
健
康
保

　
　
険
の
世
帯
主
等
又
は
そ
の
世
帯
員
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
保
険
者
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
又
は
そ
の
世

　
　
帯
員
と
し
て
受
け
た
療
養
（
被
保
険
者
と
し
て
受
け
た
療
養
に
限
り
、
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に

　
　
係
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
し
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養

　
　
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）

　
　
イ
　
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
を
除
く
。
）
に
係
る
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に

　
　
　
掲
げ
る
額
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
当
該
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
同
一
の
月
に

　
　
　
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
療
養
に
つ
い
て
二
万
千
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算
し
た
額
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ロ
　
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
療
養
を
受
け
た
者
が
な
お
負
担
す
べ
き
額

　
　
　
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
特
定
給
付
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
給

　
　
付
対
象
療
養
に
係
る
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
額
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ

　
　
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
給
付
対
象
療
養
に
つ
い
て
二
万
千
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算

　
　
し
た
額

二
　
基
準
日
に
お
い
て
被
保
険
者
で
あ
る
基
準
日
世
帯
主
等
が
計
算
期
間
に
お
け
る
他
の
保
険
者
の
行
う
国
民
健

　
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
が
被
保
険
者
と
し
て
受
け
た
療
養
又

　
は
そ
の
世
帯
員
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
世
帯
員
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
前
号
に
規
定
す
る
合
算
額

三
　
基
準
日
世
帯
員
（
基
準
日
に
お
い
て
基
準
日
世
帯
主
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
世
帯
員
を
い
う
。
以
下
こ

　
　
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
保
険
者
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
た
間

　
　
に
、
当
該
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
が
被
保
険
者
と
し
て
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）

　
又
は
そ
の
世
帯
員
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
世
帯
員
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含

　
　
む
。
）
に
係
る
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額

四
　
基
準
日
世
帯
員
が
計
算
期
間
に
お
け
る
他
の
保
険
者
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
た
間
に
、

　
当
該
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
が
被
保
険
者
と
し
て
受
け
た
療
養
又
は
そ
の
世
帯
員
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
世

　
帯
員
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額

五
　
基
準
日
に
お
い
て
被
保
険
者
で
あ
る
基
準
日
世
帯
主
等
又
は
基
準
日
世
帯
員
が
計
算
期
間
に
お
け
る
被
用
者

　
保
険
被
保
険
者
等
（
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
旦
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四

　
十
三
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
い
う
。
次
条
第
四
項
に
お
い
て

　
　
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
、
船
員
保
険
の
被
保
険
者
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八

　
　
号
）
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
に
基
づ
く
共
済
組
合
の

　
組
合
員
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教

　
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
又
は
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
九

　
　
条
の
四
の
四
第
二
項
に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第

　
　
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
が
受
け
た
療
養
又
は
そ
の
被
扶
養
者

　
　
（
健
康
保
険
法
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
又
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
他
の
法

　
　
律
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
を
い

　
　
う
。
以
下
こ
の
号
及
ぴ
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養

　
　
に
つ
い
て
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

　
　
し
た
額
の
合
算
額

六
　
基
準
日
に
お
い
て
被
保
険
者
で
あ
る
基
準
日
世
帯
主
等
又
は
基
準
日
世
帯
員
が
計
算
期
間
に
受
け
た
居
宅

　
　
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

　
　
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
条
第
二
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
に
掲
げ
る
額

　
　
の
合
算
額
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を

　
　
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）

七
　
基
準
日
に
お
い
て
被
保
険
者
で
あ
る
基
準
日
世
帯
主
等
又
は
基
準
日
世
帯
員
が
計
算
期
間
に
受
け
た
介
護
予

　
　
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。

　
　
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
同
令
第
二
十
九
条

　
　
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を

　
　
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
、
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
又
は
居
宅

　
サ
ー
ビ
ス
等
若
し
く
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
合
算
対
象

　
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
に
係
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

　
を
合
算
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が

七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
額
を
超
え
る
場
合
は
、
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
に
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
按

分
率
（
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
、
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得

た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
し
て
基
準
日
世
帯
主
等
に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、

七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
合
算
し
た
額
又
は
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係

　
る
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
額
を
合
算
し
た
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
前
二
項
の
規
定
は
、
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
保
険
者
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
た
者
（
基

準
日
世
帯
員
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

　
お
い
て
、
第
一
項
中
「
同
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
号
に
掲
げ
る
額
」
と
、
「
同
号
か
ら
」
と
あ
る
の

　
は
「
第
一
号
か
ら
」
と
、
前
項
中
「
前
項
第
一
号
に
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
三
号
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

　
す
る
。

4
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
保
険
者
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ

　
つ
た
者
（
基
準
日
に
お
い
て
他
の
保
険
者
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
る
者
又
は
そ
の
世
帯
員
で
あ

　
る
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項

　
中
「
同
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
保
険
者
の
行
う
国

　
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
が
被
保
険
者
と
し
て
受
け
た
療
養

　
（
同
号
に
規
定
す
る
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
世
帯
員
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
世
帯
員
で
あ
っ
た

　
間
に
受
け
た
療
養
（
同
号
に
規
定
す
る
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
同
号
に
規
定
す
る
合
算
額
」
と
、

　
「
、
当
該
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
、
他
の
保
険
者
」
と
、
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
そ
れ
ぞ
れ

　
当
該
他
の
保
険
者
」
と
、
「
に
お
い
て
当
該
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
い
て
当
該
他
の
保
険
者
」
と
、
「
継
続
し

　
て
当
該
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
継
続
し
て
当
該
他
の
保
険
者
」
と
、
「
他
の
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
他
の

　
保
険
者
以
外
の
保
険
者
」
と
、
「
に
お
け
る
当
該
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
け
る
当
該
他
の
保
険
者
」
と
、
第

　
二
項
中
「
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
に
規
定

　
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
保
険
者
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
国
民
健

　
康
保
険
の
世
帯
主
等
が
被
保
険
者
と
し
て
受
け
た
療
養
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け

　
た
療
養
に
限
り
、
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
世
帯
員
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
世
帯
員
で
あ
っ
た
間

　
に
受
け
た
療
養
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
に
限
り
、
継
続
給
付
に
係
る
療

　
養
を
含
む
。
）
に
係
る
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

5
　
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
保
険
者
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
に
お
い
て
被
用

　
者
保
険
被
保
険
者
等
（
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
又
は

　
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
当
該
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
で
あ

　
る
者
を
基
準
日
世
帯
主
等
と
、
当
該
被
扶
養
者
で
あ
る
者
を
基
準
日
世
帯
員
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
厚
生
労
働
省

　
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
こ
の
項
及
ぴ
次
項
に
お

　
い
て
「
通
算
対
象
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
合
算
し
た
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
支
給
総
額
（
次
項
の
七
十
歳

　
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額

　
（
当
該
額
が
支
給
基
準
額
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算

　
定
に
つ
き
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お

　
い
て
「
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た

　
額
を
超
え
る
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
介
護
合
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

　
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
に
介
護
合
算
按
分
率
（
こ
の
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
保
険
者

　
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
が
被
保
険
者
と
し
て
受

　
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
世
帯
員
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
世
帯
員
で
あ
っ
た
間
に
受

　
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
か
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る

　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
額
を
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い

　
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算

　
し
た
額
又
は
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限

　
り
で
な
い
。
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6
　
通
算
対
象
負
担
額
の
う
ち
、
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担
額
」
と
い
う
。
）

を
合
算
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が

七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
額
を
超
え
る
場
合
は
、
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
に
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
按

分
率
（
前
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
保
険
者
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
た

　
間
に
、
当
該
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
が
被
保
険
者
と
し
て
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）

　
又
は
そ
の
世
帯
員
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
世
帯
員
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）

　
に
係
る
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担
額
を
、
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た

　
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
し
て
同
項
に
規
定
す
る
者
に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
額
又
は
同
項
第
六
号
及
び

　
第
七
号
に
係
る
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

7
　
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
保
険
者
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
に
お
い
て
後
期

　
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
の

　
被
保
険
者
で
あ
る
者
を
基
準
日
世
帯
主
等
と
み
な
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
第
一

　
項
各
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
通
算
対
象
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
合
算
し
た
額

　
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支

　
給
基
準
額
を
加
え
た
額
を
超
え
る
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

　
算
額
か
ら
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
に
介
護
合
算
按
分
率
（
こ
の
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に

　
お
け
る
当
該
保
険
者
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
が

　
被
保
険
者
と
し
て
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
世
帯
員
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
世
帯

　
員
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
、
介
護
合
算
一

　
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
か

　
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
額
又
は
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
係
る
通
算
対
象
負
担

　
額
を
合
算
し
た
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

第
二
十
九
条
の
四
の
三
　
前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
ぴ
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
介
護
合

　
算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
六
十
七
万
円

　
二
　
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同
一

　
　
の
世
帯
に
属
す
る
す
べ
て
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
（
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

　
　
り
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

　
　
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
）
の
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
六
百
万
円
を
超
え
る
場
合

　
　
百
二
十
六
万
円

　
三
　
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
及
び
そ

　
　
の
世
帯
員
の
す
べ
て
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一

　
　
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み

　
　
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
場
合
又
は
市
町
村
の

　
　
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
る
場
合
（
こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
か
が
当
該
市
町
村

　
　
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
第
三
項
第
三
号
に

　
　
お
い
て
「
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
の
場
合
」
と
い
う
。
）
　
三
十
四
万
円

2
　
前
項
第
二
号
の
基
準
所
得
額
は
、
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額

　
等
の
算
定
の
例
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

3
　
前
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定

基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
六
十
二
万
円

　
二
　
基
準
日
に
お
い
て
被
保
険
者
が
療
養
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
十
二
条
第
一

　
　
項
第
四
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
。
　
六
十
七
万
円

　
三
　
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
の
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
三
十
一
万
円

　
四
　
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
及
び
そ

　
　
の
世
帯
員
の
す
べ
て
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一

　
　
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み

　
　
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係
る
同
法
第
三
百
十
三
条
第
一
項

　
　
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
各

　
　
種
所
得
の
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
が
な
い
場
合
　
十
九
万
円

4
　
前
条
第
五
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

　
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
、
同
条
第
六
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
表
の

　
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

　
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

扶そいのに十（の組済基 扶を法法保基 そつ険基 はのよ立く方国雇険二保基
養のう項規八昭絵合組準 養除に及険準 のた者準 そ加る学共公家特者項険準
者被」に定号和与の合日
�}をおす）二等組法に
ﾜ養除いる第十に合のお
ﾞ者くて自十七関員規い
v（Jr衛七年す（定て
ﾅ自で自官条政る防に国
｠衛あ衛等の令法衛基家
驫ｯる官（三第律省づ公
ﾒ等者等以第三施のく務
@の又一下一百行職共員

者く基び者日
ﾅ」づ地（に
｠でく方国お
驍｠共公家い
ﾒる済務公て
@者組員務船
@又合等員員
@はの共共保
@そ組済済険
@の合組紐の

被者（日
}を日に
{含雇お
ﾒむ特い
ﾅ」例て
｠で被日るあ保雇

ﾒる険特
@者者例
@又で被

麟霧難者舗響窮エ裂霜

被はとこ項六令員済共 被員合合被 はあ保 又度に私づ地’日保第被

一用一号（国 むに一八船 含三用第第第健 びいの健
条す項）昭家 」お条年員 む項す四四二康 第て三康
のる（第和公 及いの政保 」にる十十項保 四準第保
三場同十三務
ﾌ合条一十員
Zを第条三共の含三の年済

lむ項三政組
諱vにの令合一及お六第法

�びいの二施

びて三令険
謠�第第法

m
嚢
講
の
る
同
十
（
四
場
条
号
昭
第
合
第
）
和

及お同四三に険びい令条条お法

謔ﾄ第第のい施四準四二三て行

¥用十項第準令
lす三に心用第
�髀�ｨ項す四
謠黷ﾌい（る十

十用一険三す項法

�驕i施の場同行

l合条令
謔�鞫謌鼕ﾜ三四

�む項十
第て三百行 一を三第二 四合三て同同四 」に三
十準第七令 項含項十十 項を第準令令条 及お条

のる（第国 第て三船 含三用第第第健 びいの健
三場同十家 十準第員 む項す四四二康 第て三康
の合条一公 一用二保 」にる十十項保 四準第保
六を第条務 条す項険 及お同四三に険 十用二険
の含三の員 のる（法 びい令条条お法 三す項法
四む項三共 四場同施 第て第第のい施 条る（施
第」にの済 第合条行 四準四二三て行 の場同行
一及お六組 一を第令 十用十項第準令 四合条令
項びいの合
@第て三法 強群 四す三に二用第

�髀�ｨ項す四

第を第第一含三四

十準第施 」に一 第場のい（る十 項む項十
一用二行 及お条 四合三て同同四 」に三
条す項令 びいの 項を第準令令条 及お条



（号外特第5号）報官月曜日平成20年3月31日35

るあ校員基 そ済共基 る基
者る教共準 の組済準 者準

者職済日 被合組日 日

又員法に 扶の合に に

は共のお 養組法お お
そ済規い 者合のい い
の制定て で員規て て

被度に私 あで定地 自

扶のよ立 るあに方 衛
養加る学 者る基公 官
者入私校 者づ務 等

で者立教 又く員 で

あで学職 は共等 あ

四む項令る施一行す十（私 第て七五令地 六五る防
第」に第国行項令る五昭立 二準第十（方 第第法衛
一及お十家令（第国号和学 十用一二昭公 一一･省
項びい一公第私十家）二校 三す項号和務 項項施の

華　て条務六立一公第十教　準の員条学条務六八職 条る（）三員
ﾌ場同第十等

及行職
ﾑ令員

一用三共に校の員条年員 三合条二七共 第第の
条すの済お教三共に政共 のを第十年済 十十給
のる六組い職の済お令済 八含三三政組 七七与
三場の合て員六組い第法 第む項条令合 条条等
の合三法準共の合て四施 一」にの第法 ののに
六を第施用済三法準百行 項及お三三施 六六関
の含三行す法第施用二令 ぴいの百行 ののす

第て条務六立一公第私 条る（令地 一及第国
十準の員条学条務六立 の場同第方 項ぴ十家
一用三共に校の員条学 三合条二公 第一公
条すの済お教三共に校 のを第十務 十条務
のる六組い職の済お教 八含三三員 一の員
三場の合て員六組い職
ﾌ合三法準共の合て員

摯鷺箕 条三共
ﾌの済

六を第施用済三法準共 項及お三済 三六組
の含三行す法第施用済 びいの組 のの合
四む項令る施二行す法 第て七合 六三法
第」に第国行項令る施 二準第法 の第施
一及お十家令（第国行 十用二施 四二行
項ぴい一公第私十家令 三す項行 第項令

5
　
前
条
第
七
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

　
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の

　
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

　
（
そ
の
他
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
九
条
の
四
の
四
　
被
保
険
者
が
基
準
日
に
お
い
て
法
第
六
条
各
号
（
第
九
号
及
び
第
十
号
を
除
く
。
）
の
い
ず

　
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
基
準
日
の
翌
日
か
ら
そ
の
資
格
を
喪
失
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る

　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
基
準
日
に
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
前
二

　
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2
　
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
が
計
算
期
間
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
な
く
な
り
、
か
つ
、
当
該

　
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
な
く
な
つ
た
日
以
後
の
計
算
期
間
に
お
い
て
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
七
条
第
三
項

　
に
規
定
す
る
加
入
者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場

　
合
に
お
け
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
日
の
前
日
（
当
該
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場

　
合
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）
を
基
準
日
と
み
な
し
て
、
前
二
条
及
び
前
項
の
規
定
を
適
用
す

　
る
。

3
　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
手
続
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

　
第
二
十
九
条
の
十
第
一
項
中
「
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
」
を
削
る
。

　
附
則
第
一
条
の
三
の
見
出
し
中
「
及
ぴ
給
付
費
等
支
払
準
備
金
」
を
「
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
定
め
る
組
合
」

の
下
に
「
（
次
条
に
お
い
て
「
指
定
組
合
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
及
ぴ
第
二
十
条
の
」
を
「
、
第
二
十
条
及
び
第
二

十
九
条
の
八
の
」
に
改
め
、
「
拠
出
金
及
び
旦
雇
拠
出
金
」
と
」
の
下
に
「
、
第
二
十
九
条
の
八
中
「
第
七
十
六
条
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
六
条
第
一
項
」
と
」
を
加

え
る
。

　
附
則
第
一
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
病
床
転
換
支
援
金
等
を
納
付
す
る
組
合
の
特
別
積
立
金
等
の
特
例
）

第
一
条
の
四
　
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
組
合
（
指
定
組
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
第
十
九
条
、

　
第
二
十
条
及
び
第
二
十
九
条
の
八
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上

　
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項

第
七
十
三
条
第
一
項

附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
三
条
第
一
項

同
項

法
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
項

及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
（
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
及
ぴ
第
三
項
に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
い
う
。
）

第
十
九
条
第
二
項

後
期
高
齢
者
支
援
金
等

病
床
転
換
支
援
金
等

第
二
十
条
第
三
項

第
七
十
三
条
第
一
項

附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
三
条
第
一
項

第
二
十
条
第
四
項

第
二
十
条
第
五
項

後
期
高
齢
者
支
援
金
等

病
床
転
換
支
援
金
等

第
二
十
九
条
の
八

第
七
十
六
条
第
一
項

附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
六
条
第
一
項

2
　
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
指
定
組
合
に
つ
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第

十
九
条
、
第
二
十
条
及
ぴ
第
二
十
九
条
の
八
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
表
第
二
十
九
条
の
八
の
項
中
欄
中
「
第
七
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則

第
九
条
第
二
項
」
と
、
同
項
下
欄
中
「
法
第
七
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
法
附
則
第
九
条
第
二
項
」
と

　
す
る
。

　
附
則
第
二
条
第
三
項
中
「
及
び
第
二
号
ロ
」
を
「
並
ぴ
に
第
二
号
イ
及
ぴ
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
第
一
号
中

「
イ
又
は
ロ
」
を
「
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
平
成
二
十
年
七
月
」
を
「
平
成
二
十
年
三
月
」
に
改

め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
ハ
　
療
養
の
あ
つ
た
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
平
成
十
九
年
度
分
の
地
方

　
　
　
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
で
あ
つ
て
、
平
成
十
七
年
地
方
税
法
改
正
法
附
則
第
六

　
　
　
条
第
四
項
に
該
当
す
る
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
（
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
並
び
に
そ
の

　
　
　
世
帯
に
属
す
る
す
べ
て
の
当
該
市
町
村
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
ぴ
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が

　
　
　
平
成
十
九
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
又
は
同
項
に
該
当
す
る
者
に

　
　
　
限
る
。
）
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附
則
第
二
条
第
八
項
第
二
号
中
「
イ
又
は
ロ
」
を
「
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
平
成
二
十
年
七
月
」

を
「
平
成
二
十
年
三
月
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
ハ
　
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
九
年
度
分
の
地
方

　
　
　
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十
七
年
地
方
税
法
改
正
法
附
則
第
六

　
　
　
条
第
四
項
に
該
当
す
る
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
（
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
組
合
員
並
び
に
そ
の

　
　
　
世
帯
に
属
す
る
す
べ
て
の
当
該
組
合
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
平

　
　
　
成
十
九
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
又
は
同
項
に
該
当
す
る
者
に
限

　
　
　
る
。
）

　
附
則
第
五
条
第
一
項
の
表
第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
七
第
一
項

第
七
十
六
条
第
一
項

附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
六
条
第
一
項

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金
等
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
の

附
則
第
五
条
第
一
項
の
表
第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
の
七
第
二
項

第
七
十
六
条
第
一
項

附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
六
条
第
一
項

附
則
第
五
条
第
一
項
の
表
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
第
一
号
ロ
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
の
七
第
三
項

第
七
十
六
条
第
一
項

附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
六
条
第
一
項

附
則
第
五
条
第
一
項
の
表
第
二
十
九
条
の
七
第
三
項
第
一
号
ロ
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
の
七
第
四
項
第
七
十
六
条
第
一
項
　
　
　
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
法
第
七
十
六
条
第
一
項

附
則
第
五
条
第
一
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
九
条
の
七
第
五
項
第
七
十
六
条
第
一
項

附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
法
第
七
十
六
条
第
一
項

附
則
第
五
条
第
二
項
の
表
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
の
項
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

十り前
九読条
条み第
の替一
七え項
第らの
一れ規
項た定

第に
二よ

後 び後 第
期 期 七
高
齢

⊥
馬
齢

十
一
L
／
、

者 者 条
支 支 第
援 援 一
金 金 項
等 等
の 及

の後 床の後 た附
期 転規期 法則
一』

ﾇ 換定高 第第
齢 支に齢 七二
者 援よ者 十十
支 金る支 六二
援 等病援 条条
金 一床金 第の
等 と転等 一規
及 い換及 項定
び う支び に

病 」援高 よ

床 並金齢 り

転 ぴ等者
……士

y換 に（医 み

支 以療 替
援 確 え

金 r保 ら

等 病法 れ

　
附
則
第
五
条
第
二
項
の
表
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
の
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二

十
九
条
の
七
第
二
項

第
七
十
六
条
第
一
項

附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
法
第
七
十
六
条
第
一
項

　
附
則
第
五
条
第
二
項
の
表
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
第
一
号
イ
の

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号十り前
イ九読条
　条み第
　の替一
　七え項
　第らの
　これ規
　項た定
　第第に
　一二よ

及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金

等後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及

び附
則
第
七
条
第
一
項
第
二

号

、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
病
床
転
換
支
援
金

等後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
病
床
転
換
支
援
金
等

並
び
に

附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
法
附
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号

　
附
則
第
五
条
第
二
項
の
表
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
第
一
号
ロ
の

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二

十
九
条
の
七
第
三
項

第
七
十
六
条
第
一
項

附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
法
第
七
十
六
条
第
一
項

　
附
則
第
五
条
第
二
項
の
表
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十
九
条
の
七
第
三
項
第
一
号
ロ
の

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二

十
九
条
の
七
第
四
項

第
七
十
六
条
第
一
項

附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
法
第
七
十
六
条
第
一
項

附
則
第
五
条
第
二
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二

十
九
条
の
七
第
五
項

第
七
十
六
条
第
一
項

　
附
則
第
十
五
条
第
三
号
中
「
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三

第
百
二
十
八
号
。
」
を
削
り
、
同
条
第
十
号
中

附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
法
第
七
十
六
条
第
一
項

号
。
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
昭
和
三
十
三
年
法
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
。
」
を
削
る
。

　
（
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を

　
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
五
条
第
四
項
第
一
号
中
「
特
定
給
付
額
」
の
下
に
「
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
特
定
納
付
費
用

　
額
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
相
当
す
る
額
に
健
康
保
険
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
費
割

　
合
（
次
号
イ
に
お
い
て
「
給
付
費
割
合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
次
号
ロ
に
お
い
て
「
前
期
高
齢
者
交
付
金

　
給
付
費
相
当
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
二
　
特
定
納
付
費
用
額
に
係
る
特
定
割
合
　
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
及
び
ロ

　
　
　
に
定
め
る
割
合

　
　
　
イ
　
特
定
納
付
費
用
額
の
う
ち
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に
相
当
す
る
額
に
給
付
費
割

　
　
　
　
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
係
る
特
定
割
合
　
千
分
の
百
三
十

　
　
　
ロ
　
特
定
納
付
費
用
額
の
う
ち
イ
に
規
定
す
る
乗
じ
て
得
た
額
を
除
い
た
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場

　
　
　
　
合
に
は
、
特
定
納
付
費
用
額
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
相
当
す
る
額
か
ら
前
期
高
齢
者
交
付
金
給

　
　
　
　
付
費
相
当
額
を
控
除
し
た
額
を
控
除
し
た
額
）
に
係
る
特
定
割
合
　
千
分
の
百
六
十
四
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附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
表
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
条
第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
条
第
一
項

附
則
第
九
条
第
一
項

附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
法
附
則
第
九
条
第
一
項

、
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
い
う
。
）
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
病
麻
獺
支
援
金
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
」
と

附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
附
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号

及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金

、
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
病
床
転
換
支
援
金

　
（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
第
一
項
中
「
第
九
条
ノ
四
第
一
項
」
を
「
第
九
条
ノ
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
三
号
の
次
に
次

　
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
二
十
三
の
二
　
法
第
三
十
一
条
ノ
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

　
　
第
一
条
第
一
項
第
四
十
二
号
中
「
附
則
第
三
十
一
項
」
を
「
附
則
第
三
十
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九

　
条
ノ
四
第
二
項
」
を
「
第
九
条
ノ
五
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
四
条
第
二
項
中
「
又
は
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と

　
が
で
き
る
者
」
を
削
り
、
「
（
被
扶
養
者
」
を
「
（
当
該
被
扶
養
者
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
条
中
「
高
額
療
養
費
の
う
ち
」
を
「
高
額
療
養
費
又
は
法
第
三
十
一
条
ノ
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ

　
れ
た
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
う
ち
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
高
額
療
養
費
の
額
」
の
下
に
「
と
当
該
被
保
険

　
者
に
対
し
て
第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
額
と
の
合
算
額
」
を
加
え
、
同

　
条
第
二
号
中
「
高
額
療
養
費
の
額
」
の
下
に
「
と
当
該
場
合
に
当
該
被
保
険
者
に
対
し
て
第
十
一
条
の
二
の
規
定
に

　
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
額
と
の
合
算
額
」
を
加
え
る
。

　
　
第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
八
条
　
削
除

　
　
第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
こ
の
条
及
び
附
則
第
三
条
に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
第
三
項
ま
で
及
び
」
の
下
に
「
第

　
十
一
条
の
二
並
び
に
」
を
加
え
る
。

　
　
第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
第
二
号
ロ
」
を
「
並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
所

　
得
割
を
除
く
。
」
の
下
に
「
第
十
一
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
、
「
特
別
区
を
含
む
。
」
の
下
に
「
同
号

　
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
四
万
四
千
四
百
円
」
を
「
六
万
二
千
百
円
。
た
だ
し
、
高
額

　
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
特
別
区
民
税

　
を
含
む
。
」
、
「
総
所
得
金
額
と
す
る
。
」
及
び
「
額
を
い
う
。
」
の
下
に
「
第
十
一
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
」

　
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
コ
万
二
千
円
」
を
「
二
万
四
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
四

　
万
四
千
四
百
円
」
を
「
六
万
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
万
二
千
円
」
を
「
二
万
四
千
六
百
円
」
に

　
改
め
る
。

　
　
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
四
万
四
千
四
百
円
」
を
「
六
万
二
千
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該

　
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
中
コ
万
二
千
円
」
を
「
二
万
四

　
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

　
　
（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
）

　
第
十
一
条
の
二
　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
支
給
総

　
　
額
（
次
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準

　
　
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
基
準
額
（
以
下

　
　
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
基
準
額
」
と
い
う
。
）
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金

等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ
き
次
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支

給
基
準
額
を
加
え
た
額
を
超
え
る
場
合
に
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
被
保
険
者
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

額
は
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
に
介
護
合
算
按
分
率

（
同
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
額
を
、
介

護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
号
か

ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
又
は
第
四
号
及
ぴ
第
五
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
が
零
で
あ
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
前
年
八
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
及
ぴ
第
十
一
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
「
計

　
算
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
被
保
険
者
（
計
算
期
間
の
末
日
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
一
条
の
四
ま
で
に

　
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
被
保
険
者
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組

　
合
法
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
一
条
の
四
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ

　
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
日
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
そ
れ
ぞ
れ
当

　
該
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
と
し
て
受
け
た
療
養
（
法
第
三
十
一
条
第
一
項
及
ぴ
法
第
三
十
一
条
ノ
五
の

　
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
係
る
療
養
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
継
続
給
付
に
係
る
療
養
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）

　
に
係
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給
さ

　
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）

　
イ
　
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
を
除
く
。
）
に
係
る
第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
額

　
　
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
当
該
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ

　
　
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
療
養
に
つ
い
て
二
万
千
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算
し
た
額

　
ロ
　
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
療
養
を
受
け
た
者
が
な
お
負
担
す
べ
き
額

　
　
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
特
定
給
付
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
給

　
　
付
対
象
療
養
に
係
る
第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
額
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病

　
　
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
給
付
対
象
療
養
に
つ
い
て
二
万
千
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算
し
た
額

二
　
基
準
日
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
（
基
準
日
に
お
い
て
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

　
「
基
準
日
被
扶
養
者
」
と
い
う
。
）
が
計
算
期
間
に
お
け
る
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
者
が
受
け
た
療
養

　
　
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け

　
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
前
号
に
規
定
す
る
合
算
額

三
　
基
準
日
被
保
険
者
又
は
基
準
日
被
扶
養
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
組
合
員
等
（
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
日

　
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
旦
雇
特

　
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
い
う
。
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
若

　
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定
に
よ

　
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
若
し
く
は

　
国
民
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
（
以
下
「
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
」
と
い
う
。
）
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確

　
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
一

　
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
項

　
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
組
合
員
等
が
受
け
た
療
養
（
前
二
号
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
又

　
は
そ
の
被
扶
養
者
等
（
健
康
保
険
法
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

　
む
。
）
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
又
は
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同

　
一
の
世
帯
に
属
す
る
当
該
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
以
外
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ

　
の
号
及
ぴ
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
等
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
つ
い
て

　
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の

　
合
算
額

四
　
基
準
日
被
保
険
者
又
は
基
準
日
被
扶
養
者
が
計
算
期
間
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法
施
行
令

　
　
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
次
項

　
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
条
第
二
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
高

　
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）
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五
　
基
準
日
被
保
険
者
又
は
基
準
日
被
扶
養
者
が
計
算
期
間
に
受
け
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法
施

　
　
行
令
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

　
　
同
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
同
令
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
高

　
　
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
、
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
又
は
居
宅

サ
ー
ビ
ス
等
若
し
く
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
以
下
こ
の
項
及
ぴ
第
五
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
合
算
対
象

サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
に
係
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

を
合
算
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が

七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
額
を
超
え
る
場
合
は
、
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一

部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
に
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
按

分
率
（
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
、
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得

　
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
し
て
基
準
日
被
保
険
者
に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、

　
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚

　
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
合
算
し
た
額
又
は
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
τ
ビ
ス
に
係

　
る
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

　
し
た
額
を
合
算
し
た
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
前
二
項
の
規
定
は
、
計
算
期
間
に
お
い
て
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に

　
対
す
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
同
号
に
掲
げ

　
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
号
に
掲
げ
る
額
」
と
、
「
同
号
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
か
ら
」
と
、
前
項
中
「
前

　
項
第
一
号
に
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
二
号
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

4
　
計
算
期
間
に
お
い
て
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
に
お
い
て
組
合
員
等
で
あ
る
者
（
基
準
日
に
お
い
て
国

　
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
て
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

　
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
被
扶
養
者
等
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
高
額
介

　
護
合
算
療
養
費
は
、
当
該
組
合
員
等
で
あ
る
者
を
基
準
日
被
保
険
者
と
、
当
該
被
扶
養
者
等
で
あ
る
者
を
基
準
日

　
被
扶
養
者
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額

　
に
相
当
す
る
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
通
算
対
象
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
合
算
し
た
額
か
ら
七
十

　
歳
以
上
介
護
合
算
支
給
総
額
（
次
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
七
十
歳

　
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
支
給
基
準
額
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
七
十
歳
以
上

　
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ
き
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を

　
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
介
護

　
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
額
を
超
え
る
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
介
護
合
算

　
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
に
介
護
合
算
按
分
率
（
こ
の
項
に
規
定

　
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
者
が
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を

　
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療

　
養
を
含
む
。
）
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
か
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
額
を
控

　
除
し
た
額
を
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
額
又
は
同
項
第
四
号
及
び
第

　
五
号
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

5
　
通
算
対
象
負
担
額
の
う
ち
、
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省

　
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担
額
」
と
い
う
。
）

　
を
合
算
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が

　
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
額
を
超
え
る
場
合
は
、
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一

　
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
に
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
按

　
分
率
（
前
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
者
が
受
け
た
療
養
（
継
続

　
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
問
に
受
け
た
療
養

　
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担
額
を
、
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負

　
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
し
て
同
項
に
規

　
定
す
る
者
に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担
額
を

　
合
算
し
た
額
又
は
同
項
第
四
号
及
ぴ
第
五
号
に
係
る
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
額
が
零
で
あ
る

　
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

6
　
計
算
期
間
に
お
い
て
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
に

　
限
る
。
）
に
対
す
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
を
基
準
日
被
保
険

者
と
み
な
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額

　
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
通
算
対
象
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
合
算
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
合

算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
額
を
超
え
る
場

　
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を

　
控
除
し
た
額
に
介
護
合
算
按
分
率
（
こ
の
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
、

　
当
該
者
が
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者

　
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
、
介
護
合
算
一
部

　
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
か
ら

　
第
三
号
ま
で
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
額
又
は
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額

　
を
合
算
し
た
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

第
十
一
条
の
三
　
前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
六
十
七
万
円

　
二
　
基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
の
被
保
険
者
　
百
二
十
六
万
円

　
三
　
市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日

　
　
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な

　
　
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で

　
　
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期

　
　
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ

　
　
る
被
保
険
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
三
十
四
万
円

2
　
前
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
六
十
二
万
円

　
二
　
基
準
日
に
お
い
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
法
第
二
十
八
条
ノ
三
第
一
項
第
三
号
の
規
定

　
　
が
適
用
さ
れ
る
者
　
六
十
七
万
円

　
三
　
市
町
村
民
税
非
課
税
者
で
あ
る
被
保
険
者
（
前
号
又
は
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
三
十
一
万
円

　
四
　
被
保
険
者
及
び
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
そ
の
被
扶
養
者
で
あ

　
　
る
者
の
す
べ
て
が
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月

　
　
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の

　
　
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係
る
同
法
第
三
百
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

　
　
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
各
種
所
得
の
金

　
　
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
が
な
い
被
保
険
者
（
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除

　
　
く
。
）
十
九
万
円

3
　
第
一
項
の
規
定
は
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
、
前
項

　
の
規
定
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
、
そ

　
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
」
と

　
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
基
準
日
に
お
い
て
当
該
者
を
扶
養
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る

　
被
保
険
者
」
と
、
前
項
中
「
前
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前

　
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
」
と
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
に
規

　
定
す
る
者
に
つ
い
て
基
準
日
に
お
い
て
当
該
者
を
扶
養
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
被
保
険
者
」
と
読
み
替
え
る
も

　
の
と
す
る
。
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4
　
前
条
第
四
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

　
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
、
同
条
第
五
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

の共済基 で組紐基 基 む扶うこ第令す合合基 で含（基 で除立学づ及との定者基
被済法準 あ合合拳 準 」養」の一第る員法準 あむ日準 あく学校くびい項す（準
扶制の日 る員法日 日 で者を項項三法（の日 る」雇日 る」校教共地うにる健日
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@あ立学
@る学校
@者校教
@又教職
@は職員
@そ員共

者にて
矧賴n
ﾍづ方
ｻく公
ﾌ共務
寘ﾏ員
}組等
{合共
ﾒの済

て
自
衛
官
等
で
あ
る
者

官でてす八令の基て
凾｠rる号（職づ国のる自白）昭員く家
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第
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お
の
五
！
公
一
及
い
七
＋
省
務
項
ぴ
て
第
二
和
員
　
第
準
一
号
三
等
　
二
用
項
）
十
共
　
十
す
（
第
七
済
　
三
る
同
二
年
組
　
条
場
条
十
政
合

の五法省六第律の

謌齊{職一項行員

�及令の
y
韓
　
十
七
等

第
及
て
第
号
昭
公
一
び
準
一
）
和
務
項
至
難
暴
　
条
る
条
条
年
組
　
の
場
第
の
政
合
　
三
合
三
三
令
法
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第十の三行 のを三令
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項条の六（ のむに十

の三十昭 四」お一

項に十国 条るの
及第九民 の場三
び二条健 三合第
第十の康 のを三
二九四保 六含項
項条の険 のむに

の三法 四」お
四第施 第及い
の三行 一びて
四項令 項第準
第並第 十用
一び二 一す

　
5
　
前
条
第
六
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

　
　
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の

　
　
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

　
　
（
そ
の
他
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

　
第
十
一
条
の
四
　
被
保
険
者
が
計
算
期
間
に
お
い
て
そ
の
資
格
を
喪
失
し
、
か
つ
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日
以
後

　
　
の
計
算
期
間
に
お
い
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
又
は
後
期
高

　
　
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
高
額
介
護
合
算
療
養

　
　
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
日
の
前
日
（
当
該
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
省
令

　
　
で
定
め
る
日
）
を
基
準
日
と
み
な
し
て
、
前
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
2
　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
手
続
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

　
　
第
二
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
法
第
五
十
九
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
場
合
）

　
第
二
十
八
条
の
二
　
法
第
五
十
九
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

　
　
等
（
法
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
　
と
な
つ
た
月
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
場
合
と
す
る
。

　
　
第
三
十
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
二
十
二
項
」
を
「
附
則
第
十
九
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
十
七
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
二
十
三
項
」
を
「
附
則
第
二
十
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
十
八
条
中
「
附
則
第
三
十
一
項
」
を
「
附
則
第
三
十
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
附
則
第
三
十
一
項
」
を
「
附
則
第
三
十
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
附
則
第
三
十

　
二
項
」
を
「
附
則
第
三
十
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
三
十
一
項
」
を
「
附
則
第
三
十
項
」
に
改
め

　
る
。

　
　
附
則
第
三
条
第
三
項
中
「
及
ぴ
第
二
号
ロ
」
を
「
並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ロ
」
に
改
め
る
。

　
（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
第
二
十
二
条
の
四
」
を
「
第
二
十
二
条
の
五
」
に
、
「
第
二
十
九
条
の
四
」
を
「
第
二
十
九
条
の
五
」
に

　
改
め
る
。

　
　
第
十
五
条
第
二
号
中
「
第
二
十
二
条
の
四
」
を
「
第
二
十
二
条
の
五
」
に
、
「
第
二
十
九
条
の
四
」
を
「
第
二
十
九

　
条
の
五
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
二
条
の
二
第
五
項
第
一
号
中
「
所
得
割
を
除
く
。
」
の
下
に
「
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
三
号
二
、
同
条

　
第
七
項
第
一
号
二
及
ぴ
同
項
第
二
号
二
を
除
き
、
」
を
加
え
る
。

　
　
第
二
十
二
条
の
四
中
「
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
五
十
一
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、

　
同
条
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
第
三
章
第

　
四
節
中
同
条
を
第
二
十
二
条
の
五
と
す
る
。

　
　
第
二
十
二
条
の
三
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
八
項
」
に
、
「
第
五
十
一
条
の
二
第

　
七
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
の
四
と
し
、
第
二
十
二
条
の
二
の
次
に
次

　
の
一
条
を
加
え
る
。
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（
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）

第
二
十
二
条
の
三
　
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
百
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
の
額
（
同

　
　
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す

　
　
る
。
）

　
二
　
船
員
保
険
法
第
三
十
一
条
ノ
六
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
ノ
額
（
同
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ

　
　
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
）

　
三
　
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負

　
　
担
金
等
の
額
（
同
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除

　
　
し
て
得
た
額
と
す
る
。
）

　
四
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一

　
　
部
負
担
金
等
の
額
（
同
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
額
を

　
　
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
）

　
五
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

　
　
る
一
部
負
担
金
等
の
額
（
同
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る

　
　
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
）

　
六
　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国

　
　
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
の
額
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法

　
　
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に
相

　
　
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
）

　
七
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

　
　
る
一
部
負
担
金
等
の
額
（
同
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る

　
　
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
）

2
　
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
か
ら
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
支
給
総
額

　
（
次
項
の
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
算
定
基
準
額
を

　
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
を
勘
案
し
て

　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
支
給
基
準
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
基
準
額
」
と
い
う
。
）
以
下
で
あ
る
場
合

　
又
は
当
該
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ
き
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に

　
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
医
療
合
算
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
」

　
と
い
う
。
）
が
医
療
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
額
を
超
え
る
場
合
に
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日

　
被
保
険
者
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
医
療
合
算
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
か
ら
医
療
合
算
算
定
基
準

　
額
を
控
除
し
た
額
に
医
療
合
算
按
分
率
（
同
号
、
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
か
ら
次

　
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
支
給
額
の
算
定
に
係
る

　
同
項
の
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
算
定
基

　
準
額
を
控
除
し
た
額
に
同
項
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
按
分
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お

　
い
て
「
七
十
歳
以
上
世
帯
支
給
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
を
、
医
療
合
算
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
で
除
し

　
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
被
保
険
者
医
療
合
算
按
分
率
（
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
次
項
の
規
定

　
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
控
除
し
た
額
を
、
同
号
、
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五

　
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
か
ら
七
十
歳
以
上
世
帯
支
給
額
を
控
除
し
た
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て

　
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
額
が

　
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
前
年
八
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
九
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て

　
　
　
「
計
算
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
の
行
う
介
護
保
険
の
被
保
険
者
（
計
算
期
間
の
末
日
（
以

　
　
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

　
　
　
「
基
準
日
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
が
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲

　
　
げ
る
額
の
合
算
額
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支

　
　
給
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）

二
　
計
算
期
間
に
お
い
て
、
基
準
日
被
保
険
者
が
受
け
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
前
条
第
二
項
第
三
号
及

び
第
四
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
（
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
が

支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）

三
　
計
算
期
間
に
お
い
て
、
基
準
日
被
保
険
者
が
他
の
市
町
村
の
行
う
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
受

　
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
前
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

　
額
の
合
算
額
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
又
は
第
二
十
九
条
の
二
第
二

　
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
支
給
額
の
合
計

　
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
）

四
　
計
算
期
間
に
お
い
て
、
基
準
日
被
保
険
者
の
合
算
対
象
者
が
当
該
市
町
村
の
行
う
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で

　
あ
っ
た
間
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額

五
　
計
算
期
間
に
お
い
て
、
基
準
日
被
保
険
者
の
合
算
対
象
者
が
当
該
市
町
村
の
行
う
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で

　
あ
っ
た
間
に
受
け
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
第
二
号
に
規
定
す
る
合
算
額

六
　
計
算
期
間
に
お
い
て
、
基
準
日
被
保
険
者
の
合
算
対
象
者
が
他
の
市
町
村
の
行
う
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で

　
あ
っ
た
間
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
第
三
号
に
規
定
す
る
合
算
額

七
　
次
の
イ
か
ら
り
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
日
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
り
ま
で
に
定
め
る
額

　
イ
　
基
準
日
に
お
い
て
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
同
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
旦
雇
特

　
　
例
被
保
険
者
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員

　
　
並
び
に
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
を
除
く
。
第
四
項

　
　
に
お
い
て
「
健
康
保
険
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養

　
　
者
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
「
健
康
保
険
被
扶
養
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
　
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正

　
　
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算

　
　
額

　
ロ
　
基
準
日
に
お
い
て
日
雇
特
例
被
保
険
者
（
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定

　
　
す
る
旦
雇
特
例
被
保
険
者
を
い
う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
健
康
保
険
法
の
規
定

　
　
に
よ
る
被
扶
養
者
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
「
旦
雇
特
例
被
扶
養
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
　
健
康
保
険
法

　
　
施
行
令
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第

　
　
五
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

　
ハ
　
基
準
日
に
お
い
て
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
及
び
地
方
公
務
員

　
　
等
共
済
組
合
法
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
を
除
く
。
第
四
項
に
お
い
て
「
船
員
保
険
被
保
険
者
」
と
い

　
　
う
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
「
船
員
保
険

　
　
被
扶
養
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
　
船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
第
十
一

　
　
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

　
二
　
基
準
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
民
健
康
保

　
　
険
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
（
基
準
日
に
お
い
て
同
法
第
六
条
各
号
（
第
九
号
及
び
第
十
号
を
除
く
。
）

　
　
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
基
準
日
の
翌
日
か
ら
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
資
格
を
喪

　
　
失
す
る
こ
と
と
な
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十

　
　
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合

　
　
算
額

　
ホ
　
基
準
日
に
お
い
て
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等

　
　
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
第
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
自

　
　
衛
官
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
自
衛
官
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
第
四
項
に
お
い
て
「
国
共
済
組
合
員
」

　
　
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
を
い
い
、
自
衛
官
等
の
被
扶
養
者
を
含
む
。

　
　
同
項
に
お
い
て
「
国
共
済
被
扶
養
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三

　
　
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合

　
　
算
額
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へ
　
基
準
日
に
お
い
て
自
衛
官
等
で
あ
る
者
　
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
七
条
の

　
　
六
の
四
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

　
ト
　
基
準
日
に
お
い
て
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
（
第
四
項
に
お
い
て
「
地

　
　
共
済
組
合
員
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て

　
　
　
「
地
共
済
被
扶
養
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令

　
　
第
三
百
五
十
二
号
）
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

　
チ
　
基
準
日
に
お
い
て
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
（
第

　
　
四
項
に
お
い
て
「
私
学
共
済
加
入
者
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
同
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用

　
　
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
「
私
学
共
済
被
扶
養
者
」

　
　
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
第
六

　
　
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第

　
　
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

　
　
リ
　
基
準
日
に
お
い
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
条
に
お

　
　
　
い
て
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施

　
　
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
額

　
　
　
の
合
算
額

3
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
、
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

若
し
く
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
同
項
第
七
号
イ
か
ら
り
ま
で
に
定
め
る
額
に
係
る
規
定
に
規
定
す
る
療
養

　
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
に
係
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
合
算
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
医

療
合
算
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た

額
を
超
え
る
場
合
は
、
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
か
ら
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
算
定
基
準

額
を
控
除
し
た
額
に
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
按
分
率
（
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
前
項
第
一
号
、

第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

定
し
た
額
を
合
算
し
た
額
を
、
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を

乗
じ
て
得
た
額
に
七
十
歳
以
上
被
保
険
者
医
療
合
算
按
分
率
（
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
同
項
第

　
一
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
、
七
十
歳
以

上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
同
号
、
同
項
第
二
号
、
第
四
号
及
ぴ
第
五
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て

　
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
合
算
し
た
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得

　
た
額
を
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
基
準
日
被
保
険
者
に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
七
十
歳
以
上
合
算

　
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
同
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

　
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
合
算
し
た
額
又
は
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
同
項
第
七
号
に

掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、

　
こ
の
限
り
で
な
い
。

4
　
第
二
項
の
基
準
日
被
保
険
者
の
合
算
対
象
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
日
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

　
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

　
一
　
基
準
日
に
お
い
て
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
（
健
康
保
険
被
保
険
者
、
旦
雇
特
例
被
保
険
者
、
船
員
保
険
被

　
　
保
険
者
、
国
共
済
組
合
員
、
自
衛
官
等
、
地
共
済
組
合
員
又
は
私
学
共
済
加
入
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

　
　
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
　
基
準
日
に
お
い
て
ぞ
の
被
扶
養
者
（
健
康
保
険
被
扶
養
者
、
旦
雇
特
例
被
扶
養
者
、

　
　
船
員
保
険
被
扶
養
者
、
国
共
済
被
扶
養
者
、
地
共
済
被
扶
養
者
又
は
私
学
共
済
被
扶
養
者
を
い
う
。
以
下
こ
の

　
　
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者

　
二
　
基
準
日
に
お
い
て
被
扶
養
者
で
あ
る
者
　
基
準
日
に
お
い
て
当
該
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
被
用
者
保
険

　
　
被
保
険
者
等
で
あ
る
者
又
は
基
準
日
に
お
い
て
当
該
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
の
被
扶
養
者
で
あ
る
当
該
者
以

　
　
外
の
者

　
三
　
基
準
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で
あ
る
者
　
基
準
日
に
お
い
て
当
該
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す

　
　
る
当
該
者
以
外
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で
あ
る
者

　
四
　
基
準
日
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
　
基
準
日
に
お
い
て
当
該
者
と
同
一
の
世
帯
に

　
　
属
す
る
当
該
者
以
外
の
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者

5
　
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
当
該
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
市
町
村
が
行
う
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で

　
あ
っ
た
者
（
基
準
日
に
お
い
て
当
該
市
町
村
が
行
う
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
高
額

　
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

6
第
二
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
療
合
算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準

　
日
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
基
準
日
に
お
い
て
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

　
　
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

　
　
イ
　
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
六
十
七
万
円

　
　
ロ
　
基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
月
額
等
（
医
療
保
険
各
法
（
国
民
健
康
保
険
法
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る

　
　
　
標
準
報
酬
月
額
、
標
準
報
酬
の
月
額
、
給
料
の
額
及
び
標
準
給
与
の
月
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

　
　
　
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
五
十
三
万
円
以
上
の
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
　
百
二
十
六
万
円

　
　
ハ
　
市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か

　
　
　
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な

　
　
　
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例

　
　
　
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦

　
　
　
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ

　
　
　
る
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
三
十
四
万
円

　
二
　
基
準
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で
あ
る
者
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ

　
　
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

　
　
イ
　
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
六
十
七
万
円

　
　
ロ
　
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当
該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の

　
　
　
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
す
べ
て
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
（
第

　
　
　
九
項
の
規
定
に
よ
り
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合

　
　
　
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
）
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九

　
　
　
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二
号
の
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
六
百
万
円
を
超
え
る
場
合
百
二
十
六
万
円

　
　
ハ
　
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
、
ω
及
び
③
に
掲
げ
る
区
分
に
従

　
　
　
い
、
そ
れ
ぞ
れ
ω
及
び
③
に
定
め
る
者
の
す
べ
て
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の

　
　
　
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に

　
　
　
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が

　
　
　
課
さ
れ
な
い
場
合
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
る
場
合

　
　
　
（
こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
か
が
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な

　
　
　
い
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
国
保
世
帯
非
課
税
の
場
合
」
と
い
う
。
）
　
三
十

　
　
　
四
万
円

　
　
　
q
D
　
当
該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
市
町
村
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
　
当
該
者

　
　
　
　
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
当
該
市
町
村
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で

　
　
　
　
あ
る
者

　
　
　
③
　
当
該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
組
合
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
　
当
該
者
の

　
　
　
　
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
当
該
組
合
の
組
合
員
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
当
該
組
合
の
行
う
国
民
健
康
保
険

　
　
　
　
の
被
保
険
者
で
あ
る
者

　
三
　
基
準
日
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
　
次
の
イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に

　
　
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
二
ま
で
に
定
め
る
額

　
　
イ
　
ロ
か
ら
二
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
五
十
六
万
円

　
　
ロ
　
基
準
日
に
お
い
て
療
養
の
給
付
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
療
養
の
給
付
を
い
う
。
）

　
　
　
を
受
け
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
同
法
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
者
　
六
十
七
万
円
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ハ
　
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
の
三
第
一
項
第

　
　
三
号
の
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
を
い
う
。
）
（
二
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
三
十
一
万
円

　
　
二
　
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

　
　
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
が
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の
規
定

　
　
　
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て

　
　
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の

　
　
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
次
項
第
一
号
二
及
ぴ
第
二
号
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
各
種
所
得
の

　
　
金
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
各
種
所
得

　
　
　
の
金
額
」
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
同
令

　
　
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
」
を
い
う
。
次
項
に
お
い

　
　
　
て
同
じ
。
）
が
な
い
者
　
十
九
万
円
（
計
算
期
間
に
お
い
て
、
当
該
基
準
日
被
保
険
者
及
び
当
該
基
準
日
被
保

　
　
険
者
の
合
算
対
象
者
の
う
ち
複
数
の
者
が
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介

　
　
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
一
万
円
と
す
る
。
）

7
　
第
三
項
（
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
基
準
日
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
基
準
日
に
お
い
て
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
　
次
の
イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ

　
　
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
二
ま
で
に
定
め
る
額

　
　
イ
　
ロ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
六
十
二
万
円

　
　
ロ
　
基
準
日
に
お
い
て
療
養
の
給
付
（
健
康
保
険
法
、
船
員
保
険
法
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
私
立
学
校

　
　
　
教
職
員
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
よ
る

　
　
　
療
養
の
給
付
を
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
健
康
保
険
法
第
七
十
四
条
第
一
項
第
三
号
、
船
員

　
　
　
保
険
法
第
二
十
八
条
ノ
三
第
一
項
第
三
号
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
五
十
五
条
第
二
項
第
三
号
（
私
立

　
　
　
学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公
務
員

　
　
　
等
共
済
組
合
法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被

　
　
　
扶
養
者
　
六
十
七
万
円

　
　
ハ
　
市
町
村
民
税
非
課
税
者
で
あ
る
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
ロ
又
は
二
に
掲
げ
る
者

　
　
　
を
除
く
。
）
　
三
十
一
万
円

　
　
二
　
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
及
び
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
そ

　
　
　
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
の
す
べ
て
が
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月

　
　
　
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日

　
　
　
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係
る
各
種
所
得
の
金
額
及

　
　
　
ぴ
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
が
な
い
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者

　
　
　
（
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
十
九
万
円
（
計
算
期
間
に
お
い
て
、
当
該
基
準
日
被
保
険
者
又
は
当
該
基
準

　
　
　
日
被
保
険
者
の
合
算
対
象
者
の
う
ち
複
数
の
者
が
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

　
　
　
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
一
万
円
と
す
る
。
）

　
二
　
基
準
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で
あ
る
者
　
次
の
イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ

　
　
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
二
ま
で
に
定
め
る
額

　
　
イ
　
ロ
か
ら
二
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
六
十
二
万
円

　
　
ロ
　
基
準
日
に
お
い
て
当
該
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
療
養
の
給
付
（
国
民
健
康
保
険
法
に
よ
る
療
養
の
給

　
　
　
付
を
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
が
適
用
さ

　
　
　
れ
る
者
で
あ
る
と
き
。
　
六
十
七
万
円

　
　
ハ
　
市
町
村
民
税
国
保
世
帯
非
課
税
の
場
合
（
二
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
　
三
十
一
万
円

　
　
二
　
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
、
前
項
第
二
号
ハ
ω
及
び
③
に
掲

　
　
　
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
ω
及
び
③
に
定
め
る
者
の
す
べ
て
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の

　
　
　
前
年
度
（
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と

8　
る
場
合
に
お
け
る
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

び
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

9　
そ
の
医
療
保
険
加
入
者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た
日
以
後
の
計
算
期
間
に
お
い
て
新
た

　
に
医
療
保
険
加
入
者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場

　
合
に
お
け
る
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
日
の
前
日
（
当
該
厚
生
労
働
省
令
で

　
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）
を
基
準
日
と
み
な
し
て
、
こ
の
条
の
規
定
を
適
用
す

　
る
。

10
@
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

　
る
。

　
第
二
十
九
条
の
四
中
「
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十
一
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、

同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
第
三
章
第

五
節
中
同
条
を
第
二
十
九
条
の
五
と
す
る
。

　
第
二
十
九
条
の
三
中
「
第
六
十
一
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
八
項
」
に
、
「
第
六
十
一
条
の
二
第

七
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
の
四
と
し
、
第
二
十
九
条
の
二
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
）

第
二
十
九
条
の
三
　
法
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
各

　
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

2
　
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
二
条
の
三
（
第
一
項
及
び
第
八
項
を
除

　
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
第
一
号
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二

　
号
に
掲
げ
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
」
と
読

　
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

3
　
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
同
一
の
月
に
お
い
て
要
介
護
被
保
険
者
と
し
て
の
期
間
を
有
す

　
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
の
三
（
第
一
項
及
び
第
八
項
を
除
く
。
）
の

　
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
十
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　
第
三
十
五
条
の
二
第
十
五
号
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　
第
三
十
五
条
の
四
第
一
号
中
「
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
十
七
号
中
「
老
人
保
健
法
」
を

「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
（
昭
和
二
十

八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
」
を
削
り
、
同
項
第
十
六
号
中
「
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
」
及
び
「
（
昭
和
三

十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
」
を
削
り
、
同
項
第
十
七
号
中
「
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
」
及
び
「
（
昭
和
三

十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
及
び
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等

の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
」
を
「
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
」
に
改
め
、
同
項
第
十

八
号
中
「
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
」
及
び
「
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
」
を
削
り
、
同
項

第
二
十
一
号
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
施
行
令
及
ぴ
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十

九
年
政
令
第
三
百
二
十
五
号
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
七
号
中
「
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
」
を
削
る
。

　
第
四
十
条
第
一
項
第
九
号
中
「
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
」
を
削
る
。

　
　
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ

　
　
る
市
町
村
民
税
に
係
る
各
種
所
得
金
額
及
び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
が
な
い
場
合

　
　
　
十
九
万
円
（
計
算
期
間
に
お
い
て
、
当
該
基
準
日
被
保
険
者
及
び
当
該
基
準
日
被
保
険
者
の
合
算
対
象
者

　
　
の
う
ち
複
数
の
者
が
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等

　
　
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
一
万
円
と
す
る
。
）

　
　
基
準
日
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
　
前
項
第
三
号
に
定
め
る
額

　
要
介
護
被
保
険
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
同
一
の
月
に
お
い
て
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
と
し
て
の
期
間
を
有
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
条
第
十
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　
被
保
険
者
が
計
算
期
間
に
お
い
て
医
療
保
険
加
入
者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
な
く
な
り
、
か
つ
、

三
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（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
一
条
の
三
の
二
第
二
項
中
「
又
は
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
を

　
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
」
を
削
る
。

　
　
第
十
一
条
の
三
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
十
一
条
の
三
の
三
　
削
除

　
　
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
こ
の
条
並
び
に
附
則
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
」

　
を
削
り
、
「
第
三
項
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
こ
の
条
」
の
下
に

　
「
及
び
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
」
を
加
え
る
。

　
　
第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
第
二
号
ロ
」
を
「
並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第

　
三
号
中
「
所
得
割
を
除
く
。
」
の
下
に
「
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
、
「
を
含
む
。
」

　
の
下
に
「
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
四
万
四
千
四
百
円
」
を
「
六
万
二
千
百
円
。

　
た
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第

　
一
号
中
コ
万
二
千
円
」
を
「
二
万
四
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
四
万
四
千
四
百
円
」
を
「
六

　
万
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
コ
万
二
千
円
」
を
「
二
万
四
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
四
万
四
千
四
百
円
」
を
「
六
万
二
千
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養
費

　
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
中
コ
万
二
千
円
」
を

　
　
「
二
万
四
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

　
　
　
（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
要
件
及
ぴ
支
給
額
）

　
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介

　
　
護
合
算
支
給
総
額
（
次
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
七
十
歳
以
上
介
護

　
　
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
（
当
該
金
額
が
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

　
　
支
給
基
準
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
基
準
額
」
と
い
う
。
）
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
七
十
歳
以
上
介

　
　
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ
き
次
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い

　
　
う
。
）
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
介
護

　
　
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
金
額
を
超
え
る
場
合
に
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
組
合
員
に
支
給

　
　
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

金
額
に
介
護
合
算
按
分
率
（
同
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費

の
額
を
控
除
し
た
金
額
を
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た

金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
又
は
第
六
号
及
び
第
七
号
に

掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一　

O
年
の
八
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
一
条
の
三
の
六
の

　
四
第
一
項
に
お
い
て
「
計
算
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
組
合
の
組
合
員
（
計
算
期
間
の
末
日
（
以
下
「
基

　
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
日
組
合

　
員
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
基
準
日
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
と
し
て
受
け
た
療

　
養
（
法
第
五
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
に
係
る
療
養
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
継
続

　
給
付
に
係
る
療
養
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
算
額
（
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項

　
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た

　
金
額
と
し
、
法
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
短
期
給
付
と
し
て
次
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
負
担
を
軽
減
す
る
た
め

　
の
給
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
給
付
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。
）

　
イ
　
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
を
除
く
。
）
に
係
る
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で

　
　
に
掲
げ
る
金
額
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
当
該
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
一
の

　
　
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
療
養
に
つ
い
て
二
万
千
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算
し

　
　
た
金
額

　
ロ
　
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
療
養
を
受
け
た
者
が
な
お
負
担
す
べ
き
金

　
　
額
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
特
定
給
付
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定

　
　
給
付
対
象
療
養
に
係
る
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
が
同
一
の
月
に

　
　
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
給
付
対
象
療
養
に
つ
い
て
二
万
千
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

　
　
を
合
算
し
た
金
額

　
の
条
及
ぴ
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
組
合
員
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
基
準
日
組
合
員
が
受
け
た
療
養
又
は
そ
の

　
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
問
に
受
け
た
療
養
に
係
る
前
号
に
規
定
す
る
合
算
額

　
準
日
被
扶
養
者
」
と
い
う
。
）
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
基
準
日
被
扶

　
養
者
が
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者

　
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額

　
受
け
た
療
養
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
第
一
号

　
に
規
定
す
る
合
算
額

　
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制

　
度
の
加
入
者
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三

　
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
皇
居
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
い
う
。
次
条
第
五
項
に
お
い
て
同

　
じ
。
）
を
含
む
。
）
、
船
員
保
険
の
被
保
険
者
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
若
し
く
は

　
国
民
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
（
以
下
「
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
」
と
い
う
。
）
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確

　
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医
療

　
の
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
ぴ
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
被
保

　
険
者
等
が
受
け
た
療
養
（
前
各
号
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
等
（
地
方
公
務
員
等
共
済

　
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
、
健
康
保
険
法
若
し
く
は
船
員

　
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
又
は
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同

　
　
一
の
世
帯
に
属
す
る
当
該
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
以
外
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ

　
　
の
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
等
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
つ
い
て

　
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
の

　
合
算
額

　
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
次
項
に
お

　
　
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
算
額
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
高
額

　
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。
）

　
　
令
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同

　
　
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
算
額
（
同
令
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
高

　
　
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。
）

　
サ
ー
ビ
ス
等
若
し
く
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
合
算
対
象

　
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
に
係
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金

　
額
を
合
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）

　
が
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
金
額
を
超
え
る
場
合
は
、
七
十
歳
以
上
介
護
合

　
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
に
七
十
歳
以
上
介
護

　
合
算
撫
分
率
（
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て

　
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
、
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で

　
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
し
て
基
準
日
組
合
員
に
支
給
す
る
。

　
た
だ
し
、
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
相
当
す
る

二
　
基
準
日
組
合
員
が
計
算
期
間
に
お
け
る
他
の
組
合
（
前
号
に
規
定
す
る
組
合
以
外
の
組
合
を
い
う
。
以
下
こ

三
　
基
準
日
組
合
員
の
被
扶
養
者
（
基
準
日
に
お
い
て
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基

四
　
基
準
日
被
扶
養
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
他
の
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
基
準
日
被
扶
養
者
が

五
　
基
準
日
組
合
員
又
は
基
準
日
被
扶
養
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
被
保
険
者
等
（
地
方
の
組
合
の
組
合
員
、
私

六
　
基
準
日
組
合
員
又
は
基
準
日
被
扶
養
者
が
計
算
期
間
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平

七
　
基
準
日
組
合
員
又
は
基
準
日
被
扶
養
者
が
計
算
期
間
に
受
け
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法
施
行

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
、
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
又
は
居
宅
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金
額
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
合
算
し
た
金
額
又
は
七
十
歳
以
上
合
算
対
象

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
合
算
し
た
金
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
前
二
項
の
規
定
は
、
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に

限
る
。
）
に
対
す
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
同

号
に
掲
げ
る
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
号
に
掲
げ
る
金
額
」
と
、
「
、
同
号
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
一
号
」
と
読

　
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

4
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
に
お
い
て

他
の
組
合
の
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い

　
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
同
号
に
掲
げ
る
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
に
規
定
す
る

者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
者
が
受
け
た
療

養
（
同
号
に
規
定
す
る
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で

　
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
（
同
号
に
規
定
す
る
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
同
号
に
規
定
す
る
合
算

　
額
」
と
、
「
、
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
、
他
の
組
合
」
と
、
「
に
お
い
て
当
該
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
い
て
当
該

　
他
の
組
合
」
と
、
「
に
お
け
る
他
の
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
け
る
他
の
組
合
以
外
の
組
合
」
と
、
「
組
合
以
外
の

　
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
他
の
組
合
以
外
の
組
合
」
と
、
「
に
お
け
る
当
該
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
け
る
当
該
他

　
の
組
合
」
と
、
第
二
項
中
「
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
」
と
あ
る
の

　
は
「
第
四
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
組
合
の
組
合
員

　
で
あ
っ
た
者
が
受
け
た
療
養
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係

　
る
療
養
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養

　
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）

　
に
係
る
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

5
　
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
に
お
い
て
被
保
険
者
等
で
あ
る
者
（
基
準
日

　
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
て
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
及
ぴ
後
期
高
齢
者
医
療

　
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
被
扶
養
者
等
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
対
す

　
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
当
該
被
保
険
者
等
で
あ
る
者
を
基
準
日
組
合
員
と
、
当
該
被
扶
養
者
等
で
あ
る
者

　
を
基
準
日
被
扶
養
者
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
項
各
号
に
掲
げ

　
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
通
算
対
象
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
合
算
し
た
金

　
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
支
給
総
額
（
次
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同

　
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
（
当
該
金
額
が
支
給
基
準
額
以
下
で
あ
る
場
合
又
は

　
当
該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ
き
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に

　
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
）
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算

　
額
」
と
い
う
。
）
が
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
金
額
を
超
え
る
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、

　
そ
の
額
は
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
に
介
護
合
算

　
あ
ん

　
按
分
率
（
こ
の
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
組
合
員
が

　
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た

　
間
に
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
か
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
給

　
さ
れ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
金
額
を
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得

　
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
通
算
対
象
負

　
担
額
を
合
算
し
た
金
額
又
は
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
金
額
が
零
で
あ
る

　
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

6
　
通
算
対
象
負
担
額
の
う
ち
、
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
財
務
省

　
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担
額
」
と
い

　
う
。
）
を
合
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い

　
う
。
）
が
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
金
額
を
超
え
る
場
合
は
、
七
十
歳
以
上
介

護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
に
七
十
歳
以
上

　
　
　
　
あ
ん

介
護
合
算
按
分
率
（
前
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
組

合
員
で
あ
っ
た
者
が
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の

被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担

額
を
、
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を

高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
し
て
同
項
に
規
定
す
る
者
に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で

　
に
係
る
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
金
額
又
は
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
係
る
七
十
歳
以
上
通

算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
金
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

7
　
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で

　
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
を
基
準
日
組
合
員

　
と
み
な
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以

　
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
通
算
対
象
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
合
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
合
算

　
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
金
額
を
超
え
る
場

　
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

　
控
除
し
た
金
額
に
介
護
合
算
按
分
率
（
こ
の
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ

　
つ
た
間
に
、
当
該
組
合
員
で
あ
っ
た
者
が
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者

　
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
通
算
対

　
象
負
担
額
を
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
金
額
又
は
同
項
第
六
号
及
び

　
第
七
号
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
金
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
　
前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
ぴ
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
介
護

　
合
算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

　
一
　
次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
六
十
七
万
円

　
二
　
基
準
日
が
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
の
組
合
員
　
百
二
十
六
万
円

　
三
　
市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
の
八
月
一

　
　
日
か
ら
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基

　
　
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町

　
　
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民

　
　
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て

　
　
同
じ
。
）
で
あ
る
組
合
員
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
三
十
四
万
円

2
　
前
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定

　
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

　
一
　
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
六
十
二
万
円

　
二
　
基
準
日
に
お
い
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
法
第
五
十
五
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
が
適

　
　
用
さ
れ
る
者
　
六
十
七
万
円

　
三
　
市
町
村
民
税
非
課
税
者
で
あ
る
組
合
員
（
前
号
又
は
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
三
十
一
万
円

　
四
　
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者
（
第
二
号
に
掲
げ
る
者

　
　
を
除
く
。
）
　
十
九
万
円

3
　
第
一
項
の
規
定
は
前
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ

　
い
て
、
前
項
の
規
定
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に

　
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項

　
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
「
次

　
の
各
号
に
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
基
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準
日
に
お
い
て
当
該
組
合
員
で
あ
っ
た
者
を
扶
養
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
日
組
合
員
で
あ
る
者
」
と
、
前

項
中
「
前
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
ぴ
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
」
と
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
に
規
定
す

　
る
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
基
準
日
に
お
い
て
当
該
組
合
員
で
あ
っ
た
者
を
扶
養
す
る
次
の
各

号
に
掲
げ
る
基
準
日
組
合
員
で
あ
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

4
第
一
項
の
規
定
は
前
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ

　
い
て
、
第
二
項
の
規
定
は
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算

算
定
基
準
額
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
（
同
条
第
三

項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

　
一
項
」
と
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た

者
で
あ
っ
て
、
基
準
日
に
お
い
て
他
の
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
者
の
区

分
に
応
じ
、
基
準
日
に
お
い
て
他
の
組
合
の
組
合
員
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当

該
組
合
員
で
あ
る
者
」
と
、
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
」
と
、
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項

　
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

　
す
る
同
条
第
二
項
」
と
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
当
該
組
合
の
組
合

　
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
基
準
日
に
お
い
て
他
の
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る

　
当
該
者
の
区
分
に
応
じ
、
基
準
日
に
お
い
て
他
の
組
合
の
組
合
員
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
当
該
組
合
員
で
あ
る
者
」
と
、
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も

　
の
と
す
る
。

5
　
前
条
第
五
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

　
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
、
同
条
第
六
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
表
の

　
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

　
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
。
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6
　
前
条
第
七
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

　
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
六
条
の
三
第
一
項
及
ぴ
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の

　
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
。

　
（
そ
の
他
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
　
組
合
員
が
計
算
期
間
に
お
い
て
そ
の
資
格
を
喪
失
し
、
か
つ
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た

　
日
以
後
の
計
算
期
間
に
お
い
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
又
は

　
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
場
合
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
高
額
介
護
合
算
療

　
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日
の
前
日
（
当
該
財
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
財
務
省
令
で
定
め
る
日
）
を
基
準
日
と
み
な
し
て
、
前
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2
　
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
が
自
衛
官
（
同
法
第
二
十
二
条
の

　
二
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
に
該
当
す
る
自
衛
官
を
除
く
。
）
並
び
に
防
衛
大
学
校
の
学
生
及
び
防
衛
医
科
大
学
校

　
の
学
生
（
同
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
退
職
後
に
お
い
て
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養

　
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
組
合
員
に
対
し
て
行

　
つ
た
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
高
額
療
養
費
若
し
く
は
高
額
介
護

　
合
算
療
養
費
の
支
給
は
、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
、
前
条
及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
の
規
定

　
に
よ
る
給
付
と
み
な
す
。

3
　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
手
続
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
。

　
第
十
一
条
の
三
の
九
第
二
項
第
三
号
中
「
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
（
昭
和
三

十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
」
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
」
を
削
る
。

　
第
十
一
条
の
七
の
二
第
七
号
中
「
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
八
号
中
「
（
昭
和
二
十

八
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
十
一
号
中
「
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
」
を
削
る
。

　
第
十
二
条
第
一
項
中
「
老
人
保
健
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
老
人

保
健
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
及
び
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
八
十
一
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
拠
出
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
」

と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
百
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
後
期
高

齢
者
支
援
金
等
」
」
に
、
「
老
人
保
健
拠
出
金
及
び
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢

者
支
援
金
等
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
三
条
か
ら
附
則
第
六
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条
及
び
第
四
条
　
削
除
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（
短
期
給
付
等
に
係
る
標
準
報
酬
の
区
分
等
の
特
例
）

第
五
条
　
法
附
則
第
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
改
定
後
の
標
準
報
酬
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項

　
　
　
　
「

　
の
表
中
　
第
三
〇
級
　
　
　
六
二
〇
、
○
○
○
円
　
　
　
六
〇
五
、
○
○
○
円
以
上

第
三
〇
級

六
二
〇
、
○
○
○
円

六
〇
五
、
○
○
○
円
以
上

第
三
　
一
級

六
五
〇
、
○
○
○
円

六
三
五
、
○
○
○
円
以
上

第
三
二
級

六
八
○
、
○
○
○
円

六
六
五
、
○
○
○
円
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
口
U
」
と
あ
る
程

第
三
三
級

七
一
〇
、
○
○
○
円

六
九
五
、
○
O
O
円
以
上

第
三
四
級

七
五
〇
、
○
○
○
円

七
三
〇
、
○
○
○
円
以
上

第
三
五
級

七
九
〇
、
○
○
○
円

七
七
〇
、
O
O
O
円
以
上

第
三
六
級

八
三
〇
、
○
○
○
円

八
一
〇
、
○
○
○
円
以
上

第
三
七
級

八
八
○
、
○
○
○
円

八
五
五
、
○
○
○
円
以
上

第
三
八
級

九
三
〇
、
○
○
○
円

九
〇
五
、
○
○
○
円
以
上

第
三
九
級

九
八
○
、
○
○
○
円

九
五
五
、
O
O
O
円
以
上
一
、

第
四
〇
級

一、

Z
三
〇
、
O
O
O
円
一、

宦
Z
五
、
○
○
○
円
以
上
一
、

第
四
　
一
級

一、

Z
九
〇
、
O
O
O
円
一、

Z
五
五
、
O
O
O
円
以
上
一
、

第
四
二
級

一、

鼬
ﾜ
〇
、
O
O
O
円
一、

鼈
鼬
ﾜ
、
○
O
O
円
以
上
一
、

第
四
三
級

一、

�
黶
Z
、
O
O
O
円
一、

齊
ｵ
五
、
○
○
○
円
以
上

六
三
五
、
○
○
○
円
未
満

六
六
五
、
○
○
○
円
未
満

六
九
五
、
○
○
○
円
未
満

七
三
〇
、
○
○
○
円
未
満

七
七
〇
、
O
O
O
円
未
満

八
一
〇
、
○
○
○
円
未
満

八
五
五
、
○
○
○
円
未
満

九
〇
五
、
○
○
○
円
未
満

九
五
五
、
○
○
○
円
未
満

○
〇
五
、
○
○
○
円
未
満

〇
五
五
、
○
○
○
円
未
満

一
一
五
、
○
○
○
円
未
満

一
七
五
、
○
○
○
円
未
満

　
2
　
法
附
則
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

　
　
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
五
百
四
十
万
円
と
す
る
。

　
　
（
退
職
者
給
付
拠
出
金
の
経
過
措
置
）

第
六
条
　
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
が
同
項
に
規
定
す

　
　
る
拠
出
金
を
徴
収
す
る
間
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
の
納
付
に
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
国
民
健
康
保
険
法
（
昭

　
　
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
退
職

　
　
者
給
付
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に
」
と
、
「
の
納
付
額
、
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
退
職
者
給
付
拠
出
金
の
納
付

　
　
額
並
び
に
」
と
す
る
。

　
　
附
則
第
七
条
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
」
を
削
る
。

　
　
附
則
第
七
条
の
八
の
表
の
法
第
八
十
七
条
の
五
第
一
項
の
項
中
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
」
を
「
高
齢

者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
」
に
、
「
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
」
を
「
訪
問
看
護
療

　
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
三
十
四
条
を
附
則
第
三
十
三
条
の
六
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
病
床
転
換
支
援
金
等
の
経
過
措
置
）

　
第
三
十
四
条
　
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
）
及
び
同
法
」
と
あ
る
の
は

　
　
「
）
、
同
法
」
と
、
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）

　
　
及
び
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換
支
援
金
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
病
床
転
換
支
援
金

　
　
等
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
ぴ
病
床
転
換

　
　
支
援
金
等
」
と
す
る
。

　
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

　
正
す
る
。

　
　
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
中
「
又
は
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受

　
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
」
を
削
る
。

　
　
第
二
十
三
条
の
三
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
二
十
三
条
の
三
の
二
　
削
除

　
　
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
こ
の
条
並
び
に
附
則
第
五
十
二
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い

　
て
」
を
削
り
、
「
第
三
項
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
二
十
三
条
の
三
の
六
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
こ
の
条
」
の
下

　
に
「
及
び
第
二
十
三
条
の
三
の
六
」
を
加
え
る
。

　
　
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
第
二
号
ロ
」
を
「
並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ロ
」
に
改
め
、
同
項

　
第
三
号
中
「
所
得
割
を
除
く
。
」
の
下
に
「
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
、
「
含
む
。
」
の

　
下
に
「
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
四
万
四
千
四
百
円
」
を
「
六
万
二
千
百
円
。
た

　
だ
し
、
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一

　
号
中
「
一
万
二
千
円
」
を
「
二
万
四
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
四
万
四
千
四
百
円
」
を
「
六

　
万
二
千
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
コ
万
二
千
円
」
を
「
二
万
四
千
六
百
円
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
四
万
四
千
四
百
円
」
を
「
六
万
二
千
百
円
。
た
だ
し
、
高
額
療
養

　
費
多
数
回
該
当
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
万
四
千
四
百
円
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
中
コ
万
二
千
円
」

　
を
「
二
万
四
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

　
　
（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
）

　
第
二
十
三
条
の
三
の
六
　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護

　
　
合
算
支
給
総
額
（
次
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合

　
　
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
（
当
該
金
額
が
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
支

　
　
給
基
準
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
給
基
準
額
」
と
い
う
。
）
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
七
十
歳
以
上
介
護

　
　
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ
き
次
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い

　
　
う
。
）
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
介
護
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合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
金
額
を
超
え
る
場
合
に
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
組
合
員
に
支
給

す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た

　
　
　
　
　
　
あ
ん

金
額
に
介
護
合
算
按
分
率
（
同
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費

の
額
を
控
除
し
た
金
額
を
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た

金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
又
は
第
六
号
及
ぴ
第
七
号
に

掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
前
年
の
八
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
三
条
の
三
の
八

　
第
一
項
に
お
い
て
「
計
算
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
組
合
の
組
合
員
（
計
算
期
間
の
末
日
（
以
下
「
基
準

　
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
日
組
合
員
」

　
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
基
準
日
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
と
し
て
受
け
た
療
養

　
（
法
第
六
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
に
係
る
療
養
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
継
続
給

　
付
に
係
る
療
養
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
算
額
（
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項

　
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た

　
金
額
と
し
、
法
第
五
十
四
条
に
規
定
す
る
短
期
給
付
と
し
て
次
に
掲
げ
る
金
額
に
係
る
負
担
を
軽
減
す
る
た
め

　
の
給
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
給
付
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。
）

　
イ
　
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
を
除
く
。
）
に
係
る
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま

　
　
で
に
掲
げ
る
金
額
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
当
該
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
一

　
　
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
療
養
に
つ
い
て
二
万
千
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算

　
　
し
た
金
額

　
ロ
　
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
療
養
を
受
け
た
者
が
な
お
負
担
す
べ
き
金

　
　
額
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
特
定
給
付
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定

　
　
給
付
対
象
療
養
に
係
る
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
が
同
一
の
月

　
　
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
給
付
対
象
療
養
に
つ
い
て
二
万
千
円
以
上
の
も
の
に
限

　
　
る
。
）
を
合
算
し
た
金
額

二
　
基
準
日
組
合
員
が
計
算
期
間
に
お
け
る
他
の
組
合
（
前
号
に
規
定
す
る
組
合
以
外
の
組
合
を
い
う
。
以
下
こ

　
の
条
及
ぴ
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
組
合
員
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
基
準
日
組
合
員
が
受
け
た
療
養
又
は
そ
の

　
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
前
号
に
規
定
す
る
合
算
額

三
　
基
準
日
組
合
員
の
被
扶
養
者
（
基
準
日
に
お
い
て
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基

　
準
日
被
扶
養
者
」
と
い
う
。
）
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
基
準
日
被
扶

　
養
者
が
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者

　
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額

四
　
基
準
日
被
扶
養
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
他
の
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
基
準
日
被
扶
養
者
が

　
受
け
た
療
養
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
第
一
号

　
に
規
定
す
る
合
算
額

五
　
基
準
日
組
合
員
又
は
基
準
日
被
扶
養
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
被
保
険
者
等
（
国
の
組
合
の
組
合
員
、
私
立

　
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度

　
の
加
入
者
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条

　
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
旦
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
い
う
。
次
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
を
含
む
。
）
、
船
員
保
険
の
被
保
険
者
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
若
し
く
は
国
民

　
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
（
以
下
「
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
」
と
い
う
。
）
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

　
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被

　
保
険
者
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
ぴ
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
被
保
険
者

　
等
が
受
け
た
療
養
（
前
各
号
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
等
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

　
　
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
、
健
康
保
険
法
若
し
く
は
船
員
保
険
法

　
　
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
又
は
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同
一
の
世

　
帯
に
属
す
る
当
該
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
以
外
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及

　
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
等
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
つ
い
て
第
一
号

　
　
に
規
定
す
る
合
算
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
の
合
算
額

六
　
基
準
日
組
合
員
又
は
基
準
日
被
扶
養
者
が
計
算
期
間
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平

　
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
次
項
に
お

　
　
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
算
額
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
高
額

　
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。
）

七
　
基
準
日
組
合
員
又
は
基
準
日
被
扶
養
者
が
計
算
期
間
に
受
け
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法
施
行

　
　
令
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同

　
　
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
算
額
（
同
令
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
高

　
　
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。
）

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
、
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
又
は
居
宅

サ
ー
ビ
ス
等
若
し
く
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
合
算
対
象

サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
に
係
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金

額
を
合
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）

　
が
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
金
額
を
超
え
る
場
合
は
、
七
十
歳
以
上
介
護
合

算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
に
七
十
歳
以
上
介
護

　
　
　
あ
ん

合
算
按
分
率
（
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て

　
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
、
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で

　
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
し
て
基
準
日
組
合
員
に
支
給
す
る
。

　
た
だ
し
、
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
に
相
当
す
る

　
金
額
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
合
算
し
た
金
額
又
は
七
十
歳
以
上
合
算
対
象

　
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
同
項
第
六
号
及
ぴ
第
七
号
に
掲
げ
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

　
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
合
算
し
た
金
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
前
二
項
の
規
定
は
、
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に

　
限
る
。
）
に
対
す
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
同

　
号
に
掲
げ
る
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
号
に
掲
げ
る
金
額
」
と
、
「
、
同
号
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
一
号
」
と
読

　
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

4
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
に
お
い
て

　
他
の
組
合
の
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い

　
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
同
号
に
掲
げ
る
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
に
規
定
す
る

　
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
者
が
受
け
た
療

　
養
（
同
号
に
規
定
す
る
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で

　
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
（
同
号
に
規
定
す
る
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
同
号
に
規
定
す
る
合
算

　
額
」
と
、
「
、
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
、
他
の
組
合
」
と
、
「
に
お
い
て
当
該
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
い
て
当
該

　
他
の
組
合
」
と
、
「
に
お
け
る
他
の
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
け
る
他
の
組
合
以
外
の
組
合
」
と
、
「
組
合
以
外
の

　
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
他
の
組
合
以
外
の
組
合
」
と
、
「
に
お
け
る
当
該
組
合
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
け
る
当
該
他

　
の
組
合
」
と
、
第
二
項
中
「
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
」
と
あ
る
の

　
は
「
第
四
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
組
合
の
組
合
員

　
で
あ
っ
た
者
が
受
け
た
療
養
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係

　
る
療
養
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
問
に
受
け
た
療
養

　
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）

　
に
係
る
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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5
　
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
に
お
い
て
被
保
険
者
等
で
あ
る
者
（
基
準
日

　
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
て
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
及
び
後
期
高
齢
者
医
療

　
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
被
扶
養
者
等
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
対
す

　
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
当
該
被
保
険
者
等
で
あ
る
者
を
基
準
日
組
合
員
と
、
当
該
被
扶
養
者
等
で
あ
る
者

　
を
基
準
日
被
扶
養
者
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
項
各
号
に
掲
げ

　
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
通
算
対
象
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
合
算
し
た
金

　
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
支
給
総
額
（
次
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同

　
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
（
当
該
金
額
が
支
給
基
準
額
以
下
で
あ
る
場
合
又
は

　
当
該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ
き
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に

　
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
）
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算

　
額
」
と
い
う
。
）
が
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
金
額
を
超
え
る
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、

　
そ
の
額
は
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
に
介
護
合
算

　
あ
ん

　
按
分
率
（
こ
の
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
組
合
員
が

　
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た

　
間
に
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
か
ら
次
項
の
規
定
に
よ
り
支
給

　
さ
れ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
金
額
を
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得

　
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
通
算
対
象
負

　
担
額
を
合
算
し
た
金
額
又
は
同
項
第
六
号
及
ぴ
第
七
号
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
金
額
が
零
で
あ
る

　
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

6
　
通
算
対
象
負
担
額
の
う
ち
、
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
総
務
省

　
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担
額
」
と
い

　
う
。
）
を
合
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い

　
う
。
）
が
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
金
額
を
超
え
る
場
合
は
、
七
十
歳
以
上
介

　
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
に
七
十
歳
以
上

　
　
　
　
　
あ
ん

　
介
護
合
算
按
分
率
（
前
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
間
に
、
当
該
組

　
合
員
で
あ
っ
た
者
が
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の

　
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担

　
額
を
、
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を

　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
し
て
同
項
に
規
定
す
る
者
に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で

　
に
係
る
七
十
歳
以
上
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
金
額
又
は
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
係
る
七
十
歳
以
上
通

　
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
金
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

7
　
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で

　
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
を
基
準
日
組
合
員

　
と
み
な
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以

　
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
通
算
対
象
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
合
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
合
算

　
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
金
額
を
超
え
る
場

　
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

　
控
除
し
た
金
額
に
介
護
合
算
按
分
率
（
こ
の
項
に
規
定
す
る
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ

　
つ
た
間
に
、
当
該
組
合
員
で
あ
っ
た
者
が
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者

　
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
通
算

　
対
象
負
担
額
を
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す

　
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
金
額
又
は
同
項
第
六
号

　
及
び
第
七
号
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
金
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

第
二
十
三
条
の
三
の
七
　
前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
介
護
合

　
算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

　
一
　
次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
六
十
七
万
円

　
二
　
基
準
日
が
属
す
る
月
の
給
料
の
額
が
五
十
三
万
円
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

　
　
数
値
（
特
別
職
の
職
員
等
で
あ
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
一
）
で
除
し
て
得
た
額
以
上
の
組
合
員
　
百
二
十
六

　
　
万
円

　
三
　
市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
の
八
月
一

　
　
日
か
ら
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基

　
　
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町

　
　
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民

　
　
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て

　
　
同
じ
。
）
で
あ
る
組
合
員
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
三
十
四
万
円

2
　
前
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定

　
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

　
一
　
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
六
十
二
万
円

　
二
　
基
準
日
に
お
い
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
が
適

　
　
用
さ
れ
る
者
　
六
十
七
万
円

　
三
　
市
町
村
民
税
非
課
税
者
で
あ
る
組
合
員
（
前
号
又
は
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
三
十
一
万
円

　
四
　
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者
（
第
二
号
に
掲
げ
る
者

　
　
を
除
く
。
）
　
十
九
万
円

3
　
第
一
項
の
規
定
は
前
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ

　
い
て
、
前
項
の
規
定
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に

　
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項

　
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
、
「
次

　
の
各
号
に
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
基

　
準
日
に
お
い
て
当
該
組
合
員
で
あ
っ
た
者
を
扶
養
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
日
組
合
員
で
あ
る
者
」
と
、
前

　
項
中
「
前
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第

　
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
」
と
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
に
規
定
す

　
る
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
基
準
日
に
お
い
て
当
該
組
合
員
で
あ
っ
た
者
を
扶
養
す
る
次
の
各

　
号
に
掲
げ
る
基
準
日
組
合
員
で
あ
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

4
第
一
項
の
規
定
は
前
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ

　
い
て
、
第
二
項
の
規
定
は
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算

　
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
（
同
条
第
三

　
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

　
一
項
」
と
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た

　
者
で
あ
っ
て
、
基
準
日
に
お
い
て
他
の
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
者
の
区

　
分
に
応
じ
、
基
準
日
に
お
い
て
他
の
組
合
の
組
合
員
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当

　
該
組
合
員
で
あ
る
者
」
と
、
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
」
と
、
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項

　
　
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

　
す
る
同
条
第
二
項
」
と
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
当
該
組
合
の
組
合

　
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
基
準
日
に
お
い
て
他
の
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る

　
当
該
者
の
区
分
に
応
じ
、
基
準
日
に
お
い
て
他
の
組
合
の
組
合
員
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
当
該
組
合
員
で
あ
る
者
」
と
、
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も

　
の
と
す
る
。

5
　
前
条
第
五
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

　
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
、
同
条
第
六
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
表
の

　
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

　
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。
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6
　
前
条
第
七
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

　
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の

　
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

　
　
（
そ
の
他
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
三
条
の
三
の
八
　
組
合
員
が
計
算
期
間
に
お
い
て
そ
の
資
格
を
喪
失
し
、
か
つ
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日

　
以
後
の
計
算
期
間
に
お
い
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
又
は
後

　
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
場
合
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
高
額
介
護
合
算
療
養

　
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日
の
前
日
（
当
該
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
総

　
務
省
令
で
定
め
る
日
）
を
基
準
日
と
み
な
し
て
、
前
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
2
　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
手
続
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
。

　
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
第
三
号
中
「
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
。
」
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
」
を
削
る
。

　
第
二
十
五
条
の
三
第
七
号
中
「
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
八
号
中
「
（
昭
和
二
十
八

年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
」
及
び
「
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
」
を
削
る
。

　
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
老
人
保
健
拠
出
金
（
老
人
保
健
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
を
い
う
。

以
下
同
じ
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等

　
（
以
下
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
」
と
い
う
」
に
、
「
退
職
者
給
付
拠
出
金
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法

律
第
百
九
十
二
号
）
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
」
を
「
同
法
第
百
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項

中
「
老
人
保
健
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
」
に
、
「
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
を
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」

　
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
三
十
条
の
二
第
一
項
中
「
老
人
保
健
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
」
に
、
「
退
職
者
給
付
拠
出
金
」

を
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
三
十
条
の
十
の
表
法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
項
中
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
」
を
「
高
齢
者
の

医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
」
に
、
「
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
」
を
「
訪
問
看
護
療
養
費
」

　
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
五
十
二
条
の
五
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
　
（
退
職
者
給
付
拠
出
金
の
経
過
措
置
）

第
五
十
二
条
の
六
　
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
が
同
項

　
　
に
規
定
す
る
拠
出
金
を
徴
収
す
る
間
、
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
の
納
付
額
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
退
職
者
給

　
　
付
拠
出
金
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出

　
　
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
納
付
額
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
の
納
付
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
退
職
者
給
付
拠

　
　
出
金
の
納
付
」
と
、
附
則
第
三
十
条
の
二
第
一
項
中
「
の
納
付
を
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
退
職
者
給
付
拠
出
金

　
　
の
納
付
を
」
と
す
る
。

　
　
（
病
床
転
換
支
援
金
等
の
経
過
措
置
）

　
第
五
十
二
条
の
七
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
及
び
同
法
」
と
あ
る
の

　
　
は
「
、
同
法
」
と
、
「
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）

　
　
及
び
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換
支
援
金
等
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
」

　
　
と
、
同
条
第
五
項
中
「
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
病
床
転
換

　
　
支
援
金
等
」
と
、
附
則
第
三
十
条
の
二
第
一
項
中
「
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
、
後
期
高
齢

　
　
者
支
援
金
等
及
ぴ
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
す
る
。

　
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条
　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

　
す
る
。

　
　
第
六
条
の
表
以
外
の
部
分
中
「
か
ら
第
十
一
条
の
三
の
五
ま
で
」
を
「
、
第
十
一
条
の
三
の
四
、
第
十
一
条
の
三

　
の
五
」
に
改
め
、
「
第
七
項
を
除
く
。
）
」
の
下
に
「
、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
（
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び

　
に
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項
及
ぴ
第



50（号外特第5号）報官月曜日平成20年3月31日
三
項
」
を
加
え
、
「
及
び
第
十
一
条
の
四
」
を
「
、
第
十
一
条
の
四
」
に
、
「
及
び
第
十
一
条
の
三
の
六
第
四
項
か
ら
第

六
項
ま
で
」
を
「
、
第
十
一
条
の
三
の
六
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
、
第
十
一
条
の
三

の
六
の
三
第
一
項
第
三
号
、
第
二
項
第
四
号
、
第
三
項
、
第
五
項
の
表
及
び
第
六
項
、
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第

一
項
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
十
一
条
の
三
の
六
第
六
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項

基
準
日
組
合
員

基
準
日
加
入
者

同
号
か
ら
第
五
号
ま
で

同
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号

第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号

組
合
の
組
合
員
（

加
入
者
（

当
該
組
合
の
組
合
員

加
入
者

（
法

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法

法
第
五
十
二
条

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
条
第
三
項

第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
三
号

当
該
組
合
の
組
合
員

加
入
者

第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
五
号

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者

組
合
員

前
各
号

第
一
号
及
び
第
三
号

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
、

法
、

財
務
省
令

文
部
科
学
省
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
二
項

前
項
各
号

前
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）

財
務
省
令

文
部
科
学
省
令

基
準
日
組
合
員

基
準
日
加
入
者

前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で

前
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号

第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
三
項

当
該
組
合
の
組
合
員

加
入
者

第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
五
項

当
該
組
合
の
組
合
員

加
入
者

組
合
員
又
は

加
入
者
又
は

基
準
日
組
合
員

基
準
日
加
入
者

財
務
省
令

文
部
科
学
省
令

第
一
項
各
号

第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）

組
合
員
が

加
入
者
が

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で

第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
六
項

財
務
省
令

文
部
科
学
省
令

当
該
組
合
の
組
合
員

加
入
者

当
該
組
合
員

当
該
加
入
者

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で

第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
七
項

当
該
組
合
の
組
合
員

加
入
者

基
準
日
組
合
員

基
準
日
加
入
者

財
務
省
令

文
部
科
学
省
令

第
一
項
各
号

第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）

当
該
組
合
員

当
該
加
入
者

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項

同
条
第
三
項
及
ぴ
第
四
項

同
条
第
三
項

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
第
三
号

組
合
員

加
入
者

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項

同
条
第
三
項
及
び
第
四
項

同
条
第
三
項

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
三
項

同
条
第
三
項
及
び
第
四
項

同
条
第
三
項

当
該
組
合
の
組
合
員

加
入
者

当
該
組
合
員

当
該
加
入
者

基
準
日
組
合
員

基
準
日
加
入
者

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
五
項
の
表

蔀
租
鐙
躾
驚
纈
灘
の
の
襯
雑

お
い
て
組
合
員

礫
灘
犠
轍
麟
離
鍵
準
用
す
る
第
三
項

第
一
項
（
第
三
項

難
礒
騰
讃
鰍
議
瀧
縣
躾
謄
準
用
す
る
第
三
項

第
二
項
（
第
三
項

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
六
項

財
務
省
令

文
部
科
学
省
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項

組
合
員

加
入
者

財
務
省
令

文
部
科
学
省
令
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第
七
条
の
表
第
十
一
条
の
七
の
二
第
八
号
の
項
中
「
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
」
を
削
る
。

　
（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
　
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を

　
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
又
は
入
院
時
食
事
療
養
費
」
の
下
に
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
」
を
加
え
、
「
次
の
各

　
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
「
（
療
養
の
給
付
に
あ
っ
て
は
食
事
の
提
供
で
あ
る
療
養
（
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
と

　
併
せ
て
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
「
食
事
療
養
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七

　
十
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
療
養
（
以
下
「
評
価
療
養
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
及
び
同
項
第
四

　
号
に
掲
げ
る
療
養
（
以
下
「
選
定
療
養
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
除
き
、
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
に
あ
っ
て

　
は
食
事
療
養
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

　
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
2
　
次
に
掲
げ
る
療
養
は
、
前
項
に
規
定
す
る
療
養
の
範
囲
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
一
　
食
事
の
提
供
で
あ
る
療
養
で
あ
っ
て
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
と
併
せ
て
行
う
も
の
（
医
療
法
（
昭
和
二

　
　
　
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
療
養
病
床
へ
の
入
院
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世

　
　
　
話
そ
の
他
の
看
護
で
あ
っ
て
、
当
該
療
養
を
受
け
る
際
、
六
十
五
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で

　
　
　
あ
る
自
衛
官
（
次
号
及
ぴ
第
十
七
条
の
四
の
四
第
一
項
に
お
い
て
「
特
定
長
期
入
院
自
衛
官
」
と
い
う
。
）
に
係

　
　
　
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
食
事
療
養
」
と
い
う
。
）

　
　
二
　
次
に
掲
げ
る
療
養
で
あ
っ
て
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
と
併
せ
て
行
う
も
の
（
特
定
長
期
入
院
自
衛
官
に

　
　
　
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
生
活
療
養
」
と
い
う
。
）

　
　
　
イ
　
食
事
の
提
供
で
あ
る
療
養

　
　
　
ロ
　
温
度
、
照
明
及
び
給
水
に
関
す
る
適
切
な
療
養
環
境
の
形
成
で
あ
る
療
養

　
　
三
　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
療
養
（
以
下
「
評
価

　
　
　
療
養
」
と
い
う
。
）
及
び
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
療
養
（
以
下
「
選
定
療
養
」
と
い
う
。
）

　
　
第
十
七
条
の
四
の
四
第
二
項
中
「
療
養
に
食
事
療
養
」
の
下
に
「
又
は
生
活
療
養
」
を
、
「
第
二
号
」
の
下
に
「
又

　
は
第
三
号
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を

　
加
え
る
。

　
　
三
　
当
該
生
活
療
養
に
つ
い
て
健
康
保
険
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基

　
　
　
準
に
よ
り
さ
れ
る
算
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の

　
　
　
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
か
ら
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
控
除
し
た

　
　
　
金
額

　
　
第
十
七
条
の
四
の
四
第
三
項
中
「
前
条
第
三
項
」
を
「
第
十
七
条
の
四
の
三
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

　
「
前
条
第
四
項
」
を
「
第
十
七
条
の
四
の
三
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
の
四
の
五
と
し
、
第
十
七
条
の

　
四
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
入
院
時
生
活
療
養
費
）

　
第
十
七
条
の
四
の
四
　
特
定
長
期
入
院
自
衛
官
が
第
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
か
ら
第
十
七
条

　
　
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
の
給
付
と
併
せ
て
生
活
療
養
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
生
活
療
養
に
要
し
た

　
　
費
用
に
つ
い
て
入
院
時
生
活
療
養
費
を
支
給
す
る
。

　
2
　
入
院
時
生
活
療
養
費
の
額
は
、
当
該
生
活
療
養
に
つ
い
て
健
康
保
険
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

　
　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
さ
れ
る
算
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
生

　
　
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
か
ら
同
項
に
規
定

　
　
す
る
生
活
療
養
標
準
負
担
額
（
以
下
「
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

　
3
　
前
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
　
第
十
七
条
の
五
第
一
項
中
「
、
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
を
」
を
「
若

　
し
く
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

　
て
「
療
養
の
給
付
等
」
と
い
う
。
）
を
」
に
、
「
療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療

　
養
費
の
支
給
に
」
を
「
療
養
の
給
付
等
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
療
養
（
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活

療
養
」
を
加
え
、
「
。
以
下
同
じ
。
」
を
削
り
、
「
当
該
食
事
療
養
」
及
び
「
現
に
食
事
療
養
」
の
下
に
「
又
は
生
活
療
養
」

を
、
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
の
下
に
「
又
は
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
食
事
療
養
に

つ
い
て
の
費
用
の
額
の
算
定
」
の
下
に
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
場
合
に
は
第
十
七
条
の
四

の
四
第
二
項
の
生
活
療
養
に
つ
い
て
の
費
用
の
額
の
算
定
」
を
加
え
る
。

　
第
十
七
条
の
六
第
一
項
中
「
以
下
第
十
七
条
の
六
の
三
」
を
「
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
七
条
の
六
の
五
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
中
「
の
被
扶
養
者
」
の
下
に
「
（
以
下
「
自
衛
官
被
扶
養
者
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
「
自
衛
官
被
扶
養

者
」
と
い
う
」
を
「
同
じ
」
に
改
め
、
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
第
十
七
条
の
六
の
四
第
一
項
第
一
号
」
を
、
「
食
事

療
養
」
の
下
に
「
、
生
活
療
養
」
を
、
「
除
く
。
以
下
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
第
十
七
条
の
六
の
四
」
を
加
え
、
同

号
口
中
「
第
十
七
条
の
四
の
四
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
十
七
条
の
四
の
五
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
第
十
七
条
の
六
の
四
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
、
生

活
療
養
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
る
。

　
第
十
七
条
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
食

事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
、
「
月
額
を
い
う
」
の
下
に
「
。
第
十
七
条
の
六
の
五
第
一
項
第
二
号
に
お

い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
、
「
所
得
割
を
除
く
」
の
下
に

「。

謠
¥
七
条
の
六
の
五
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
、
「
特
別
区
を
含
む
」
の
下
に
「
。
同
号
に
お
い
て
同

じ
」
を
加
え
る
。

　
第
十
七
条
の
六
の
三
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
四
の
四
第
三
項
」
を
「
第
十
七
条
の
四
の
五
第
三
項
」
に
改
め
、
「
食

事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

　
（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
）

第
十
七
条
の
六
の
四
　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
か
ら
国
家
公
務
員
共
済
組

　
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
支
給
総
額
を
控
除
し
た
金
額

　
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支

　
給
基
準
額
（
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
基
準
額
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い

　
て
同
じ
。
）
を
加
え
た
金
額
を
超
え
る
場
合
に
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
自
衛
官
等
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

　
の
額
は
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
に
介
護
合
算
按

　
分
率
（
同
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に

　
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
金
額
を
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で

　
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
、
当
該
基
準
日
自
衛
官
等
に
係
る
次
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し

　
た
金
額
が
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
に
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
号

　
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
又
は
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額

　
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
前
年
の
八
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
七
条
の
六
の
六
第

　
　
一
項
に
お
い
て
「
計
算
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
自
衛
官
等
（
計
算
期
間
の
末
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と

　
　
い
う
。
）
に
お
い
て
自
衛
官
等
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
基
準
日
自
衛
官
等
」

　
　
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
自
衛
官
被
扶
養
者
が
そ
れ
ぞ
れ
自
衛
官
等
又
は
自
衛
官
被
扶
養
者
と
し
て
受
け
た
療
養

　
　
　
（
第
十
七
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
給
付
に
係
る
療
養
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
継
続
給
付
に
係
る
療
養
」
と

　
　
い
う
。
）
を
含
む
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
算
額
（
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
又
は
国
家
公
務
員
共

　
　
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る

　
　
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
支
給
額
を
控
除
し
た
金
額
と
し
、
第
十
七
条
の
八
の
二
に
規
定
す
る
給
付
若
し

　
　
く
は
支
給
又
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
短
期
給
付
と
し
て
次
に
掲
げ
る
金
額
に
係

　
　
る
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
給
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
給
付
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除

　
　
し
た
金
額
と
す
る
。
）

　
　
イ
　
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
を
除
く
。
）
に
係
る
第
十
七
条
の
六
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲

　
　
　
げ
る
金
額
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
当
該
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
一
の
月
に

　
　
　
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
療
養
に
つ
い
て
二
万
千
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合
算
し
た
金

　
　
　
額
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ロ
　
当
該
療
養
（
特
定
給
付
対
象
療
養
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
療
養
を
受
け
た
者
が
な
お
負
担
す
べ
き
金

　
　
額
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
の
特
定
給
付
対
象
療
養
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定

　
　
給
付
対
象
療
養
に
係
る
第
十
七
条
の
六
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
が
同
一
の
月
に
そ
れ

　
　
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
当
該
特
定
給
付
対
象
療
養
に
つ
い
て
二
万
千
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
合

　
　
算
し
た
金
額

二
　
基
準
日
自
衛
官
等
の
自
衛
官
被
扶
養
者
（
基
準
日
に
お
い
て
自
衛
官
被
扶
養
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ

　
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
基
準
日
自
衛
官
被
扶
養
者
」
と
い
う
。
）
が
計
算
期
間
に
お
け
る
自
衛
官
等
で
あ

　
　
つ
た
間
に
自
衛
官
等
と
し
て
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
自
衛
官
被
扶
養
者
で

　
あ
っ
た
者
が
そ
の
問
に
自
衛
官
被
扶
養
者
と
し
て
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る
前

　
号
に
規
定
す
る
合
算
額

三
　
基
準
日
自
衛
官
等
又
は
基
準
日
自
衛
官
被
扶
養
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
組
合
員
等
（
国
家
公
務
員
共
済
組

　
合
法
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
に
基
づ
く
共
済
組
合
の

　
組
合
員
（
自
衛
官
等
を
除
く
。
）
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規

　
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
、
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
旦
雇
特
例
被
保

　
険
者
で
あ
っ
た
者
（
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者

　
　
で
あ
っ
た
者
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
被
保
険

　
者
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の

　
世
帯
主
若
し
く
は
同
法
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
（
以
下
こ
の
号
及
ぴ
第
三
項
に
お
い
て

　
　
「
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
」
と
い
う
。
）
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法

　
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
ぴ
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
間

　
　
に
組
合
員
等
と
し
て
受
け
た
療
養
（
前
二
号
に
規
定
す
る
療
養
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
等
（
国
家
公
務

　
　
員
共
済
組
合
法
（
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規

　
定
に
よ
る
被
扶
養
者
（
自
衛
官
被
扶
養
者
を
除
く
。
）
、
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
、
船
員
保
険
法

　
　
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
又
は
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
当
該
国
民
健
康
保
険
の

　
世
帯
主
等
以
外
の
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
ぴ
第
三
項
に
お
い
て

　
　
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
間
に
被
扶
養
者
等
と
し
て
受
け
た
療
養
に
つ
い
て
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額
に

　
　
相
当
す
る
金
額
と
し
て
防
衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
の
合
算
額

四
　
基
準
日
自
衛
官
等
又
は
基
準
日
自
衛
官
被
扶
養
者
が
計
算
期
間
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法

　
　
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
）

　
　
に
係
る
同
条
第
二
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
算
額
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
介
護
サ
ー
ビ

　
　
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。
）

五
　
基
準
日
自
衛
官
等
又
は
基
準
日
自
衛
官
被
扶
養
者
が
計
算
期
間
に
受
け
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保

　
　
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
）
に
係
る
同
条
第
二
項
第

　
　
三
号
及
ぴ
第
四
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
算
額
（
同
令
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
介
護
予
防

　
　
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。
）

2
　
前
項
の
規
定
は
、
計
算
期
間
に
お
い
て
自
衛
官
等
で
あ
っ
た
基
準
日
自
衛
官
被
扶
養
者
に
対
す
る
高
額
介
護
合

算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
同
号
に
掲
げ
る
金
額
」
と
あ
る
の
は

　
「
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
」
と
、
「
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

3
　
計
算
期
間
に
お
い
て
自
衛
官
等
で
あ
っ
た
者
ハ
基
準
日
に
お
い
て
組
合
員
等
で
あ
る
者
（
基
準
日
に
お
い
て
国

　
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
て
自
衛
官
等
又
は
自
衛
官
被
扶
養
者
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

　
て
同
じ
。
）
又
は
被
扶
養
者
等
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
当
該
組
合
員
等
で
あ
る

　
者
を
基
準
日
自
衛
官
等
と
、
当
該
被
扶
養
者
等
で
あ
る
者
を
基
準
日
自
衛
官
被
扶
養
者
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
防

　
衛
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お

　
い
て
「
通
算
対
象
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
合
算
し
た
金
額
か
ら
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三

　
の
六
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
支
給
総
額
を
控
除
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

　
「
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
」
と
い
う
。
）
が
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
支
給
基
準
額
を
加
え
た
金
額

を
超
え
る
場
合
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
介
護
合
算
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
に
介
護
合
算
按
分
率
（
当
該
自
衛
官
等
で
あ
っ
た
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
自
衛
官

等
で
あ
っ
た
間
に
自
衛
官
等
と
し
て
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
自
衛
官
被
扶
養

者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
間
に
自
衛
官
被
扶
養
者
と
し
て
受
け
た
療
養
（
継
続
給
付
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
に
係
る

通
算
対
象
負
担
額
か
ら
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
金
額

　
を
、
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
、
当
該
自
衛
官

　
等
で
あ
っ
た
者
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
が
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
に
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得

　
た
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
金
額
又
は

　
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
係
る
通
算
対
象
負
担
額
を
合
算
し
た
金
額
が
零
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

第
十
七
条
の
六
の
五
　
前
条
第
一
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

　
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

　
一
　
次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
六
十
七
万
円

　
二
　
基
準
日
の
属
す
る
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
五
十
三
万
円
以
上
の
自
衛
官
　
百
二
十
六
万
円

　
三
　
市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
の
八
月
一

　
　
日
か
ら
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基

　
　
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町

　
　
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民

　
　
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
で
あ
る
自
衛
官
等
（
前

　
　
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
　
三
十
四
万
円

2
　
前
項
の
規
定
は
、
前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
準
用
す

　
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
基
準
日
に
お
い
て
同
条
第
二
項

　
に
規
定
す
る
基
準
日
自
衛
官
被
扶
養
者
を
扶
養
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

3
　
前
条
第
三
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
の
例
に
準
じ
て
防
衛
大
臣
が
定
め
る
。

　
（
そ
の
他
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

第
十
七
条
の
六
の
六
　
自
衛
官
若
し
く
は
学
生
が
退
職
し
又
は
訓
練
招
集
等
に
応
じ
て
い
る
予
備
自
衛
官
等
が
訓
練

　
招
集
等
の
期
間
を
終
了
し
、
か
つ
、
計
算
期
間
の
途
中
に
お
い
て
死
亡
し
た
場
合
そ
の
他
防
衛
大
臣
の
定
め
る
場

　
合
に
お
け
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
死
亡
し
た
日
の
前
日
（
防
衛
大
臣
が
定
め
る
場
合
に

　
あ
っ
て
は
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る
日
）
を
基
準
日
と
み
な
し
て
、
前
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2
　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
手
続
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る
。

　
第
十
七
条
の
七
第
一
項
中
「
入
院
時
食
事
療
養
費
」
の
下
に
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項

第
一
号
中
「
給
付
若
し
く
は
入
院
時
食
事
療
養
費
」
を
「
給
付
又
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
」

に
、
「
次
項
前
段
」
を
「
次
項
」
に
、
「
同
項
前
段
」
を
「
同
項
」
に
改
め
、
「
、
又
は
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法

律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
若
し
く
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
医
療
費
、
老
人
訪
問

看
護
療
養
費
若
し
く
は
移
送
費
の
支
給
（
同
項
後
段
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
医
療
又
は
入
院
時
食
事
療

養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
医
療
費
、
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
移
送
費
の
支
給
を
除
く
。
）
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
に
至
っ
た
と
き
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
」
、
「
（
昭
和
三

十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
」
及
び
「
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
」
を
削
り
、
「
被
扶
養
者
又
は
」
を
「
被
扶
養

者
、
」
に
改
め
、
「
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
被
保
険
者
と
」
を
「
被
保
険
者
又
は
高
齢
者
の

医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
若
し
く
は
同
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

で
同
法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
も
の
と
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

後
段
を
削
る
。
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第
十
七
条
の
八
第
一
項
中
「
入
院
時
食
事
療
養
費
」
の
下
に
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
高

　
額
療
養
費
」
を
「
、
高
額
療
養
費
若
し
く
は
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
中
「
入

　
院
時
食
事
療
養
費
」
の
下
に
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
老
人
保
健
拠
出
金
等
に
関
す
る
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
の
規
定
の
適
用
）

第
二
条
　
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
。
以

　
下
「
平
成
十
八
年
健
保
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
医
療
等
に
要
す
る
費
用
の
支
弁
及

　
び
負
担
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

　
も
の
と
さ
れ
た
平
成
十
八
年
健
保
法
等
改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法

　
律
第
八
十
号
。
附
則
第
十
三
条
及
び
第
二
十
六
条
を
除
き
、
以
下
「
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
」
と
い
う
。
）

　
第
四
章
（
第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
二
条
を
除
く
。
）
、
第
五
章
及
び
第
六
章
（
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を

　
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の

　
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
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改
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改
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驩
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改
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虹
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且
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正
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第
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条
第
三
項
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第
二
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第
一
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韓羅

負
担
す
る

第
五
十
三
条
第
一
項

第
六
十
四
条
第
一
項

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
六
十
四
条
第
一
項

第
五
十
五
条
第
一
項

当
該
各
号
に
掲
げ
る

当
該
年
度

当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
前
々
年
度
、
当
該
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
当
該
年
度

加
入
者
等

薮
鱒
葱
腰
馨
蓉
癩
鍵
箋
鍵
翻
艶
叶
う
。
以
下
同
じ
。
）

附
則
第
十
条
第
一
項

第
五
十
五
条
第
二
項

当
該
年
度

当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
前
々
年
度
、
当
該
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
前
年
度

鞭
舗
据
灘
拡
細
籔
縫
の
見
込
総

第
五
十
五
条
第
五
項

当
該
年
度

当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
前
々
年
度
、
当
該
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
当
該
年
度

第
五
十
六
条
第
一
項

第
五
十
四
条
第
一
項

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
五
十
四
条
第
一
項

第
五
十
七
条

第
五
十
三
条
第
一
項

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
五
十
三
条
第
一
項

第
六
十
四
条
第
一
項

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
六
十
四
条
第
一
項

第
二
十
九
条
第
二
項
（

謹
麟
靴
播
鍵
蕉
醸
藷
潔
一
＋
九
条
第
二
項

第
二
十
九
条
第
三
項
（

謡
麟
靴
揚
鍵
蔽
醸
藷
潔
二
＋
九
条
第
三
項
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第
六
十
二
条
第
三
項

第
六
十
条
第
一
項

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
六
十
条
第
一
項

第
六
十
三
条
第
二
項

第
二
十
九
条
第
三
項

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
二
十
九
条
第
三
項

第
六
十
四
条
第
一
項

第
一
条

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
一
条

第
四
十
八
条
第
一
項

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
四
十
八
条
第
一
項

第
六
十
四
条
第
二
項

第
一
条

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
一
条

第
六
十
七
条

第
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号

第
七
十
一
条
第
一
項

第
六
十
四
条
第
二
項

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
六
十
四
条
第
二
項

第
七
十
一
条
第
三
項

第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号

同
条
第
二
項

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
六
十
四
条
第
二
項

第
七
十
三
条

第
四
十
八
条
第
一
項

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
四
十
八
条
第
一
項

第
七
十
四
条
の
二

第
七
十
二
条
第
一
項

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
七
十
二
条
第
一
項

第
七
十
五
条

こ
の
章

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
こ
の
章

第
七
十
六
条
第
一
項

第
六
十
五
条

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
六
十
五
条

第
七
十
六
条
第
二
項

第
三
十
一
条
第
二
項

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
三
十
一
条
第
二
項

同
条
第
三
項

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
三
十
一
条
第
三
項

第
七
十
八
条

こ
の
法
律

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
こ
の
法
律

第
七
十
九
条
第
四
項

第
三
十
一
条
第
二
項

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
三
十
一
条
第
二
項

第
八
十
条
及
び
第
八
十
一
条
第
一
項

こ
の
法
律

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
こ
の
法
律

第
八
十
一
条
第
二
項

第
六
十
条
第
一
項

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
六
十
条
第
一
項

第
四
十
二
条
第
一
項

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
四
十
二
条
第
一
項

第
八
十
二
条
第
一
項

こ
の
法
律

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
こ
の
法
律

徴
収
金
（
第
五
十
一
条
（
第
五
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
を
除
く
。
）

徴
収
金

第
八
十
二
条
第
二
項
、
第
八
十
三
条
及
び
第
八
十
四
条

こ
の
法
律

改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
こ
の
法
律

第
三
条
　
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
前
条
に
規
定
す
る
医
療
等
に
要
す
る
費
用
の
支
弁
及
び
負
担
並
び
に
こ
れ
ら
の

　
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

　
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

　
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
ほ
か
、
前
条
の
規
定
（
同
条
の
表
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条
第
二
項
、
第
五
十
五

　
条
第
五
項
及
ぴ
第
五
十
六
条
第
一
項
の
項
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。

項第 項第 項第 項第 項第

五 五 五 五 五

十 十 十 十 十
⊥
ノ
、 五 五 五 四

条 条 条 条 条

第 第 第 第 第

一 五 二 一 一

第
五
十
四
条
第
一
項

当
該
年
度

数の対加
ﾌ加す入
��骼ﾒ
㍽ﾒ七の
�剌¥見
@の五込
@見歳総
@込以数
@総上に

当
該
年
度

項第

@八
@十　一

@条　の

@二
@第　一

加
入
者
等

当
該
年
度

を調のそ医はのの出年すを調そか算き出年費前額概
ﾁ整満の療’額確金度る控整のら医は金度拠々と算
Z金た満費当に定ののも除金超そ療’のの出年す医
ｵ額なた拠該満医額概のし額えの費当額確金度る療
ﾄといな出年た療が算とてとる超拠該を定のの。費
ｾの額い金度な費前医し得の額え出年超医額概た拠
ｽ合に額ののい拠々療’た合にる金度え療が算だ出
z計係と額概と出年費前額計係額ののる費前医し金
@額るそに算き金度拠々と額ると額概と拠々療’の

第ら年健一れ政康

�た令保
@改第険
@正百法
@法十施
@第六行
@七号令
@条）等
@の附の
@規則一
@定第部
@に三を
@よ条改
@るの正
@改規す
@正定る
@前に政
@のよ令
@第り（
@五読平
@十み成
@四替二
@条え十

当
該
年
度
の
旦
削
々
年
度

をに三加’対項入

@すに者
@る規（
@七定改
@十す正
@五る法
@歳加第
@以入七
@上者条
@のをの

ﾁ
嘘
　
入
。
に
　
者
以
よ
　
等
下
る
　
の
同
改
　
見
じ
正
　
込
」
前
　
総
の
の
　
数
見
第
　
の
込
六
　
割
総
条
　
合
数
第

当
該
年
度
の
晶
削
々
年
度

附
則
第
十
条
第
一
項

う五加。条入

ﾈ第者
ｺ一等
ｯ項（じに改」規正

@定法
@す第

ﾕ
羅
繋
　
上
る
　
の
改
　
加
正
　
入
前
　
者
の
　
等
第
　
を
二
　
い
十

当
該
年
度
の
』
肘
々
年
度

金及とだ控年前
zぴきし除度々
�魔ﾍ’しの年
槙Y’当て概度
Y金基該得算の
N額金控た医確
xには除額療定
膜W’しに費医
ﾜるそて係拠療
ﾅ調の得る出費
ﾉ整下た調金拠
ﾒ金回額整の出
t額るが金額金
ｷとこ零額をの
驍ﾌとをと控額
熏№ﾆ下の除か
ﾌ計な回合しら
@金つる計て当
@額たこ額得該
@に部ととた年
@相分とす額度
@当のなるとの
@す金つ。当前
@る額たた該々
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第
四
条
　
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
医
療
等
に
要
す
る
費
用
の
支
弁
及
び
負
担
並
び
に
こ

　
れ
ら
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
同
条
に
規
定
す
る
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
の
規
定
を
適

　
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

　
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
ほ
か
、
前
条
の
規
定
（
同
条
の
表
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
五

　
十
五
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
の
項
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。

項第 項第 項第 項第
五 五 五 五
十 十 十 十
六 六 五 五
条 条 条 条
第 第 第 第

二 一 二 一

劫
則

第 数の対加 当 項第 加 当 当
々 五 の加す入 該 八 入 該 該
年 十 割入る者 年 十 者 年 各
度 四 合者七の 度 一 等 度 口

写

条 を等十見 条 に
第 の五込 の 掲

一 見歳総 二 げ
項 込以数 第 る

総上に 一

平 の附年健 をに三加 平 附 う五加 当 当
成 規則政康 ’対項入 成 則 o条入 該 該
十
九
年
度

定
第
令
保
に
三
第
険
よ
条
百
法
る
の
十
施
改
規
六
行
正
定
号
令
前
に
）
等
の
よ
附
の
第
り
則
一
五
読
第
部
十
み
四
を
四
替
条
改
条
え
に
正
第
ら
お
す
一
れ
い
る

すに者
驪K（
ｵ定改
¥す正
ﾜる法
ﾎ加第
ﾈ入七
緕ﾒ条
ﾌをの
ﾁ
耀
入
。
に
者
以
よ
等
下
る
の
同
改

十
九
年
度

第
十
条
第
一
項

以第者
ｺ一等
ｯ
じ
」

年
度
の
且
削
々
年
度

各
口
万
に
掲
げ
る
額
の
十
二
分
の
一
に
相

項たて政 正 当
改準令 且

目
u

す
正用（ の る

法す平 第
第る成 の込六 等第
七同二 割総条 を二
条令十 合数第 い十

第
五
条
　
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
医
療
等
に
要
す
る
費
用
の
支
弁
及
び
負
担
並
び
に
こ

　
れ
ら
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
同
条
に
規
定
す
る
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
の
規
定
（
平

　
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
五
条
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次

　
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
ほ

　
か
、
附
則
第
二
条
の
規
定
（
同
条
の
表
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条
第
二
項
、
第
五
十
五
条
第
五
項
及
び
第

　
五
十
六
条
第
一
項
の
項
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。

第
五
十
四
条
第
一

項

概
算
医
療
費
拠
出
金
の

額
と
す
る
。
た
だ
し
、

前
々
年
度
の
概
算
医
療

費
拠
出
金
の
額
が
前
々

年
度
の
確
定
医
療
費
拠

出
金
の
額
を
超
え
る
と

き
は
、
当
該
年
度
の
概

算
医
療
費
拠
出
金
の
額

か
ら
そ
の
超
え
る
額
と

そ
の
超
え
る
額
に
係
る

調
整
金
額
と
の
合
計
額

を
控
除
し
て
得
た
額
と

す
る
も
の
と
し
、
前
々

年
度
の
概
算
医
療
費
拠

出
金
の
額
が
前
々
年
度

の
確
定
医
療
費
拠
出
金

の
額
に
満
た
な
い
と
き

は
、
当
該
年
度
の
概
算

医
療
費
拠
出
金
の
額
に

前
々
年
度
の
実
績
医
療
費
拠
出
金
の
額
と
そ
の
額
に
係
る
調
整

金
額
と
の
合
計
額

項第　五

@十
@六
@条
@第
@五

項第　五

@十
@六
@条@
第
　
四

項第　五

@十
@六
@条
@第　三

項第

@五
@十
@六
@条
@第　二

項第

@五
@十
@六
@条
@第　一

項第　五

@十
@四
@条
@第　二

特
定
費
用
確
定
率

確
定
負
担
調
整
加
算
率

過確
ﾛ定
ｯ負
ﾒ担
@調
@整
@基
@準
@超

費負

鋳S
o調
熕ｮ
椛O
槙m
z定
@医
@療

確
定
加
入
者
調
整
率

確
定
基
準
超
過
保
険
者

特
定
費
用
確
定
率

費負

鋳S
o調
熕ｮ
椛O
槙m
z定
@医
@療

加
入
者
の
総
数

前
々
年
度

確
定
加
入
者
調
整
率

前
々
年
度
の

特
定
費
用
確
定
率

加
入
者
等

費負

鋳S
o調
熕ｮ
椛O
槙m
z定
@医
@療

確
定
加
入
者
調
整
率

過確

ﾛ定
ｯ負者担

@調
@整
@基
@準
@超

確
定
医
療
費
拠
出
金

第
五
十
四
条
第
一
項

金額概のと算

z確医
ﾆ定療の医費

ﾟ療拠
s費出
ｫ拠金
z出の

を調のそ
ﾁ整満の
Z金た満し額なた

ﾄといな
ｾの額い
ｽ合に額
z計係と
@額るそ

特
定
費
用
実
績
率

実
績
負
担
調
整
加
算
率

実
績
負
担
調
整
基
準
超
過
保
険
者

負
担
調
整
前
実
績
医
療
費
拠
出
金
相
当
額

実
績
加
入
者
調
整
率

実
績
基
準
超
過
保
険
者

特
定
費
用
実
績
率

負
担
調
整
前
実
績
医
療
費
拠
出
金
相
当
額

じ三加」項入

ﾌに者
豪K（
白濶�
@す正
@る法
@加第
@入七
@者条
@をの
@い規
@う定　。に

@以よ
@下る
@こ改
@の正
@項前　にの

@お第　い六

@て条
@同第

平
成
十
九
年
度

実
績
加
入
者
調
整
率

平
成
二
十
年
度
の

特
定
費
用
実
績
率

う五加。条入

ﾈ第者
ｺ一等こ項（のに改

�
K
正
に
定
法
お
す
第
い
る
七
て
七
条
難
繋
歳
矯
導
案
辞

負
担
調
整
前
実
績
医
療
費
拠
出
金
相
当
額

実
績
加
入
者
調
整
率

実
績
負
担
調
整
基
準
超
過
保
険
者

実
績
医
療
費
拠
出
金

第ら年健一れ政康

�た令保
@改第険　正百法

@法十施
@第六行
@七号令
@条）等
@の附の
@規則一
@定第部
@に五を
@よ条改　るの正

�Kす
@正定る
@前に政
@のよ令

謔閨i五読平

@十み成
@四替二
�ｦ十

実
績
医
療
費
拠
出
金
の
額
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（
老
人
保
健
拠
出
金
等
に
関
す
る
健
康
保
険
法
の
規
定
の
適
用
）

第
六
条
　
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）

　
附
則
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
同
法
附
則
第
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同

　
法
第
百
五
十
一
条
、
第
百
五
十
五
条
、
第
百
六
十
条
及
び
附
則
第
二
条
の
規
定
並
び
に
同
法
附
則
第
四
条
の
四
の
規

　
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
百
五
十
三
条
、
第
百
五
十
四
条
、
第
百
七
十
三
条
及
び
第
百
七
十
六
条
の
規
定

　
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

　
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
百
五
十
一
条

第
百
七
十
三
条

鞍
櫃
議
誘
貯
墾
織
鍔
雛
霰
評
騨
韓
雛
舞
議
蝶
辮
購
欝
欝
借
謙
証
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
（
以
下
「
老
人
保
健
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
、
第
百
七
十
三
条

第
百
五
十
三
条
第
二
項

及
び
同
法
附
則
第
七
条
騨
鞭
嚢
能
藤
特
例
被
保
険
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

、
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換
支
援
金
（
日
服
輸
馨
難
航
響
錺
鶴
蚤
離
簸
蓉
蟹
項
に
お
い
て
「
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
」
と
い
う
。
）

第
百
五
十
四
条
第
二
項

及
び
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換
支
援
金

、
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換
支
援
金
及
び
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金

第
百
五
十
五
条

及
び

、
老
人
保
健
拠
出
金
及
び

第
百
六
十
条
第
二
項

病
床
転
換
支
援
金
等

病
床
転
換
支
援
金
等
、
老
人
保
健
拠
出
金

第
百
六
十
条
第
六
項

若
し
く
は

、
老
人
保
健
拠
出
金
若
し
く
は

第
百
六
十
条
第
十
一
項

及
び
病
床
転
換
支
援
金
等
の
額

、
病
床
転
換
支
援
金
等
の
額
及
び
老
人
保
健
拠
出
金
の
額

第
百
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
六
条

、
病
床
転
換
支
援
金
等
及
び
老
人
保
健
拠
出
金

附
則
第
二
条
第
一
項

病
床
転
換
支
援
金
等

病
床
転
換
支
援
金
等
、
老
人
保
健
拠
出
金

　
（
老
人
保
健
拠
出
金
等
に
関
す
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
の
適
用
）

第
七
条
　
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
国
民
健
康
保
険
組
合
に
つ
い
て
、
国
民
健
康

　
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
六
十

　
九
条
、
第
七
十
三
条
及
び
第
七
十
六
条
（
同
法
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

　
含
む
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の

　
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
六
十
九
条

及
び
同
法
の
規
定
に
よ

る
病
床
転
換
支
援
金
等

（
以
下
「
病
床
転
換
支

援
金
等
」
と
い
う
。
）

い金二七法条す換’
う（十年第のる支同
」第年法七規法援法
　七四律条定律金の
　十月第のに（等規
　六改八規よ平一定
　条正十定り成とに
　第前号にな十いよ
　一老。よお八うる
　項健第るそ年」病
　に法七改の法及床

諫を圭箭讐醸

　てい条のを八康支
　rう第老有十保援
　老」一人す三険金
　人の項保る号法等
　保規に健も）等（
　健定お法の附の以
　拠にい（と則一下
　出よて昭さ第部r
　金るr和れ三を病
　一拠平五た十改床
　と出成十同八正転

第
七
十
三
条
第
一
項

及
び
病
床
転
換
支
援
金
並
び
に
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に

、
病
床
転
換
支
援
金
及
び
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
費
拠
出
金
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
並
び
に
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に

及
び
病
床
転
換
支
援
金
並
び
に
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の

、
病
床
転
換
支
援
金
及
ぴ
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
並
び
に
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の

第
七
十
三
条
第
二
項

及
び
病
床
転
換
支
援
金

、
病
床
転
換
支
援
金
及
び
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金

、
病
床
転
換
支
援
金
等
及
び
老
人
保
健
拠
出
金

第
八
条
　
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
み
、
国
民
健
康
保
険

　
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
（
以
下
「
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
」
と

　
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
同
法
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
七
十
条
、
第
七
十

　
五
条
及
び
第
七
十
六
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

　
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
七
十
条
第
一
項

及
び
同
法
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
」
と
い
う
。
）

灘
鯨
罐
詰
鵠
甑
灘
鑛
験
畷
駆
譲
額
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
第
七
十
五
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
費
拠
出
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
」
と
い
う
。
）

及
び
病
床
転
換
支
援
金

、
病
床
転
換
支
援
金
及
び
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金

第
七
十
五
条

、
病
床
転
換
支
援
金
等
及
び
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
老
人
保
健
拠
出
金
」
と
い
う
。
）

第
七
十
六
条
第
一
項

、
病
床
転
換
支
援
金
等
及
ぴ
老
人
保
健
拠
出
金

策
九
条
　
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
二
十
二

　
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
同
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
七
十
条

　
の
規
定
並
び
に
同
法
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
及
び
附

　
則
第
七
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表

　
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
七
十
条
第
一
項

及
び
同
法
の
規
定
に
よ

る
病
床
転
換
支
援
金

（
以
下
「
病
床
転
換
支

援
金
」
と
い
う
。
）

、
同
法
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金
（
以
下
「
病
床
転
換

藻
諭
駐
趨
籔
難
懐
誰
講
既
墾
燈
籠

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第

七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年

法
律
第
八
十
号
。
第
七
十
五
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
年
四
月

改
正
前
老
健
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
費
拠
出
金
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
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57
　
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
法

の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
表
附
則
第
七

条
第
一
項
の
項
中
「
当
該
年
度
の
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前

概
算
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
の
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
、
前
々
年
度
の
同
項
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
概
算
医

療
費
拠
出
金
相
当
額
及
び
前
々
年
度
の
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
負
担
調

整
前
確
定
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
を
そ
れ
ぞ
れ
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

当
該
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
、
前
々
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
及
び
前
々
年
度
の
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二

十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
概
算
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
及
ぴ
平
成
二

十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
確
定
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
を
そ
れ
ぞ
れ

健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
概
算
医
療
費
拠
出
金
及
ぴ
」

と
、
「
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
同
令
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
項
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

　
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険

法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
負
担
調

整
前
概
算
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
及
ぴ
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
」
と
あ
る
の
は
「
負
担
調
整
前
概
算
医
療

費
拠
出
金
相
当
額
の
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
及
び
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
」
と
、
「
附
則
第
三
条
」
と

あ
る
の
は
「
附
則
第
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
附
則
第
三
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険

法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
表
附
則
第

七
条
第
一
項
の
項
中
「
当
該
年
度
の
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
負
担
調
整

前
概
算
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
の
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
、
前
々
年
度
の
同
項
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
概
算

医
療
費
拠
出
金
相
当
額
及
び
前
々
年
度
の
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
負
担

調
整
前
確
定
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
を
そ
れ
ぞ
れ
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
当
該
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
、
前
々
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
及
び
前
々
年
度
の
確
定
医
療
費
拠
出
金
」

と
あ
る
の
は
「
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
五
条

　
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前

　
実
績
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
を
同
令
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健

　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
績
医
療
費
拠
出
金
」
と
、
「
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
同
令
附
則
第
五
条
の
規

　
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
項
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
　
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
、
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
附

　
則
第
二
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ

　
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
附
則
第
二
十
一
条
第
三
項
中
「
及
び
病
床
転
換
支
援
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
病
床
転
換
支

　
援
金
及
び
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）

　
附
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

　
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に

　
よ
る
医
療
費
拠
出
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
負
担
調
整
前
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
（
当
該
年
度
の

　
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
概
算
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
の
十

　
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
、
前
々
年
度
の
同
項
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
概
算
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
及
び
前
々
年

　
度
の
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
確
定
医
療
費
拠
出
金
相
当
額

　
を
そ
れ
ぞ
れ
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出

　
金
、
前
々
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
及
び
前
々
年
度
の
確
定
医
療
費
拠
出
金
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
の
例
に

　
よ
り
算
定
し
た
医
療
費
拠
出
金
の
額
に
相
当
す
る
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
同
法
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定

　
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
附
則
第
二
十
一
条
第
四
項
中
「
及
び
病
床
転
換
支
援
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
病
床
転

　
換
支
援
金
及
ぴ
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
に
係
る
負
担
調
整
前
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
」
と
す
る
。

2
　
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同

　
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
当
該
年
度
の
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十

　
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
概
算
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
の
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
、
前
々
年
度
の

　
同
項
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
概
算
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
及
ぴ
前
々
年
度
の
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第

　
五
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
確
定
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
を
そ
れ
ぞ
れ
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老

　
健
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
、
前
々
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
及
び

　
前
々
年
度
の
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
概

　
算
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
及
び
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
確

　
定
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
を
そ
れ
ぞ
れ
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百

　
十
六
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に

　
規
定
す
る
概
算
医
療
費
拠
出
金
及
び
」
と
、
「
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
同
令
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

　
ら
れ
た
同
項
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

3
　
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

　
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
負
担
調
整
前
概
算
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
及
び
平
成

　
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
」
と
あ
る
の
は
「
負
担
調
整
前
概
算
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
の
十
二
分
の
一
に
相
当
す

　
る
額
及
び
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
」
と
、
「
附
則
第
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
四
条
に
お
い
て
準
用
す

　
る
同
令
附
則
第
三
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

4
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

　
同
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
当
該
年
度
の
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五

　
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
概
算
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
の
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
、
前
々
年
度

　
の
同
項
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
概
算
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
及
び
前
々
年
度
の
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法

　
第
五
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
確
定
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
を
そ
れ
ぞ
れ
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前

　
老
健
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
、
前
々
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
及

　
び
前
々
年
度
の
確
定
医
療
費
拠
出
金
」
と
あ
る
の
は
「
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二

　
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十

　
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
実
績
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
を
同
令
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

　
ら
れ
た
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
績
医
療
費
拠
出
金
」
と
、
「
同
項
の
」

　
と
あ
る
の
は
「
同
令
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
項
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
老
人
保
健
拠
出
金
に
関
す
る
地
方
税
法
の
規
定
の
適
用
）

第
十
一
条
平
成
二
十
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
に
お
け
る
地
方
税
法
第
七
百
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

　
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
並
び
に
介
護
保
険
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改

　
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と

　
と
さ
れ
る
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る

　
拠
出
金
（
以
下
「
老
人
保
健
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
並
び
に
介
護
保
険
法
」
と
、
「
並
び
に
介
護
納
付
金
」
と
あ
る
の
は

　
「
、
老
人
保
健
拠
出
金
並
び
に
介
護
納
付
金
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
並
び
に
当
該
年
度
分
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
当

　
該
年
度
分
の
」
と
、
「
の
合
算
額
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
平
成
二
十
年
度
分
の
老
人
保
健
拠
出
金
か
ら
当
該
費
用
に

　
係
る
国
の
負
担
金
の
見
込
額
（
附
則
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
当
該

　
費
用
に
係
る
国
の
負
担
金
の
見
込
額
及
ぴ
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第

　
百
十
六
号
）
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に

　
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
七
十
条
第
一
項
第
二
号

　
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
に
同
号
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
所
属
割
合
を
乗

　
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
）
を
控
除
し
た
額
の
合
算
額
」
と
す
る
。

2
　
前
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

　
中
「
）
附
則
第
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
）
附
則
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一

　
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

3
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

　
項
中
「
）
附
則
第
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
）
附
則
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第

　
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

4
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

　
項
中
「
）
附
則
第
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
）
附
則
第
九
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第

　
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
（
老
人
保
健
拠
出
金
に
関
す
る
船
員
保
険
法
の
規
定
の
適
用
）

第
十
二
条
　
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十

　
三
号
）
附
則
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
同
法
附
則
第
二
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

　
れ
た
同
法
第
五
十
八
条
及
び
第
五
十
九
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表

　
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

四第 項第 項第 項第 項第
項五 五 五 五 五

十 十 十 十 十

九 九 九 九 八
条 条 条 条 条
第 第 第 第 第
十 九 七 一 四

及 若 及 及 及
退 ノ、 退
職 職
者 者
給 給
付 付
拠 拠
出 出

金 金

、 、 、 、

定正力律’
老 老 老 老 二前ヲ第健
人 人 人 人 依ノ有八康
保 保 保 保 ル老ス十保
健 健 健 健 拠人ル三険
拠 拠 拠 拠 出保モ号法
出 出 出 出 金健ノ）等
金 金 金 金 （法ト附の
ノ 若 及 及 以（サ則一
額 ノ、 退 下昭レ第部
及 職 老和タ三を
退 者 人五ル十改
職 給 保十同八正
者 付 健七法条す
給 拠 拠年第ノる
付 出 出法七規法
一
拠
出

金 穫参蟹
金 称八規依平

ス十定リ成
）号二価十
及）依其八

ノルノ年
規改効法

　
（
老
人
保
健
拠
出
金
に
関
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
の
適
用
）

第
十
三
条
　
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三

　
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
三
条
第
四
項
及
び
同
法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

　
同
法
第
三
条
第
四
項
中
「
ほ
か
、
」
と
あ
る
の
は
「
ほ
か
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

　
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
七
条
の

　
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
（
第
九
十
九
条
第

　
一
項
に
お
い
て
「
老
人
保
健
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
並
び
に
」
と
、
同
法
第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
費
用
（
」
と
あ
る

　
の
は
「
費
用
（
老
人
保
健
拠
出
金
並
び
に
」
と
す
る
。

　
（
老
人
保
健
拠
出
金
に
関
す
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
の
適
用
）

第
十
四
条
　
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
問
に
お
い
て
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十

　
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
十
三
条
第
一
項
、
第
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
、
附
則
第
十
四
条
の
三
第
一
項
及

　
び
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
第
百
十
三
条
第
一
項
中
「
組
合
の
給
付
に
要
す

　
る
費
用
（
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
の
給
付
に
要
す
る
費
用
（
老
人
保
健
拠
出
金
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す

　
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ

　
れ
た
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
拠
出

　
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
」
と
、
「
短
期
給
付
に
要
す
る
費
用
（
」
と
あ
る
の
は
「
短
期
給
付
に
要
す
る
費
用
（
老

　
人
保
健
拠
出
金
、
」
と
、
「
短
期
給
付
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
「
短
期
給
付
並
び
に
老
人
保
健
拠
出
金
、
」
と
、
同
法
第

　
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
附
則
第
十
八
条
第
五
項
中
「
負
担
金
（
」
と
あ
る
の
は
「
負
担
金
（
老
人
保
健
拠
出

　
金
、
」
と
、
同
法
附
則
第
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
掛
金
（
」
と
あ
る
の
は
「
掛
金
（
老
人
保
健
拠
出
金
、
」
と
す
る
。

　
（
老
人
保
健
拠
出
金
に
関
す
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定
の
適
用
）

第
十
五
条
　
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
三

　
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
の
納
付
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
私
立
学
校
教
職
員

　
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
二
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
表
第
百
二

　
十
六
条
の
五
第
二
項
の
項
下
欄
中
「
に
係
る
掛
金
を
含
み
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

　
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

　
さ
れ
た
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
拠

　
出
金
（
附
則
第
十
二
条
第
六
項
に
お
い
て
「
老
人
保
健
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
に
係
る
掛
金
を
含
み
」
と
、
同
表
附
則

　
第
十
二
条
第
六
項
の
項
下
欄
中
「
に
係
る
掛
金
を
含
み
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
老
人
保
健
拠
出
金
に
係
る
掛
金
を

　
含
み
」
と
す
る
。

　
　
（
老
人
保
健
拠
出
金
に
関
す
る
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
規
定
の
適
用
）

第
士
ハ
条
　
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
五
十
三

　
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
の
納
付
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
日
本
私
立
学
校
振

　
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規

　
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
介
護
保
険
法
」
と
あ
る
の
は
「
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を

　
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

　
の
と
さ
れ
た
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ

　
る
拠
出
金
（
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
老
人
保
健
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
、
介
護
保
険
法
」
と
、
同
法

　
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
並
び
に
介
護
保
険
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
老
人
保
健
拠
出
金
並
び
に
介
護
保
険
法
」

　
と
す
る
。

　
　
（
老
人
保
健
拠
出
金
等
に
関
す
る
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
規
定
の
適
用
）

第
十
七
条
　
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九

　
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
百
十
一
条
及
び
第
百
十
三
条
並
び
に
附
則
第
三
十
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い

　
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄

　
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
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第
百
十
一
条
第
五
項

後
期
高
齢
者
支
援
金
等

第
百
十
三
条
第
四
項

並
び
に
同
法
第
百
五
十
四
条
の
二

、
同
法
第
百
五
十
四
条
の
二

費
用
で
国
庫
が

附
則
第
三
十
二
条
第
二
項

鵯
糠
者
支
援
金
等

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
並
び
に
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
の
一
部

2
　
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
日
本
年
金
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
九
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間

　
に
お
い
て
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
附
則
第
百
九
十
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
号

　
ロ
中
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
並
び
に
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す

　
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ

　
れ
た
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
拠
出

　
金
」
と
す
る
。

　
（
老
人
保
健
拠
出
金
等
に
関
す
る
廃
止
前
の
老
人
保
健
法
施
行
令
の
規
定
の
適
用
）

第
十
八
条
　
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
医
療
等
に
要
す
る
費
用
の
支
弁
及
び
負
担
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
の
執
行
に
要

　
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
平
成
十
八
年
健
保
法
等
改
正
法
附
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

　
も
の
と
さ
れ
た
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
老
人
保
健
法

　
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う

　
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す

　
る
。

第
十
八
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分

法

第
十
八
条
第
一
号

医
療
等
を

医
療
等
（
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
条
に
規
定
す
る
医
療
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

法

平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法

第
十
八
条
第
三
号

法

平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法

第
十
九
条
第
一
項

法

平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法

次
条
に
規
定
す
る
費
用
の
種
類
．
こ
と
に
、
同
条

次
条
第
二
項

第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
三
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
三
条

法

平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法

　
（
老
人
保
健
拠
出
金
に
関
す
る
健
康
保
険
法
施
行
令
の
規
定
の
適
用
）

第
十
九
条
　
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保

　
険
法
施
行
令
（
以
下
「
新
健
保
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
新
健
保
令
附
則
第

　
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
健
保
令
第
二
十
条
、
第
六
十
五
条
及
び
第
六
十
七
条
の
規
定
を
適
用
す
る

　
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

　
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項

十第項第
七一’一
条項笙＋
第及ハ
三び十条
項笙五笙
　ハ条＿

法
第
百
七
十
三
条

病
床
転
換
支
援
金
等

第に前力第健
百よのを八康
七る老有十保
十拠人す三険
三出保る号法
条金健も）等
　（法の附の
　以（と則一
　下昭さ第部
　一知れ三を
　老五た十改
　人十同八正
　保七法条す
　健年第のる
　拠法七規法
　出律条定律
　金第のに（
　一八規よ平
　と十定り成
　い号にな十
　う）よお八
　」のるそ年
　’規改の法
　法定正効律

病
床
転
換
支
援
金
等
、
老
人
保
健
拠
出
金

　
（
老
人
保
健
拠
出
金
等
に
関
す
る
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
規
定
の
適
用
）

第
一
一
十
条
　
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
附
則
第
一
条
の

　
四
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令

　
第
十
九
条
、
第
二
十
条
及
び
第
一
，
一
十
九
条
の
八
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次

　
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項

及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金
等
（
以
下
鰯
騒
遷
援
金
等
．

合
算
額
か
ら
当
該
年
度
に
お
け
る
法
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法

総
額
か
ら
当
該
年
度
に
お
け
る

総
額
か
ら
当
該
年
度
に
お
け
る
改
正
令
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、

、
病
床
転
換
支
援
金
等
及
び
老
人
保
健
拠
出
金

法
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
項

改
正
令
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
法
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
項

及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金
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第
十
九
条
第
二
項

高
齢
者
医
療
確
保
法

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
」
と
い
う
。
）

病
床
転
換
支
援
金
等
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
等

拠
出
金
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金

及
び
老
人
保
健
拠
出
金

、
病
床
転
換
支
援
金
等

、
老
人
保
健
拠
出
金

第
二
十
条
第
三
項

、
病
床
転
換
支
援
金
等
及
び
老
人
保
健
拠
出
金

法
附
則
第
二
十
二
条

改
正
令
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
法
附
則
第
二
十
二
条

第
二
十
条
第
四
項

、
病
床
転
換
支
援
金
等
及
ぴ
老
人
保
健
拠
出
金

第
二
十
条
第
五
項

病
床
転
換
支
援
金
等

老
人
保
健
拠
出
金

第
二
十
九
条
の
八

法
附
則
第
二
十
二
条

改
正
令
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
法
附
則
第
二
十
二
条

第
二
十
一
条
　
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
み
、
退
職
被
保

　
険
者
等
所
属
市
町
村
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

　
え
ら
れ
た
同
令
第
二
十
九
条
の
七
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
規
定
中

　
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

項第第 第第 第第
ま三二 ＝ 一二
で項十 項十 項十

か九 九 九
ら条 条 条
第の の の

五七 七 七

法 等及 等’ 法 法

附 ぴ ⊥ム 附 附

則 病 期 則 則
第 床 車

員
第 第

二 転 齢 二 二
十 換 者 十 十

二 支 納 二 二
条 援 付 条 条

金 金

則改
、

に七法条す’ 則改 条年健
第正 病 お年第のる前 第正 の政康
一A一「口 床 い法七規法期 二令 規令保
十附 転 て律条定律高 十附 定第険
二則 換 r第のに（齢 二則 に百法
条第 支 老八規よ平者 条第 よ十施

八 援 人十定り成納 八 り六行
条 金 保号にな十付 条 …出口Au冗万丁，

の 等 健）よお八金 の み。等
規 及 拠のるそ年等 規 替以の
定 ぴ 出規改の法及 定 え下一
に
よ

老
人 會藷灘 に

よ
らr部
皷�

り 保 とよのを八康 り た正改
読 健 いる老有十保 読 ’令正

み 拠 う拠人す三険 み 法一す
替 出 」出保る号法 替 附とる
え 金 金健も）等 え 則い政
ら （法の附の ら 第う令
れ 以（と則一 れ 二」（
た 下昭さ第部 た 十附平

、

こ和れ三を
、

二則成
法 の五た十改 法 条第二
附 号十同八正 附 八十

第
二
十
二
条
　
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
附

　
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
同
令
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

　
同
令
第
二
十
九
条
の
七
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
規
定
中
同
表
の
中

　
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
七
第
一
項

法
附
則
第
二
十
二
条

攣
舛
条
の
七

法
附
則
第
二
十
二
条

改
正
令
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
法
附
則
第
二
十
二
条

都
醜
露
囎
趨
簸
難
儀
叢
祠
貯
墾
鰹
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
鷹
雛
騎
輕
擁
雛
鉦
甥
競
輪
錐
讃
瑞
鉾
に
お
い
て
「
老
人
保
健
拠
出
金
」
と
い
う
。
）

、
病
床
転
換
支
援
金
等
及
び
老
人
保
健
拠
出
金

調
整
対
象
基
準
額

調
整
対
象
基
準
額
及
び
負
担
調
整
前
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
の
合
算
額

號
蕭
殺
塑
項
ま
で

法
附
則
第
二
十
二
条

改
正
令
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
法
附
則
第
二
十
二
条

2
　
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
法

施
行
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
表
中

　
「
附
則
第
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と

　
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

3
　
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険

　
法
施
行
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
表

　
中
「
附
則
第
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
に

　
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

4
　
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険

　
法
施
行
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
表

　
中
「
附
則
第
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
九
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」

　
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
（
老
人
保
健
拠
出
金
等
に
関
す
る
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
の
規
定
の
適
用
）

第
二
十
三
条
　
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算

　
定
に
関
す
る
政
令
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
一
条
及
び
第
五
条
の
規
定
並
び
に
同
令

　
附
則
第
二
十
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

　
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
一
条
第
一
項

国
民
健
康
保
険
法

支に転法及
援お換のび
金い支規高
等て援定齢
一r金に者
と病等よ医
い床（る療
う転同病確
」換号床保

健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十

年
政
令
第
百
十
六
号
。
以
下
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
国
民
健
康
保
険
法

、
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金
等
（
同

齪
謙
語
罐
霧
藻
讐
駐
松
島
淑
難
儀

三
号
）
附
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

肘
髭
塑
暇
塾
桐
構
砒
騎
醐
凝
霜
羅
鞭
麗

警
ゆ
瓢
齪
鉾
購
朋
鰹
璽
驚
鐵
鶴
転

と
い
う
。
）
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第
一
条
第
二
項

、
病
床
転
換
支
援
金
等
及
び
老
人
保
健
拠
出
金

第
五
条
第
一
項

法
附
則
第
二
十
二
条

改
正
令
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
法
附
則
第
二
十
二
条

、
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
」
と
い
う
。
）
及
び
平
成
二
十
年
四
月
改
駈
　
前
老
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
費
拠
出
金
（
以
下
「
老
人
保
　
医
療
費
拠
出
金
」
と
い
う
。
）

及
び
病
床
転
換
支
援
金

、
病
床
転
換
支
援
金
及
ぴ
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金

第
五
条
第
三
項

法
附
則
第
二
十
二
条

改
正
令
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
法
附
則
第
二
十
二
条

及
び
病
床
転
換
支
援
金

、
病
床
転
換
支
援
金
及
ぴ
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金

第
五
条
第
七
項

及
び
病
床
転
換
支
援
金

、
病
床
転
換
支
援
金
及
ぴ
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金

附
則
第
二
十
三
条
第
二
項

附
則
第
十
三
条

改
正
令
附
則
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
附
則
第
十
三
条

及
び
病
床
転
換
支
援
金

、
病
床
転
換
支
援
金
及
び
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金

第
二
十
四
条
　
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
み
、
退
職
被
保

　
険
者
等
所
属
市
町
村
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
附
則
第
十
四

　
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
二
条
、
第
四
条
及
び
第
四
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に

　
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

　
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項

法
附
則
第
二
十
二
条

健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
法
附
則
第
二
十
二
条

第
四
条
第
二
項
及
ぴ
第
四
条
の
二
第
一
項

及
び
病
床
転
換
支
援
金

、
病
床
転
換
支
援
金
及
び
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金

第
二
十
五
条
　
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担

　
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
同
令
附
則
第
四
条
の
規
定

　
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
第
二
条
、
第
四
条
及
び
第
四
条
の
二
の
規
定
並
び
に
同
令
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の

　
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
令
附
則
第
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち

　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項

法
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、

r
譜
駁
雑
羅
輸
碇
誌
鵠
蘇
藤
鑛
験
畷
裂
織
碁
盤
撰
評
城
獄
碑
鑛
躾
針
薄
編
測
さ
れ
た
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
費
拠
出
金
（
第
四
条
第
二
項
及
ぴ
第
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
」
と
い
う
。
）

法
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法

改
正
令
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
法
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法

病
床
転
換
支
援
金
の
額

病
床
転
換
支
援
金
の
額
並
び
に
負
担
調
整
前
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
（
以
下
「
負
担
調
整
前
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
」
と
い
う
。
）

第
四
条
第
二
項
及
び
第
四
条
の
二
第
一
項

及
び
病
床
転
換
支
援
金
の
納
付

、
病
床
転
換
支
援
金
及
ぴ
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
の
納
付

病
床
転
換
支
援
金
の
額

病
床
転
換
支
援
金
の
額
並
び
に
負
担
調
整
前
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
相
当
額

法
附
則
第
二
十
二
条

改
正
令
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
法
附
則
第
二
十
二
条

病
床
転
換
支
援
金
の
額

病
床
転
換
支
援
金
の
額
並
び
に
負
担
調
整
前
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
相
当
額

法
附
則
第
二
十
二
条

改
正
令
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
法
附
則
第
二
十
二
条

2
　
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
の

　
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の

　
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
表
中
「
附
則
第
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

　
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

3
　
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険

　
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ

　
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
表
中
「
附
則
第
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替

　
え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

4
　
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険

　
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ

　
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
表
中
「
附
則
第
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
九
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替

　
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
（
老
人
保
健
拠
出
金
に
関
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
規
定
の
適
用
）

第
二
十
六
条
　
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家

　
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
以
下
「
新
国
共
済
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お

　
い
て
は
、
同
項
中
「
費
用
（
」
と
あ
る
の
は
「
費
用
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

　
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
七
条
の
規
定
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に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

　
て
「
老
人
保
健
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
並
び
に
」
と
、
「
に
お
け
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
け
る

　
老
人
保
健
拠
出
金
並
び
に
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
」
と
す
る
。

　
（
老
人
保
健
拠
出
金
に
関
す
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
規
定
の
適
用
）

第
二
十
七
条
　
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方

　
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
以
下
「
新
地
共
済
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
項
及
ぴ
第
五
項
並
び
に
附
則

　
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
新
地
共
済
令
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
当
該
事
業

　
年
度
に
お
け
る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
老
人
保
健
拠
出
金
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す

　
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ

　
れ
た
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
拠
出

　
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
」
と
、
同
条
第
五
項
及
び
新
地
共
済
令
附
則
第
三
十
条
の
二
第
一
項
中
「
前
期
高
齢
者

　
納
付
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
老
人
保
健
拠
出
金
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
」
と
す
る
。

　
（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
八
条
　
新
健
保
令
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
療
養
を
受
け
る
日
が
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施

　
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
療
養
を
受
け
る
日
が
施
行
日
前
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

　
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
新
健
保
令
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
に
つ
い
て
、
療
養
の
給
付
又
は
当
該

　
被
扶
養
者
の
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
八
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
中
「
及
び
そ
の
被

　
扶
養
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
並

　
び
に
そ
の
被
扶
養
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
及
び

　
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
（
法
第
三
条
第
七
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
た
め
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た

　
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
当
該
被
扶
養
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
被
扶
養
者
及
び
当
該
被

　
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
二
十
九
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
家
族
療
養
費
及
ぴ
家
族
訪
問
看
護
療

　
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
十
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な

　
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
十
一
条
　
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

　
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
収
入
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
令
第
四
十
一
条
第
二
項
の
高

　
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
新
健
保
令
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
（
療

　
養
の
給
付
又
は
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一

　
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
健
保
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条

　
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
額
）
と
す
る
。

　
一
　
療
養
の
給
付
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
新
健
保
令
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
を
い
う
。
以
下
こ

　
　
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
八
月
ま
で
の
場
合
に
お
け
る
附
則
第
二
十

　
　
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
健
保
令
第
三
十
四
条
第
二
項
の
収
入
の
額
が
六
百
二
十
一

　
　
万
円
未
満
で
あ
る
者
（
被
扶
養
者
及
び
附
則
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
健
保

　
　
令
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
四
百
八
十
四
万
円
未
満

　
　
で
あ
る
者
）

　
二
　
次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

　
　
イ
　
新
健
保
令
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
が
い
な
い
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
被
扶
養
者
で
あ
っ

　
　
　
た
者
（
健
康
保
険
法
第
三
条
第
七
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
た
め
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
者
を
い

　
　
　
う
。
以
下
こ
の
号
及
ぴ
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
い
る
も
の

　
　
ロ
　
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
九
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
ま
で
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
被

　
　
　
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
新
健
保
令
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
と
み
な
し
て
同
項
の

　
　
　
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
同
項
の
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万
円
未
満
で
あ
る
者

2
　
特
定
収
入
被
保
険
者
に
係
る
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
一
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
新
健
保

令
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
（
療
養
の
給
付
又
は
療
養
を
受
け
る
月

が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
旧
健
保
令
第
四
十
二
条
第
三
項
第
一
号

　
に
定
め
る
額
）
と
す
る
。

3
　
特
定
収
入
被
保
険
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
療
養
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
健
保
法
等
改
正
法
第

　
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
（
次
条
第
一
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
新
健
保
法
」
と
い
う
。
）
の
規

定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
一
部
負
担
金
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
新
健
保
令
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

　
よ
り
特
定
収
入
被
保
険
者
に
つ
い
て
保
険
者
が
同
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
額
の
限
度
に
つ
い
て

　
は
、
同
項
各
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
一
部
負
担
金
の
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ
、

　
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

　
一
　
新
健
保
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
イ
に
定
め
る
額
（
当
該
療
養
を
受
け
る
月
が
平

　
　
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
旧
健
保
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
イ

　
　
に
定
め
る
額
）

　
二
　
新
健
保
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
イ
に
定
め
る
額
（
当
該
療
養
を
受
け
る
月
が
平

　
　
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
旧
健
保
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
三
号
イ

　
　
に
定
め
る
額
）

4
　
特
定
収
入
被
保
険
者
に
対
す
る
保
険
外
併
用
療
養
費
又
は
家
族
療
養
費
（
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る

　
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
第
三
項
中
「
当
該
各

　
号
に
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
各
号
イ
に
定
め
る
額
（
当
該
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平

　
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政

　
令
第
百
十
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
同
項
各
号
イ
に
定
め
る
額
）
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を

　
適
用
す
る
。

第
三
十
二
条
　
新
健
保
法
第
七
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
保
険
者
又
は
新
健
保
法
第
百
十
条
第

　
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
扶
養
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
間

　
に
、
特
定
給
付
対
象
療
養
（
新
健
保
令
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
を
い
い
、
こ

　
れ
ら
の
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
に
限

　
る
。
）
を
受
け
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る

　
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
を
除
く
」

　
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第

　
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」
と
読
み
替
え
て
、

　
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2
　
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
一
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算

　
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
健
保
令
第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3
　
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
一
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算

　
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
健
保
令
第
四
十
二
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

4
　
新
健
保
令
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
つ
い
て
保
険
者
が

　
同
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
額
の
限
度
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
イ
及
び
第
三
号
イ
の
規
定
に

　
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
第
三
項
中
「
当

　
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
第

　
一
条
に
よ
る
改
正
前
の
当
該
各
号
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

5
　
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等

　
が
外
来
療
養
（
同
令
第
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
外
来
療
養
を
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
新
健
保
法

　
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
一
部
負
担
金
等
の
額
（
新
健
保
法
第
百
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
の

　
額
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
同
令
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費

　
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
四
十
三
条
第
四
項
中
「
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の

　
う
ち
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
と
し
て
被
保
険
者
に
支
給
す
べ
き
額
に
相
当
す
る
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額
を
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
か
ら
健
康

　
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定

　
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
第
四
十
一
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
（
当
該
外
来
療
養

　
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
が
当
該
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に

　
あ
っ
て
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
）
を
控
除
し
た
額
の
限
度
に
お
い
て
、
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
四
十
一
条
第
四

　
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
一
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

6
　
前
各
項
の
規
定
は
、
新
健
保
令
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
旦
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
当
該
旦
雇
特
例
被
保

　
険
者
を
被
保
険
者
と
み
な
し
て
第
｝
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に

　
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
三
条
　
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
健
康
保
険
法
の
規
定
に

　
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
三
項
及

　
ぴ
第
四
項
並
び
に
新
健
保
令
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て

　
同
じ
。
）
中
「
前
年
八
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一

　
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
て
、
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
二
か
ら
第
四
十
四
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
ま

　
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
健
保
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

　
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
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2
　
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
受
け
た
療
養
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
高

額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
イ
に
掲
げ
る
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を

超
え
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
前
年
八
月
一
日

　
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と

読
み
替
え
て
、
同
条
か
ら
新
健
保
令
第
四
十
四
条
（
第
↓
項
を
除
く
。
）
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
一
　
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
及
ぴ
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
新
健

　
　
保
令
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

　
　
イ
　
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
二
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
の
同
条
第
一
項
（
同
条

　
　
第
三
項
及
ぴ
第
四
項
並
ぴ
に
新
健
保
令
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る

　
　
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を

　
　
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
同
項
に
規
定
す
る
支
給
基
準
額
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
介
護
合
算
一
部
負
担
金

　
　
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ
き
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
び
同
項
に
規
定
す
る

　
　
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
支
給
総
額
を
合
算
し
た
額

　
　
ロ
　
イ
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
を
「
前
項
」
と
読
み
替
え
て
イ
を
適
用
す
る
場
合
の
イ
に
掲
げ
る
額

二
　
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
新
健
保
令
第
四
十
四
条
第
三
項
に
お
い

　
　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

　
イ
　
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
二
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
の
同
条
第
五
項
（
新
健

　
　
保
令
第
四
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合

　
　
算
額
か
ら
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
二
第
五
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
同
項
に

　
　
規
定
す
る
支
給
基
準
額
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ
き
同

　
　
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
ぴ
同
項
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
支
給
総
額

　
　
を
合
算
し
た
額

　
　
ロ
　
イ
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
を
「
前
項
」
と
読
み
替
え
て
イ
を
適
用
す
る
場
合
の
イ
に
掲
げ
る
額
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三
　
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
二
第
七
項
（
新
健
保
令
第
四
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

　
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

　
　
イ
　
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
二
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
の
同
条
第
七
項
に
規
定

　
　
す
る
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が

　
　
同
項
に
規
定
す
る
支
給
基
準
額
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に

　
　
　
つ
き
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

　
　
ロ
　
イ
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
を
「
前
項
」
と
読
み
替
え
て
イ
を
適
用
す
る
場
合
の
イ
に
掲
げ
る
額

3
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
健
保
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
　
　
i
一

下て保第 むにに（第
欄準令四 」お新同四

用第十
ｷ四三
髀¥条
齊lの
㍼�O
�鞫謚

ﾜ三五
ﾞ項項」に（

い健条十

壺ｳ秦
�
骼
l
第
二
場
条
四
項
合
第
項
第

のお新 を二並一
表い健 含項び号

国
民

施私

s立
法地 六施国

ﾌ行家
三六施国
�の行家

船
員

第
四

六
十

健 響 行公 三令公 三令公 保 十 二
康 校 暢 第第務 第第務 険 三 万
保 教 員 二十員 二十員 法 条 円

険 職 等 項一共 項一共 施 の
法
施
行

員
廿
ノ
、
済

丘
ノ
、
済
組

及
条
済
び
の
組
　
＝
＝
ム
　
＿
口

（条済
ｯの組
�O合

行
A
－

三
第
二

A
η

法
ム
ロ の法 第の法 項

行よ改
ﾟり正
@読令

員にるの私
､よ改規立
ﾏり正定学

組よ改
№關ｳ
@読令

項合よ改
y法り正
ﾑ施読令

項合よ改
i法り正
ｯ施読令

よ改り正

ﾇ令

み附下政健
ﾖ則こ令康
ｦ第の（保

五
十
六

み附 法読令に校 施み附 行み附 条行み附 み附 ら三項平険 万

替則 施み附よ教 行替則 令替則 第令替則 替則 れ十に成法 円

え第 行替則り職 令え第 第え第 三第え第 え第 た三お二施
ら三 令え第そ員 ら五 十ら五 項十ら五 ら四 第条い十行
れ十 ら五の共 れ十 一れ十 一れ十 れ十 四第て年令
た九 れ十例済 た八 条た二 条た二 た五 十三r政等
国条 た二に法 地条 の国条 の国条 船条 三項改令の
民第 ’条よ第 方第 三家第 三家第 員第 条の正第一
健三 私第る四 公三 の公三 の公三 保三 の規令百部
康項 立三こ十 務項 六務項 六務項 険項 三定一十を
保の 学項と八 員の の員の の員の 法の 第にと六改
険規 校のと条 等規 三共規 三共規 施規 二よい号正
法定 教規さの 共定 第済定 第済定 行定 項りうoす
施に 職定れ二 済に 二組に 二組に 令に 読」以る

4
　
健
康
保
険
法
施
行
令
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
健
保
令
第
四
十
一
条
第
一
項

　
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
場
合
の
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
新
健
保
令
第

　
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
一
条

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
（
同
条
第
一
項
の
規
定
を
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

　
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
三

　
項
の
規
定
又
は
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
）
」
と
読
み
替
え
て
、
同
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

5
　
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に

　
係
る
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
七
十

歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
ぴ
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
二
項
第
一
号
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
者

　
二
　
基
準
日
（
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
い
、
新
健
保
令
第
四
十
三
条

　
　
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
ざ
れ
る
日
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
平
成
二
十
年

　
■
九
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
基
準
日
に
お
い
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る

　
　
こ
と
と
し
た
と
き
に
、
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
新
健
保
令
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被

　
　
扶
養
者
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
同
項
の
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万
円
未
満
で
あ
る
者

6
　
基
準
日
が
平
成
二
十
年
九
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
健
保
令
第
四
十
三
条

　
の
二
第
六
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
三
第
五
項
の
表
下
欄

中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適

　
用
す
る
。

第
十
一
条
の
四
第
一
項

第
十
一
条
の
四
第
一
項
並
び
に
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
十
五
条
第
五
項

第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項

第
二
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項

第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項

第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
一
項
及
ぴ
第
二
項
並
ぴ
に
改
正
令
附
則
第
三
十
九
条
第
五
項

7
　
基
準
日
が
平
成
二
十
年
九
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
健
保
令
第
四
十
三
条

　
の
二
第
七
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
健
保
令
第
四
十
三
条
の
三
第
六
項
中
「
第
十
六
条
の
四
第

　
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
六
条
の
四
第
一
項
並
び
に
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二

　
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
四
条
第
六
項
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
四
条
　
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

　
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、

　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
高

　
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

　
含
む
。
次
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
中
「
前
年
八
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
あ
る
の

　
は
、
「
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
て
、
同
条
か
ら
新
高
齢
者
医

　
療
確
保
法
施
行
令
第
十
六
条
の
四
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新

　
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と

　
す
る
。

第 項第
十 十
六 六
条 条
の の
三 三
第 第

三 一
項 項
の 及
表 び

第
二

十健 十 三 六 五
三康 九 十 十 十
条保 万 一 七 六

の険 円 万 万 万
三法 円 円 円

第施
一行
項令

四

三み附下政健 二 四 八 七
条替則こ令康 十 十 十 十
のえ第の（保 五 一 九 五
三ら三項平険 万 万 万 万
第れ十に成法 円 円 円 円

一た三お二施
項健条い十行

康第て年令
保一＿政等
険項改令の
法の正第一
施規令百部
行定一十を
令にと六改
第よい号正
四りう。す
十読」以る
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三令公
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保
険
法

第
四
十

第
四
十
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保
の
険
三
法
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仕
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廿
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施
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廿
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済

済
組
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組
ム
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A
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法
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替
則
え
第

施み附よ教
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行替則
ﾟえ第

令替則
謔ｦ第

るえ則
@ら第

第令書則三第え第 令替則
iえ第

替則
ｦ第

条替則
ﾌえ第

条替則のえ第 条替則のえ第

ら三 令え第そ員 ら五 十ら五 律れ六 項十ら五 ら五 ら四 三ら三 三ら三 三ら三
れ十 ら五の共 れ十 一れ十 施た十 一れ十 れ十 れ十 第れ十 第れ十 第れ十
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平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
受
け
た
療
養
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
高
ﾐ

介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
イ
に
掲
げ
る
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
ﾐ

え
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
ﾐ

「
前
年
八
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
ﾐ

一
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
て
、
同
条
か
ら
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
六
条
の
四
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
ﾐ

る
。
ﾐ

一
　
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
三
項
に
お
い
ﾐ

　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
ﾐ

　
イ
　
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
の
同
ﾐ

　
　
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
ﾐ

　
算
額
か
ら
同
条
第
一
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
同
項
に
規
定
す
る
支
給
基
準
額
ﾐ

　
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ
き
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
ﾐ

　
　
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
ﾐ

　
ロ
　
イ
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
を
「
前
項
」
と
読
み
替
え
て
イ
を
適
用
す
る
場
合
の
イ
に
掲
げ
る
額
ﾐ

二
　
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
四
項
及
ぴ
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
ﾐ

　
支
給
ﾐ

　
イ
　
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
の
同
ﾐ

　
条
第
四
項
に
規
定
す
る
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
ﾐ

　
　
た
額
（
当
該
額
が
同
項
に
規
定
す
る
支
給
基
準
額
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
ﾐ

　
合
算
額
の
算
定
に
つ
き
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
ぴ
同
項
に
規
定
す
る
七
十
歳
ﾐ

　
　
以
上
介
護
合
算
支
給
総
額
を
合
算
し
た
額
ﾐ

　
ロ
　
イ
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
を
「
前
項
」
と
読
み
替
え
て
イ
を
適
用
す
る
場
合
の
イ
に
掲
げ
る
額
ﾐ

　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
ﾐ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
ﾐ

十
六
条
の
三
第
ﾐ
項
の
表
下
欄
ﾐ

� 私� 地� 施国� 六施国� � 同� 健ﾐ
� 立� 方� 行家� の行家� � 令� 康ﾐ
� � 公� 令公� 令公� � � 保ﾐ
� � 務� 第務� 第務� � � 険ﾐ
� � � 十員� 十員� � � 法ﾐ
� � � 一共� 一共� � � 施ﾐ
施
行
�

廿
ノ
、
済
�

ノ
、
済
組
�

条済び
ﾌ組　＝＝ム　ー口�

条済同
ﾌ組条
O合�

A
コ
�

の
三
�

行項

ﾟ　
ﾐ

－
� � 口
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4
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け

　
る
場
合
の
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第

　
一
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
五
項
（
附

則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
四
条
第
二
項
又
は
附
則

第
五
条
第
一
項
）
」
と
読
み
替
え
て
、
同
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

5
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け

　
る
場
合
の
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第

　
一
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
五
項
（
附

　
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
四
条
第
二
項
又
は
附
則

　
第
六
条
第
一
項
）
」
と
読
み
替
え
て
、
同
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

6
　
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
六
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も

　
該
当
す
る
も
の
に
係
る
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、
新
高

　
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
額
と
す

　
る
。

　
一
　
そ
の
属
す
る
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
七
十
歳
以
上
七
十
五
歳
未
満
の
高
齢
者
の
医
療

　
　
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
七
十
歳
以
上
七
十
五
歳

　
　
未
満
の
加
入
者
」
と
い
う
。
）
が
い
る
も
の

　
二
　
基
準
日
（
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
い
、
新
高

　
　
齢
者
医
療
確
保
法
施
行
令
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
。
以
下
こ
の

　
　
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
平
成
二
十
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
基
準

　
　
日
に
お
い
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
と
し
た
と
き
に
、
七
十
歳
以
上
七
十
五
歳
未
満
の
加
入
者
に
つ
い
て
、

　
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
他
の
世
帯
員
で
あ
る
被
保
険
者
と
み

　
　
な
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
同
項
の
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万
円
未
満
で
あ
る
者

7
　
基
準
日
が
平
成
二
十
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
高
齢
者
医
療
確
保
法

　
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
六
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
高
齢
者
医
療
確
保
法
施
行

　
令
第
十
六
条
の
三
第
三
項
の
表
下
欄
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句

　
に
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
四
十
三
条
の
四
第
一
項

第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
並
び
に
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項

第
十
一
条
の
四
第
一
項

第
十
一
条
の
四
第
一
項
並
び
に
改
正
令
附
則
第
四
十
五
条
第
五
項

第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項

第
二
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項

第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項

第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
一
項
及
ぴ
第
二
項
並
び
に
改
正
令
附
則
第
三
十
九
条
第
五
項

　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
五
条
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
以
下
「
新
国
保
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十

　
七
条
の
二
の
規
定
は
、
療
養
を
受
け
る
日
が
施
行
日
以
後
の
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
療
養
を
受
け
る
日
が
施
行
日

　
前
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令

　
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
第
九
号
イ
に
規
定
す
る
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
次
条
第
三
項
第
二
号
、
附
則
第
三
十
七

　
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
第
五
項
第
二
号
に
お
い
て
「
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
」
と
い
う
。
）
を
、
国
民
健
康
保
険

　
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者
と
み
な
す
。

3
　
前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
新
国
保
令
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
被
保
険
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す

　
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
被
保
険

　
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
に
限
り
、
第
二
十
九
条
の
七
第
二

　
項
第
九
号
イ
に
規
定
す
る
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
読
み
替
え
て
、
同

　
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
三
十
六
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て

　
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
お
け
る
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
及

　
ぴ
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
国
保
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄

　
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
て
、
同
条
か
ら
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の

　
四
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号

こ
の
号

こ
の
号
、
第
三
項
第
三
号

「
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
の
場
合
」
と
い
う

同
じ

第
二
十
九
条
の
三
第
三
項
第
三
号

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
の

第
一
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
者
（
そ
れ
ぞ
れ
当
該
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
第
九
号
イ
に
規
定
す
る
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
す
べ
て
に
つ
い
て
平
成
十
九
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
場
合
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
る

第
二
十
九
条
の
三
第
三
項
第
四
号

療
養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）

平
成
十
九
年
度

3
　
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
（
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
特
定
所
得
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の

　
二
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の

　
三
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
及

ぴ
次
条
に
お
い
て
「
旧
国
保
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
の
三
第
三
項
第
一
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
二

　
　
条
第
一
項
第
四
号
の
所
得
の
額
が
二
百
十
三
万
円
未
満
で
あ
る
者

　
二
　
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
お
け
る
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

　
　
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
国
保
令
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
の
収
入
の
額
が
六
百
二
十
一
万
円
未
満
で
あ
る
者

　
　
（
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該

　
　
当
す
る
者
に
限
る
。
）
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
四
百
八
十
四
万
円
未
満
で
あ
る
者
）

4
　
特
定
所
得
被
保
険
者
に
係
る
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
第
二
項
の
規

　
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
国
保
令
第
二
十

　
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

5
　
特
定
所
得
被
保
険
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
療
養
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
一
部
負
担
金
又
は
保
険
外
併
用
療

　
養
費
負
担
額
（
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
を
い
う
。
以
下
こ
の

　
項
及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
の

　
規
定
に
よ
り
特
定
所
得
被
保
険
者
に
つ
い
て
保
険
者
が
同
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
に
支
払
う
額
の
限
度
に
つ

　
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
一
部
負
担
金
の
額
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
か
ら
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
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一
　
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
療
養
　
旧
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
イ

　
　
に
定
め
る
額

　
二
　
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
療
養
　
旧
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
三
号
イ

　
　
に
定
め
る
額

第
三
十
七
条
　
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
保
険
者
の
う
ち
、
次
の
各
号

　
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
収
入
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
新
国
保
令
第

　
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

　
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
（
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の

　
場
合
に
あ
っ
て
は
、
旧
国
保
令
第
二
十
九
条
の
三
第
三
項
第
一
号
に
定
め
る
額
）
と
す
る
。

　
一
　
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該

　
　
当
す
る
者
に
限
る
。
）
が
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
い
る
も
の

　
二
　
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
同
一

　
　
世
帯
所
属
者
に
つ
い
て
、
新
国
保
令
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
と
み
な
し
て
同
項
を
適
用

　
　
し
た
場
合
の
同
項
の
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万
円
未
満
で
あ
る
者

2
　
特
定
収
入
被
保
険
者
に
係
る
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
新
国
保
令
第

　
二
十
九
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
（
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
が
平
成
二

　
十
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
旧
国
保
令
第
二
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
に
定

　
め
る
額
）
と
す
る
。

3
　
特
定
収
入
被
保
険
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
療
養
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
一
部
負
担
金
又
は
保
険
外
併
用
療

　
養
費
負
担
額
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
収
入
被

　
保
険
者
に
つ
い
て
保
険
者
が
同
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
に
支
払
う
額
の
限
度
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に

　
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
一
部
負
担
金
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
負
担
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ
、

　
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

　
一
　
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
イ
に
定
め
る
額
（
当
該
療
養
を
受
け
る
月

　
　
が
平
成
二
十
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
旧
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項

　
　
第
二
号
イ
に
定
め
る
額
）

　
二
　
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
イ
に
定
め
る
額
（
当
該
療
養
を
受
け
る
月

　
　
が
平
成
二
十
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
旧
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項

　
　
第
三
号
イ
に
定
め
る
額
）

第
三
十
八
条
　
平
成
十
八
年
健
保
法
等
改
正
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
（
以
下
こ
の
条

　
に
お
い
て
「
新
国
保
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
保
険
者
の
う
ち
、
平
成

　
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
間
に
、
特
定
給
付
対
象
療
養
（
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項

　
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
を
い
い
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
っ
て
厚
生
労

　
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
年

　
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ

67
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る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
高
額
療

養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
三
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

　
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
の
高
額
療

養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

4
　
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
に
つ
い
て
保
険
者

　
が
同
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
に
支
払
う
額
の
限
度
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
イ
及
び
第
三
号
イ
の
規
定
に

　
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

5
　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被

　
保
険
者
が
外
来
療
養
（
同
令
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
外
来
療
養
を
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、

新
国
保
法
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
一
部
負
担
金
等
の
額
（
新
国
保
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一

　
部
負
担
金
等
の
額
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
同
令
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定

　
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
十
九
条
の
四
第
三
項
中
「
当

　
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
第
二
十
九
条
の
二
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
と
し
て
世
帯
主

　
又
は
組
合
員
に
支
給
す
べ
き
額
に
相
当
す
る
額
を
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
高
額

　
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
か
ら
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十

　
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
第
二
十
九

　
条
の
二
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
（
当
該
外
来
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て

　
得
た
額
が
当
該
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
）
を
控
除
し
た
額
の

　
限
度
に
お
い
て
、
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
四
項
又
は
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
の

　
二
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
一
一
一
十
九
条
　
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
の
規

　
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
（
同
条

　
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
ぴ
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
中
「
前
年
八
月
一
日

　
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と

　
読
み
替
え
て
、
同
条
か
ら
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
の
四
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次

　
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
国
保
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

　
句
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項

六
十
七
万
円

八
十
九
万
円

百
二
十
六
万
円

百
六
十
八
万
円

三
十
四
万
円

四
十
五
万
円

第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
三
項

六
十
二
万
円

七
十
五
万
円

六
十
七
万
円

八
十
九
万
円

三
十
一
万
円

四
十
一
万
円

十
九
万
円

二
十
五
万
円

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項

改
正
令
附
則
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項

同
令
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項

改
正
令
附
則
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
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5
　
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

　
の
に
係
る
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

　
む
。
）
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

　
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

　
二
　
基
準
日
（
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
い
、
新
国
保
令
第
二
十

　
　
九
条
の
四
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
平

　
　
成
二
十
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
基
準
日
に
お
い
て
療
養
の
給
付

　
　
を
受
け
る
こ
と
と
し
た
と
き
に
、
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
に
つ
い
て
、
新
国
保
令
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規

　
　
定
す
る
被
保
険
者
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
同
項
の
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万
円
未
満
で
あ

　
　
る
者

6
　
基
準
日
が
平
成
二
十
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
国
保
令
第
二
十
九
条

　
の
四
の
二
第
六
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
四
項

　
の
表
下
欄
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
て
、
同
項
の

　
規
定
を
適
用
す
る
。

第
四
十
三
条
の
四
第
一
項

第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
並
び
に
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項

第
十
一
条
の
四
第
一
項

第
十
一
条
の
四
第
一
項
並
び
に
改
正
令
附
則
第
四
十
五
条
第
五
項

第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項

第
二
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項

7
　
基
準
日
が
平
成
二
十
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
国
保
令
第
二
十
九
条

　
の
四
の
二
第
七
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
国
保
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
五
項
中
「
第
十
六

　
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
六
条
の
四
第
一
項
並
び
に
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

　
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
四
条
第
六
項
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
十
条
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
令
（
以
下
「
新
船
保
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項

　
の
規
定
は
、
療
養
を
受
け
る
日
が
施
行
日
以
後
の
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
療
養
を
受
け
る
日
が
施
行
日
前
の
場
合

　
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
新
船
保
令
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
に
つ
い
て
、
療
養
の
給
付
又
は
当
該
被
扶

　
養
者
の
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
八
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
中
「
及
び
そ
の
被
扶
養

　
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
並
び

　
に
そ
の
被
扶
養
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
及
び
そ

　
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
（
法
第
一
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
た
め
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
者

　
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
当
該
被
扶
養
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
被
扶
養
者
及
び
当
該
被
扶

　
養
者
で
あ
っ
た
者
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
四
十
一
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
家
族
療
養
費
及
ぴ
家
族
訪
問
看
護
療

　
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
十
二
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、

　
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
十
三
条
　
船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

　
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
収
入
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
令
第
九
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費

　
算
定
基
準
額
は
、
新
船
保
令
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
（
療
養
の
給
付
又

　
は
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
六
条
の
規
定
に

　
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
船
保
令
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
二
項
第
一
号
に

　
定
め
る
額
）
と
す
る
。

　
一
　
療
養
の
給
付
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
新
船
保
令
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

　
　
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
八
月
ま
で
の
場
合
に
お
け
る
附
則
第
四
十
条
第

　
　
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
船
保
令
第
四
条
第
二
項
の
収
入
の
額
が
六
百
二
十
一
万
円
未
満
で

　
　
あ
る
者
（
被
扶
養
者
及
び
附
則
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
船
保
令
第
四
条
第
二

　
　
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
四
百
八
十
四
万
円
未
満
で
あ
る
者
）

　
二
　
次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

　
　
イ
　
新
船
保
令
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
が
い
な
い
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者

　
　
　
（
船
員
保
険
法
第
一
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
た
め
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
者
を
い
う
。

　
　
　
以
下
こ
の
号
及
ぴ
附
則
第
四
十
五
条
第
五
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
い
る
も
の

　
　
ロ
　
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
九
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
ま
で
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
被

　
　
　
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
新
船
保
令
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定

　
　
　
を
適
用
し
た
場
合
の
同
項
の
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万
円
未
満
で
あ
る
者

十
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
（
療
養
の
給
付
又
は
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二

十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
旧
船
保
令
第
十
条
第
三
項
第
一
号
に
定
め
る
額
）

　
と
す
る
。

　
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
（
次
条
第
一
項
及
ぴ
第
五
項
に
お
い
て
「
新
船
保
法
」
と
い
う
。
）
の

　
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
一
部
負
担
金
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
新
船
保
令
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

　
よ
り
特
定
収
入
被
保
険
者
に
つ
い
て
社
会
保
険
庁
長
官
が
同
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
額
の
限
度

　
に
つ
い
て
は
、
同
項
各
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
一
部
負
担
金
の
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分

　
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

　
一
　
新
船
保
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
イ
に
定
め
る
額
（
当
該
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成

　
　
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
旧
船
保
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
定

　
　
め
る
額
）

　
二
　
新
船
保
令
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
イ
に
定
め
る
額
（
当
該
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成

　
　
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
旧
船
保
令
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
定

　
　
め
る
額
）

　
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
三
項
中
「
当
該
各
号

　
に
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
各
号
イ
に
定
め
る
額
（
当
該
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成

　
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令

　
第
百
十
六
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
同
項
各
号
イ
に
定
め
る
額
）
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適

　
用
す
る
。

　
一
条
ノ
ニ
第
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
扶
養
者
の
う
ち
、
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三

　
月
ま
で
の
問
に
、
特
定
給
付
対
象
療
養
（
新
船
保
令
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
を
い

　
い
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養

　
に
限
る
。
）
を
受
け
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
に

　
係
る
船
員
保
険
法
施
行
令
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
を
除
く
」

　
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第

　
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」
と
読
み
替
え
て
、

　
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2
　
特
定
収
入
被
保
険
者
に
係
る
船
員
保
険
法
施
行
令
第
九
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
新
船
保
令
第

3
　
特
定
収
入
被
保
険
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
療
養
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
健
保
法
等
改
正
法
第

4
　
特
定
収
入
被
保
険
者
に
対
す
る
保
険
外
併
用
療
養
費
又
は
家
族
療
養
費
（
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る

第
四
十
四
条
新
船
保
法
第
二
十
八
条
ノ
三
第
一
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
保
険
者
又
は
新
船
保
法
第
三
十
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2
　
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
船
員
保
険
法
施
行
令
第
九
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基

準
額
に
つ
い
て
は
、
新
船
保
令
第
十
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3
　
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
係
る
船
員
保
険
法
施
行
令
第
九
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基

　
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
船
保
令
第
十
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

4
　
新
船
保
令
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
に
つ
い
て
社
会
保
険
庁

　
長
官
が
同
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
額
の
限
度
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
イ
及
び
第
三
号
イ
の

　
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
三
項
中

　
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）

　
第
六
条
に
よ
る
改
正
前
の
当
該
各
号
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

5
　
船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
被
保
険
者
等
が

　
外
来
療
養
（
同
令
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
外
来
療
養
を
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
新
船
保
法
の
規
定

　
に
よ
り
支
払
う
べ
き
一
部
負
担
金
等
の
額
（
新
船
保
法
第
三
十
一
条
ノ
六
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
の
額

　
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
同
令
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給

　
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
十
一
条
第
四
項
中
「
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
同
条

　
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
と
し
て
被
保
険
者
に
支
給
す
べ
き
額
に
相
当
す
る
額
を
」
と

　
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
、
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
か
ら
健
康
保
険
法
施

　
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な

　
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
第
九
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
（
当
該
外
来
療
養
に
つ
き
算
定
し

　
た
費
用
の
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
が
当
該
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

　
乗
じ
て
得
た
額
）
を
控
除
し
た
額
の
限
度
に
お
い
て
、
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
九
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」

　
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
五
条
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
船
員
保
険
法
の
規
定
に

　
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
新
船
保
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
同
条
第
三
項
に
お

　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
中
「
前
年
八
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
」

　
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
て
、
同
条
か
ら
新

　
船
保
令
第
十
一
条
の
四
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
船
保
令
の

　
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
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邇Oの
齒�Oた第第

宙齠�
N項項
ﾛの　
ｯ規ﾐ

　
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
受
け
た
療
養
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
高
ﾐ

介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
イ
に
掲
げ
る
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
ﾐ

超
え
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
船
保
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
前
年
八
月
一
日
か
ﾐ

ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
読
ﾐ

み
替
え
て
、
同
条
か
ら
新
船
保
令
第
十
一
条
の
四
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。
ﾐ
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一
　
新
船
保
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
及
ぴ
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

　
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

　
　
イ
　
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
新
船
保
令
第
十
一
条
の
二
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
の
同
条
第
一
項
（
同
条
第

　
　
　
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
条
第
一

　
　
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
同
項
に
規
定
す
る
支
給
基
準
額
以
下
で
あ
る
場
合
又

　
　
は
当
該
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ
き
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と

　
　
す
る
。
）
及
び
同
項
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
支
給
総
額
を
合
算
し
た
額

　
　
ロ
　
イ
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
を
「
前
項
」
と
読
み
替
え
て
イ
を
適
用
す
る
場
合
の
イ
に
掲
げ
る
額

　
二
　
新
船
保
令
第
十
一
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

　
　
イ
　
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
新
船
保
令
第
十
一
条
の
二
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
の
同
条
第
四
項
に
規
定
す

　
　
　
る
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
同

　
　
項
に
規
定
す
る
支
給
基
準
額
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ

　
　
き
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
び
同
項
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
支
給

　
　
総
額
を
合
算
し
た
額

　
　
ロ
　
イ
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
を
「
前
項
」
と
読
み
替
え
て
イ
を
適
用
す
る
場
合
の
イ
に
掲
げ
る
額

三
　
新
船
保
令
第
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

　
　
イ
　
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
新
船
保
令
第
十
一
条
の
二
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
の
同
条
第
六
項
に
規
定
す

　
　
　
る
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
同

　
　
項
に
規
定
す
る
支
給
基
準
額
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ

　
　
　
き
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

　
　
ロ
　
イ
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
を
「
前
項
」
と
読
み
替
え
て
イ
を
適
用
す
る
場
合
の
イ
に
掲
げ
る
額

3
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
船
保
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

欄第 す（第
十 る同十

一 場条一
条 合第条
の を三の
三 含項三
第 むに第
四 」お二
項 い項
の て第
表 準一
下 用号

及第国 （第国 同 の健
⊥ノ、

ぴ十家 同十家 A
－

三康 十
一公 条一公 第 第保 二
条務 第条務 四 二険 万
の員 三の員 十 項法 円
＝土ヒーノ、

項三共 王 施
の済 の済 条 行
六組 六組 の A

－
の合 の合 三 第
三法 三法 第 四
第施 第施 二 十
二行 二行 項 三
項令 項令 条

の員定改 の員定改 法定改 二康項令六す健 五
六共に正 六共に正 施に正 項保の一号る康 十
の済よ令 の済よ令 行よ令 険規と。政保

⊥
ノ
、

三組り附 三組り附 令り附 法定い以令険 万
第合読則 第合読則 第読則 施にう下（法 円

二法み第 二法み第 四み第 行よ」こ平施
項施替五 項施替五 十替三 令り附の成行
及行え十 （行え十 三え十 第読則項二令
ぴ令ら二 同令ら二 条ら三 四み第に十等
第れ条 条第れ条 のれ条 十替三お年の
十た第 第十た第 三た第 三え十い政一
一国三 三一国三 第健三 条ら三て令部
条家項 項条家項 二康項 のれ条r第を
の公の の公の 項保の 三た第改百改
三務規 三務規 険規 第健三正十正

国 私 令地
民 立 方
健 学 公
康 校 務
保 教 員
険 職 等
法 員

廿
ノ
、

施
廿
ノ
、 済

行 済 組
A
コ

法 ム
ロ

施 法
行 施
A
－

行

保定改 た第との私 員定改
険に正 ’三と二立 等に正
法よ令 私項さの学 共よ令
施り附 立のれ規校 済り附
行読則 学規る定教 組読則
令み第 校定改に職 合み第

替三 教に正よ員 法替五
え十 職よ令り共 施え十
ら九 員り附そ済 行ら八
れ条 共読則の法 令れ条
た第 済み第例第 た第
国三 法替五に四 地三
民項 施え十よ十 方項
健の 行ら二る八 公の
康規 令れ条こ条 糊

4
　
船
員
保
険
法
施
行
令
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
船
保
令
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
場
合
の
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
新
船
保
令
第
十
一

条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
の
規
定
（
同
条
第
一
項
の
規
定
を
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ

　
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
九
条
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
規
定
又
は
附
則
第

　
三
条
第
二
項
の
規
定
）
」
と
読
み
替
え
て
、
同
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

5
　
新
船
保
令
第
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
係

　
る
新
船
保
令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算

算
定
基
準
額
は
、
新
船
保
令
第
十
一
条
の
三
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

　
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
二
項
第
一
号
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
者

　
二
　
基
準
日
（
新
船
保
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
い
、
新
船
保
令
第
十
一
条
の
四

　
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
平
成
二
十
年
九
月

　
　
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
基
準
日
に
お
い
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
こ
と

　
　
と
し
た
と
き
に
、
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
新
船
保
令
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
と

　
　
み
な
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
同
項
の
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万
円
未
満
で
あ
る
者

6
　
基
準
日
が
平
成
二
十
年
九
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
船
保
令
第
十
一
条
の

　
二
第
五
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
船
保
令
第
十
一
条
の
三
第
四
項
の
表
下
欄
中
次

　
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す

　
る
。第

四
十
三
条
の
四
第
一
項

第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
並
び
に
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項

第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項

第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項
並
び
に
改
正
令
附
則
第
五
十
二
条
第
五
項

第
二
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項

第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
改
正
令
附
則
第
三
十
九
条
第
五
項

7
　
基
準
日
が
平
成
二
十
年
九
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
船
保
令
第
十
一
条
の

　
二
第
六
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
船
保
令
第
十
一
条
の
三
第
五
項
中
「
第
十
六
条
の
四
第
一
項
」

　
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
六
条
の
四
第
一
項
並
び
に
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政

令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
四
条
第
六
項
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。



72（号外特第5号）報官月曜日平成20年3月31日
　
（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
十
六
条
　
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（
介
護
保
険
法
施

　
行
令
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
介
護
予
防

　
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
介
護
保

　
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
高
額
医
療
合
算
介

　
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条

　
に
お
い
て
「
新
介
護
保
険
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
第
一
号
（
同
条
第
五
項
又
は
新
介
護
保

　
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同

　
じ
。
）
中
「
前
年
八
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年

　
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
て
、
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
又
は
第
二
十
九
条
の
三
の
規
定

　
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
介
護
保
険
法
施
行
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

　
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
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2
　
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
受
け
た
居
宅
サ
T
ビ
ス
等
及
び
介
護
予
防

　
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防

　
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
が
、
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
前
項
の
規

　
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
前
年
八
月
一
日
か
ら
七
月
三
十

　
一
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
て
、

　
同
条
又
は
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
三
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
介
護
保
険
法

　
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
七
項
（
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

　
含
む
。
）
中
「
六
十
二
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
十
六
万
円
」
と
す
る
。

　
一
　
こ
の
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
こ
と

　
　
と
し
た
場
合
の
同
条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
及
ぴ
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準

　
　
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
医
療
合
算
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
か
ら
新

　
　
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
の
医
療
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
同
項
に
規

　
　
定
す
る
支
給
基
準
額
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
医
療
合
算
利
用
者
負
担
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ
き
同
項
た
だ

　
　
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
び
同
項
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
支
給
総
額
を
合
算
し

　
　
た
額

　
二
　
前
号
中
「
こ
の
項
後
段
」
と
あ
る
の
を
「
前
項
後
段
」
と
読
み
替
え
て
同
号
を
適
用
し
た
場
合
の
同
号
に
掲
げ

　
　
る
額

3
　
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
三
号
ロ
（
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項

　
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
附
則
第
三
十
四
条
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

　
も
の
に
係
る
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
（
同
条
第
五
項
及
び
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十

　
九
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
療
合
算
算
定
基
準
額
は
、
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二

　
十
二
条
の
三
第
六
項
（
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

　
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
三
号
イ
（
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十

　
九
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
額
と
す
る
。
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4
　
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
七
項
第
一
号
ロ
（
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項

　
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
新
介
護

　
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
三
項
（
同
条
第
五
項
及
び
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
算
定
基
準
額
は
、
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条

　
の
三
第
七
項
（
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か

　
か
わ
ら
ず
、
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
七
項
第
一
号
イ
（
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の

　
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

　
二
　
附
則
第
四
十
五
条
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

　
三
　
附
則
第
五
十
二
条
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

　
四
　
附
則
第
五
十
八
条
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

　
五
　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
附
則
第
五
十
二
条

　
　
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

5
　
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
七
項
第
二
号
ロ
（
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項

　
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
附
則
第
三
十
九
条
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

　
も
の
に
係
る
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
三
項
（
同
条
第
五
項
及
び
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十

　
九
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
算
定
基
準
額
は
、
新
介
護
保
険
法

　
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
七
項
（
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

　
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
七
項
第
二
号
イ
（
新
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
お

　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
十
七
条
　
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
療
養
を
受
け
る
日
が
施
行
日
以
後
の
場
合
に
つ

　
い
て
適
用
し
、
療
養
を
受
け
る
日
が
施
行
日
前
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶
養
者
に
つ
い
て
、
療
養
の
給
付
又

　
は
当
該
被
扶
養
者
が
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
八
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
中
「
及
び

　
そ
の
被
扶
養
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る

　
の
は
「
並
び
に
そ
の
被
扶
養
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
に
限

　
る
。
）
及
び
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
（
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
に

　
該
当
す
る
に
至
っ
た
た
め
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
者
を
い
う
。
）
」
と
、
「
当
該
被
扶
養
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
被

　
扶
養
者
及
び
当
該
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
四
十
八
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
家
族
療
養
費
及
び
家
族

　
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
十
九
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に

　
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
五
十
条
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
五
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
次
の
各
号

　
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
収
入
組
合
員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
令
第
十
一
条

　
の
三
の
四
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
五
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

　
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
（
療
養
の
給
付
又
は
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年

　
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
次
項
に
お

　
い
て
「
旧
国
共
済
令
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
三
の
五
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
）
と
す
る
。

　
一
　
療
養
の
給
付
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
を
い
う
。

　
　
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
八
月
ま
で
の
場
合
に
お
け
る
附
則

　
　
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
二
第
二
項
の
収
入
の

　
　
額
が
六
百
二
十
一
万
円
未
満
で
あ
る
者
（
被
扶
養
者
及
ぴ
附
則
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

　
　
適
用
す
る
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て

　
　
は
、
四
百
八
十
四
万
円
未
満
で
あ
る
者
）

　
二
　
次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

　
　
イ
　
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
が
い
な
い
者
で
あ
る
組
合
員
で
あ
っ
て
、

　
　
　
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
の

　
　
　
被
保
険
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
た
め
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
附
則
第
五
十

　
　
　
二
条
第
五
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
い
る
も
の

　
　
ロ
　
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
九
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
ま
で
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
被

　
　
　
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
と
み
な
し

　
　
　
て
同
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
同
項
の
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万
円
未
満
で
あ
る
者

2
　
特
定
収
入
組
合
員
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
四
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基

　
準
額
は
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
五
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
（
療
養

　
の
給
付
又
は
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
旧
国
共

　
済
令
第
十
一
条
の
三
の
五
第
三
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
）
と
す
る
。

3
　
特
定
収
入
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
及
ぴ
第
二
項
の
規
定
の

　
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
号
イ
又
は
第
三
号
イ
に

　
定
め
る
金
額
（
当
該
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

　
前
の
同
項
第
二
号
イ
又
は
第
三
号
イ
に
定
め
る
金
額
）
」
と
す
る
。

第
五
十
一
条
　
平
成
十
八
年
健
保
法
等
改
正
法
附
則
第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

　
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
新
国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
五
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ

　
れ
る
組
合
員
又
は
新
国
共
済
法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
扶
養
者
の
う
ち
、
平
成
二

　
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
間
に
、
特
定
給
付
対
象
療
養
（
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一

　
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
を
い
い
、
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定

　
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置

　
対
象
組
合
員
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

　
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改

　
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

　
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2
　
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
四
第
二
項

　
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
五
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

　
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3
　
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
四
第
三
項

　
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
五
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

　
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

4
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
組

合
員
等
に
つ
い
て
組
合
が
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
五
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
に
支
払
う
額

　
の
限
度
に
つ
い
て
は
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
第
三
号
イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

　
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

5
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
国
家
公
務

員
共
済
組
合
法
第
五
十
六
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
並
び
に
同
令
第
十
一
条
の
三
の
六
第
五
項
の
規
定
に

　
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対

象
組
合
員
等
が
外
来
療
養
（
同
令
第
十
一
条
の
三
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
外
来
療
養
を
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
に

お
い
て
、
新
国
共
済
法
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
べ
き
一
部
負
担
金
等
の
額
（
新
国
共
済
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
の
額
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
同
令
第
十
一
条
の
三
の
四

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
十
一
条
の
三
の

六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
五
十
六
条
の
二
第
三
項
及
び
同
令
第

十
一
条
の
三
の
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
五
十
七
条
第
五
項
の
規
定
中
「
組
合
員
に
支
給

す
べ
き
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
か
ら
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
四
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額

　
（
当
該
外
来
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
が
当
該
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を

超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
）
を
控
除
し
た
額
の
限
度
に
お
い
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

　
る
。
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第
五
十
二
条
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合

　
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第

　
一
号
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
中
「
前

　
年
の
八
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年

　
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
て
、
同
条
か
ら
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
ま
で
の
規
定
を
適
用
す

　
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
国
共
済
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

　
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

六
十
七
万
円

八
十
九
万
円

百
二
十
六
万
円

百
六
十
八
万
円

三
十
四
万
円

四
十
五
万
円

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

六
十
二
万
円

七
十
五
万
円

六
十
七
万
円

八
十
九
万
円

三
十
一
万
円

四
十
一
万
円

十
九
万
円

二
十
五
万
円

鶴
聡
爆
共
電
合

鶴
聡
墾
供
魂
飴
三
の
七
第
二
項

離
簾
教
賢
共
済
法

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
令
附
則
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
七
条
の
六
の
五
第
一
項

改
正
令
附
則
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
七
条
の
六
の
五
第
一
項

第
二
項
及
び

改
正
令
附
則
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
項
及
び

健
康
保
険
法
施
行
令

船
員
保
険
法
施
行
令

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令霊
繍
凋
難
鉱
族
騨
欝
耀
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
六
項

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

関
す
る
法
律
施
行
令

改
正
令
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
高
齢
者
の
医
療

の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令

2
　
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
受
け
た
療
養
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
高

額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
ロ
に
掲
げ
る
金

額
を
超
え
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
前

年
の
八
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年

　
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
て
、
同
条
か
ら
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
ま
で
の
規
定
を
適
用
す

　
る
。

　
一
　
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に

　
　
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

　
　
イ
　
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
の
同
条
第
一

　
　
　
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世

　
　
　
帯
合
算
額
か
ら
同
条
第
一
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
（
当
該
金
額
が
同
項
に
規
定
す
る
支

　
　
　
給
基
準
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
支
給
基
準
額
」
と
い
う
。
）
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
介
護
合
算
一
部

　
　
　
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ
き
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
び
同

　
　
　
項
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
支
給
総
額
を
合
算
し
た
金
額

　
　
ロ
　
イ
中
「
こ
の
項
の
」
と
あ
る
の
を
「
前
項
の
」
と
読
み
替
え
て
イ
を
適
用
す
る
場
合
の
イ
に
掲
げ
る
金
額

　
二
　
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

　
　
イ
　
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
の
同
条
第
五

　
　
　
項
に
規
定
す
る
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額

　
　
　
（
当
該
金
額
が
支
給
基
準
額
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ

　
　
　
き
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
び
同
項
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
支
給

　
　
　
総
額
を
合
算
し
た
金
額

　
　
ロ
　
イ
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
を
「
前
項
」
と
読
み
替
え
て
イ
を
適
用
す
る
場
合
の
イ
に
掲
げ
る
金
額

　
三
　
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

　
　
イ
　
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
の
同
条
第
七

　
　
　
項
に
規
定
す
る
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額

　
　
　
（
当
該
金
額
が
支
給
基
準
額
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ

　
　
　
き
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

　
　
ロ
　
イ
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
を
「
前
項
」
と
読
み
替
え
て
イ
を
適
用
す
る
場
合
の
イ
に
掲
げ
る
金
額

3
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
国
共
済
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

　
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項
第
一
号
（
同
条
第
三
項
及
ぴ
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

六
十
二
万
円

五
十
六
万
円

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
五
項
の
表
下
欄

鶴
輪
員
等
共
霜
合

解
零
校
教
職
員
共
済
法

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
八
条
の
蒲
襯
藍
講
驕
理
鶏
塞
靴
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
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第
二
項
及
び

改
正
令
附
則
第
五
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
項
及
び

健
康
保
険
法
施
行
令

船
員
保
険
法
施
行
令

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令

4
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
附
則
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
国
共

済
令
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
場
合
の
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の

支
給
に
つ
い
て
は
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
（
同
条
第
一
項
の
規

定
を
附
則
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ

　
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
規
定
又
は
附
則
第
三
十
四
条
の

　
三
第
二
項
の
規
定
）
」
と
読
み
替
え
て
、
同
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

5
　
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

　
る
も
の
に
係
る
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
ぴ
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項
（
同
条
第

　
三
項
及
ぴ
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
二
項
第
一
号
（
同
条
第
三

　
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

　
一
　
附
則
第
五
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
者

　
二
　
基
準
日
（
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
い
、
新
国
共
済
令

　
　
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

　
　
じ
。
）
が
平
成
二
十
年
九
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
基
準
日
に
お
い
て
療

　
　
養
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
と
し
た
と
き
に
、
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の

　
　
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
同
項
の
収
入
の
額
が
五
百

　
　
二
十
万
円
未
満
で
あ
る
者

6
　
基
準
日
が
平
成
二
十
年
九
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
国
共
済
令
第
十
一
条

　
の
三
の
六
の
二
第
六
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の

　
三
第
五
項
の
表
下
欄
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
て
、

　
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項

第
二
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
並
び
に
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
十
八
条
第
五
項

）
及
び
次
条
第
一
項

）
及
ぴ
次
条
第
一
項
並
び
に
改
正
令
附
則
第
五
十
二
条
第
五
項

第
二
項
及
ぴ
次
条
第
一
項

第
二
項
及
び
次
条
第
一
項
並
び
に
改
正
令
附
則
第
五
十
二
条
第
五
項

第
四
十
三
条
の
四
第
一
項

第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
並
び
に
改
正
令
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項

第
四
十
四
条
第
四
項

第
四
十
四
条
第
四
項
並
ぴ
に
改
正
令
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項

第
十
一
条
の
四
第
一
項

第
十
一
条
の
四
第
一
項
並
び
に
改
正
令
附
則
第
四
十
五
条
第
五
項

及
び
第
二
項

及
び
第
二
項
並
び
に
改
正
令
附
則
第
三
十
九
条
第
五
項

7
　
基
準
日
が
平
成
二
十
年
九
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
国
共
済
令
第
十
一
条

　
の
三
の
六
の
二
第
七
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
国
共
済
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
六
項
中

　
「
第
十
六
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
六
条
の
四
第
一
項
並
び
に
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正

　
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
四
条
第
六
項
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用

　
す
る
。

　
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
十
三
条
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
療
養
を
受
け
る
日
が
施
行
日
以
後
の
場
合
に
つ
い

　
て
適
用
し
、
療
養
を
受
け
る
日
が
施
行
日
前
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
組
合
員
及
ぴ
そ
の
被
扶
養
者
に
つ
い
て
、
療
養
の
給
付
又
は

　
当
該
被
扶
養
者
が
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
八
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
中
「
及
び
そ

　
の
被
扶
養
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の

　
は
「
並
び
に
そ
の
被
扶
養
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）

　
及
び
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
つ
た
者
（
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
に
該
当

　
す
る
に
至
つ
た
た
め
被
扶
養
者
で
な
く
な
つ
た
者
を
い
う
。
）
」
と
、
「
当
該
被
扶
養
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
被
扶
養

　
者
及
ぴ
当
該
被
扶
養
者
で
あ
つ
た
者
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
五
十
四
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
家
族
療
養
費
及
び
家

　
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
五
十
五
条
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給

　
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
五
十
六
条
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
次

　
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
収
入
組
合
員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
令
第

　
二
十
三
条
の
三
の
三
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
二
項
の
規
定

　
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
（
療
養
の
給
付
又
は
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平

　
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行

　
令
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
地
共
済
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
）
と
す
る
。

　
一
　
療
養
の
給
付
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
を
い
う
。

　
　
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
八
月
ま
で
の
場
合
に
お
け
る
附
則

　
　
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
の
収
入
の
額

　
　
が
六
百
二
十
一
万
円
未
満
で
あ
る
者
（
被
扶
養
者
及
び
附
則
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

　
　
用
す
る
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、

　
　
四
百
八
十
四
万
円
未
満
で
あ
る
者
）

　
二
　
次
の
イ
及
ぴ
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

　
　
イ
　
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
が
い
な
い
組
合
員
で
あ
っ
て
、
被
扶
養
者
で

　
　
　
あ
っ
た
者
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

　
　
　
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
た
め
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
ぴ
附
則
第
五
十
八
条
第
五

　
　
　
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
い
る
も
の

　
　
ロ
　
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
九
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
ま
で
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
被

　
　
　
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
と
み
な
し
て

　
　
　
同
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
同
項
の
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万
円
未
満
で
あ
る
者

2
　
特
定
収
入
組
合
員
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算

　
定
基
準
額
は
、
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額

　
（
療
養
の
給
付
又
は
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
旧
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
三
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
）
と
す
る
。
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3
　
特
定
収
入
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

　
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
号
イ
又
は
第
三
号
イ

　
に
定
め
る
金
額
（
当
該
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

　
前
の
同
項
第
二
号
イ
又
は
第
三
号
イ
に
定
め
る
金
額
）
」
と
す
る
。

第
五
十
七
条
　
平
成
十
八
年
健
保
法
等
改
正
法
附
則
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

　
法
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
新
地
共
済
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用

　
さ
れ
る
組
合
員
又
は
新
地
共
済
法
第
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
ハ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
扶
養
者
の
う
ち
、
平
成

　
二
十
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
の
間
に
、
特
定
給
付
対
象
療
養
（
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
三

　
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
給
付
対
象
療
養
を
い
い
、
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

　
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
に
限
る
。
）
を
受
け
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
年
度
特
例

　
措
置
対
象
組
合
員
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
四
項
の
規

　
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の

　
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

　
が
定
め
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
療
養
を
除
く
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2
　
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第

　
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
か

　
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3
　
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対
象
組
合
員
等
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第

　
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
か

　
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

4
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
年
度
特
例
措
置
対

　
象
組
合
員
等
に
つ
い
て
組
合
が
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
に
支

　
払
う
額
の
限
度
に
つ
い
て
は
、
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
第
三
号
イ
の
規
定
に
か

　
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

5
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
地
方

　
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
五
十
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
並
び
に
同
令
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
五
項

　
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
九
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
度
特

　
例
措
置
対
象
組
合
員
等
が
外
来
療
養
（
同
令
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
外
来
療
養
を
い
う
。
）
を
受

　
け
た
場
合
に
お
い
て
、
新
地
共
済
法
の
規
定
に
よ
ヴ
支
払
う
べ
き
一
部
負
担
金
等
の
額
（
新
地
共
済
法
第
六
十
二
条

　
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
の
額
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
支
払
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
の
同
令
第
二

　
十
三
条
の
三
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令

　
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
五
十
八
条
の

　
二
第
三
項
及
ぴ
同
令
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
九
条
第
五

　
項
中
「
組
合
員
に
支
給
す
べ
き
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
か
ら
健
康
保

　
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
五
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に

　
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
三
項
の

　
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
（
当
該
外
来
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
が
当
該
高

　
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
）
を
控
除
し
た
額
の
限
度
に
お
い
て
」

　
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
八
条
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組

　
合
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第

　
一
号
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
中
「
前

　
年
の
八
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年

　
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
て
、
同
条
か
ら
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
八
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
地
共
済
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

　
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第 第 用条第 用条第

二 二 す第二 す第二

十 十 る三十 る三十

三 三 場項三 場項三

条 条 合及条 合及条

の の をぴの をびの

三 三 含第三 含第三

の の む四の む四の

七 七 」項七 」項七
第 第 に第 に第

六 五 お二 お一

項 項 い項 い項
の て（ て（
表 準同 準同
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2
　
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
受
け
た
療
養
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
高

額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
ロ
に
掲
げ
る
金

額
を
超
え
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
一
号
中
「
前

年
の
八
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年

七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
て
、
同
条
か
ら
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
八
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
一
　
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
及
ぴ
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
三
項
及
ぴ
第
四
項
に
お

　
　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

　
　
イ
　
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
の
同
条
第
一
項

　
　
　
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯

　
　
　
合
算
額
か
ら
同
条
第
一
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
（
当
該
金
額
が
同
項
に
規
定
す
る
支
給

　
　
　
基
準
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
支
給
基
準
額
」
と
い
う
。
）
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
介
護
合
算
一
部
負

　
　
　
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ
き
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
び
同
項

　
　
　
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
支
給
総
額
を
合
算
し
た
金
額

　
　
ロ
　
イ
中
「
こ
の
項
の
」
と
あ
る
の
を
「
前
項
の
」
と
読
み
替
え
て
イ
を
適
用
す
る
場
合
の
イ
に
掲
げ
る
金
額

　
二
　
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

　
　
イ
　
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
の
同
条
第
五
項

　
　
　
に
規
定
す
る
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額

　
　
　
（
当
該
金
額
が
支
給
基
準
額
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ

　
　
　
き
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
及
び
同
項
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
支
給

　
　
　
総
額
を
合
算
し
た
金
額

　
　
ロ
　
イ
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
を
「
前
項
」
と
読
み
替
え
て
イ
を
適
用
す
る
場
合
の
イ
に
掲
げ
る
金
額

　
三
　
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

　
　
イ
　
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
の
同
条
第
七
項

　
　
　
に
規
定
す
る
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
同
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額

　
　
　
（
当
該
金
額
が
支
給
基
準
額
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
の
算
定
に
つ

　
　
　
き
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

　
　
ロ
　
イ
中
「
こ
の
項
」
と
あ
る
の
を
「
前
項
」
と
読
み
替
え
て
イ
を
適
用
す
る
場
合
の
イ
に
掲
げ
る
金
額

3
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
地
共
済
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

　
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

表第 むに一第
下二 」お号二
欄十 い（十

三
条
の
三
の
七
第
五

て同三
�条条
p
塾
す
項
あ
る
及
七
場
び
第
合
第
二

項 を四項
の 含項第

条済準 施私 三六施国 六

の組用 行立 項の行家 十

三合す 響 三令公 二
の法る 校 第第務 万
六施国 教 二十員 円

の行家 職 項一共
三令公 員 （条済
第第務

廿
ノ
、 同の組

二十員 済 条三合
項一共 法 第の法

の員の準 員にるの私 条行み附下政健 五
三共規用 共よ改規立 第令替則こ令康 十

第滴定す 潜り正定学 三第え第の（保 六

二組にる 法読令に校 項十ら五項平険 万
項合よ改 施み附よ教 一れ十に成法 円

法り正 行替則り職 条た二お二施
施読令 令え第そ員 の国条い十行
行み附 ら五の共 三家第て年令
令替則 れ十例済 の公三r政等
第え第 た二に法 六務項改令の
十ら五 ’条よ第 の員の正第一
一れ十 私第る四 三共規令百部
条た二 立三こ十 第済定一十を
の国条 学項と八 二組にと六改
三家第 校のと条 項合よい号正
の公三 教規さの （法りう。す
六務項 職定れ二 同施読」以る

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項
及
び

健
康
保
険
法
施
行
令

改
正
令
附
則
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
健
康
保
険
法
施
行
令

船
員
保
険
法
施
行
令

改
正
令
附
則
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
船
員
保
険
法
施
行
令

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令

4
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
附
則
第
五
十
二
条
の
五
第
｝
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
地

共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
場
合
の
高
額
介
護
合
算
療
養

費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項

　
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
（
同
条
第
一

項
の
規
定
を
附
則
第
五
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
規
定
又
は
附
則
第
五

十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
）
」
と
読
み
替
え
て
、
同
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

5
　
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

　
も
の
に
係
る
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

　
含
む
。
）
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
は
、
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及

　
ぴ
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
二
項
第
一
号
（
同
条
第
三
項
及
び

　
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

　
一
　
附
則
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
者

　
二
　
基
準
日
（
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
い
、
新
地
共
済
令
第

　
　
二
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
　
が
平
成
二
十
年
九
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
基
準
日
に
お
い
て
療
養
の

　
　
給
付
を
受
け
る
こ
と
と
し
た
と
き
に
、
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三

　
　
第
二
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
同
項
の
収
入
の
額
が
五
百
二
十
万

　
　
円
未
満
で
あ
る
者

6
　
基
準
日
が
平
成
二
十
年
九
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
地
共
済
令
第
二
十
三

　
条
の
三
の
六
第
六
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第

　
五
項
の
表
下
欄
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
て
、
同

　
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第第 十い第 四を同
十十 一て十 第含条
一　一 条準一 一む第
条条 の用条 項」三
のの 三すの 及項
三三 のる三 ぴに

のの 六場の 第お
六六 の合六 十い
のの 四をの 一て
四三 第含三 条準
第第 一む第 の用

一二 項」三 三す
項項 及項 のる

及 ぴに 六場
び 第お の合

一第 五む第 てす三同
項十 十」十 rるの条
並一 二及一 改政六第び
条
に
の
改
三

条び条第第の五十＝

正令の三
ﾟ（四項一平第に

正のA」」TJノ、

高ﾌ
･三

項
一
あ
　
条
六
　
i
2
の
　
二
＝

と成一お
｢二項い
､十並て
v年ぴ準

第第五二 12秦／、＝ 附政に用
･令健す

十項二及

�ﾒ
鞫

蹄
笙
筆

第第康る
ﾜ百保場
¥十険合二六法を

五十 条号施含
項一 第。行む

条 五以令」
の 項下等及
三 このび
の の一第
六 条部十
の にを一
四 則を お改条
第 第含 い正の
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第
四
十
三
条
の
四
第
一
項

第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
並
び
に
改
正
令
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項

第
四
十
四
条
第
四
項

第
四
十
四
条
第
四
項
並
び
に
改
正
令
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項

第
十
一
条
の
四
第
一
項

第
十
一
条
の
四
第
一
項
並
び
に
改
正
令
附
則
第
四
十
五
条
第
五
項

及
ぴ
第
二
項

及
び
第
二
項
並
び
に
改
正
令
附
則
第
三
十
九
条
第
五
項

7
　
基
準
日
が
平
成
二
十
年
九
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
地
共
済
令
第
二
十
三

　
条
の
三
の
六
第
七
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
新
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
六
項
中
「
第

　
十
六
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
六
条
の
四
第
一
項
並
び
に
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る

　
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
四
条
第
六
項
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
十
九
条
　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
場

　
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

　
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三附 一附
項則 項則
の第 の第
表五 表五

十 十

二 二
条 条
第 第

さ二私
黷ﾌ立
驪K学
�闕Z正に教

ﾟよ職

私
⊥
立
学
校
教
職

施職私
s員立
ﾟ共学
@済校
@法教

り員

ｻ共
ﾌ済癘
@
に
第
よ
四
る
十
こ
八
と
条
と
の

員
廿
ノ
、
済
法
施
行
A
－

施立読第正よ規法私
s学み一令る定第立
ﾟ校替項附こに四学
@教えの則とよ十校
@職ら規第とり八教
@員れ定五さそ条職
@共たに十れのの員
@済’よ二る例二共
@法私り条改にの済

改
正
令

第
二
項

三第

�二
@項

三第

�一
@項

（
第
三

（
第

（
第

項
二り条改 一り条改
項読第正 項読第正
（み一令 （み一令
第替項附 第替項附
三えの則 三えの則
項ら規第 項ら規第

れ定五 れ定五
たに十 たに十
第よ二 第よ二

　
（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
十
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関

　
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
又
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
若
し
く

　
は
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に

　
つ
い
て
の
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に

　
お
い
て
「
新
給
与
令
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
六
の
四
か
ら
第
十
七
条
の
六
の
六
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

　
新
給
与
令
第
十
七
条
の
六
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
前
年
の
八
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
あ

　
る
の
は
「
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
、
新
給
与
令
第
十
七
条
の
六
の
五

　
第
一
項
第
一
号
中
「
六
十
七
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
八
十
九
万
円
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
百
二
十
六
万
円
」
と
あ

　
る
の
は
「
百
六
十
八
万
円
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
三
十
四
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
十
五
万
円
」
と
す
る
。

3
　
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の

　
適
用
が
な
い
も
の
と
し
て
新
給
与
令
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
当
該
療
養
に
係
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
額

　
が
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
療
養
に
つ
い
て
同
項
の
規
定

　
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
給
与
令
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
当
該
療
養
に
係
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支

　
給
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
新
給
与
令
第
十
七
条
の
六
の
四
か
ら
第
十
七
条
の
六
の
六
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ

　
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
給
与
令
第
十
七
条
の
六
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
前
年
の
八
月
一
日
か

　
ら
そ
の
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま

　
で
」
と
す
る
。

　
（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
一
条
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
別
表
第
一
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
及
ぴ
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
昭

　
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
の
項
中
「
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
及
び
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等

　
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
」
を
「
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
」
に
、
「
第
四
条
の
五
第

　
二
項
及
び
第
五
条
第
十
項
」
を
「
第
五
条
第
十
項
及
び
附
則
第
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
老
人
保
健
法
施
行
令

　
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
の
項
を
削
り
、
同
表
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
H
五
N
一
）
を
指
定
感
染
症

　
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
百
八
号
）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者

医
療
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す

る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
二

十
五
号
）

第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
二
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

　
（
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
二
条
児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
第
三
号
中
「
及
び
同
法
」
を
「
、
同
法
第
五
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
高
額
医
療
合
算

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
同
法
」
に
改
め
、
「
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
六
十
一
条
の
二
に
規

　
定
す
る
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
」
を
加
え
る
。

　
　
第
二
十
七
条
の
十
二
の
表
中
「
及
び
高
額
療
養
費
」
を
「
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
に
改
め

　
る
。

　
　
第
五
十
条
の
三
第
二
項
の
表
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
療
並
び

　
に
」
を
「
療
養
の
給
付
並
び
に
」
に
、
「
医
療
費
、
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
」
を
「
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
」
に
、

　
「
及
び
高
額
療
養
費
」
を
「
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
（
予
防
接
種
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
三
条
予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
」
の
下
に
「
、
高
齢
者

　
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
加
え
、
「
、
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法

　
律
第
八
十
号
）
」
を
削
る
。

　
（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
四
条
　
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五

　
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
条
中
「
第
四
十
号
か
ら
第
百
三
号
ま
で
」
を
「
第
四
十
一
号
か
ら
第
百
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
第
百
三
号
を

　
第
百
四
号
と
し
、
第
九
十
八
号
か
ら
第
百
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
九
十
七
号
中
「
第
三
十
七
号
」

　
を
「
第
三
十
八
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
十
八
号
と
し
、
同
条
第
九
十
六
号
中
「
第
三
十
七
号
」
を
「
第
三

　
十
八
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
十
七
号
と
し
、
同
条
中
第
九
十
五
号
を
第
九
十
六
号
と
し
、
第
九
十
四
号
を

　
第
九
十
五
号
と
し
、
同
条
第
九
十
三
号
中
「
第
三
十
四
号
」
を
「
第
三
十
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
十
四

　
号
と
し
、
同
条
中
第
九
十
二
号
を
第
九
十
三
号
と
し
、
第
七
十
号
か
ら
第
九
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

　
同
条
第
六
十
九
号
中
「
第
三
十
号
」
を
「
第
三
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
十
号
と
し
、
同
条
中
第
六
十

　
八
号
を
第
六
十
九
号
と
し
、
第
二
十
二
号
か
ら
第
六
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
一
号
の
次
に
次

　
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
二
十
二
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
九
十
五
条
第
一
項
及
ぴ

　
　
　
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
金

　
（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
五
条
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

　
る
。

　
　
第
一
条
中
「
「
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
」
」
の
下
に
「
、
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
」
」
を
、
「
規
定
す
る
国
民

　
健
康
保
険
の
被
保
険
者
」
の
下
に
「
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
」
を
加
え
る
。
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第
三
条
中
「
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
退

職
被
保
険
者
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
そ
の
被
扶
養
者
（
以
下
「
退
職
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
、
又
は
喪
失
し
た
年
月
日
並
び
に
退
職
被
保
険
者
等
で
あ
る
旨
及
び

退
職
被
保
険
者
等
と
な
り
、
又
は
退
職
被
保
険
者
等
で
な
く
な
っ
た
年
月
日
）
」
を
削
る
。

　
第
三
条
の
二
中
「
第
七
条
第
十
号
の
二
」
を
「
第
七
条
第
十
号
の
三
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
の
三
と
し
、
第

三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資
格
に
関
す
る
住
民
票
の
記
載
事
項
）

第
三
条
の
二
　
法
第
七
条
第
十
号
の
二
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資
格
に
関
す
る
事
項
で
政
令

　
で
定
め
る
も
の
は
、
そ
の
資
格
を
取
得
し
、
又
は
喪
失
し
た
年
月
日
と
す
る
。

　
第
十
二
条
第
二
項
第
三
号
中
「
国
民
健
康
保
険
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
」
を
加
え
、
「
取

得
若
し
く
は
」
を
「
取
得
又
は
」
に
改
め
、
「
又
は
退
職
被
保
険
者
等
と
な
り
、
若
し
く
は
退
職
被
保
険
者
等
で
な
く

な
っ
た
事
実
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
の
二
を
同
項
第
三
号
の
三
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
の
二
　
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
又
は
喪
失
に
関
す
る
事
実
を
確
認
し
た
と
き
。

　
第
十
二
条
第
二
項
第
六
号
中
ト
を
チ
と
し
、
へ
を
ト
と
し
、
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
へ
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
百
二
十
八
条
第
一
項
の
規

　
　
　
定
に
よ
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
の
裁
決
又
は
同
項
の
処
分
に
つ
い
て
の
訴
訟
の
確
定
判
決

　
第
二
十
三
条
第
二
項
第
三
号
中
「
及
び
そ
の
者
が
退
職
被
保
険
者
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
」
を
削
り
、
同

項
第
三
号
の
二
を
同
項
第
三
号
の
三
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
の
二
　
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨

　
第
二
十
四
条
の
四
第
三
号
中
「
及
び
そ
の
者
が
退
職
被
保
険
者
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
」
を
削
り
、
同
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
の
二
　
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨

　
第
二
十
七
条
第
一
号
イ
中
「
及
び
そ
の
者
が
退
職
被
保
険
者
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
」
を
削
り
、
同
号
ハ

中
「
に
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」
を
「
に
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
七
条
の
二
中
「
第
二
十
八
条
の
二
」
を
「
第
二
十
八
条
の
三
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条
の
三
と
し
、

第
二
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
係
る
付
記
事
項
）

第
二
十
七
条
の
二
　
法
第
二
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
の
区
分

　
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

　
一
　
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
住
所
を
変
更
す
る
こ
と
に
係
る

　
　
も
の
を
除
く
。
）
　
次
に
掲
げ
る
事
項

　
　
イ
　
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
旨

　
　
ロ
　
そ
の
者
が
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
世
帯
に
既
に
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
て
い
る

　
　
　
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
被
保
険
者
に
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
証
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

　
　
　
す
る
法
律
第
五
十
四
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
を
い
う
。
次
号
及
ぴ
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
交
付
さ

　
　
　
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
番
号
、
そ
の
被
保
険
者
に
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
資
格
証
明
書
（
同
法
第

　
　
　
五
十
四
条
第
七
項
の
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
交
付
さ
れ

　
　
　
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
旨

　
　
　
法
第
二
十
三
条
、
法
第
二
十
四
条
及
ぴ
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
　
そ
の
者
に
後
期
高
齢
者
医
療

　
　
の
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
番
号
、
そ
の
者
に
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
資
格

　
　
証
明
書
が
交
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

格
証
明
書
」
を
加
え
る
。

　
二

　
第
三
十
条
中
「
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」
の
下
に
「
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
証
若
し
く
は
被
保
険
者
資

　
（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
十
六
条
　
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
住
民
基

　
本
台
帳
法
施
行
令
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
住
基
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

　
て
は
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
」

　
と
す
る
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
転
出
地
市
町
村
長
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
十

　
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
転
出
地
市
町
村
長
を
い
う
。
）
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
と
き

　
は
、
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六

　
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項

　
に
規
定
す
る
信
書
便
に
よ
り
送
付
す
る
方
法
に
よ
り
、
新
住
基
令
第
二
十
四
条
の
四
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
事
項
を

　
転
入
地
市
町
村
長
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
二
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
転
入
地
市
町
村
長
を
い
う
。
）
に
通
知

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
七
条
　
当
分
の
間
、
新
住
基
令
第
三
条
、
第
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
の
四
及
ぴ
第
二
十
七
条
の

　
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

　
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第 第号第 第 第

二 三及二 十 三
十 号ぴ十 二 条
七 第三 条
条 二条 第
第 十第 二

一 四二 項
口
弓 条項 第
イ の第 三

四三 口
万

取 そ る又 年

得 の 事は 月
し ヒ

日 実喪 日

た 失
ヒ
日 に

関
す

に取 はそ り若 なびの職又十年
は得 ’の ’し りに被被は二月

’し そ旨 若く ’退保保同号日

そた

ﾌ旨

の
及
旨
び

しは

ｭ喪

又職険険条）（は被者者第附国

旨及
ﾑ
そ
の
者
が
退
職
被
保
険
者

そ
の
者
が
退
職
被
保
険
者
等

は失

ﾞに
E関
墲ｷ
ﾛる
ｯ事
ﾒ実
剿狽

ﾅは
ﾈ退ｭ
職
な
被

退保の等二則民
E険資一項第健
寛ﾒ格とに六康
ﾛ等をい規条保
ｯで取う定第険
ﾒあ得」す一法
凾驍ｵにる項（
ﾅ旨’あそに昭
ﾈ及又つの規和
ｭびはて被定三
ﾈ退喪は扶す十つ職失’養る三

等 で つ保 た被し国者退年
で あ た険 年保た民（職法
あ る 事者 月険年健以被律
る 場 実等 日者月康下保第
場

ム
ロ と ）等日保r険百

A
口

に な と並険退者九

　
（
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
厚
生
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
八
条
　
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
厚
生
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令

　
第
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
第
五
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法

　
律
第
八
十
号
）
」
を
削
り
、
同
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の

　
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
四
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）

　
（
行
政
手
続
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
九
条
　
行
政
手
続
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
四
条
第
一
項
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
十
二
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
一
条
第
一
項
（
同
項

　
　
　
の
療
養
の
給
付
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
十
四
条
第
四
項
、
第
七
十

　
　
　
五
条
第
四
項
、
第
七
十
六
条
第
三
項
及
ぴ
第
七
十
九
条
第
一
項
（
指
定
訪
問
看
護
の
取
扱
い
に
係
る
部
分
に
限

　
　
　
る
。
）
の
命
令
等

　
（
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
七
十
条
　
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

　
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
の
下
に
「
、
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
を
加
え
、

　
同
項
第
三
号
中
「
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
」
の
下
に
「
、
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
」
を
加
え
る
。
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第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
医
療
保
険
者
の
合
併
等
の
場
合
に
お
け
る
納
付
金
の
額
の
算
定
の
特
例
）

第
十
八
条
　
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
ぴ
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年

　
政
令
第
三
百
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
（
同
項
第
二
号
イ
及
び
第
三
号
イ
を
除
く
。
）
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

　
は
、
医
療
保
険
者
が
合
併
、
分
割
又
は
解
散
を
し
た
場
合
に
お
け
る
法
第
百
五
十
四
条
に
規
定
す
る
納
付
金
の
額

　
の
算
定
の
特
例
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の

　
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項

し
た
保
険
者
、

雑
駁
擶
鍵
都
鹸
椴
誘
麟
臓
者
等

医
療
保
険
者
又
は
解
散
を
し
た
医
療
保
険
者
の
権
利
義
務
を
承
継
し
た
医
療
保
険
者
（
以
下
「
成
立
医
療
保
険
者
等

前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
（
以
下
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
」
と
い
う
。
）

同
法
第
百
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「
納
付
金
」
と
い
う
。
）

成
立
保
険
者
等
の

成
立
医
療
保
険
者
等
の

第
二
条
第
一
項
第
一
号

保
険
者

医
療
保
険
者

前
期
高
齢
者
交
付
金
に
係
る
債
権
の
額
又
は
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
に
係
る
債
務

納
付
金
に
係
る
債
務

第
二
条
第
一
項
第
二
号

保
険
者

医
療
保
険
者

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
及
び
ロ

介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
羅
A
螺
譲
計
巌
鴇
紹
楚
誤
お
い
て
準
用
す
る
ロ

第
二
条
第
一
項
第
三
号

保
険
者

医
療
保
険
者

欽
審
舞
饗
露
嘱
額
の
区
分
に
応

算
定
政
令
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
ロ

第
二
条
第
二
項

前
項
た
だ
し
書

算
定
政
令
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
た
だ
し
書

成
立
保
険
者
等

成
立
医
療
保
険
者
等

の
前
期
高
齢
者
交
付
金

の
納
付
金

法
第
三
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書

概
算
前
期
高
齢
者
交
付
金

概
算
納
付
金

確
定
前
期
高
齢
者
交
付
金

確
定
納
付
金

し
た
保
険
者

し
た
医
療
保
険
者

す
る
保
険
者

す
る
医
療
保
険
者

当
該
保
険
者

当
該
医
療
保
険
者

第
二
条
第
三
項

前
項

同
項

同
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
項

成
立
保
険
者
等

成
立
医
療
保
険
者
等

前
期
高
齢
者
交
付
金

納
付
金

第
二
条
第
四
項

成
立
保
険
者
等

成
立
医
療
保
険
者
等

の
前
期
高
齢
者
交
付
金

の
納
付
金

法
第
三
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書

概
算
前
期
高
齢
者
交
付
金

概
算
納
付
金

確
定
前
期
高
齢
者
交
付
金

確
定
納
付
金

し
た
保
険
者

し
た
医
療
保
険
者

当
該
保
険
者

当
該
医
療
保
険
者

す
る
保
険
者

す
る
医
療
保
険
者

　
（
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
十
一
条
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を

　
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
」
の
下
に
「
、
高
齢
者

　
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
を
加
え
、
「
、
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法

　
律
第
八
十
号
）
」
を
削
る
。

　
（
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及
ぴ
平
成
二
十
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及
ぴ
厚
生
年
金
保
険

　
制
度
並
び
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政

　
令
の
一
部
改
正
）

第
七
十
一
一
条
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及
ぴ
平
成
二
十
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及
び
厚
生

　
年
金
保
険
制
度
並
び
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に

　
関
す
る
政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
三
十
一
条
第
二
項
中
第
十
五
号
を
削
り
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一

　
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
二
十
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
四
条
第
五
項

　
（
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
十
三
条
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
条
の
表
中
「
及
び
高
額
療
養
費
」
を
「
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
に
、
「
老
人
保
健
法
」

　
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
医
療
並
び
に
」
を
「
療
養
の
給
付
並
び
に
」
に
、
「
医
療
費
、
老

　
人
訪
問
看
護
療
養
費
」
を
「
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
九
条
第
二
項
中
「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
の
下
に
「
並
び
に
同
法
第
五
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
高
額
医

　
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
を
、
「
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
」
の
下
に
「
並
び
に
同
法
第
六
十
一
条
の
二
に
規
定

　
す
る
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
」
を
加
え
る
。

　
　
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
及
ぴ
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
」
を
「
、
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、

　
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
及
ぴ
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
」
に
改
め
る
。
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（
老
人
保
健
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
七
十
四
条
　
老
人
保
健
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を

　
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
附
則
第
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
平
成
二
十
年
八
月
」
を

　
「
平
成
二
十
年
三
月
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
平
成
二
十
年
七
月
」
を
「
平
成
二
十
年
三
月
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
平
成
二
十
年
八
月
」
を
「
平
成
二
十
年
三
月
」
に
改
め
る
。

　
（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
十
五
条
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

　
す
る
。

　
　
附
則
第
十
五
条
第
一
項
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
六
十
四
条
第

　
二
項
」
を
「
第
百
三
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
老
後
」
を
「
高
齢
期
」
に
改
め
る
。

　
（
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
七
十
六
条
　
次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め

　
る
。

　
一
　
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
第
二
十
一
条
第
十
九
号

　
二
　
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項

　
　
第
二
十
二
号

　
三
　
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
八
十
七
号
）
第
八
条

　
　
第
六
号

　
四
　
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
十
一
号
）

　
　
第
四
十
七
号

　
五
　
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
第
二
百
七
十

　
　
二
号

　
六
　
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣
　
福
田
　
康
夫

　
　
総
務
大
臣

　
　
財
務
大
臣

文
部
科
学
大
臣

厚
生
労
働
大
臣

　
　
防
衛
大
臣

増
田
　
寛
也

額
賀
輻
志
郎

渡
海
紀
三
朗

舛
添
　
要
一

石
破
　
　
茂
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O
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
七
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
及
び
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
律
及
び
関
係
政
令
の
規
定
に

基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
律
を
実
施
す
る
た
め
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
　
　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
高
額
療
養
費
」
の
下
に
「
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
を
加
え
、
「
第
百
九
条
」
を
「
第
百
九
条
の
十

　
一
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
三
十
九
条
　
削
除

　
　
第
四
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
任
意
継
続
被
保
険
者
の
障
害
認
定
の
申
出
）

　
第
四
十
三
条
の
二
　
任
意
継
続
被
保
険
者
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八

　
　
十
号
。
以
下
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
遅

　
　
滞
な
く
、
被
保
険
者
証
の
記
号
及
ぴ
番
号
、
氏
名
並
び
に
生
年
月
日
を
記
載
し
た
申
出
書
を
社
会
保
険
事
務
所
長

　
　
等
又
は
健
康
保
険
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
第
五
十
二
条
第
二
項
第
六
号
を
削
る
。

　
　
第
六
十
二
条
の
三
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
第
一
号
と
し

　
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
一
　
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者

　
　
第
七
十
二
条
中
「
指
定
訪
問
看
護
及
ぴ
指
定
老
人
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
指

　
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
ぴ
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。
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第
八
十
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
若
し
く
は
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
、
入
院
時
食
事
療
養

費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
若
し
く
は
老
人
訪
問
看
護

療
養
費
に
係
る
療
養
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
若
し
く
は
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
、
入
院
時
食
事
療

養
費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
若
し
く
は
老
人
訪
問
看

護
療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
て
い
た
同
法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
医
療
機
関
等
若
し
く
は
同
法

第
四
十
六
条
の
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
の
当
該
指
定
に
係
る
訪
問
看
護
事
業
を
行
う
事

業
所
」
を
削
る
。

　
第
八
十
四
条
第
一
項
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
九
号
と
す
る
。

　
第
八
十
五
条
第
一
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

上
げ
る
。

　
第
九
十
一
条
及
び
第
九
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
十
一
条
及
び
第
九
十
二
条
　
削
除

　
第
九
十
六
条
第
一
項
第
四
号
中
「
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
」
を
「
、
第
三
号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
る
。

　
第
三
章
第
四
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
第
四
節
　
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

　
第
九
十
九
条
第
五
項
第
五
号
を
削
る
。

　
第
百
一
条
中
「
要
し
な
く
な
る
者
」
の
下
に
「
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
一
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
と
し

て
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
減
額
が
あ
れ
ば
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
要
し
な
く
な
る
者
」
を
加

え
る
。

　
第
百
二
条
中
「
第
六
十
二
条
の
三
第
一
号
」
を
「
第
六
十
二
条
の
三
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　
第
百
三
条
中
「
第
六
十
二
条
の
三
第
二
号
」
を
「
第
六
十
二
条
の
三
第
三
号
」
に
改
め
る
。

　
第
百
三
条
の
二
第
三
項
第
六
号
を
削
る
。

　
第
三
章
第
四
節
中
第
百
九
条
の
次
に
次
の
十
条
を
加
え
る
。

　
（
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

第
百
九
条
の
二
　
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

　
は
、
計
算
期
間
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
計
算
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
基
準
日
被
保
険
者
（
同

　
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
被
保
険
者
を
い
う
。
第
百
九
条
の
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
基
準
日
被
扶
養
者
（
同

　
項
第
三
号
に
規
定
す
る
基
準
日
被
扶
養
者
を
い
う
。
第
百
九
条
の
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
該
当
す
る
次
の
表
の
第

　
一
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
期
間
に
こ
れ
ら
の
者
が
受
け
た
療
養
又
は
そ
の
被
扶
養
者

　
等
（
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
被
扶
養
者
等
で
あ
っ

　
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

第
一
欄

第
二
欄

一二

灘　

船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額

三

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額

四

自
衛
官
等
で
あ
っ
た
期
間

五
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
た
期
間

鰐
鵯
墾
犠
塑
騰
聾
塾
整
計
の
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額

六
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
で
あ
っ
た
期
間

七

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額

八
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額

　
（
令
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

第
百
九
条
の
三
　
令
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の

　
各
号
に
掲
げ
る
額
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
　
当
該
各
号
に
掲
げ
る

　
　
額
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
に
係
る
同
項
第
一
号

　
　
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

　
　
イ
　
令
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

　
　
　
七
十
歳
以
上
高
額
療
養
費
按
分
率
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
（
同

　
　
　
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
た
額
）
を
同
条

　
　
　
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額

　
　
ロ
　
令
第
四
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

　
　
　
該
支
給
額

　
　
ハ
　
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る

　
　
　
そ
の
他
の
給
付
と
し
て
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
に
係
る
負
担
を
軽
減
す

　
　
　
る
た
め
の
金
品
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
金
品
に
相
当
す
る
額

　
二
　
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
　
同
号
に
規
定
す
る
療
養
（
七
十
歳
に
達

　
　
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
に
限
る
。
）
に
係
る
額
と
し
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
前

　
　
条
の
表
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
額
を
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
に
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
の
規
定

　
　
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
算
定
し
た
額
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五
の
項

四
の
項

三
の
項

二
の
項

一
の
項

にににし規し額規れるる地

�
ﾒ
響
虜
激
す
」
る
方
よ
た
賣
る
合
合
（
務
る
に
金
公
り
率
の
七
に
算
七
員
額
係
額
務
高
を
額
十
あ
額
十
等
を
る
（
員
類
い
を
歳
つ
（
歳
共
控
負
七
等
療
う
控
以
て
同
に
済
櫻
麟
醗
塁
欝
響
た
軽
に
墾
が
乗
た
部
当
一
る
法
額
減
達
・
支
じ
額
負
該
十
日
麺
芸
裏
繋
再
罐
秦
罐
菟
た
日
五
れ
た
条
等
額
の
す
第
）
め
の
十
る
額
第
世
に
三
る
一
灘
難
わ
翌
す
て
額
す
ら
高
の
以
の
れ
月
る
は
と
る
同
額
規
毯
六
る
以
短
’
し
一
項
療
定
に
第
場
後
期
当
部
の
養
に
受
一
合
に
給
該
同
負
規
費
よ
け
項
に
受
付
支
条
担
定
按
り
た
第
あ
け
と
給
第
金
に
分
高
療
一
　
つ
た
し
額
二
等
よ
率
額
養
号
　
て
療
て
を
項
世
り
（
療
に
イ
　
は
養
同
控
又
帯
支
同
養
係
及
　
’
に
号
除
は
合
給
条
費
る
び
　
当
係
イ
し
第
算
さ
第
が
も
ロ
　
該
る
及
た
三
額
れ
二
支
の
に
翻
甥
罐
讐
罐

しを歳給当し一項療定のロ防

�D募羅
ﾖ1灘ll
@き灘騰

撃
兼
蛯
P
蕪
嘉
難
騨
弩
藩
鶏
藏
蕎
嘉
翻

当るる国定て療走るるる国
ｷ」金家に得養す場」金家
驍ﾉ額公よた賣る合の額公
z係（務り率の七に合（務
�骼ｵ員高を額十あ算七員
T負十共額いを歳つ額十共
恍S歳済療う控以て（歳済
ｵをに組養」除上は同に組
ｽ軽達合費をし一’令達合
z減す法が果た部当第す法
ﾆする第支じ額負該十る麺
拠j藻畿秦震）め属これた条等額璽属第

T難l

合控項合十条る船に除に算歳第日員

｠し規額以一の保つた定か上項属険

ﾄ額すら高のす法はとる同額規る施’し一項療定月行

磨f部の養にの令
Y同負規費よ翌第
x条担定按り月十
拒諡烽ﾉ分高以一
z二等よ率額後条
��世り（療にの
T又帯支同養受二
怩ﾍ合給条費け第し第算さ第がた一

ｽ三額れ二支療項
z項でる項給養第
ﾆの除高にさに一
ｷ規し額規れ係号る定て療定るるイ」に得養す場も及

@よた費る合のぴ
@り率の七ににロ
@高を額十あ限に
@額いを歳つる掲
@療う控以て」げ
@養」除上はのる
@費をし一’合額
@が乗た部当算（
@支じ額負該額七
@給てを担支（十
@さ得同金給同歳
@れた条等額令に
@る額第世に第達
@場を一帯七九す

費条帯四令る養にる掲令
ｪ第合十第七費よ」げ第
x一算四四十捗りのる四
牛�額条十歳分高合額十
ｳにで第一以率額算（四
黷ｨ除一条上（療額七条
驍｢し項第一令養（十第
黷ﾄてに二部第費令歳二
㍼�得お項負四が第に項に用たいの担十支四達に

｠す率て規金四給十すおつるを準定等条さ四るい

ﾄ令い用に世第れ条日て
ﾍ第うすよ帯一る第の準’四」るり合項場一属用

柾¥を令支算に合項すす
Y一乗第給額おににるる
x条じ四さかいあお月令
拒謔ﾄ十れらてついの第
z二得一る令準てて翌四
��た条高第用は準月十
T又額第額四す’用以三
怩ﾍを一療十る当す後条し第控項養四令該るにの

ｽ三除に費条第支令受二
z項し規の第四給第け第
ﾆのた定額一十額四た一
ｷ規領すを項一に十療項
髓閧ﾆる控に条七一養第」にし一除お第十条に一

@よ’部しい二歳第係号
@り令負たて項以一るイ
@高第担額準に上項も及
@額四金を用規高ののび
@療十等令す定額規にロ
@養四世第るす療定限に

八 七 六

の の の

項 項 項

りのげ高 療う除上は（十国 給す項に除に算歳第受第令私
高にる齢 養」し一’同歳民 付るにあし規額以一け一（立
額限額者 費をた部当令に健 が月規つた定か上項た項以学
療りのの
{’合医
�鮪Z療が該額の

x療（確
距{七保

が乗額負該第達康
xじを担支二す保
汲ﾄ回金給十る険
ｳ得条等額九日法
黷ｽ第世に条の施
驫z＿帯七の属行

行の定て額すら高の療第下校
嵭bｷはとる同額規養一こ教
鼬獅驕fし一項療定に号の織
驤ﾈ短当’部の養に係イ号員
鼬繩匇Y同負規費よる及に共
№ﾉ給支条担定按りもびお済

さに十に
黷ﾂ歳関
驍｢にす
黷ﾄ達る
∮ｯす法
ﾉ令る律
｠第日施

髪を項合＋二す令・控に算歳第る髪に除規額以一月一あし定か上項の＋つたすら局の翌九て額る同額規月条はと＿項療定以の

に受付給第金に分高のロい法
｠けと額二等よ率額ににて施つたしを項世り（療限掲r行

ﾄ療て控又帯支同養るげ準令
ﾍ養同除は合給条費」る用第’に号し第算さ第がの金国六

膜Wイた三頼れ二支合額共条
つ十の行
ﾄ四属令
ﾍ条す第’第る十

毎鼬侍Z
Y項の条
x’翌の
拒謖雌�
z二以第を項後一

T及に項
怩ﾑ受第し第け一

ｽ五た号

麟
難
額
二
等
り
（
療
療
項
を
項
世
支
同
養
養
第
控
又
災
給
条
費
に
一
除
は
・
さ
第
が
係
号
し
第
算
れ
二
支
る
イ
た
三
額
る
項
給
も
及
額
項
で
高
に
さ
の
び
と
の
除
額
規
れ
に
ロ
す
規
し
療
定
る
限
に

該る及額項でる項給算（済に
汲烽ﾑとの除高にさ額七法お
tのロし規し額規れ（十施い
ﾉにに’定て療定る準歳行て
褐ﾀ掲私に得養す場用に令準
魔驍ｰ立よた費る合国達一用
ｷ」る学り率の七に共すとす
驍ﾉ金校高を額十あ済るいる
z係額教額いを歳つ法曰う国
�驕i職療う控以て施の」家
T負七員養」除上は行属第公
恍S十共費をし一’令す十務
ｵを歳済が乗た部当第る一員
ｽ軽に法支じ額負該十月条共

額項療イ
ﾆの養及

る定て養す場る掲」に得費る合」げ 額減達第給てを担支一のの済
ﾆすす二さ得同金給条翌三組

す規にぴ よたの七にのる するる十れた条等額の月の合
る定係ロ り率額十あ合額 るた日条る額第世に三以六法
」にるに 高をを歳つ算（ 」めの第場を一帯七の後の施

よも掲 額い控以て額七 の属三合控項合十四に二行

　
三
　
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
　
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌

　
　
月
以
後
に
受
け
た
同
号
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
額

　
四
　
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
　
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌

　
　
月
以
後
に
受
け
た
同
号
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
額

　
（
令
第
四
十
三
条
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額

　
に
相
当
す
る
額
）

第
百
九
条
の
四
　
令
第
四
十
三
条
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
同
条
第
一
項

　
各
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
は
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が
基
準
日
に
お
い
て
該
当
す
る
次
の
表
の
第
一
欄

　
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

四 三 二 一

自
衛
官
等

被そ員定国
}の（に家
{被自基公
ﾒ扶衛づ務
�{官く員
ﾜ者等共共む（を済済」自除組紐

qく合合
ｯ」の法
剿泊gの

@のは合規

の船
妤�
養険者

ﾌ被ﾛ
　
険
者
又
　
は
　
そ
�

日扶

ﾙ舗ﾒ
例
被
保
　
険
者
　
又
　
は
　
そ
　
の
�

一
欄
ﾐ

防第q
一
省
項
の
各
職
号
員
に
の
掲
給
げ
与
る
等
額
に
　
関
す
　
る
法
律
施
　
行
　
令
第
　
十
七
　
条
　
の
　
六
　
の
�

各国号

ﾆ（
�@

ｯ務条
�諡
､三済項

g　
ﾉ合お

@い施　

ﾄ行準
ﾟ用
謔ｷ
¥　

驤齒齒
合の
@を

O含の
@む

Z」の
@に

�f第
@げ

黶@る
��*�

い員て保

�険
p法
ｷ施
骰s
齬ﾟ
≡謔十
含
一
む
条
」
の
に
二
掲
第
げ
一
る
項
額
各
号
（
　
同
条
第
三
項
　
に
�
�
�
�
�

A＿　　「口条項第

ﾌ各四二号十第（四

O令条項第第

ﾉ四二お十項

｢四にて条お

�第い
p二て
ｷ項準
驍ﾉ用
黷ｨす
№｢る
�ﾄ令
ﾜ準第
ﾞ用四
vす十
ﾉる三掲令条

ｰ第の
骼l二
z十第
��i?�
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七 六 五

除掲二（国 扶滴定私 合規地
くげ十国民」る九民健

@場条健康食の康保
剿
¥
　
当
四
法
の
　
す
第
施
被
　
る
一
行
保
　
者
項
令
険

養制に立
ﾒ度よ学
@のる校
@加私教
@入立職
@者学員
@又校共
@は教済
@そ職法
@の員の

員定方

狽ﾉ公
ﾍ基務
ｻづ員
ﾌく等
寀､共
}済済
{組紐
ﾒ合合
@の法

をに第者 被共規 組の

条国 お家（公私 額各地
第民 い公私務立 号方
三健 て務立員学 （公
項康 準員学共校 同務
に保 用共校済教 条員
お険 す済教組職 第等
い法 る組職合員

＝士L一／、

て施 場合員法共 項済
準行 合法共施済 に組
用令 を施済行法 お合
す第 含行法令施 い法
る二 む令施第行 て施
場十 」第行十令 準行
合九
�

に＋令一塵掲一第条ハ 用令

ｷ第
含の げ条六の条 る二
む四 るの条三に 場十
」の 額三にのお A＝＝ロー

に二 のお六い を条
掲第 六いのて 含の
げ一 のて二準 む三
る項 二準第用 」の
額各 第用一す に六

口
写 三す項る 掲第

（
項る各国 げ一

同 に国号家 る項

　
（
令
第
四
十
三
条
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

第
百
九
条
の
五
　
令
第
四
十
三
条
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の

　
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
前
条
の
表
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
額
を
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み

　
替
え
て
適
用
す
る
同
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

七 六 五 四三 二 一
の の の のの の の
項 項 項 項項 項 項

及
び

ろ国 た行私 と地 と国 定船 で令
に民 金令立 こ方 こ家 し員 定第
よ健 額第学 ろ公 ろ公 た保 め四
り康 十校 に務 に務 額険 る十
算保 一教 よ員 よ員 法 と四
定険 条職 り等 り共 施 こ条
し法 の員 算共 算済 行 ろ第
た施

＝r土L一ノ、

定済 定組 A
－

に二
額行 の済 し組 し合 第 よ項

A
－

六法 た合 た法 十 りに
第 の施 金法 金施 一 算お
二 二行 櫛 額行 条 定い
十 第令 行 A

コ
の して

九 二第 A
－

第 二 た準
条 項六 第 十 第 額用
の の条 二 一 二 す
四 文に 十 条 項 る

の 部お 三 の の A
η

二 科い 条 三 厚 第
第 学て の の 生 四

二 省準 三 六 労 十
項 令用 の の 働 三
の です 六 二 省 条
厚 定る 第 第 A

－
の

生 め国 二 二 で 二
労 る家 項 項 定 第
働 と公 の の め 二
省 こ務 総 財 る 項
A
η

ろ員 務 務 と の
で に共 省 省 こ 厚
定 よ済 A

－
A
η

ろ 生
め り組 で で に 労
る
と

算合

阮@
定
め

定
め

よ
り 暑

こ し施 る る 算 A
－

　
（
令
第
四
十
三
条
の
二
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額

　
に
相
当
す
る
額
）

第
百
九
条
の
六
　
令
第
四
十
三
条
の
二
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
同
条
第
一
項

　
各
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
各

　
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

　
（
令
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）

第
百
九
条
の
七
　
令
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
は
、
基
準
日
の
属
す
る
月
の

　
初
日
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
日
と
す
る
。

　
（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
関
す
る
読
替
え
）

第
百
九
条
の
八
　
令
第
四
十
三
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
表
の
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
準
用

　
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

　
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

六関高 一第国 及条済準施私 項三法地 十に防 項六施国 二一船 第十お令
条す齢 項二民 びの組用行立 の施方 七関衛 の行家 項条員 二三い第
のる者 及十健 第三合す令学 七行公 条す省 三令公 の保 項条て四
三法の び九康 二の法る第校 第令務 のるの 第第務 三険 の準十

第律医 第条保 項六施国六教 一第員 六法職 一十員 第法 三用四
一施療 三の険 の行家条磯 項二等 の律員 項一共 一施 第す条
項行の 項四法 三令公に員 及十共 五施の 及条済 項行 一る第

令確 の施 第第務お共 び三済 第行給 ぴの組 及令 項令二
第保 三行 一十員い済 第条組 一令与 第三合 び第 及第項
十に 第令 項一共て法 二の合 項第等 二の法 第十 び四に

げ次 被 びの国 の国 げ次 げ次 げ次 げ次 げ次 次 げ次

るの 保 世民 世民 るの るの るの るの るの 条 るの
者各　口　方 険

者
帯健
蜊N

帯健
蜊N

者各　口　写

者
各
　
口
　
弓

者各　口　写

者
各
　
口
　
万

者各　口　写 第
一

者各　口　写

に が 等保 等保 に に に に に 項 に

掲 及険 と険 掲 掲 掲 掲 掲 掲

号者健 者健 す者健 者健 掲該て者健 掲該て者健 号者健 掲該て者健 掲被つ者健 第 当者にこ項日第
にで康 で康 るで康 で康 げ加はで康 げ組はで康 にで康 げ組はで康 げ保てで康 四 該の掲の第に四
掲あ保 あ保 世あ保 あ保 る入次あ保 る合次あ保 掲あ保 る合次あ保 る険はあ保 十 日被げ項五お十
げつ険 つ険 帯つ険 つ険 当者のつ険 当員のつ険 げつ険 当員のつ険 当者次つ険 四 雇扶るに号い三
るて法 て法 のて法 て法 該の各て法 該の各て法 るて法 該の各て法 該ののて法 条 特養当おにて条
者’施 ’施 国’施 ’施 加被号’施 組被号’施 者’施 組被号’施 被被各’施 第 例者該い規日の

基行 基行 民基行 基行 入扶に基行 合扶に基行 基行 合扶に基行 保扶号基行 四 被で者て定雇二
準令 準令 健準令 準令 者養掲準令 員養掲準令 準令 員養掲準令 険養に準令 項 保あの同す特第
日第 日第 康日第 日第 者げ日第 者げ日第 日第 者げ日第 者者掲日第 険る’じる例五

に四 に四 保に四 に四 でるに四 でるに四 に四 でるに四 でげに四 者者基」日被項
お十 お十 険お十 お十 あ当お十 あ当お十 お十 あ当お十 あるお十 に準で雇保に

い三 い三 のい三 い三 る該い三 る該い三 い三 る該い三 る当い三 あ日あ特険規
て条 て条 世て条 て条 者者て条 者者て条 て条 者者て条 者該て条 つにる例者定
被の 被の 帯被の 被の にの加の にの組の 自の にの組の に者被の てお者被（す

に に 主保二 に あ’入二 あ’合二 衛二 あ’合二 あの保二 はいに保第る
険第 険第 等険第 険第 っ基者第 つ基員第 官第 つ基員第 つ’ｯ第 次てあ険四者
者五 者五 及者五 者五 て準で五 て準で五 等五 て準で五 て基者五 の日つ者十で
で項 で項 びで項 で項 は日あ項 は日あ項 で項 は日あ項 は準で項 各雇てを三あ
あに あに あに あに 次にるに 次にるに あに 次にるに 次日あに 号特はい条つ
る規 る規 る規 る規 のお者規 のお者規 る規 のお者規 のにる規 に例次うのて
次定 者定 者定 者定 各いに定 各いに定 次定 各いに定 各お者定 掲被の。二’
のす がす がす とす 号てあす 号てあす のす 号てあす 号いにす げ保各以第基
各る る 属る る に当つる に当つる 各る に当つる にてある る険号下一準

　
（
令
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
及
び
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）

第
百
九
条
の
九
　
令
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
保
険
者
の
被
保
険
者
で

　
あ
っ
た
者
が
、
計
算
期
間
に
お
い
て
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
又
は
高
齢
者
医
療

　
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
医
療
保
険
の
加
入
者
」
と
い
う
。
）
の
資
格
を
喪
失

　
し
、
か
つ
、
当
該
医
療
保
険
の
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
以
後
の
計
算
期
間
に
お
い
て
医
療
保
険
の
加
入
者

　
と
な
ら
な
い
場
合
と
し
、
令
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
は
、
当
該
日
の
前
日
と
す

　
る
。
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（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
の
申
請
等
）

第
百
九
条
の
十
　
法
第
百
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
基
準
日

　
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
社
会

　
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
被
保
険
者
証
の
記
号
及
び
番
号

　
二
　
計
算
期
間
の
始
期
及
び
終
期

　
三
　
申
請
者
及
ぴ
基
準
日
被
扶
養
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

　
四
　
申
請
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
保
険
者
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
、
高
額
介
護
合
算
療
養
費
に
係
る

　
　
療
養
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
そ
の
年
月

　
五
　
申
請
者
及
び
基
準
日
被
扶
養
者
が
、
計
算
期
間
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
者
（
高
齢

　
　
者
医
療
確
保
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
者
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
後
期

　
　
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
を
い
う
。
次
条
第
一
項
及
ぴ
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
介
護
保
険
者
（
介
護
保

　
　
険
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
を
行
う
市
町
村
及
ぴ
特
別
区
を
い
う
。
）
の
名
称
及
び
そ
の
加
入
期
間

2
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
関
す
る
証
明
書

　
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
関
す
る
証
明
書
に
つ
い
て
、
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
が
不
要

　
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
証
明
書
を
除
く
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
記
載
す

　
べ
き
額
が
零
で
あ
る
証
明
書
は
、
前
項
の
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
て
、
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
申
請
者
が
、
令
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
第
三
号
又
は
第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

　
す
る
と
き
は
、
当
該
申
請
者
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
は
、
次
に
掲
げ

　
る
事
項
を
、
第
二
項
の
証
明
書
を
交
付
し
た
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
当
該
申
請
者
に
適
用
さ
れ
る
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
ぴ
介
護
合

　
　
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額

　
二
　
当
該
申
請
者
に
適
用
さ
れ
る
令
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額

　
　
及
び
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額

　
三
　
そ
の
他
高
額
介
護
合
算
療
養
費
等
（
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
各
法
若
し

　
　
く
は
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
医
療

　
　
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
第
四
項
に

　
　
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
給
に
必
要
な
事
項

5
　
精
算
対
象
者
（
計
算
期
間
の
中
途
で
死
亡
し
た
被
扶
養
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

　
お
い
て
同
じ
。
）
が
死
亡
し
た
日
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
日
に
お
い
て
、
当
該
精
算
対
象
者
を
扶
養
す
る
被
保
険
者

　
は
、
当
該
精
算
対
象
者
に
係
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
等
の
額
の
算
定
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

　
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
請
を
行
う
者
を
第
一
項
の
申
請
者
と
み
な
し
て
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を

　
適
用
す
る
。

6
　
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
項
中
「
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
通
知

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
精
算
対
象
者
（
計
算
期
間
の
中
途
で
死
亡
し
た
被
扶
養
者
そ
の
他
こ
れ
に
準

　
ず
る
者
を
い
う
。
）
に
対
す
る
証
明
書
を
交
付
し
た
者
以
外
の
も
の
に
対
す
る
通
知
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

　
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
　
（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
及
び
証
明
書
の
交
付
の
申
請
等
）

第
百
九
条
の
十
一
　
法
第
百
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

　
　
（
令
第
四
十
三
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
い
う
。
以

　
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
社
会
保
険
事
務
所
長

　
等
又
は
健
康
保
険
組
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
第
四
号
に
掲
げ
る
額
が
零
で
あ
る
場
合

　
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
　
被
保
険
者
証
の
記
号
及
び
番
号

　
　
　
計
算
期
間
の
始
期
及
び
終
期

　
　
　
基
準
日
に
加
入
す
る
医
療
保
険
者
の
名
称

　
　
　
申
請
者
及
び
計
算
期
間
に
お
い
て
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

　
　
　
申
請
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
保
険
者
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
、
高
額
介
護
合
算
療
養
費
に
係
る

　
　
療
養
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
そ
の
年
月

　
　
該
申
請
者
が
受
け
た
療
養
若
し
く
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療

　
　
養
に
係
る
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額

3
　
前
項
の
証
明
書
を
交
付
し
た
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
は
、
当
該
証
明
書
に
係
る
基
準
日
の

　
一

　
二

　
三

　
四

　
五

2
　
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
次

　
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
証
明
書
を
申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
に
規
定

す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
被
保
険
者
証
の
記
号
及
び
番
号

　
二
　
申
請
者
が
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
保
険
者
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間

　
三
　
申
請
者
の
氏
名
及
ぴ
生
年
月
日

　
四
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間
に
、
当

　
五
　
証
明
書
を
交
付
す
る
者
の
名
称
及
び
所
在
地

　
六
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

翌
日
か
ら
二
年
以
内
に
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
医
療
保
険
者
か
ら
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
必
要
な
事

項
の
通
知
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
等
に
対
し
て
当
該
申
請
に
関
す
る
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、

当
該
証
明
書
に
係
る
同
項
の
申
請
書
は
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
社
会
保
険
事
務
所
長
等
又
は
健
康
保
険
組
合
は
、
精
算
対
象
者
（
計
算
期
間
の
中
途
で
死
亡
し
た
者
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
等
の
額
の
算
定
に
必
要

　
な
第
二
項
の
証
明
書
の
交
付
申
請
を
、
当
該
保
険
者
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
当
該
精
算
対
象
者
を
除
く
。
）
か

　
ら
受
け
た
と
き
は
、
当
該
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
八
条
第
一
項
中
「
第
百
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　
第
百
三
十
四
条
第
一
項
中
「
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
削
り
、
「
、
第
七
十
一
条
、
」
を
「
か
ら
」

に
改
め
、
同
項
の
表
中
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
項
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
百
九
条
の
十
及
ぴ
第
百
九
条
の
十
一

法
第
百
十
五
条
の
二

法
第
百
四
十
七
条
の
二

　
第
百
三
十
四
条
第
四
項
中
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
に
改
め
る
。

　
第
百
三
十
六
条
中
「
納
付
す
べ
き
金
額
」
の
下
に
「
（
一
般
保
険
料
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
訳
と
し
て
、
基
本
保

険
料
額
（
各
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
に
そ
れ
ぞ
れ
法
第
百
六
十
条
第
十
二
項
の
基
本
保
険
料

率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
）
及
び
特
定
保
険
料
額
（
各
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
に
そ
れ
ぞ

れ
同
条
第
十
一
項
の
特
定
保
険
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
）
）
」
を
加
え
る
。

　
第
百
五
十
条
中
「
老
人
保
健
拠
出
金
及
び
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
並
び
に
」

に
改
め
、
「
予
定
額
」
の
下
に
「
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額
）
」
を
加
え
る
。

　
第
百
六
十
八
条
第
一
項
第
四
号
中
「
国
民
健
康
保
険
法
」
を
「
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
（
以
下
「
旧
国
民
健
康
保
険
法
」

と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
国
民
健
康
保
険
法
」
を
「
旧
国
民
健
康
保
険
法
」
に
改
め
る
。

　
第
百
六
十
九
条
中
「
国
民
健
康
保
険
法
」
を
「
旧
国
民
健
康
保
険
法
」
に
、
「
届
出
」
を
「
届
け
出
」
に
改
め
る
。

　
第
百
七
十
条
の
二
中
「
千
分
の
九
十
」
を
「
千
分
の
九
十
五
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
八
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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輝
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駅
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巾
（

獣
11十

一
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媚
（

趣
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）

（
表

面
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考備
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用分

1一
出　鱈　鯖値．掴、嘗
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一
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用脚　烈猷，榊、虞
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）者区養．扶収

1一

…隠層旗　為　嘱

｝＝＝
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轡
宿
駅
く
ゆ
（
椰
1
国
）
仔
「
前
日
」
e懸

想
r
、
75
歳
到

達
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取

得
し
た
こ
と
に
伴
い
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失

し
た
と
き
は
、
誕
生
日
の
当
日
」
如
異
’
ぺ
匝
轡
嘱
e

選
恥
想
馬
e
↓
ひ
い
想
愚
民
ゆ
。

　
3
：
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
所
要
の
変
更
又
は
調
整
を
加

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
轡
宿
駅
十
・
ゆ

8
（

繍
Hヨ

）
軽

め
轡

帽
駅

十
ゆ

§
（

嶺
1
目

）
仔

r、
老

人
保

健
の

医
療

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

よ

う
に
な
っ
た
と
き

」
和

姦
＠

。

　
輝
宿
駅
十
11

ゆ
（
獅
旧
）
仔
r
1
割
」
押
r2

割
（
た
だ
し
、

平
成

21
年

3
月

3
1
日

ま
で

は
1割

）
」

埋
’

r3歳
の

誕
生
日
の
属
す
る
月
（
誕
生
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
場
合
は
そ
の
前
月
）
以
前
」
掴
「
義
務
教
育
就
学
前
（
6歳

の

誕
生
日
の
前
日
以

後
の

最
初

の
3月

31日
ま

で
）

」
足

湯
碧
ノ

r国
民

健
康

保
険

の
被

保
険

者
」

e螺
想

「
、

後
期

高
齢

者
医
療
の
被
保
険
者
等
と
な
っ
た
と
き
」
栂
呂
’
t
ぐ
r、

老
人

保
健

法
に

よ
る

医
療

等
が

受
け

ら
れ

る
と

き
」

鯉
姦

ゆ
。

　
轡
帽
獣
十
川
ゆ

（
欄

1
国

）
想

顛
怖

晋
任

国
和

姦
。

’
→

（
如
閑
勾
⇒
’
ギ
細
→
（
幻
恒
ゆ
。

　
雛
宿
駅
十
川
ゆ

e
U（

欄
1
国

）
畑

瀬
蹄

晋
怒

㌃
b攣

宿
駅

十
9
1ゆ

（
剛

1
国

）
畑

瀬
怖

腎
丑

「
在

宅
時

医
学

総
合

管
理

」

e愚
息
「
、
特
定

施
設

入
居

時
等

医
学

総
合

管
理

」
廻

轟
’
虻
㎡
脚
藏
Ω
’
d如

㎡
割
⊃
’
ド
如
6勾

恒
ゆ
。

　
継
帽
駅
十
→
（

ゆ
玉

任
r1割

」
細

r2割
（

た
だ

し
、

平
成
21年

3月
31日

ま
で
は
1割

）
」
思
’
r3歳

の
誕
生
日

の
属
す
る
月

（
誕

生
日

が
月

の
初

日
で

あ
る

場
合

は
そ

の
前
月
）
以
前
」
細
r義

務
教
育
就
学
前
（
6歳

の
誕
生
日

の
前
日
以
後
の
最

初
の

3月
31日

ま
で

）
」

起
督

づ
創

r※
　

老
人

保
健

の
医

療
を

受
け

た
と

き
の

負
担

額
は

、
健

康
手

帳
の
医
療
受

給
者

証
に

示
す

割
合

に
相

当
す

る
額

と
な

り
ま
す
。
」
脚
竈
O’

⑩
脚
姦
O！

ト
如
O割

bゆ
。

　
懸
宿
駅
十
ギ
ゆ
亘
仔
「
3
歳
の
誕
生
日
の
属
す
る
月
（
誕

生
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
場
合
は
そ
の
前
月
）
以
前
」

脚
「
義
務
教

育
就
学
前
（
6
歳
の
誕
生
日
の
前
日
以
後
の
最
初
の
3月

3
1日

ま
で
）
」
埋
’
「
1割

」
細
「
2割

（
た
だ

し
、
平
成
21年

3月
31日

ま
で

は
1割

）
」

製
督

愈
’

r※
　
老

人
保

健
の

医
療

を
受

け
た

と
き

の
負

担
額

は
、

健
康

手

帳
の
医
療
受
給

者
証

に
示

す
割

合
に

相
当

す
る

額
と

な
り
ま
す
。
」
脚
姦
9’

6脚
遍
Oノ

ド
鯉
6勾

赫
ゆ
。

　
轡
嘱
駅
十
｛
ミ

ゆ
8
怒

為
轡

帽
駅

十
“

ミ
中

§
仔

「
事

業
所

　
氏

　
　

名
」

掴
r事

業
主

の
氏

　
　

名
」

建
替

奮
ゆ

。

　
轡

嘱
甑

U十
1ゆ

（
榔

魑
）
細
意
e舶

ゆ
思
督
奮
ゆ
。

響
宿

塒
口

十
1日

に
（

駅
佃

閑
→
一
ギ
蝋
認
墜
）

（掴榔）

　（章認蝋ギ十日獣鴬）

浦細軽軽転遷型

帥

岬
　

　
岬

響強国響佃
　

　
出

（釧田町世）
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（表 面）

第二百十五条　医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った1
　者又はこれを使用する者が、第六十条第一項（第百四十九条i

　において準用する場合を含む。）の規定により、報告若しくは，

　診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理i

　由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員のi

　質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽1

　の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

健康保険検査証
（法第六十条関係）

写

真

官職又は職名

氏 名

（　年　　月 日生）

　
様
式
第
二
十
一
号
（
裏
面
）
中
「
弱
毒
×
や
艸
馬
歯
　
界
　
菌
」
を
削
る
。

　
様
式
第
二
十
二
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
二
号
（
第
百
五
十
七
条
関
係
）

（表 面）

　四　保険医療機関又は保険薬局が、第七十八条第一項（第八

　　十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、

　　第百十条第七項及ぴ第百四十九条において準用する場合を

　　含む。次号において同じ。）の規定により報告若しくは診療

　　録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれ

　　に従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

　五　保険医療機関又は保険薬局の開設者又は従業者が、第七

　　十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜ

　　ず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚

　　偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、

　　若しくは忌避したとき（当該保険医療機関又は保険薬局の

　　従業者がその行為をした場合において、その行為を防止す

　　るため、当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び

　　監督を尽くしたときを除く。）。

　六～九　（省略）

　（保険医又は保険薬剤師の登録の取消し）

第八十一条　厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する

　場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第六十四

　条の登録を取り消すことができる。

　一　（省略）

　二　保険医又は保険薬剤師が、第七十八条第一項（第八十五

　　条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第

　　百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含

　　む。以下この号において同じ。）の規定により出頭を求めら

　　れてこれに応ぜず、第七十八条第一項の規定による質問に

　　対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規

　　定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

　三～六　（省略）

健　康　保　険　検　査　証

（法第七十八条関係）

写

真

官職又は職名

氏 名

（　年　　月　　日生）

　
様
式
第
二
十
二
号
（
裏
面
）
中
「
爵
懸
×
箕
墨
菌
　
昂
　
菌
」
を
削
る
。

　
様
式
第
二
十
三
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
一
一
一
号
（
第
百
五
十
七
条
関
係
）
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（表 面）

五　指定訪問看護事業者又は当該指定に係る訪問看護事業所

　の看護師その他の従業者が、前条第一項の規定により出頭

　を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対し

　て答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定に

　よる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき（当該指定

　に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者がその行為

　をした場合において、その行為を防止するため、当該指定

　訪問看護事業者が相当の注意及ぴ監督を尽くしたときを除
　く。）。

六～十　　（省略）

健　康　保　険　検　査　証

（法第九十四条関係）

写

真

官職又は職名

氏 名

（　年　　月　　日生）

　
様
式
第
二
十
三
号
（
裏
面
）
中
「
瞬
爺
×
“
艸
爺
菌
　
昂
　
菌
」
を
削
る
。

　
様
式
第
二
十
四
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
四
号
（
第
百
五
十
七
条
関
係
）

（表 面）

健　康　保　険　検　査　証

（法第百九十八条関係）

写

真

官職又は職名

氏 名

（　年　　月　　日生）

　
様
式
第
二
十
四
号
（
裏
面
）
中
「
叫
鰯
×
箕
麹
菌
　
即
　
菌
」
を
削
る
。

　
様
式
第
二
十
五
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
五
号
（
第
百
五
十
七
条
関
係
）
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様
式
第
二
十
五
号
（
裏
面
）
中
「
面
播
×
“
艸
爺
菌
　
界
　
菌
」
を
削
る
。

　
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部

　
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
高
額
療
養
費
」
の
下
に
「
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
を
加
え
、
「
第
七
十
一
条
」
を
「
第
七
十
一
条

　
の
十
」
に
改
め
る
。

　
　
第
六
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
一
の
二
　
第
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
書
の
提
出
の
受
付

　
　
第
七
条
第
十
九
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　
　
十
九
の
二
　
第
七
十
一
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
の
受
付

　
　
十
九
の
三
　
第
七
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
の
受
付

　
　
十
九
の
四
　
第
七
十
一
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
引
渡
し

　
　
第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
原
爆
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
等
に
関
す
る
届
出
）

　
第
十
七
条
の
二
　
被
保
険
者
は
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）

　
　
に
よ
る
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
そ
の
他
第
十
三
条
各
号
に
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

　
　
て
「
原
爆
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
後
期
高
齢
者
医

　
　
療
広
域
連
合
か
ら
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
の
提
出
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
、

　
　
当
該
届
書
を
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
一
　
被
保
険
者
証
の
番
号

　
　
二
　
氏
名

　
　
三
　
当
該
被
保
険
者
が
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
原
爆
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
等
の
名
称

　
2
　
被
保
険
者
は
、
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
原
爆
一
般
疾
病
医
療
費
の
支

　
　
給
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、

　
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
3
　
前
二
項
の
届
書
に
は
、
当
該
被
保
険
者
が
原
爆
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ

　
　
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
第
十
六
条
」
の
下
に
「
、
第
十
七
条
の
二
」
を
加
え
る
。

　
　
第
二
十
八
条
中
「
第
十
二
条
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
十
七
条
の
二
」
を
加
え
る
。

　
　
第
四
十
条
第
三
号
中
「
第
六
十
二
条
の
三
第
三
号
」
を
「
第
六
十
二
条
の
三
第
四
号
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
二
条
中
「
指
定
訪
問
看
護
及
ぴ
指
定
老
人
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
ぴ
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
指

　
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
五
条
第
二
項
中
「
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」

　
を
「
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
六
条
第
二
項
中
「
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
を
「
訪
問
看

　
護
療
養
費
及
ぴ
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
七
条
第
二
項
中
「
指
定
訪
問
看
護
及
び
指
定
老
人
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」

　
を
「
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
章
第
三
節
第
三
款
の
款
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
第
三
款
　
高
額
療
養
費
及
ぴ
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

　
　
第
二
章
第
三
節
第
三
款
中
第
七
十
一
条
の
次
に
次
の
九
条
を
加
え
る
。

　
　
　
（
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

　
第
七
十
一
条
の
二
　
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

　
　
は
、
計
算
期
間
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
計
算
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
基
準
日
世
帯
被
保
険

　
　
者
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
世
帯
被
保
険
者
を
い
う
。
第
七
十
一
条
の
九
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
該
当
す

　
　
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
期
間
に
当
該
基
準
日
世
帯
被
保
険
者
が
受

　
　
け
た
療
養
又
は
そ
の
被
扶
養
者
等
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

　
　
じ
。
）
が
そ
の
被
扶
養
者
等
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
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（
令
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）

第
七
十
一
条
の
三
　
令
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
は
、
基
準
日
の
属
す
る
月
の
初
日
そ

　
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
日
と
す
る
。

　
（
令
第
十
六
条
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
に

　
相
当
す
る
額
）

第
七
十
一
条
の
四
　
令
第
十
六
条
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
同
条
第
一
項

　
各
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
は
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が
基
準
日
に
お
い
て
該
当
す
る
次
の
表
の
第
一
欄

　
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
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ﾉ条四　に
ｨの条　お
｢二第　い
ﾄ第二　て
�一項　準
p項に�,@

準三

p条
ｷの
體�
第ムQ
口
凉
=

す

合条 学令お�*(蓿 額行 いの を各 用す お�/�ﾘ�
をの 校第い�,H�� Aコ

て
三 含号 する い亊ﾈｦP

� � 四 三ﾐ の

� � の のﾐ 項

� � 項 項ﾐ �

た行 �,i&�と国 定船

金令 �+�_ｰこ家 し員
額第 �.ｸﾏ` ろ公 た保
十校 に務 に務 額険
一教 よ員 よ員 法ﾐ 定
条職 り等 り共 施ﾐ し
の員 算共 算済 行ﾐ た

行�
＝v

一ノ、の済�

闕ﾏ
組�.��p 合���ﾀ

六
法 た合 た法 十ﾐ 第
施 金法 金施 一ﾐ 二
行 額施 額行 条ﾐ 十
令 行� － の

ﾐ
九

第 A－ 第
� ﾐ 条

六 第� � ﾐ の

条 二� � ﾐ 四
に 十� � ﾐ の

お 三� � ﾐ 一
��

｢
て�
�ﾌ

三
の 星

ﾐ
二

準 三� � ﾐ 項
用 の� � ﾐ の

す 六� � ﾐ 星

る 国�
謫

第
二 A

ー
家 項� � ﾐ 働
公 の� � ﾐ 省
務 総� � ﾐ A
ろ
員 務� � ﾐ で

共 省� � ﾐ 定

済 A－ A
－

ろ
ﾐ

め

組 で� � ﾐ る

合 定� � ﾐ と

法 め� � ﾐ こ

施 る� � ﾐ ﾐ

俘�� 国�?�滋 剄� 十健��h�
�,ﾈﾗ0 俘��� 凾ﾌ 康�?�蓿
倅�� �,ﾉ]ｰ 倅� 保俘���
��i�` 倅�� ��` 険�,ﾈﾊ�
�ｨ� ��id� �｠ 法倅��
俘�滋 �ｨ邁 俘� 施��h邁
亶��� 俘�ﾗ0 亶� 行�ｨﾗ0
�-(,ﾀ 亶凩� �-� 令俘�}�
��h蓿 �-��` ��` 第亶��`
�?�,ﾀ ��h� �?� 四�-�貘

げ次 げ次 次� 次 げ次

るの るの 条� の るの
口　弓倆(ｦP 口　写倆(ｦP

口
　
巧
�
�
h
滋

者
各

口
　
万
倆
(
ｦ
P

� � � � ﾐ 掲

� � 掲 ﾐ 衛

�,�,ﾀ 二高�*�,ﾀ 二高��i あ 同す雇二高�*�,ﾀ
等四者
�*��`

第齢つ基で四者�,(�` 第齢ﾄ基者
l者俶ﾈ�

険
る

じる特第齢者者基
v日例四者�,(�`

第齢

あに医
驪K療
汳閧ﾌ
ﾌす確
eる保
�ﾒに
ﾉで関
fあす
ｰつる
驍ﾄ法
ﾒ’律
@基施
@準行
@日令
@に第
�,H��

項のは日る
ﾉ医次に者
K療のおに定の各いあ

ｷ確号てつ
髞嘯ﾉ当て者に掲該はで関客籔麗

毎
�
ﾌ
て
法
該
の
各
律
組
被
百
基
施
合
扶
に
準
行
員
養
掲
日
令
　
者
げ
に
第
�
,
ﾘ
�
�

項の次日あ
ﾉ医のにる規療各お者

閧ﾌ号いに
ｷ確にてあ
髟ﾛ掲被つ
ﾒにげ保て
ﾅ関る険は
｠す当者次
ﾂる該のの
ﾄ法被被各
f律保扶号
諶{険養に
�行者者掲
坥ﾟ　でげ
ﾉ第俶ﾈ��

四
項
�
,
傀
�

雇被項のあ日あ
ﾁ保に医つにる例険規療てお者

寛ﾒ定のはいに
ﾛ（す確次てあ
ｯ第る保の日つ
ﾒ四者に各雇て
�¥で関号特は
｢三あすに例次
､のつる掲被の
B二て法げ保各
ﾈ第’律る険号
ｺ一基施当者に
ｱ項準行該の掲
ﾌ第日令日被げ
�五に第�,ﾘ��

項の次日あ
ﾉ医のにる
K療各お者
閧ﾌ号いに
ｷ確にてあ
髟ﾛ掲被つ
ﾒにげ保て
ﾅ関る険は
｠す当者次
ﾂる該のの
ﾄ法被被各
f律保扶号
諶{険養に
�行者者掲
坥ﾟ　でげ

でる 十�*�.� 十剏ﾙ に号お十�*�.�
あ当 六�.�9` 六剴ﾁ おにい六�.�9`
る該 条倆(･� 条剽� い規て条倆(･�
者者 の�,倆 の剩� て定日の�,倆 
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一第国 及条済準施私 項三法地
項二民 びの組用行立 の施方
及十健 第三合す令学 七行公
ぴ九康 二の法る第校 第令務
第条保 項六施国六教 一第員
三の険 の行家条職 項二等
項四法 三令公に員 及十共

の施 第第務お共 び三済
三行 一十員い済 第条組
第令 項一共て法 二の合

被 びの国 の国 げ次 げ次
保 世民 世民 るの るの
険 帯健 帯健 者各 者各
者 主康 主康 口

万 号
が 等保 等保 に に

及険 と険 掲 掲

保二高 主保二高 保二高 にの入二高 にの合二高
険第齢 等険第齢 険第齢 あ’者第齢 あ’員第齢
者四者 及者四者 者四者 つ基で四者 つ基で四者
で項の
｠に医
驪K療
ﾒ定の
ｪす確
@る保
@者に
@で関
@あす
@つる
@て法
@’律
@基施
@準行
@日令
@に第

びで項の
@あに医
@る規療
ﾒ定の

@がす確
@属る保
@す者に
@るで関
@世あす
@帯つる
@のて法
@国’律
@民基施
衷�行

@康日令
@保に第

で項の

｠に医
驪K療
ﾒ定の
ﾆす確
@る保
@者に
@で関
@あす
@つる
@て法
@’律
@基施
@準行
@日令
@に第

て準あ項の
ﾍ日るに医
氓ﾉ者規療のおに定の

eいあす確写てつる保に当て者に
ｿ
難
当
者
の
て
法
該
の
各
律
加
被
百
基
施
入
扶
に
準
行
者
養
掲
日
令
　
者
げ
に
第

て準あ項の
ﾍ日るに医
氓ﾉ者規療のおに定の

eいあす確巧てつる保に当て者に
h
蝶
当
員
の
て
法
該
の
各
律
組
被
百
基
施
合
扶
に
準
行
員
養
掲
日
令
　
者
げ
に
第

お十い六 険お十のい六 お十い六 でるお十
｠当い六

でるお十
｠当い六

て条 世て条 て条 る該て条 る該て条
被の 帯被の 被の 者者加の 者者組の

　
（
令
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
及
び
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）

第
七
十
一
条
の
八
　
令
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

　
連
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が
、
計
算
期
間
に
お
い
て
被
保
険
者
又
は
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者

　
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
医
療
保
険
の
加
入
者
」
と
い
う
。
）
の
資
格
を
喪
失
し
、
か
つ
、
当
該
医
療
保
険
の
加

　
入
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
以
後
の
計
算
期
間
に
お
い
て
医
療
保
険
の
加
入
者
と
な
ら
な
い
場
合
と
し
、
令
第
十

　
六
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
は
、
当
該
日
の
前
日
と
す
る
。

　
（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
の
申
請
）

第
七
十
一
条
の
九
　
法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
令
第
十
六

　
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次

　
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
被
保
険
者
証
の
番
号

　
二
　
申
請
者
の
氏
名

　
三
　
計
算
期
間
の
始
期
及
ぴ
終
期

　
四
　
申
請
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
、
高
額
介
護

　
　
合
算
療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
た
年
月

五
　
基
準
日
世
帯
被
保
険
者
が
、
計
算
期
間
に
お
い
て
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
者
（
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広

　
　
域
連
合
以
外
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
及
び
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
者
を
い
う
。
次
条
第
一

　
　
項
及
ぴ
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
介
護
保
険
者
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

　
　
三
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
を
行
う
市
町
村
を
い
う
。
）
の
名
称
及
ぴ
そ
の
加
入
期
間

　
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
関
す
る
証
明
書
を

　
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
記
載
す
べ
き
額
が
零
で
あ
る
証
明
書
は
、
前
項
の
申
請
書
に

　
そ
の
旨
を
記
載
し
て
、
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
申
請
者
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

23
　
申
請
者
が
、
令
第
十
六
条
の
二
第
二
項
又
は
第
十
六
条
の
三
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
の
い
ず
れ
か
に

4
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
当
該
申
請
者
に
適
用
さ
れ

　
る
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
そ

　
の
他
高
額
介
護
合
算
療
養
費
等
（
法
第
八
十
五
条
若
し
く
は
医
療
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養

　
費
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー

　
ビ
ス
費
を
い
う
。
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
給
に
必
要
な
事
項
を
、
申
請
者
に
対
し
て
第
二
項
の
証
明

　
書
を
交
付
し
た
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
及
び
証
明
書
の
交
付
の
申
請
等
）

第
七
十
一
条
の
十
　
法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
保
険
者

　
（
令
第
十
六
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）

　
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

　
だ
し
、
次
項
第
四
号
に
掲
げ
る
額
が
零
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
被
保
険
者
証
の
番
号

　
二
　
申
請
者
の
氏
名

　
三
　
計
算
期
間
の
始
期
及
び
終
期

　
四
　
基
準
日
に
加
入
す
る
医
療
保
険
者
の
名
称

　
五
　
申
請
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
、
高
額
介
護

　
　
合
算
療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
た
年
月

2
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
被
保
険
者
に
対
し
、

　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
被
保
険
者
証
の
番
号

　
二
　
申
請
者
の
氏
名

　
三
　
申
請
者
が
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間

　
四
　
前
号
に
掲
げ
る
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間
に
、
当
該
申
請
者
が
受
け
た
療
養
に
係
る
令
第
十
六
条
の
二
第
一

　
　
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額

　
五
　
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
名
称
及
び
所
在
地

　
六
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

3
　
前
項
の
証
明
書
を
交
付
し
た
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
当
該
証
明
書
に
係
る
基
準
日
の
翌
日
か
ら
二
年

　
以
内
に
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
医
療
保
険
者
か
ら
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
必
要
な
事
項
の
通
知
が
行

　
わ
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
等
に
対
し
て
当
該
申
請
に
関
す
る
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
証
明
書
に

　
係
る
同
項
の
申
請
書
は
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
精
算
対
象
者
（
計
算
期
間
の
中
途
で
死
亡
し
た
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者

　
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
等
の
額
の
算
定
に
必
要
な
第
二
項
の
証

　
明
書
の
交
付
申
請
を
、
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
当
該
精
算
対
象
者
を
除
く
。
）

　
か
ら
受
け
た
と
き
は
、
当
該
者
に
対
し
、
当
該
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
九
十
一
条
第
一
項
中
「
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
」
を
削
る
。

　
第
九
十
四
条
第
二
号
中
「
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
」
を
削
り
、
「
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
。
以
下
「
私
学
共
済
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
私
学
共
済
法
」
に
改
め
、
「
（
昭
和
三
十

七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
」
を
削
る
。

　
第
百
十
二
条
第
一
項
中
「
及
び
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
一
号
備
考
中
「
断
秘
κ
」
を
「
溢
暗
贈
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
五
号
（
裏
面
）
注
意
事
項
中
「
甫
鵡
無
園
様
謬
ゆ
囎
歯
」
の
次
に
「
’
蒸
溢
譜
難
》
軸
餌
囎
園
線
お
ゆ
囎

曲
」
を
加
え
る
。
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（表 面）

第百七十条　　（略）

・使騰騰華型難と纈翻羨欝篶i

ll鰻灘獺霧灘覆騰騨
　ときは、十万円以下の過料に処する。

後期高齢者医療検査証

〔法第六十一条関係〕

写

真

官職又は職名

氏 名

（　年　　月　　日生）

　
様
式
第
六
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
（
第
百
十
八
条
第
一
号
関
係
）

（ 面）

螺聯繋謎　ll
　（保険外併用療養費）

第七十六条　　（略）

2～5　（略）

灘灘灘雛ll購
，講1繹婆灘囎繍暮露チれらに伴うi

第八十二条　　（略）

鞭灘灘難1馨
，縄鄭翻緯繋吃欝　「

後期高齢者医療検査証

〔法第七十二条関係〕

写

真

官職又は職名

氏 名

（　年　　月　　日生）

　
様
式
第
七
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
七
号
（
第
百
十
八
条
第
二
号
関
係
）
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（表 面）

後期高齢者医療検査証

　　〔法第八十一条関係〕

写

真

官職又は職名

氏　　　名

（　年　月　　日生）

　
様
式
第
八
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
八
号
（
第
百
十
八
条
第
三
号
関
係
）

（表 面）

後期高齢者医療検査証

　　〔法第百三十四条関係〕

写

真

官職又は職名

氏　　　名

（　年　月　　日生）

　
様
式
第
九
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
九
号
（
第
百
十
八
条
第
四
号
関
係
）
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（表 面）

　らであった者が正当な理由がなく第百三十七条第二項の規定にi

より文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれにi

従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せi

ず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科i

する規定を設けることができる。

5～7　（略）

後期高齢者医療検査証

〔法第百三十七条関係〕

写

真

官職又は職名

氏 名

（　年　　月　　日生）

　
様
式
第
十
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
十
号
（
第
百
十
八
条
第
五
号
関
係
）

（表 面）

後期高齢者医療検査証

〔法第百五十二条関係〕

写

真

官職又は職名

氏 名

（　年　　月　　日生）

　
様
式
第
十
一
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号
（
第
百
十
八
条
第
六
号
関
係
）



156（号外特第5号）報官月曜日平成20年3月31日
　
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令

　
の
一
部
改
正
）

第
三
条
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る

　
省
令
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
五
条
第
二
項
中
「
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
四
月
二
日
か
ら
当
該
年
度
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
設
立
」

　
を
「
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
四
月
二
日
以
降
に
新
た
に
設
立
」
に
、
「
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
四
月
二
日
か
ら
当

　
該
年
度
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
合
併
」
を
「
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
四
月
二
日
か
ら
当
該
年
度
の
四
月
一
日
ま

　
で
の
間
に
合
併
」
に
改
め
る
。

　
　
第
八
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
中
「
新
設
保
険
者
等
が
設
立
又
は
成
立
し
た
日
か
ら
当
該
年
度
の
四
月
一

　
日
ま
で
の
間
」
を
「
そ
の
間
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
算
定
に
係
る
加
入
者
一
人
当
た
り
負
担
調
整
対
象
見
込
額
の
算
定
方
法
）

　
第
十
九
条
の
二
　
加
入
者
一
人
当
た
り
負
担
調
整
対
象
見
込
額
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
第

　
　
一
号
に
規
定
す
る
負
担
調
整
対
象
見
込
額
の
総
額
を
加
入
者
見
込
総
数
で
除
し
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
て
、
年
度

　
　
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
年
度
の
四
月
二
日
以
降
に
新
た
に
設

　
　
立
さ
れ
た
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
立
の
日
か
ら
当
該
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
日
数
に
応
じ
て

　
　
算
定
し
た
額
と
す
る
。

　
　
第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
確
定
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
算
定
に
係
る
加
入
者
一
人
当
た
り
負
担
調
整
対
象
額
の
算
定
方
法
）

　
第
二
十
条
の
二
　
加
入
者
一
人
当
た
り
負
担
調
整
対
象
額
は
、
当
該
年
度
の
前
々
年
度
に
お
け
る
法
第
三
十
九
条
第

　
　
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
負
担
調
整
対
象
額
の
総
額
を
当
該
年
度
の
前
々
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
保
険
者
に
係

　
　
る
加
入
者
の
総
数
で
除
し
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
て
、
年
度
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
と

　
　
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
四
月
二
日
以
降
に
新
た
に
設
立
さ
れ
た
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
当
該

　
　
設
立
の
日
か
ら
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
日
数
に
応
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

　
　
第
三
十
八
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　
た
だ
し
、
当
該
年
度
の
四
月
二
日
以
降
に
新
た
に
設
立
さ
れ
た
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
立
の
日
か
ら
当
該

　
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
日
数
に
応
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

　
　
第
四
十
条
中
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　
た
だ
し
、
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
四
月
二
日
以
降
に
新
た
に
設
立
さ
れ
た
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
立
の

　
日
か
ら
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
日
数
に
応
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

　
　
第
四
十
七
条
第
一
項
第
十
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　
　
十
三
の
二
　
第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
加
入
者
一
人
当
た
り
負
担
調
整
対
象
見
込
額

　
　
十
三
の
三
　
第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
加
入
者
一
人
当
た
り
負
担
調
整
対
象
額

　
　
第
四
十
七
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
る
。

　
　
附
則
第
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
病
床
転
換
支
援
金
の
算
定
に
係
る
加
入
者
一
人
当
た
り
負
担
見
込
額
の
算
定
方
法
）

　
第
十
八
条
の
二
　
加
入
者
一
人
当
た
り
負
担
見
込
額
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
病
床
転
換
助
成
事
業
に
要
す
る
費
用

　
　
の
二
十
七
分
の
十
二
に
相
当
す
る
額
を
加
入
者
見
込
総
数
で
除
し
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
て
、
年
度
．
こ
と
に
あ
ら

　
　
か
じ
め
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。

　
　
附
則
第
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
　
（
公
示
）

　
第
十
九
条
の
二
　
厚
生
労
働
大
臣
が
、
附
則
第
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
加
入
者
一
人
当
た
り
負
担
見
込
額
及
び
附

　
　
則
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
を
定
め
た
と
き
は
、
年

　
　
度
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
（
後
期
高
齢
者
医
療
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四

　
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
六
条
第
五
号
中
「
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
）
」
を
「
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十

　
九
号
）
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
」
」
の
下
に
「
と
、
同
条
第
六
号
中
「
合
計
額
」
と
あ
る
の

　
は
「
合
計
額
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
」
」
を
加
え
る
。

　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
六
条
第
八
号
」
を
「
第
六
条
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
条
第
一
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
四
　
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
に
至
っ
た
た
め
、
世
帯
主
と
な
っ
た
者
（
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
住

　
　
　
所
を
有
す
る
に
至
っ
た
日
の
前
日
に
お
い
て
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十

　
　
　
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
第
九
号
イ
に
規
定
す
る
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
地

　
　
　
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
を
含
み
、
以
下
「
特

　
　
　
定
同
一
世
帯
所
属
者
」
と
い
う
。
）
が
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
で
あ
っ
た
者
に
限
る
。
）
と
当
該
特
定
同
一
世
帯
所

　
　
　
属
者
が
同
一
の
日
に
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨

　
　
第
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
2
　
前
項
第
四
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
届
出
は
、
従
前
の
住
所
を
有
し
た
市
町
村
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
特

　
　
定
同
一
世
帯
所
属
者
で
あ
る
旨
を
証
明
す
る
書
類
（
以
下
「
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
提
示

　
　
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
第
三
条
第
二
項
を
削
る
。

　
　
第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
四
条
　
削
除

　
　
第
四
条
の
二
を
削
る
。

　
　
第
五
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
五
条
の
三
　
削
除

　
　
第
五
条
の
七
第
二
項
中
「
第
七
条
の
二
第
六
項
」
を
「
第
七
条
の
二
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
条
の
八
第
一
項
第
二
号
中
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
」
及
び
「
、
第
七
条
の
二
第
二
項
」
を

　
削
る
。

　
　
第
五
条
の
九
の
見
出
し
中
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
等
」
を
「
原
爆
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
等
」
に

　
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
」
及
び
「
（
以
下
「
世
帯
主
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
項
各

　
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
等
」
を
「
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る

　
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
に
よ
る
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
そ
の
他
第
五
条
の
五
各
号
に
定
め
る
医
療

　
に
関
す
る
給
付
（
以
下
「
原
爆
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、

　
同
条
第
二
項
並
び
に
第
三
項
中
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
等
」
を
「
原
爆
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
等
」

　
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
4
市
町
村
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
届
け
出
ら
れ
る
べ
き
事
項
を
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る

　
　
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
届
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
第
六
条
第
一
項
中
「
退
職
被
保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
以
外
の
」
、
「
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
退
職
被
保
険

　
者
に
係
る
様
式
第
一
号
の
二
に
よ
る
被
保
険
者
証
及
び
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
様
式
第
一
号
の
二
の
二
に
よ
る
被
保

　
険
者
証
」
及
び
「
又
は
様
式
第
一
号
の
二
若
し
く
は
様
式
第
一
号
の
二
の
二
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
老
人
保

　
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
等
」
を
「
原
爆
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
等
」
に
改
め
、
「
又
は
様
式
第
一
号
の
二
若
し

　
く
は
様
式
第
一
号
の
二
の
二
」
及
び
「
若
し
く
は
様
式
第
一
号
の
二
若
し
く
は
様
式
第
一
号
の
二
の
二
」
を
削
る
。

　
　
第
七
条
の
二
中
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

　
第
二
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を

　
加
え
る
。

　
　
（
法
第
九
条
第
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
）

　
第
七
条
の
二
の
二
　
法
第
九
条
第
十
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十

　
　
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
受
け
た
者
が
そ
の
指
定
期
限
ま
で
に
保

　
　
険
料
を
納
付
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
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（
法
第
九
条
第
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
七
条
の
二
の
三
　
法
第
九
条
第
十
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
市
町
村
が
、
法
第
九
条
第
十
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
有
効
期
間
を
定
め
て
被
保
険
者
証
を
交
付
し
た
後
、
そ

　
　
の
期
間
内
に
新
た
に
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者

　
二
　
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
有
効
期
間
内
に
在
留
期
間
が
満
了
す
る
者

　
三
　
有
効
期
間
内
に
七
十
五
歳
に
到
達
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
第
六
条
第
八
号
に
該
当
す
る
者

　
（
法
第
九
条
第
十
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
七
条
の
二
の
四
　
法
第
九
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
有
効
期
間
内
に
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者

　
二
　
法
第
九
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
特
別

　
　
の
有
効
期
間
を
定
め
た
被
保
険
者
証
を
交
付
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
被
保
険
者
、

　
　
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
被
保
険
者
の
保
険
料
を
納
付
す
る
義
務
を
負
う
世

　
　
帯
主
及
ぴ
配
偶
者
（
第
七
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
以
外
の
者

　
三
　
前
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
者

　
第
七
条
の
三
中
「
前
二
条
」
を
「
第
七
条
及
ぴ
第
七
条
の
二
」
に
、
「
前
条
第
二
項
及
ぴ
第
五
項
た
だ
し
書
」
を
「
第

七
条
の
二
第
三
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

　
第
七
条
の
四
第
二
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号

と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
三
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

　
第
十
条
の
二
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
四
　
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
に
至
っ
た
た
め
、
世
帯
主
と
な
っ
た
者
（
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
住

　
　
所
を
有
す
る
に
至
っ
た
日
の
前
日
に
お
い
て
、
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
で
あ
っ
た
者

　
　
に
限
る
。
）
と
当
該
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
同
一
の
日
に
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
に
至
っ
た

　
　
場
合
に
は
、
そ
の
旨

　
第
十
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
前
項
第
四
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
届
出
は
、
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
証
明
書
を
提
示
し
て
行
わ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
二
　
前
二
条
の
届
出
に
つ
い
て
、
世
帯
主
と
そ
の
世
帯
に
属
す
る
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
同
一
の
日

　
に
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
市
町
村
は
、
当
該
世
帯
主
に
対
し
、
当
該

　
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
に
係
る
様
式
第
一
号
の
五
の
二
に
よ
る
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
が
世
帯
主
と
同
一
の
住
所
に
変
更
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て

　
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
第
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
六
条
第
八
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪

　
失
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
は
、
第
十
二
条
各
号
に
規
定
す
る
事
項
を
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
と
き
は
、
当
該
届
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
十
五
条
第
一
項
中
「
第
二
条
か
ら
第
五
条
の
四
ま
で
」
を
「
第
二
条
、
第
三
条
、
第
五
条
、
第
五
条
の
二
、
第

五
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
条
か
ら
第
五
条
の
二
ま
で
」
を
「
第
五
条
、
第
五
条
の
二
」
に
改
め

る
。

　
第
十
六
条
第
一
項
中
「
療
養
給
付
費
等
交
付
金
」
の
下
に
「
、
前
期
高
齢
者
交
付
金
」
を
加
え
、
「
老
人
保
健
拠
出

金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
条
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
」
に
、
「
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
、

第
十
二
条
、
第
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
七
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
、
「
第
六
条
第
一
項
中
「
退
職
被
保
険
者
及

び
そ
の
被
扶
養
者
以
外
の
被
保
険
者
に
係
る
様
式
第
一
号
に
よ
る
被
保
険
者
証
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
退
職
被

保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
様
式
第
一
号
の
二
に
よ
る
被
保
険
者
証
」
と
あ
る
の
は
「
被
保
険
者
に
係
る
様

式
第
一
号
に
よ
る
被
保
険
者
証
」
と
、
第
六
条
第
二
項
中
「
様
式
第
一
号
又
は
様
式
第
一
号
の
二
若
し
く
は
様
式
第

一
号
の
二
の
二
」
及
び
「
様
式
第
一
号
若
し
く
は
様
式
第
一
号
の
二
若
し
く
は
様
式
第
一
号
の
二
の
二
」
と
あ
る
の

は
「
様
式
第
一
号
」
と
、
第
七
条
の
二
第
五
項
た
だ
し
書
及
び
第
七
条
の
四
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
七
条
の
二
第

三
項
た
だ
し
書
及
び
第
七
条
の
四
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
条
の
二
各
号
」
を
「
第
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
改
め

る
。

　
第
二
十
四
条
の
二
及
び
第
二
十
四
条
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
十
七
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
二
十
七

条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
六
条
の
三
第
三
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
項

中
「
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
三
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
二
条
か

ら
第
五
条
の
二
ま
で
」
を
「
第
二
条
、
第
三
条
、
第
五
条
、
第
五
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
六
条
の
六
の
三
中
「
同
条
第
一
号
」
を
「
同
条
第
二
号
」
に
、
「
同
条
第
二
号
」
を
「
同
条
第
三
号
」
に
改

め
る
。

　
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
当
該
被
保
険
者
が
退
職
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
以
下
「
退
職
被

保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
」
を
削
る
。

　
第
二
十
七
条
の
四
中
「
指
定
訪
問
看
護
及
び
指
定
老
人
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を

「
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
当
該
被
保
険
者
が
退
職
被
保
険
者
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の

旨
」
を
削
る
。

　
第
二
十
七
条
の
六
第
二
項
中
「
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
ぴ
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る

省
令
」
を
「
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
七
条
の
七
第
二
項
中
「
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
を
「
訪

問
看
護
療
養
費
及
ぴ
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
七
条
の
八
第
二
項
中
「
指
定
訪
問
看
護
及
び
指
定
老
人
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
」
を
「
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
ぴ
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
七
条
の
十
三
第
六
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
第
七

項
中
「
第
二
項
及
び
第
五
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
三
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
二
条
か
ら
第

五
条
の
二
ま
で
」
を
「
第
二
条
、
第
三
条
、
第
五
条
、
第
五
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
七
条
の
十
四
の
二
第
四
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条

第
六
項
中
「
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
三
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
七
条
の
十
四
の
四
第
三
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条

第
四
項
中
「
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
三
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
七
条
の
十
七
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
及
び
当
該
被
保
険
者
が
退
職
被
保
険
者
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
旨
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
が
、
」
の
下
に
「
令
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
十
条
を
加
え
る
。

　
　
（
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

第
二
十
七
条
の
十
八
　
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

　
し
た
額
は
、
計
算
期
間
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
計
算
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
基
準
日
（
令

　
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
被
保
険
者
で
あ
る

　
基
準
日
世
帯
主
等
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
世
帯
主
等
を
い
う
。
第
二
十
七
条
の
二
十
六
に
お
い
て
同

　
じ
。
）
又
は
基
準
日
世
帯
員
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
基
準
日
世
帯
員
を
い
う
。
第
二
十
七
条
の
二
十
六
に
お
い

　
て
同
じ
。
）
が
該
当
す
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
期
間
に
こ
れ
ら
の
者

　
が
受
け
た
療
養
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

　
じ
。
）
が
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

第
一
欄

健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
健
康
保

誰
誰
灘
院
墾
難
第

員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年

蠕
欝
華
餅
糊
鵠
簸
雛
訪

十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
に

基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
並
び

に
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭

和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五

欝
羅
嚢
懇
姥
罐
饑

く
。
第
二
十
七
条
の
二
十
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
期
間

第
二
欄

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
合
算
額
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八 七 六 五 四 三 二

で十法高 度に私 で定地 自 い衛七年す（に国 あ七組員務船 たの被項法日
あ号律齢 のよ立 あに方 衛 う官条政る防 つ条合等員員 期二保第施雇
つ）（者 加る学 つ基公 官 」等の令法衛 たのの共共保 問十険五行特
たの昭の 入私校 たづ務 等 を（三第律省 期二組済済険 に者号令例
期規和医 者立教 期く員 で 除以第三施の 問十合組紐の おをに第被
問定五療
@に十の

で学職あ校員 間瀬 あ
っ

く下一百行職Jr項六令員 に員合合被
ｨを法法保

いい規四保
ﾄう定十険

よ七確 つ教共 組済 た で自に十（の い除に及険 同。す三者
る年保 た職済 合組 期 あ衛規八昭給 てく基び者 じ第る条（
被法に 期員法 の合 間 つ官定号和与 同。づ地（ 」二日の健

勝
間共の
@済規

組法
№ﾌ

た等す）二等
勛黷髑謠¥に合規

じ第く方国」二共公家 で十雇二康
｠七特第保

者八る 制定 員規 間と自十七関員定 で十済務公 つ条例一険

第十高 二家令私 項政地 七防 一令国 算十船 す用健
一九齢 第公第立 第令方 条衛 号第家 額号員 るす康
号年者 一務四学 一第公 の省 に二公 ）保 合る保
に政の 項員百校 号三務 六の 規百務 第険 算同険
規令医 第共二教 に百員 の職 定七員 十法 額令法
定第療 一済十職 規五等 四員 す号共 一施 第施
す三の 号組五員 定十共 第の る）済 条行 四行
る百確 に合号共 す二済 一給 合第組 の令 十令
合十保 規法）済 る号組 項与 算十合 二（ 三第
算八に 定施第法 ム）ム香@　　ロ 第等 額一法 第昭 条四

額号関 す行六施 算第法 一に 雑 一和 の十

）す る令条行 額二施 号関 の行 項二 二四
第る 合第に令 十行 にす

＝＝A＿「口 第十 第条
十法 算十お（ 三令 規る の（ 一八 一第
六律 額一い昭 条（ 定法 六昭 号年 項三
条施 条て和 の昭 す律 の和 に政 第項

の行 の準二 三和 る施 二三 規令 一に
一A一「口 三用十 の三 合行 第十 定第 号お
第（ のす八 六十 算令 一三 す二 にい

一平 六る年 第七 額第 項年 る百 規て

項成 の国政 一年 十 第政 合四 定準

　
（
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

第
二
十
七
条
の
十
九
　
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

　
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
　
　
　
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
　
当
該
各
号
に

　
　
　
掲
げ
る
額
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
に
係
る
同

　
　
　
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

　
　
　
イ
　
令
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

　
　
　
　
給
額
に
七
十
歳
以
上
高
額
療
養
費
按
分
率
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
一
部
負
担
金
等
世
帯

　
　
　
　
合
算
額
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し

　
　
　
　
た
額
）
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て

　
　
　
　
得
た
額

　
　
　
ロ
　
令
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
　
は
、
当
該
支
給
額

二
　
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
同
号
に
規
定
す
る
療
養
（
七
十

歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
療
養
に
限
る
。
）
に
係
る
額
と
し
て
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
前
条
の
表
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
額
を
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
に
読
み
替
え
て
適
用
す
る

同
条
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
算
定
し
た
額

四 三 二 一
の の の の

項 項 項 項

する歳法れ控定項按莞療るに国
髟奄ﾉ第る除すの分養も掲家
z担達五場しる規率費のげ公
��ｷ十合た一定（がにる務・
T軽る二に額部に同支限金員
恁ｸ日条あと負よ条給る額共
ｵすのにっし担り第さ」（済
ｽる属規て’金支これの七組
zたす定は同等給項る合十合
ﾆめるす’条世さに場算歳法
ｷの月る当第帯れ規合額に施
驪汲ﾌ短該二合る定に（達行」付翌期支項算高すあ同ず令

@が月給給又額額るつ令る第
@行以付額はで療七て第日十
@わ後とを第除養十は十の一
@れにし控三し費歳　’一層条
@る受て除項ての以当条すの
@場け同しの得額上該のる三
@合た号た規たを一支三月の
@に療イ額定率控部給のの六
@あ養及とにを除負額四翌の
@つにびしよいし担に第月二

を第除養十は額に船
T三し費歳’（達員
恪�ての以当同す保しの得額上該令る険

ｽ規たを一支第日法
z定率控部給九の施
ﾆにを除負額条属行
ｷよいし担に第す令
驍閧､た金七一る第」高」額等十項月十

@額をを世歳のの一
@療乗同帯以規翌条
@養じ条合上定月の
@費て第算高に以二
@が得一額額よ後第
@支た項か療りに一
@給額にら養高受項
@さを規同費頷け第
@れ控定項按莞療た一
@る除すの分養療号
@場しる規率費養イ
@合た一定（がに及
@に額部に同支係び

給又た一同第一四場い後第健
zは額部令四部条合てに一康
�謔ﾆ負第十負第に準受項保
T三し担四一担一あ用け第険
恪�’金十条金項つすた一法
ｵの同等四第等にてる療号施
ｽ規令世条二世おは同養イ行
z定第帯第項帯い’令に及令
ﾆに四合一の合て当第係ぴ第
ｷよ十算項規算準該四るロ四
驍闔l額に定額用支十もに十」高条でおにかす給一の掲四

@額第除いよらる額条にげ条
@療一してり同同に第限る第
@養項て準支令令七一る額二
@費に得用給第第十項」（項　がおたすさ四四歳のの七に

@支い率るれ十十以規合十お
@給てを同る四一上定算歳い
@さ準い令高条条高に額にて
@れ用う第額第第額よ（達準
@るす」四療一二療り同ず用
@場るを十養項項養高令るす

さにと支項算高すあ算歳健
齊�ｵ給又額額るつ額に康
驍ｯて額はで療七て（達保
黷ｽ同を第除養十は同ず険
∠ﾃ号控三し費歳’令る法
ﾉ養イ除項ての以当第日施
｠に及しの得額上該四の行つ係びた規たを一支十属令

ﾄるロ額定率控部給一す第
ﾍもにとにを除負額条る四’の掲しょいし担に第月十

魔ﾉげ’りうた金七一の三
Y限る健高」額等十項翌条
烽驫z康額をを世歳の月の
i」（保療乗同帯以規以二
ﾉに七険養じ条合上定後第
褐W十法費て第算高にに一
魔骰ﾎ第が得一額額よ受項
ｷ負に五支た項か療りけ第
髓S達十給額にら養高た一
zをす三さを規同賛頌療号
�yる条れ控定項按莞療養イ
ﾁ滅日にる除すの分養に及

て係ロ’りうた金七一以第
ﾍるに国高」額等十項後一

あと負よ条給るロ
ﾂし担り第さもに

合同乗一費にに費額第日る
ﾉ令じ条のお規按莞療四の同

除すの規場しる規率費係び
ｵる属定合た一定（がるロ

’も掲家額をを世歳のに項
魔ﾌげ公療乗同帯以規受第
Yにる務養じ条合上定け一
旧ﾀ金員費て第算高にた号
tる額共が得一額額よ療イ
ﾉ」（済支た項か療り養及
鰍ﾉ七組給額にら養高にび
膜W十合さを規同賈額係ロ

て’金支これの掲
ﾍ同等給項るにげ’条世さに場限る

桝鞫ﾑれ規合る額
Y二合る定に」（
x項算高すあの七
許矧z額るつ合十
zはで療七て算歳

あ第て第額い定分養十属令つ四得一をてす率費四す第

ﾄ十た項控準る（が条る四
ﾍ一額に除用七同支第月十’条を規しす十令給一の三

桝謐T定たる歳第さ項翌条
Y二除す額同以四れに月の
x項しるを令上十るお以二

たたすすに額部に同支もに
zめるるあと負よ条給の掲
ﾆの月そっし担り第さにげ
ｷ金ののて’金支これ限る
髟i翌他は同等給項るる額」が月の’条世さに場」（

@支以給当第滞れ規合の七
@給後付該二合る定に合十
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八
の
項

七
の
項

六
の
項

五
の
項

額ぴ療ロ高
�譌{に齢
T五に掲者
恪�係げの
ｵのるる医
ｽ規も額療
z定ののの
ﾆにに合確
ｷよ限算保
驍閧闃zに
v高’（関
@額当七す
@療該十る
@養療歳法
@費養に律
@がに達施
@支つす行
@給いる令
@さて日第
@れ同の十
@る令属六
@場第す条
@合十るの
@に四月二
@あ条の第
@つ第翌一
@て一月項
@は項以第
@”後一
@当第に号
@該二受イ
@支項け及
@給及たび

額たす定当第帯れ規合法すの法私
ﾆめるす該二合る定に施る三施立
ｷの月る支項算高すあ行月の行学
驪汲ﾌ短給又額頼るつ令の六令校
ii付翌期額はで療七て第翌の（教
@が月給を第除養十は十月二以職
@行以付控三し費歳’一以第下員
@わ後と除項ての以当条後一こ共
@れにししの得額上該のに項の済
@る受てた規たを一支三受第号法
@場け同額定率控部給のけ一に施
@合た号とにを除負額四た号お行
@に療イしょいし担に第療イい令
@あ養及’りうた金七一養及て第
@つにび私高」額等十項にびr六
@て係ロ立額をを世歳の係ロ準条
@はるに学療乗同帯以規るに用に
@’も掲校養じ条合上定も掲国お
@当のげ教費て第算高にのげ共い
@該にる職が得一額額よにる済て
@給限金員支た項か療り限金法準
@付る額共給額にら養高る額施用
@に」（済さを規同費額」（行ず
@相に七法れ控定項按莞療の七令る
@当係十第る除すの分養合十一国
@する歳二場しる規率費算歳と家
@る負に十合た一定（が額にい公
@額担達条に額部に同支（達う務
@ををす第あと負よ条給準す」員
@控軽る三つし担り第さ用る第共
@除減日項て’金支これ国日十済
@しすのには同等給項る共の一組
@たる属規’条世さに場済属条合

付る（組さを規同費額るに地
ﾉ」七合れ控定項按莞療も掲方
鰍ﾉ十法る除すの分養のげ公
膜W歳第場しる規率費にる務
ｷるに五合た一定（が限金員
髟薗B十に額部に同支有額等額担す四あと負よ条給）（共

卲q難鍵髪癖当萎騰灘藷

額担達同しの得額上該の療イ防
��ｷ令た規たを一支三養及衛
T経る第額定率控部給のにぴ省
恁ｸ日十とにを除負額四係ロの
ｵすの一しょいし担に第るに職
ｽる属条’りうた金七一も掲員
zたすの国高」額等十項のげの
ﾆめる三家額をを世歳のにる給
ｷの月の公療乗同帯以規限金与
驪汲ﾌ六務養じ条合上定る額等」付翌の員費て第算高に」（に

@が月二共が得一額額よの七関
@行以第済支た項か療り合十す
@わ後一組給額にら養高算歳る
@れに項合さを規同費額額に法
@る受第法れ控定項按莞療（達律
@場け一第る除すの分養国す施
@合た号五場しる規率費家る行
@に療イ十合た一定（が公日令
@あ養及二に額部に同支務の第
@つにび条あと負よ条給員属十
@て係ロにつし担り第さ共す七
@はるに規て’金支これ滴る条
@’も掲定は同等給項る組月の
@当のげす’条世さに場合の六
@該にるる当第帯れ規合法翌の
@給限金短該二合る定に施月四
@付る額期支項算高すあ行以第
@に」（給給又額額るつ令後一
@相に七付額はで療七て第に項
@当係十とを第除養十は十受第
@する歳し控三し費歳　’一け一
@る負にて除項ての以当条た号

　
　
三
　
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る

　
　
　
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
同
号
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
額

　
　
四
　
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
　
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る

　
　
　
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
同
号
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
額

　
（
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
項
各
号
に
掲
げ

　
る
額
に
相
当
す
る
額
）

第
二
十
七
条
の
二
十
　
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
同

　
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
は
、
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
（
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一

　
項
第
一
号
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
者
が
基
準
日
に
お
い
て
該

　
当
す
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

七 六 五 四 三 二 一

度に私 又定地 自 者被（に国 被船 扶日 被健 第

のよ立 はに方 衛 を扶自基家 扶員 養雇 扶康 一
加る学
l私校
ﾒ立教

そ基公
ﾌづ務
墲ｭ員

官
等

含養衛づ公
o者官く務）（等量員

養保
ﾒ険　の

者特

@例
@被

養保
ﾒ険　の

欄

又学職は校員

ｻ教共の職済

妤�@
}共の
{清規

扶共等
{済共
ﾒ組済
@合組
@の合
@組法
@合の

曇
蘇
魏
等
」
口
合
の
又
の
法
被
は
組
の
扶
そ
合
規

被
保
険
者
又
は
そ

保
険
者
又
は
そ
の

被
保
険
者
又
は
そ

者制定 員規 養の員定 の 被 の

い組施三用私 場の地 七防 場の国 る条船 掲条四用健 掲（健 第

て合行のす立 合六方 条衛 合二家 額第員 げの十す康 げ同康 二
準法令六る学
p施第の国校
ｷ行六二家教
髣ﾟ条第公職
齣謔ﾉ一務員
㍼¥お項員共
�黷｢各共済
ﾜ条て号済法むの準（組施」三用私合行

ﾉのす立法令
f六る学施第
ｰの国校行六

を第公

ﾜ一務
ﾞ項員」各等に号共

f（済
ｰ同組
髀�㈱
z第法
@三施
@項行
@に令
@お第

の省

Zの
ﾌ職四員

謔ﾌ一結

�与
e等
�ﾉ
ﾉ関ﾄ
る
法

を第公

ﾜ一務
ﾞ項員」各共に号済

f（組
ｰ回合
髀�@
z第施
@三行
@項令
@に第
@お十

三保�
険
に
法
お
施
い
行
て
令
準
第
用
十
す
一
る
条
場
の
ム
ー
ロ
ー
を
第

る二四る保
z第条同険
@三第令法
@項二第施
@に項四行
@おに十令
@いお三第
@てい条四
@準ての十
@用準二四
@す用第条
@るす一第
@場る項二

る
条
保
額
笙
険
　
二
法
要
施
　
に
行
　
お
令
　
い
第
離
　
す
二
　
る
条
場
璽

欄

る二家教令条
z第公職第に

い二
ﾄ十

額律

@施
い一
ﾄ条

含一

ﾞ項
合同各項
�ﾟ号に

△ロー

�

三務員十お
�員共一い
ﾉ共済条て

準三

p条
ｷの

行
A
コ
第

準の

p三
ｷの

」各に号

f（

含第（お
ﾞ四同い
v十令て

含一
ﾞ項
v各

お済法の準 る三 十 る六 げ同 に三第準 に号

　
（
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

第
二
十
七
条
の
二
十
一
　
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

　
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
前
条
の
表
の
項
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
額
を
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
に
そ

　
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

七 六 五四 三 二 一
の の のの の の の

項 項 項項

y
項 項 項

び

た行私 と地 と国 定船 項健 算健
金令立 こ方 こ家 し員 の康 定康
額第学 ろ公 ろ公 た保 厚保 し保

十校 に務 に務 額険 生険 た険
一教 よ員 よ員 法 労法 額法
条職 り等 り共 施 働施 施
の員 算共 算済 行 省行 行
＝」土一ノ、

ﾌ済
定済
ｵ組

定組
ｵ合

A
－
第

令
令
で
第

A
－
第六法 た合 た法 十 定四 四

の施 金法 金施 一 め十 十

二行 額施 額行 条 る四 三
第令 行 A

－
の と条 条

二第 A
η

第 二 こ第 の

項六 第 十 第 ろ二 二
の条 二 一 二 に項 第

文に 十 条 項 よに 二
部お 三 の の りお 項
科い 条 三 厚 算い の

学て の の 生 定て 厚
省準 三 六 労 し準 生

令用 の の 働 た用 労
です 六 二 省 額す 働

定る 第 第 A
－

る 省

め国 二 二 で 同 A
－

る家 項 項 定 A
－

で

と公 の の め 第 定
こ務 総 財 る 四 め

ろ員 務 務 と 十 る

に共 省 省 こ 三 と

よ済 A
－

A
－

ろ 条 こ

り組 で で に の ろ

算合 定 定 よ 二 に

定法 め め り 第 よ

し施 る る 算 二 り
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（
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
項
各
号
に
掲
げ

　
る
額
に
相
当
す
る
額
）

第
二
十
七
条
の
二
十
二
　
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

　
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
額
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
の

　
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

　
（
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
三
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

　
日
）

第
二
十
七
条
の
二
十
三
　
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
同
条
第
三
項
第
四
号
の
厚

　
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
は
、
基
準
日
の
属
す
る
月
の
初
日
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
日
と
す
る
。

　
（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
関
す
る
読
替
え
）

第
二
十
七
条
の
二
十
四
　
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
表
の
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る

　
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

　
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ぴ条合地
謔ﾌ法方二三施公

第令等防一第に衛

�十関省

ぴ三法国
謔ﾌ施家二六行公

び十船
謌鼈���ﾛ

及四い四健
ﾒ十て十康
謗O準四保

及四健
ﾑ十康
謗O保

項の行務
@七令員

七すの
�髏E

項の令務
@三第員

項の険
@三法

二条用条険
�のす第法

二条険
�の法

第第等＿一士L　一ノ、

�十済
y三組

の法員
Z律の
ﾌ施給
ﾜ行与

第十共一一済

�条組
yの合

第
施
一
行
項
令
及
第

三る二施
謫ｯ項行一令に令

�第お第

三施
謐s一令

�第

る次 る次 る次 る次 次 る次 る次

者の

@各
者の

@各
者の

@各
者の

@各
条
第

者の

@各
者の

@各
口
万 号 口

万 号 一
口
万

号

に に に に 項 に に

掲
げ

掲
げ

掲
げ

掲
げ

掲
げ

掲
げ

のお者規国
eいに定民
�ﾄあす健
ﾉ当つる康
f該て者保
ｰ組はで険る合次あ法

毎�ﾌつ施
Yの各て行
g被号’令
√}に基第
�{掲準二
@者げ日十
@でるに九

る規国
汳阮ｯのす健

eる康
�ﾒ保
ﾉで険
fあ法げつ施るて行

ﾒ’令
@基第
@準二
@日十
@に九

のお者規国
eいに定民
�ﾄあす健
ﾉ当つる康
f該て者保
ｰ組はで険る合次あ法

毎�ﾌつ施
Yの各て行
g被号’令
√}に基第
�{掲準二
@者げ日十
@でるに九

のにる規国
eお者定民
�｢にす健
ﾉてある康
f被つ者保
ｰ保てで険
骭ｯはあ法
鮪ﾒ次つ施
Yののて行
嵓孖e’令
ﾛ扶号基第
ｯ養に準二
ﾒ者掲日十
@でげに九

第
四
十
四
条
第
四
項

あ日あ特険規国つにる例者定民

ﾄお者被（す健
ﾍいに保第る康
氓ﾄあ険四者保
ﾌ日つ者十で険
e雇てを三あ法
�ﾁはい条つ施に例次うのて行

f被の。二’令
ｰ保各以第基第る険号下一準二

鮪ﾒにこ項目十
Yの掲の第に九

のにる規国
eお者定民
�｢にす健
ﾉてある康
f被つ者保
ｰ保てで険る険はあ法

鮪ﾒ次つ施
Yののて行
嵓孖e’令
ﾛ扶号基第
ｯ養に準二
ﾒ者掲日十
@でげに九

あ当お条
驫Yいの
ﾒ者て四
ﾉの組の
｠’合二
ﾂ基員第

お条いの

ﾄ四
ｩの
q二
{第

あ当お条
驫Yいの
ﾒ者て四
ﾉの組の
｠’合二
ﾂ基員第

あるお条
體魔｢の
ﾒ該て四
ﾉ者被の
｠の保二
ﾂ’ｯ第

日被げ項五お条
ﾙ扶るに号いの
ﾁ養当おにて四
瘤ﾒ該い規日の
墲ﾅ者て定雇二
ﾛあの同ず特第

あるお条
體魔｢の
ﾒ該て四
ﾉ者被の
｠の保二つ’険第

て準で五
ﾍ日あ項

等五

ﾅ項
て準で五
ﾍ日あ項

て基者五
ﾍ準で項

険る’じる例五
ﾒ者基」日被項

て基者五
ﾍ準で項

次にるに あに 次にるに 次日あに に準で雇保に 次日あに

第に高 項の令務い法私
十関齢 三第員て施立
六す者 第十共準行学
条るの 一一ﾏ用令校
の法医 項条組す第教
三律療 及の合る六職
第施の び三法国条員
一行確 第の施家に共
項令保 二六行公お済

る次 る次
者の 者の

各 各
口
写

口
万

に に
掲 掲
げ げ

る規国 のお者規国
次定民 各いに定民
のす健 号てあす健
各る康 に当つる康
号者保 掲該て者保
にで険 げ加はで険
掲あ法 る入次あ法
げつ施 当者のつ施
るて行 該の各て行
者’令 加被号’令

基第 入扶に基第
準二 者養掲準二
日十 者げ日十
に九 でるに九
お条 あ当お条
いの る該いの
て四 者者て四
被の にの加の

に あ’入二
険第 つ基者第
者五 て準で五
で項 は日あ項
あに 次にるに

　
（
令
第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
及
び
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）

第
二
十
七
条
の
一
一
十
五
　
令
第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
保
険
者
の

　
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
つ
た
者
が
、
計
算
期
間
に
お
い
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

　
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
又
は
同
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
医
療
保
険

　
の
加
入
者
」
と
い
う
。
）
の
資
格
を
喪
失
し
、
か
つ
、
当
該
医
療
保
険
の
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
以
後
の
計

　
算
期
間
に
お
い
て
医
療
保
険
の
加
入
者
と
な
ら
な
い
場
合
と
し
、
令
第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
二
項
の
厚
生
労
働

　
省
令
で
定
め
る
日
は
、
当
該
日
の
前
日
と
す
る
。

　
（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
申
請
等
）

第
二
十
七
条
の
二
十
六
　
基
準
日
世
帯
主
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
五
十
七
条

　
の
三
の
規
定
に
よ
り
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

　
た
高
額
介
護
合
算
療
養
費
支
給
申
請
書
を
保
険
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
申
請
者
及
ぴ
基
準
日
世
帯
員
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

　
二
　
計
算
期
問
の
始
期
及
び
終
期

　
三
　
申
請
者
が
計
算
期
問
に
お
け
る
当
該
保
険
者
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
つ
た
間
に
、
高
額
介

　
　
護
合
算
療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
そ
の
年
月

　
四
　
申
請
者
及
び
基
準
日
世
帯
員
が
、
計
算
期
問
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
者
（
高
齢
者

　
　
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
者
及
び
同
法
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
後
期

　
　
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
を
い
う
。
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
介
護
保
険
者
（
介
護
保

　
　
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
を
行
う
市
町
村
及
び
特
別
区
を
い

　
　
う
。
）
の
名
称
及
び
そ
の
加
入
期
間

　
五
　
被
保
険
者
証
の
記
号
番
号

2
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
額

　
に
関
す
る
証
明
書
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
記
載
す
べ
き
額
が
零
で
あ
る
証
明
書
は
、

　
前
項
の
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
て
、
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
が
、
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一

　
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
は
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
保
険
者
は
、
当
該
事
実
を
公
簿
等
又
は
そ
の
写
し
に
よ
つ
て
確
認
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
が
、
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
三
号
又
は
第
三
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号

　
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
は
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。
た
だ
し
、
保
険
者
は
、
当
該
事
実
を
公
簿
等
又
は
そ
の
写
し
に
よ
つ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

　
は
、
当
該
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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5
保
険
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
第
二
項
の
証
明
書
を
交
付
し
た
者
に

対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遅
滞
な
く
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
当
該
申
請
者
に
適
用
さ
れ
る
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
介

　
　
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額

　
二
　
当
該
申
請
者
に
適
用
さ
れ
る
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基

　
　
準
額
及
び
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額

　
三
　
そ
の
他
高
額
介
護
合
算
療
養
費
等
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医

　
　
療
保
険
各
法
若
し
く
は
同
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
医

　
　
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
い
う
。
次
項
及
ぴ
次
条
第
四
項

　
　
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
給
に
必
要
な
事
項

6
　
精
算
対
象
者
（
計
算
期
間
の
中
途
で
死
亡
し
た
世
帯
員
（
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

　
る
世
帯
員
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
と
当
該
死
亡
し
た
日
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
日
に
お
い
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等

　
は
、
当
該
精
算
対
象
者
に
係
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
等
の
額
の
算
定
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

　
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
請
を
行
う
者
を
第
一
項
の
申
請
者
と
み
な
し
て
、
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
を

　
適
用
す
る
。

7
　
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
項
中
「
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
通
知

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
精
算
対
象
者
（
計
算
期
間
の
中
途
で
死
亡
し
た
世
帯
員
（
令
第
二
十
九
条
の

　
四
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
世
帯
員
を
い
う
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
）
に
対
す
る
証
明
書
を

　
交
付
し
た
者
以
外
の
も
の
に
対
す
る
通
知
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用

　
す
る
。

　
（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
及
び
証
明
書
の
交
付
申
請
等
）

第
二
十
七
条
の
二
十
七
　
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康

　
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
五
十
七
条
の
三
の
規

　
定
に
よ
り
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
高
額
介

　
護
合
算
療
養
費
支
給
申
請
書
を
保
険
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
が

　
零
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
申
請
者
及
び
計
算
期
間
に
お
い
て
そ
の
世
帯
員
で
あ
っ
た
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

　
二
　
計
算
期
間
の
始
期
及
ぴ
終
期

　
三
　
基
準
日
に
加
入
す
る
医
療
保
険
者
の
名
称

　
四
　
申
請
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
保
険
者
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
た
間
に
、
高
額
介

　
　
護
合
算
療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
そ
の
年
月

　
五
　
被
保
険
者
証
の
記
号
番
号

2
　
保
険
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

　
記
載
し
た
証
明
書
（
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
関
す
る
証
明
書
を
除
く
。
）
を
交
付

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

　
二
　
申
請
者
が
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
保
険
者
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
た
期
間

　
三
　
第
二
号
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
た
期
間
に
、
当
該
申
請
者
が
被
保
険
者
と
し
て
受
け

　
　
た
療
養
又
は
そ
の
世
帯
員
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
世
帯
員
で
あ
っ
た
間
に
受
け
た
療
養
に
係
る
令
第
二
十
九
条
の

　
　
四
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
算
額

　
四
　
当
該
保
険
者
の
名
称
及
び
所
在
地

　
五
　
被
保
険
者
証
の
記
号
番
号

　
六
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

3
　
前
項
の
証
明
書
を
交
付
し
た
保
険
者
は
、
当
該
証
明
書
に
係
る
基
準
日
の
翌
日
か
ら
二
年
以
内
に
第
一
項
第
三

　
号
に
掲
げ
る
医
療
保
険
者
か
ら
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
必
要
な
事
項
の
通
知
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
お

　
い
て
、
申
請
者
等
に
対
し
て
当
該
申
請
に
関
す
る
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
証
明
書
に
係
る
同
項
の
申
請
書

　
は
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
保
険
者
は
、
精
算
対
象
者
（
計
算
期
間
の
中
途
で
死
亡
し
た
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の

　
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
等
の
額
の
算
定
に
必
要
な
第
二
項
の
証
明
書
の
交
付
申
請

　
を
、
当
該
保
険
者
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
あ
っ
た
者
（
当
該
精
算
対
象
者
を
除
く
。
）
か
ら
受
け
た

　
と
き
は
、
当
該
者
に
対
し
、
当
該
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
若
し
く
は
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療

養
、
入
院
時
生
活
療
養
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
若
し
く
は
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る

療
養
」
及
び
「
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
若
し
く
は
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ

る
医
療
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養

若
し
く
は
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
療
養
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
若
し
く
は
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ

る
医
療
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療

養
若
し
く
は
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
療
養
を
受
け
て
い
た
同
法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
医

療
機
関
等
若
し
く
は
同
法
第
四
十
六
条
の
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
の
当
該
指
定
に
係
る

訪
問
看
護
事
業
を
行
う
事
業
所
」
を
削
り
、
同
条
中
第
九
項
を
削
り
、
第
十
項
を
第
九
項
と
し
、
第
十
一
項
を
第
十

項
と
し
、
第
十
二
項
を
第
十
一
項
と
す
る
。

　
第
二
十
八
条
の
二
中
「
第
二
十
七
条
の
十
七
」
の
下
に
「
、
第
二
十
七
条
の
十
八
」
を
加
え
る
。

　
第
三
十
二
条
の
八
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
七
十
条
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
七
十
条
第
三
項
に
規

定
す
る
当
該
各
号
イ
」
に
改
め
、
「
見
込
額
は
」
の
下
に
「
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
」
を
加
え
、
「
第
七
十

条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
七
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
当
該
各
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
七
十
条
第

三
項
第
一
号
」
を
「
第
七
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
当
該
各
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
七
十
条
第
三
項

第
二
号
」
を
「
第
七
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
当
該
各
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
当
該
年
度
の
す
べ
て
」

を
「
法
第
七
十
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
年
度
の
す
べ
て
」
に
、
「
法
第
七
十
条
第
三
項

第
一
号
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
当
該
各
号
イ
」
に
、
「
同
号
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
当
該
各
号
イ
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
年
度
の
法
第
七
十
条
第
三
項
第
一
号
」
を
「
年
度
の
法
第
七
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
当
該
各
号
イ
」

に
、
「
同
項
第
二
号
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
当
該
各
号
ロ
」
に
、
「
市
町
村
の
法
七
十
条
第
三
項
第
一
号
」
を
「
市
町

村
の
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
当
該
各
号
イ
」
に
改
め
る
。

　
第
三
十
二
条
の
九
第
一
項
中
コ
般
被
保
険
者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
コ
般
被
保
険
者

に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
令
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
第
四
号
た
だ
し
書
、
第
五
号
た
だ
し
書
及
び
第
七
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生

　
労
働
省
令
で
定
め
る
補
正
方
法
）

第
三
十
二
条
の
九
の
二
　
令
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
第
四
号
た
だ
し
書
の
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
及
び
同

　
項
第
七
号
た
だ
し
書
の
固
定
資
産
税
額
等
の
補
正
は
、
補
正
前
の
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
均
衡
所
得
割

　
率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
補
正
前
の
固
定
資
産
税
額
等
に
均
衡
資
産
割
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
そ
れ
ぞ
れ
所
得
割

　
額
及
び
資
産
割
額
と
し
て
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
、
資
産
割
額
若
し
く
は
被
保
険

　
者
均
等
割
額
の
合
算
額
の
総
額
又
は
当
該
世
帯
に
つ
き
算
定
し
た
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
条
に

　
お
い
て
「
補
正
前
の
保
険
料
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
い
う
。
）
が
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
限
度

　
額
を
上
回
る
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
又
は
固
定
資
産
税
額
等
を
減

　
額
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

2
　
前
項
の
均
衡
所
得
割
率
及
び
均
衡
資
産
割
率
は
、
補
正
前
の
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
均
衡
所
得
割
率

　
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
補
正
前
の
固
定
資
産
税
額
等
に
均
衡
資
産
割
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
そ
れ
ぞ
れ
所
得
割
額

　
及
び
資
産
割
額
と
し
て
算
定
し
た
世
帯
主
に
対
す
る
補
正
前
の
保
険
料
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
（
当
該

　
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
が
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
限
度
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
世
帯
主
に
対

　
す
る
保
険
料
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
を
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
限
度
額
と
し
て
計
算
し
た
後
期
高

　
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
）
の
総
額
の
う
ち
所
得
割
総
額
及
び
資
産
割
総
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
二
十
九
条
の
七
第

　
三
項
第
一
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
総
額
の
う
ち
所
得
割
総
額
及
び
資
産
割
総
額
に
等
し
く
な
る
よ
う
計

　
算
し
て
得
た
率
と
す
る
。
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3
　
前
二
項
の
補
正
は
、
令
第
二
十
九
条
の
七
第
三
項
第
五
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
所
得
割
額
を
算
定
す
る

　
市
町
村
に
お
け
る
同
号
た
だ
し
書
の
イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
額
及
び
同
項
第
六
号
た
だ
し
書
の
固
定
資
産
税
額

　
等
の
補
正
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
前
二
項
中
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
と
あ
る
の

　
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
各
種
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
、
「
市
町
村
民
税
所
得
割
額
」
、
「
市
町
村
民
税
額
」
又
は
「
道
府

　
県
民
税
額
等
」
と
読
み
替
え
る
。

　
第
三
十
二
条
の
十
四
第
二
号
中
「
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
」
、
「
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八

号
）
、
「
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
。
」
及
び
「
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
」
を
削
る
。

　
第
四
十
四
条
の
二
を
削
る
。

　
附
則
第
一
項
を
附
則
第
一
条
と
し
、
附
則
第
二
項
を
附
則
第
二
条
と
し
、
附
則
第
三
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
を
削

り
、
附
則
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

　
（
退
職
被
保
険
者
の
資
格
取
得
の
届
出
）

第
三
条
　
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
に
至
っ
た
た
め
、
退
職
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
が
あ
る
と

　
き
は
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
は
、
十
四
日
以
内
に
、
第
二
条
第
一

　
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
そ
の
被
保
険
者
が
退
職
被
保
険
者
で
あ
る
旨

　
二
　
当
該
退
職
被
保
険
者
が
受
給
権
を
有
す
る
法
附
則
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
法
令
に
基
づ
く
老
齢
又
は

　
　
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付
（
以
下
「
被
用
者
年
金
給
付
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、

　
　
当
該
被
用
者
年
金
給
付
の
名
称
及
び
そ
の
受
給
権
を
取
得
し
た
年
月
日
（
当
該
被
用
者
年
金
給
付
の
支
給
が
そ

　
　
の
者
の
年
齢
を
事
由
と
し
て
そ
の
全
額
に
つ
き
停
止
さ
れ
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
停
止
す
べ
き
事
由
が

　
　
消
滅
し
た
年
月
日
）

2
　
前
項
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
厚
生
年
金
保
険
の
老
齢
厚
生
年
金
の
年
金
証
書
そ
の
他
当
該
退
職
被
保
険
者
が
年
金
受
給
権
を
有
す
る
こ
と

　
　
を
証
明
す
る
書
類
（
以
下
「
年
金
証
書
等
」
と
い
う
。
）

　
二
　
法
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
保
険
の
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
（
以
下
単
に
「
年
金
保
険
の

　
　
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
」
と
い
う
。
）
が
二
十
年
（
当
該
退
職
被
保
険
者
が
令
附
則
第
十
四
条
各
号
に
掲
げ

　
　
る
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
を
有
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
）
以
上
で
あ
る
こ
と

　
　
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

　
三
　
当
該
退
職
被
保
険
者
が
老
齢
年
金
及
ぴ
退
職
年
金
以
外
の
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法

　
　
附
則
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
を
記
載
し
た
書
類
及
び

　
　
そ
の
期
間
を
証
明
す
る
書
類

　
四
　
前
号
の
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
被
保
険
者
が
四
十
歳
に
達
し
た
月
以
後
の
年
金
保
険
の
被
保
険
者
等

　
　
で
あ
っ
た
期
間
が
十
年
以
上
で
あ
る
た
め
に
退
職
被
保
険
者
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

　
　
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

第
四
条
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
三
条
の
被
保
険
者
が
退
職
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
（
退
職
被
保
険
者
に
関
す
る
届
出
）

第
五
条
　
被
保
険
者
が
、
退
職
被
保
険
者
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
は
、
当
該
退
職
被

　
保
険
者
に
係
る
年
金
証
書
等
が
到
達
し
た
日
の
翌
日
（
被
用
者
年
金
給
付
の
支
給
が
そ
の
者
の
年
齢
を
事
由
と
し

　
て
そ
の
全
額
に
つ
き
停
止
さ
れ
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
日
の
翌
日
。
次
条

　
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
市
町
村
に
提
出
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
退
職
被
保
険
者
と
な
っ
た
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
世
帯
主
と
の
続
柄
及
び
住
所

　
二
　
世
帯
主
の
氏
名
及
び
住
所

　
三
　
被
保
険
者
証
の
記
号
番
号

　
四
　
当
該
退
職
被
保
険
者
が
受
給
権
を
有
す
る
被
用
者
年
金
給
付
の
支
給
を
行
う
者
の
名
称
、
当
該
被
用
者
年
金

　
　
給
付
の
名
称
及
び
そ
の
受
給
権
を
取
得
し
た
年
月
日
（
当
該
被
用
者
年
金
給
付
の
支
給
が
そ
の
者
の
年
齢
を
事

　
　
由
と
し
て
そ
の
全
額
に
つ
き
停
止
さ
れ
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
停
止
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
年
月
日
）

2
　
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

3
　
被
保
険
者
が
、
六
十
五
歳
に
達
し
た
た
め
、
退
職
被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯

　
の
世
帯
主
は
、
十
四
日
以
内
に
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
届
書
を
、
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

4
市
町
村
は
、
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
届
け
出
ら
れ
る
べ
き
事
項
を
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
届
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
被
扶
養
者
に
関
す
る
届
出
）

第
六
条
　
退
職
被
保
険
者
が
被
扶
養
者
を
有
す
る
と
き
又
は
有
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の

　
世
帯
主
は
、
当
該
退
職
被
保
険
者
が
退
職
被
保
険
者
と
な
っ
た
日
の
翌
日
（
当
該
退
職
被
保
険
者
が
前
条
第
一
項

　
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
退
職
被
保
険
者
に
係
る
年
金
証
書
等
が
到
達
し
た
日
の
翌

　
日
）
又
は
当
該
被
扶
養
者
を
有
す
る
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

　
記
載
し
た
届
書
を
、
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条

　
に
か
か
わ
ら
ず
、

　
及
び
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
様
式
第
七
の
二
に
よ
る
被
保
険
者
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
お
い
て
、

　
す
る
も
の
と
す
る
。

2
　
市
町
村
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
証
を
返

　
還
し
た
世
帯
主
（
第
五
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
証
が
返
還
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
世
帯
主

　
を
含
む
。
）
に
対
し
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
原
爆
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
退
職
被
保

　
険
者
等
に
係
る
様
式
第
七
又
は
様
式
第
七
の
二
に
よ
る
被
保
険
者
証
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
当
該
被
保
険
者
以

　
外
の
被
保
険
者
に
係
る
様
式
第
一
号
の
三
に
よ
る
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

　
場
合
に
お
い
て
、
様
式
第
七
又
は
様
式
第
七
の
二
に
よ
る
被
保
険
者
証
又
は
様
式
第
一
号
の
三
に
よ
る
被
保
険
者

　
資
格
証
明
書
は
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
．
こ
と
に
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
の
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
及
ぴ
固
定
資
産
税
額
の
補
正
の
特
例
）

第
八
条
　
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、
第
三
十
二
条
の
九
及
び

　
第
三
十
二
条
の
九
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

　
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

　
　
　
被
扶
養
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
退
職
被
保
険
者
と
の
続
柄
、
賎
業
及
び
収
入

　
　
　
退
職
被
保
険
者
の
氏
名

　
　
　
扶
養
す
る
に
至
っ
た
年
月
日
及
び
扶
養
し
は
じ
め
た
事
由

　
　
　
被
保
険
者
証
の
記
号
番
号

　
（
退
職
被
保
険
者
等
に
関
す
る
被
保
険
者
証
及
び
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
）

　
　
　
　
市
町
村
は
、
世
帯
に
退
職
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
属
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
六
条
の
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
世
帯
主
に
対
し
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
退
職
被
保
険
者
に
係
る
様
式
第
七
に
よ
る
被
保
険
者
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
こ
の
場
合
に

　
　
　
　
　
様
式
第
七
又
は
様
式
第
七
の
二
に
よ
る
被
保
険
者
証
は
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
ご
と
に
作
成

　
一

　
二

　
三

　
四

2
　
世
帯
主
は
、
被
扶
養
者
で
な
く
な
っ
た
者
が
生
じ
た
と
き
、
又
は
前
項
第
一
号
の
記
載
事
項
（
職
業
及
び
収
入

　
に
限
る
。
）
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
市
町
村
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
市
町
村
は
、
前
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
届
け
出
ら
れ
る
べ
き
事
項
を
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
と
き
は
、
当
該
届
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
二
条
の
九
第
一
項

同
項
第
七
号
た
だ
し
書

被
保
険
者
に

一
般
被
保
険
者
（
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
以
外
の
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
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樋
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嘔
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鞘
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禰
煙
弾
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駅
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蓋
置
駅
十
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照
出

♀
ニ

ト
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ゆ
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恒
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斑
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蕪
阻
国
十
11岡
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憾
11属

馴
♀
ニ
ト
」
斜

　
暇
恒
ゆ
匝

斑
澱
→
（
十
一
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照
照
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醤
e
環
蟹
足
蝿
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罰
樋

響
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灸
轄

檸
恒

》
榊

裾
習

知
楚

轡
宿

駅
《

足
蝿

ゆ
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蝉
宿
駅
1ゆ

（
剛

旧
）

坦
順

怖
晋

任
rな

お
、

老
人

保
健
の
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方
は
、
老
人
保
健
の

健
康
手
帳
に

、
こ

の
証

を
添

え
て

く
だ

さ
い

。
」

細
蔓

。
’

r
3歳

の
誕

生
日

の
属

す
る

月
（

誕
生

日
が

月
の

初
日

で
あ

る
場
合
は
そ

の
前
月
）
以
前
」
侭
r義

務
教
育
就
学
前
（

6歳
の
誕
生
日
の
前
日
以
後
の
最
初
の
3月

31日
ま
で
）
」

足
溺
奮
’
6
掴
s
勾
ρ
ノ
㎡
e
馬
足
憲
e
蝿
ゆ
思
暴
蝦
ゆ
。

　
6．

有
効
期
限

を
経

過
し

た
と

き
は

、
こ

の
証

を
使

用
す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

の
で

、
速

や
か

に
、

市
町

村
（

組

　
　
合
）
に
提

出
し

て
、

検
認

又
は

更
新

を
受

け
て

く
だ

さ
い

。

　
轡
帽
蕪
1
0ψ

e1
脚
気
Q桶

ゆ
思
詰
倉
ゆ
。

鬱
情
搬
1
0卜

el
　
I
蔓
趣

　
轡
宿
駅
10

pe
l　

l　
e
1脚

藏
ゆ
。

　
遜
嘱
駅
10い

e111（
欄

旧
）

任
r灸

憩
」

脚
re和

」
19溺

倉
’
想
樋
怖
四
足
暴
e絶

い
想
轟
・
kゆ

。

　
8，

不
正
に

こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の
処
分
を
受
け
ま
す
。

（瞳認団e駅ギ駅）団e巾－風情継

轡
宿
駅
1ゆ

e団
怒
為
轡
宿
駅
1ゆ

e園
掴
気
eよ

ひ
r、

想
諮
愛
ゆ
。

旧嘱旧傾）
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Q恥麟吐2篇糊中賄椥誕蟻

皿咬酔麟罧県幅
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戸
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轡
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寒
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餅

　
様
式
第
一
号
の
六
（
表
面
）
中
「
議
識
藍
田
」
を
「
謙
違
藍
田
」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
中
「
、
老
人
保
健

法
の
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
っ
た
と
き
」
を
削
り
、
「
と
き
、
又
は
」
を
「
と
き
又
は
」
に
改
め
、
備
考

3
を
削
り
、
備
考
4
を
備
考
3
と
し
、
備
考
5
を
備
考
4
と
す
る
。

　
様
式
第
一
号
の
七
（
裏
面
）
中
「
、
老
人
保
健
法
の
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
っ
た
と
き
」
を
削
り
、
「
心

違
醤
弼
甚
甚
耕
」
を
「
魚
鳥
苦
甚
柑
」
に
改
め
る
。

　
様
式
第
一
号
の
八
（
裏
面
）
中
7
雌
＞
霜
融
蕗
3
園
溢
贈
癩
耳
び
∩
κ
淺
扇
昧
ぶ
π
固
O
葎
κ
嘩
」
を
削
る
。

　
様
式
第
一
号
の
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（表面）

様式第一号の九（第二十七条の十四の四関係）

　　　　　　　　　　　　（裏面）

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

交付年月日 日

記 号 番 号

世 住　　所

ロ帯 男

） 氏　　名
女

対適 男

用 氏　　名
女

生年月日 年 月 日

発効期日 年 月 日

有効期限 年 月 日

適用区分

長期入院
Y当年月日

年　　月 日
保険

ﾒ印

保険者番号並

びに保険者の

　　　　　　　　　　　注意事項

しこの証によって入院に係る療養又は厚生労働大臣が定める在

宅時医学総合管理、特定施設入居特等医学総合管理若しくは在
宅末期医療総合診療を受ける鳩合は、次のとおり一部：負担金限

度額の適用及び食事療養標準負担額又は生活療養標準：負担額
の減額が行われます。

（1）　入院の際又は在宅時医学総合管理、特定施設入居特等医

　　学総合管理若しくは在宅末期医療総合診療を受ける際に支
　　払う一部負担金の額は、保険医療機関等ごとに1か月につ
　　き、別に定められた額を限度とします。

（2）入院の際に食事療養を受ける場合に支払う食事療養標準
　　負担額又は生活療養を受ける際に支払う生活療養標準負担
　　額は、別に厚生労働大臣が定める減額された額となります．

2．保険医療機関等について入院をするとき又は在宅時医学総合

管理、特定施設入居特等医学総合管理若しくは在宅末期医療総

合診療を受けるときは、被保険者証及び高齢受給者証とともに
必ずこの証をその窓口で渡してください．

3．被保険者の資格がなくなったとき、認定の条件に該当しなく

なったとき、又はこの証の有効期限に至ったときには、直ちに
この証を市町村（組合）に返してください。また、転出の届出を

する際には、この証を添えてください。

4．この証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、この
証を添えて、市町村伽合）にその旨を届け出てください。

5．不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役
の処分を受けます。

　備　考

1．この証は、対象者1人ごとに作成すること。

2．適用区分欄には、適用対象者が国民健康保険法施行令第29条の3第3項第4号に掲げる者である場合はr　I」

　と、同項第3号に掲げる者である場合は「H」と記載すること。

3．この証の大きさは、縦128ミリメートル、横91ミリメートルとすること。

4．必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加え

　ることができること。

5．別途被保険者等に周知することにより、注意事項を省略することができる。

備考
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様式第三（第四十四条関係）
（表 面）

　（入院時生活療養費）

第五十二条の二　　（略）

2　（略）

3　健康保険法第六十四条並びに本法第三十六条第三項及ぴ第四i

　項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項から第八項まで、i

　第四十五条の二並びに前条第三項から第五項までの規定は、保険i

　医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養i

　費の支給について準用する。（後略）

　（保険外併用療養費）

第五十三条　　（略）

2　（略）

3　健康保険法第六十四条並びに本法第三十六条第三項及ぴ第四i
　項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項から第八項まで、i

　第四十五条の二並びに第五十二条第三項から第五項までの規定i
　は、保険医療機関等について受けた評価療養及び選定療養並びにi

　これらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。（後略）i

　（特別療養費）

第五十四条の三　　（略）

2　健康保険法第六十四条並びに本法第三十六条第三項及び第四i

　項、第四十条、第四十一条第四十五条第三項、第四十五条の二、i

　第五十二条第五瓜第五十三条第二項、第五十四条の二第三風　i

第八項及び第＋風第五＋四条の二の二並びに前条の規定むよ・保i

　険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費…
　に係る療養及ぴこれに伴う特別療養費の支給について準用する。i

　（後略）

3～5　（略）

国民健康保険検査証

〔法第四十五条の二関係〕

写

真

官職又は職名

氏 名

（　年　　月　　日生）

様
式
第
三
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様式第三の二（第四十四条関係）
（ 面）

第四十条、第四十一条、第四十五条第三項、第四十五条の二、
第五十二条第五項、第五十三条第二項、第五十四条の二第三項、i

第八項及ぴ第十項、第五十四条の二の二並びに前条の規定は、
保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看i

護事業者について受けた特別療養費に係る療養及ぴこれに伴うi

特別療養費の支給について準用する。（後略）

3～5　（略）

国民健康保険検査証

〔法第五十四条の二の三関係〕

写

真

官職又は職名

氏 名

（　年　　月　　日生）

様
式
第
三
（
裏
面
）
中
「
瞬
量
×
箕
爵
菌
　
垢
　
菌
」
を
削
る
。

様
式
第
三
の
二
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第四（第四十四条関係）

（表 面）

糠難欝難繍i
国民健康保険検査証

（法弟百六条関係）

写

真

官職又は職名

氏 名

（　年　　月　　日生）

様
式
第
三
の
二
（
裏
面
）
中
「
爺
菌
　
昂
　
菌
」
を
削
る
。

様
式
第
四
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様式第五（第四十四条関係）
（ 面）

3　（省略）

4地方自治法第二百五＋五条の三の規定は・前三項の規定によi

　る過料の処分を受けた者について準用する。

国民健康保険検査証

（法第百十三条関係）

写

真

官職又は職名

氏 名

（　年　　月　　日生）

様
式
第
四
（
裏
面
）
中
「
叫
爺
×
箕
鰯
菌
　
卯
　
菌
」
を
削
る
。

様
式
第
五
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



　
　
蝉
帽
鵬
→
く
（
鶴
田
）
各
「

官
職

又
は

職
名

　
氏

　
名

」
掴

…
諦

Q。

　
　
轡
嘱
臓
ギ
脚
気
e蝿

’
い
思

督
碧

瞳
。

様
式
第
七
号
（
附
則
第
七
条
関
係

）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
表

　
面

）

日
月

年
有

効
期

限
国

民
健

康
保

険

被
保

険
者

証

⑲
（

被
保

険
者

）

番
　

号
記

　
号

性
別

氏
名

1ヨ
月

年
日

生
年

月

日
月

年
該
当
年

月
日

日
月

年
交
付
年
月

日

世
帯

主
氏
名

住
所

保
険

者
番

号

印
保

険
者

名

轡
絹
織
国
（
蹄
1
目
）
晋
「
職
名
　
氏
　
名
」
脚
避
岬
。

響
帽
闘
（
（

嘱
目
）
脚
気
e柚

い
建
諮
£
ゆ
。

（胡田吹　　叶　　）

想出

婦警慧区響脚

（撃圖照日十阻憾斑）

慮綱輕鰹騒遇製出固

　　　　　。ゆ恒創建雍璽eト益ER十．惣剤刃喫」脚焦釦e畢

…轡想〉⊃柵．胴宰生麺ロコ心組騨樽罰田μ」鞍・壷無e呵響

…樋罰ゆ蝿u噂製蝦Q野匝照回想区．胆心遣口心“り口3樋冊割麺罰

㎜固．“Φ宰姐脚脂寒e註曇e摯e申騒砲穂攣．蟻奪聡慧〉ρ柵

…緬簿O蝿足型緊Q腎－堰照日十阻愚．粂鱒ゆ恒霞運脚嘉日憩区

…押毅O甲羅罰藤慰V⇒榊塩羅鰍．猛圏寵魍．塩圏磯目十1ーロ澱

　　　　　　　　　　　　　　。9赫深思媚圖eトゴER十川

…話荊N喫」御焦即e心魍鍾〉」柵．魅宰共即日3挿田園＃期日

　・ド」轄思健甑Q嘱響樋罰ゆ蝿口噂賀累e腎匝蝋匝楚区．知嚢翠

㎜足“】u3穏冊酬轟期日．一憲茅確樽単座慧妬・顧黙e賢u織

㎜駅団十阻搬．顎脚畏。檜P湘謎嘩蝉製図榔鰹蝋蝉蝋田十口櫛臓

（襯）

（迷駆磯目十目獣）艦搬帽韓

（ゆゆ駅埣盃中）騨畑田壁皿　田r①興①計ON慣降卜⑩F



o
DI［（ゆゆ蕪鉾孟ゆ）騨畑田轡皿田ドσり皿σり塒ON罎降

（
裏

　
面
）

　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

注
意

事
項

1　
こ
の
証
の

交
付

を
受

け
た

と
き

は
、

大
切

に
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

2
　
保
険
医
療

機
関
等
に
つ
い
て
診
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
必
ず
こ
の
証
を
そ
の
窓
口
で
渡
し
て
く

だ
さ

い
。

3
　
被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
6
5歳

の
誕
生
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
誕
生
日
が
月
の
初
日

で
あ
る
場
合

は
そ

の
月

）
に

至
っ

た
と

き
に

は
、

直
ち

に
こ

の
証

を
市

町
村

に
返

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

転
出
の
届
出

を
す

る
際

に
は

、
こ

の
証

を
添

え
て

く
だ

さ
い

。

4　
こ
の
証
の

記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
14日

以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え
て
、
市
町
村
に
そ
の
旨

　
を
届
け
出
て

く
だ

さ
い

。

5
　
有
効
期
限

を
経
過
し
た
と
き
は
、
こ
の
証
を
使
用
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
速
や
か
に
、
市
町
村

　
（
組
合
）
に

提
出

し
て

、
検

認
又

は
更

新
を

受
け

て
く

だ
さ

い
。

6　
不
正
に
こ

の
証

を
使

用
し

た
者

は
、

刑
法

に
よ

り
詐

欺
罪

と
し

て
懲

役
の

処
会

を
受

け
ま

す
。

特
別
の
事
情
が
な
い
の
に
保
険
料
（
税
）
を
滞
納
し
た
場
合
、
こ
の
証
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が

雄
蕊

覇
雑

耀
蹴

糠
難

蟹
㌍

1
年

間
経

過
し
て
も
保
険
料
（
税
）
を
滞

備
考

備
考
　
1　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
そ
の
他
の
材
料
を
用
い
、
使
用
に
十
分
耐
え
う
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
2　

大
き
さ
は
、
縦
54ミ

リ
メ
ー
ト
ル
、
横
8
6
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

　
　
　
3　

一
部
負
担
金
の
割
合
を
減
じ
て
い
る
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
表
面
に
「
一
部
負
担
金
の
割
合
」
欄
を
設

　
　
　
　
け
、

そ
の

一
部

負
担

割
合

を
表

示
す

る
。

　
　
　
4　

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
横
書
き
の
文
字
を
縦
書
き
で
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
所
要
の
変
更
又
は
調
整
を

　
　
　
　
加
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
5　

別
途
被
保
険
者
等
に
周
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
注
意
事
項
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
轡
補
銀
甲
e尽

9慧
e1雛

精
細

暑
k＠

。
様

式
第

七
号

の
二

（
附

則
第

七
条

関
係

）

国
民

健
康

保
険

被
保

険
者

証

（
被

　
扶

　
養

　
者

）

記
　

号

氏
　

名

生
　

年
　

月
　

日

該
当
年
月

日

交
付

年
月

日

世
帯

主
氏

名

住
　

所

保
険

者
番

号

保
険

者
名

（
表

　
面

）

有
効

期
限

　
　

年
　

　
月

　
　

同

番
　

号

性
　

別

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

年
　

　
月

⑲

日日印
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憲
諏

一
　
純
“
×
虫
｛
☆
卵
3
言
e
母
堂
嶺
曲
ぐ
ノ
癬
曲
δ
十
¢
副
渉
窃
び
δ
3
㏄
叫
が
。

N
　
汁
嘩
鉄
舜
ノ
叢
鯉
川
こ
図
ー
プ
、
∫
煎
。
。
O
川
こ
図
一
7
、
マ
伴
叫
ぴ
。

ω
　
t
雲
岱
尚
ゆ
3
望
砂
磁
蓮
G
パ
ぐ
ノ
び
究
濯
熊
大
〇
ぐ
ノ
d
舜
’
賄
劇
π
「
一
襲
⑳
尚
ゆ
3
哩
ゆ
」
喜
酵
建

　
奪
、
卵
δ
一
襲
皿
苗
哩
砂
酵
熱
熱
叫
ぴ
。

“
　
醸
燭
彦
翫
ぶ
㏄
曝
舜
、
滋
曝
礁
3
料
刈
贈
叢
琳
嫌
d
畑
引
叫
が
臼
伴
卵
3
言
ヨ
畑
3
瀕
細
×
舜
闘
騰
磁

　
言
渉
び
臼
伴
堂
d
衡
酬
。

0
　
望
巌
薄
菊
弼
雌
蕪
π
西
哲
叫
が
∩
僧
π
砦
O
、
酔
興
劇
蝋
磁
岱
暴
叫
が
∩
代
な
d
磯
び
。

意
識

d餅3
つ叫蝦

緬叫吐
口〉神威

バつ）
～3酵

崩
C
バ
ぐ
・
神
就
く
臼
㏄
彦

d
σ
嘉
添
輩
（
戴
）
酵
韮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
劇
　
國
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醇
酬
蜘
畑

r
　
∩
3
閏
O
料
お
酵
癩
¢
神
代
嘩
舜
、
冴
，
9
盲
龜
露
C
バ
〈
就
所
ぐ
♂

N
。
菊
藩
園
逆
蓮
置
鑛
π
o
σ
バ
磯
疑
酵
漁
耳
界
申
㏄
叫
び
㏄
酷
舜
’
峡
唾
、
臼
3
融
極
心
3
蝿
ロ
d
薄
C
パ
〈

議
砥
ぐ
♂

ω
■
醐
懸
樋
泌
耳
が
代
o
w
π
胤
違
ゆ
ゆ
益
“
野
爆
漆
薄
謝
直
様
誹
（
①
蛾
3
闇
財
田
3
君
田
眞
麟
3
麺
芭
3
ω

油
ω
H
田
町
d
）
3
緬
ゆ
舜
’
究
添
鰐
勤
3
皿
調
（
》
酷
烈
e
船
脚
贈
離
δ
畑
町
が
無
髄
歯
郵
く
。
）
O
N
哩
氏

　
鉢
σ
冊
叫
。

ム
・
薄
強
悪
雌
3
蹄
鵡
彦
弾
く
艸
O
神
代
鎌
知
舜
3
殊
O
潤
駐
m
3
蜘
叫
酬
曲
3
臨
池
（
闇
陪
m
噛
血
3
潜
田

　
d
猷
ぴ
晶
砂
舜
卵
3
油
）
π
囲
。
葎
伴
鎌
π
舜
’
画
け
π
臼
3
鞘
磁
掛
目
註
π
嵐
C
パ
〈
就
所
ぐ
ノ
。
叫
淋
ノ

　
鰍
圧
δ
醜
圧
酵
叫
び
顛
π
舜
ノ
【
3
閉
酵
辣
渉
パ
〈
瀧
所
ぐ
♂

9
6
3
閏
O
融
欝
蟹
愚
盲
闘
圃
堂
母
。
洋
㏄
磁
舜
ノ
置
m
眞
冴
π
ノ
臼
3
聞
酵
辣
凶
パ
’
嵜
潮
註
π
州
e
邸

　
蒔
亜
耳
圧
バ
〈
滝
砥
ぐ
♂

9
戯
薄
遮
弼
酵
酸
巌
C
津
氏
嘩
舜
、
臼
e
賀
禅
藏
曲
叫
が
田
代
舜
d
伸
餅
祥
～
e
d
’
醐
昏
δ
、
や
∬
掛
増
設

　
（
曲
ゆ
）
竃
溢
圧
C
凶
、
藩
轟
×
舜
矧
虫
邸
泌
耳
《
〈
議
所
ぐ
♂

S
引
臣
π
臼
3
聞
酵
溶
曲
C
洋
蝋
舜
ノ
中
二
蕗
π
野
O
響
薄
糊
代
C
d
醇
薄
3
暗
ゆ
酵
泌
瓦
餅
叫
。

様式第八（附則第九条関係）
（表 面）

高齢者の医療の確保に関する法律（抄）

　（報告の徴収等）

第百三十四条　厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢者医療

　広域連合又は市町村について、この法律を施行するために必要が

　あると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴

　し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。1

2　厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者に対し、前期高齢者

　納付金等及び後期高齢者支援金等の額の算定に関して必要がある

　と認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に・

　実地にその状況を検査させることができる。

3　第六十一条第三項の規定は前二項の規定による検査について、

　同条第四項の規定は前二項の規定による権限について、準用する。

第百六十八条　健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合又は日

　本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員が次の各号

　のいずれかに該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。

　一　第百三十四条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽

　　の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しく

　　は忌避したとき。

　二　（省略）

2　（省略）

退職者医療検査証
（法附則第十六条関係）

写

ll11

官職又は職名

氏 名

（　年　　月　　日生）

様
式
第
八
及
び
様
式
第
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（裏 面）

第 ・
巧

国民健康保険法（抄）

平成年月日交付

圏

　　附　則

　（拠出金に関する高齢者の医療の確保に関する法律の準用）

第十六条　高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四

　十三条から第四十六条まで、第百三十四条第二項及び第三項並

　ぴに第百五十九条の規定は、拠出金に関して準用する。この場

　合において、これらの規定中r保険者」とあるのは、r被用者保

　険等保険者」と読み替えるものとする。

　（支払基金の退職者医療関係業務に関する高齢者の医療の確保

　に関する法律の準用）

第十九条　高齢者の医療の確保に関する法律第百四十条から第百

　五十二条まで、第百五十四条、第百六十八条及び第百七十条第

　一項の規定は、支払基金の退職者医療関係業務に関して準用す

　る。この場合において、必要な技術的読替えは政令で定める。

備考　この用紙はA列7番とし厚紙を用い、中央の点線の所で二つ折りすること。

様式第九（附則第九条関係）
（表 面）

高齢者の医療の確保に関する法律（抄）

退職者医療検査証
　（報告の徴収等）

第百五十二条　厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金又は

　第百四十条の規定による委託を受けた者（以下r受託者」とい

　う。）について、高齢者医療制度関係業務に関し必要があると認

　めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又

　は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただ

　し、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

2　第六十一条第三項の規定は前項の規定による検査について、

　同条第四項の規定は前項の規定による権限について、準用する。

3　（省略）

第百六十八条　　（省略）

2　支払基金又は受託者の役員又は職員が、第百五十二条第一項

　の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項

　の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは・五

　十万円以下の罰金に処する。

（法附則第十九条関係）

写

↓
毛

～

官職又は職名

氏 名

（　年　　月　　日生）
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面）（裏

号第

国民健康保険法（抄）

　（支払基金の退職者医療関係業務に関する高齢者の医療の確保

　に関する法律の準用）

第十九条　高齢者の医療の確保に関する法律第百四十条から第百

　五十二条まで、第百五十四条、第百六十八条及び第百七十条第

　一項の規定は、支払基金の退職者医療関係業務に関して準用す

　る。この場合において、必要な技術的読替えは政令で定める。

日交付月年平成

鋼

備考　この用紙はA列7番とし厚紙を用い、中央の点線の所で二つ折りすること。

　
　
様
式
第
十
及
ぴ
様
式
第
十
の
二
を
削
る
。

　
（
国
民
健
康
保
険
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
国
民
健
康
保
険
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
号
）
の

　
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
一
般
被
保
険
者
（
退
職
被
保
険
者
又
は
退
職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
以
外
の
被
保

　
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
」
を
削
り
、
「
係
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
「
係
る
」
に
、
「
に
お
け
る
一
般

　
被
保
険
者
に
係
る
」
を
「
に
お
け
る
」
に
、
「
に
お
い
て
一
般
被
保
険
者
に
係
る
移
送
費
」
を
「
に
お
け
る
移
送
費
」

　
に
、
「
並
び
に
同
期
間
に
お
い
て
一
般
被
保
険
者
に
係
る
高
額
療
養
費
」
を
「
、
同
期
間
に
お
け
る
高
額
療
養
費
及
び

　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
に
、
「
費
用
の
額
の
合
算
額
」
を
「
費
用
の
額
並
び
に
同
期
間
に
お
い
て
高
齢
者
の
医
療
の

　
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る

　
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
納
付
に
要
し
た
費
用
の
額
の
合
算
額
（
同
期
間
に
お
い
て
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ

　
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額
）
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
七
十
二
条
の
二
の
二

　
第
一
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
三
百
六
十
二
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
」

　
を
加
え
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
ニ
　
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額

　
　
　
イ
　
前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規

　
　
　
　
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
納
付
に
要
し
た
費
用
の
額

　
　
　
ロ
　
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
当
該
年
度
の
法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
（
施
行
令
第
二
十

　
　
　
　
九
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
（
地
方
税
法
第
七
百
三
条
の
四
第
二
項
に
規

　
　
　
　
定
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
額
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

　
　
　
　
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
に
係
る
繰
入
金
」
と
い
う
。
）
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額

　
　
　
　
の
百
分
の
四
十
一
に
相
当
す
る
額

　
　
　
ハ
　
当
該
年
度
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
に
係
る
繰
入
金
に
相
当
す
る
額

　
　
第
四
条
第
一
項
第
三
号
口
中
「
第
七
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
、
「
国
民
健

　
康
保
険
法
施
行
令
」
を
「
施
行
令
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
ハ
　
当
該
年
度
の
介
護
納
付
金
賦
課
額
に
係
る
繰
入
金
に
相
当
す
る
額

　
　
第
四
条
第
二
項
中
「
規
定
す
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
「
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
一
般
被

　
保
険
者
（
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

　
を
「
被
保
険
者
」
に
、
「
と
な
る
一
般
被
保
険
者
の
」
を
「
と
な
る
被
保
険
者
の
」
に
、
「
の
一
般
被
保
険
者
」
を
「
の

　
被
保
険
者
」
に
、
「
一
般
被
保
険
者
の
う
ち
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
」
を
「
施
行
令
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
一

　
般
被
保
険
者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
コ
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中

　
「
規
定
す
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
「
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
一
般
被
保
険
者
」

　
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
コ
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
規
定
す
る
一

　
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
「
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
一
般
被
保
険
者
」
を
「
被
保
険

　
者
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
規
定
す
る
一
般
被
保
険
者

　
に
係
る
」
を
「
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
と
な
る
一
般
被
保
険
者
」
を
「
と
な
る
被
保
険
者
」
に
、
「
の

　
一
般
被
保
険
者
」
を
「
の
被
保
険
者
」
に
、
「
一
般
被
保
険
者
の
う
ち
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
」
を
「
施
行
令
」
に

　
改
め
、
同
項
第
二
号
中
コ
般
被
保
険
者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
コ
般
被
保
険
者
に
係
る
」

　
を
削
り
、
同
項
第
四
号
及
ぴ
第
五
号
中
コ
般
被
保
険
者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
一
般
被

　
保
険
者
に
係
る
」
を
削
り
、
同
項
第
七
号
及
び
第
八
号
中
「
一
般
被
保
険
者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
、
同
項
第

　
九
号
中
「
一
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
規
定
す
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
「
規
定
す

　
る
」
に
改
め
、
「
高
額
療
養
費
」
の
下
に
「
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
高

　
額
療
養
費
」
の
下
に
「
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
一
般
被
保
険
者
」

　
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
、
「
高
額
療
養
費
」
の
下
に
「
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
高

　
額
療
養
費
」
の
下
に
「
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
を
加
え
、
同
項
第
六
号
中
「
一
般
被
保
険
者
に
つ
い
て
」
を

　
「
被
保
険
者
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
コ
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
削
り
、
「
高
額
療
養
費
」
の
下
に
「
及
び
高
額
介
護

　
合
算
療
養
費
」
を
加
え
る
。
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第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
一
般
被
保
険
者
数
の
」
を
「
被
保
険
者
の
数
の
」
に
、
「
平
均
一
般
被
保
険
者
数
」

を
「
平
均
被
保
険
者
数
」
に
、
「
頴
田
勘
腿
一
蝋
腰
田
畑
」
を
「
腿
旧
勘
腿
一
触
腰
口
中
淵
q
醤
臼
砲
」
に
、
「
魚
心
－

霜
薄
拍
藩
蝋
蝉
」
を
「
煮
芯
薄
拙
悪
躁
欝
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
当
該
年
度
の
保
険
料
又
は
国
民
健
康
保
険
税
の
」

を
削
り
、
「
当
該
年
度
に
お
け
る
賦
課
期
日
が
二
以
上
で
あ
る
市
町
村
で
あ
っ
て
、
保
険
料
又
は
国
民
健
康
保
険
税
の

所
得
割
額
が
前
年
の
所
得
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
る
賦
課
期
日
が
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
賦
課
期
日
（
当

該
賦
課
期
日
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
当
該
賦
課
期
日
の
う
ち
最
初
の
賦
課
期
日
）
、
保
険
料
又
は
国
民
健
康
保
険

税
の
所
得
割
額
が
前
年
の
所
得
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
る
賦
課
期
日
が
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
最
初
の
賦
課
期

日
と
す
る
。
以
下
「
保
険
料
賦
課
期
日
」
と
い
う
」
を
「
法
第
七
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
賦
課
期
日
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
に
、
「
一
般
被
保
険
者
に
係
る
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所

得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
（
以
下
「
総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控

除
を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
以
下
コ
般
被
保
険
者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
、
「
」

と
い
う
。
）
に
、
」
を
「
（
施
行
令
第
二
十
九
条
の
七
第
二
項
第
四
号
（
施
行
令
附
則
第
六
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
合
計
額
に
、
」
に
、
「
識
圏
櫛
黙
一
蝋
腿
田
畑
」
を
「
激
圏
櫛
識
一
蝋
搬
い
⑩
滴
q
識
田
畑
」
に
、
「
魚
苗
t
彊
藩
痢
悪

難
鮮
」
を
「
煮
芯
薄
究
婦
眼
路
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
（
以
下
「
平
均
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
数
」
と

い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
号
口
中
「
保
険
料
賦
課
期
日
」
を
「
当
該
市
町
村
の
賦
課
期
日
」
に
改
め
、
「
介
護
納
付
金

賦
課
被
保
険
者
に
係
る
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
か
ら
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除

を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
以
下
「
」
を
削
り
、
「
」
と
い
う
。
）
」
を
「
の
合
計
額
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
ニ
　
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

　
　
イ
　
別
に
定
め
る
額
に
当
該
市
町
村
の
平
均
被
保
険
者
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の

　
　
　
と
す
る
。
）

　
　
ロ
　
別
に
定
め
る
率
に
当
該
市
町
村
の
賦
課
期
日
に
お
け
る
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等

　
　
　
の
合
計
額
を
乗
じ
て
得
た
額
（
銭
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。
）

　
第
五
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
に
保
険
料
賦
課
期
日
」
を
「
に
賦
課
期
日
」
に
改
め
、
「
（
被
保
険
者

で
あ
る
世
帯
主
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
当
該
市
町
村
の
こ
の
項
」
を
「
こ
の
項
」
に
、

「
の
一
般
被
保
険
者
」
を
「
の
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
」
に
、
「
と
保
険
料
賦
課
期
日
に
お
け
る
退
職
被
保
険

者
等
に
係
る
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
か
ら
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後

の
総
所
得
金
額
及
ぴ
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
以
下
「
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」

と
い
う
。
）
と
の
合
算
額
（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
総
額
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被

保
険
者
に
係
る
額
」
を
「
の
合
計
額
」
に
、
「
五
十
六
万
円
」
を
「
四
十
七
万
円
」
に
、
「
、
一
般
被
保
険
者
に
係
る
」

を
「
、
前
項
第
一
号
ロ
に
お
け
る
」
に
改
め
、
「
か
ら
、
当
該
合
計
額
に
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総

所
得
金
額
等
を
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
総
額
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
第
四
位
未
満
は
四
捨
五
入
す

る
も
の
と
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
」
及
び
「
脹
駕
引
潮
オ
3
蹴
醸
醸
鄭
燃
e
霧
ヨ
竈
ゆ
盆
路
講
益

3
ψ
ぴ
」
を
削
り
、
「
案
ぴ
錨
」
を
「
索
ぶ
蹴
巖
醸
郵
憩
e
誇
熱
讃
ゆ
慧
囎
e
ゆ
理
慧
」
に
、
「
ま
ρ
。
8
田
」
を

「
ミ
ρ
8
。
田
」
に
、
「
霜
鶏
糞
翼
職
謡
田
」
を
「
翼
翼
藍
田
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
　
別
に
定
め
る
額
に
賦
課
期
日
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
こ
の
項
の
規
定
に
よ

　
る
控
除
を
す
る
前
の
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
に
別
に
定

　
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
計
額
が
十
二
万
円
を
超
え
る
世
帯
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
第
二
号
ロ
に
お
け

　
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
計
算
上
、
当
該
世
帯
、
こ
と
に
次
の
式
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
計
額
を
、
控

　
除
す
る
も
の
と
す
る
。

講
鞭
礪
　
匿
干
鐸
蕪
藤
鍼
］

　
第
五
条
第
四
項
中
「
保
険
料
賦
課
期
日
」
を
「
賦
課
期
日
」
に
改
め
、
「
当
該
市
町
村
の
」
を
削
り
、
「
前
の
」
の
下

に
「
当
該
世
帯
に
属
す
る
」
を
加
え
、
「
う
ち
そ
の
世
帯
に
属
す
る
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
に
係
る
額
」
を
「
合

計
額
」
に
、
「
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
に
係
る
」
を
「
、
第
一
項
第
三
号
ロ
に
お
け
る
」
に
改
め
、
「
脹
難
引
潮

茸
3
⇒
慰
書
へ
4
臨
翼
翼
薄
痢
弼
雌
π
索
び
蹴
融
融
郵
球
3
謬
ヨ
載
ゆ
錨
囎
3
窃
ぷ
」
を
削
り
、
「
薬
餌
盗
」
を
「
索
ぴ

贈
融
融
郵
醸
3
糞
ヨ
載
ゆ
盆
媚
3
ゆ
理
慧
」
に
、
「
究
癬
糞
翼
翼
藍
田
」
を
「
翼
翼
澄
田
」
に
改
め
る
。

　
第
六
条
中
「
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
及
び
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
」

を
「
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
」
に
改
め
、
同

条
第
一
号
中
「
一
般
被
保
険
者
に
」
を
「
被
保
険
者
に
」
に
改
め
、
「
）
の
額
」
の
下
に
「
の
合
計
額
」
を
加
え
、
「
イ

及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
」
を
「
調
整
対
象
需
要
額
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
（
退

職
被
保
険
者
等
に
係
る
額
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
及
び
「
（
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
額
を
除

く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
同
項
第
三
号
」
を
「
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
平

成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
」
を
「
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
」
に
改
め
る
。

　
第
七
条
第
一
項
中
コ
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
削
り
、
コ
般
被
保
険
者
の
」
を
「
被
保
険
者
の
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
一
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
削
る
。

　
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
の
調
整
交
付
金
の
特
例
）

第
二
条
　
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
（
次
条
に
お
い
て
「
退
職
被
保
険
者

　
等
所
属
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

　
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

　
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

二第 一第

号四

@条
号四

@条
第
一
項
第

第
一
項
第

第 の 第 第 A
口

に 同 療
七 納 七 七 算 お 期 養
十 付 十 十 額 け 間 の

二 に 二 条
（

る の

条 要 条 第 請
の し の 三 求
三 た 三 項 に

第 費 第 係

一
用 一

る

項 の
額

項

え附 除保額援（ え附 え附 （とに定に合 に る同 同被よ一
ら則 し険か金以 ら則 ら則 いおす規算 お 期 じ扶る般
れ第 た者ら一下 れ第 れ第 ういる定額 け 間 」養退被
た九 額等後とこ た九 た九 」て退すか る の に者職保
法条 所期いの 法条 法条 をr織るら 一

詫
両
目 係以被険

第第 属高う号 第第 第第 乗退被調法 般 求 る外保者
七一 割齢」に 七一 七一 じ職保整附 被 に 療の険（
十項 合者のお 十項 十項 て被険対則 保 係 養被者法
二の を支納い 二の 条の 得保者象第 険 る の保又附
条規 乗援付て 条規 第規 た険等基七 者 一 険は則
の定 じ金にr の定 三定 額者所準条 に 般 者退第

三に ての要後 三に 項に を等属額第 係 被 を職六
第よ 得額し期 第よ よ 控所割に一 る 保 い被条
一り たにた高 一り り 除属合同項 険 う保の

項読 額退費齢 項読
……士

` し割（号第 者 。険規

み を職用者 み み た合次に二 に 以者定
替 控被の支 替 替 額一号規号 係 下のに
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第
四
条
第
一
項
第
三
号

第
七
十
二
条
の
三
第
一
項

附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項

繰
入
金
に
相
当
す
る
額

第
四
条
第
二
項

規
定
す
る
療
養

規
定
す
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
療
養

と
な
る
被
保
険
者

と
な
る
一
般
被
保
険
者

の
被
保
険
者

の
一
般
被
保
険
者

（
施
行
令

（一

ﾊ
被
保
険
者
の
う
ち
施
行
令

三
　
療
養

三
　
一
般
被
保
険
者
に
係
る
療
養

第
四
条
第
四
項

規
定
す
る
入
院
時
食
事
療
養
費

規
定
す
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
入
院
時
食
事
療
養
費

被
保
険
者

一
般
被
保
険
者

三
　
入
院
時
食
事
療
養
費

第
四
条
第
五
項

規
定
す
る
入
院
時
生
活
療
養
費

規
定
す
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
入
院
時
生
活
療
養
費

被
保
険
者

一
般
被
保
険
者

三
　
入
院
時
生
活
療
養
費

第
四
条
第
六
項

規
定
す
る
保
険
外
併
用
療
養
費

規
定
す
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
保
険
外
併
用
療
養
費

と
な
る
被
保
険
者

と
な
る
一
般
被
保
険
者

の
被
保
険
者

の
一
般
被
保
険
者

（
施
行
令

（一

ﾊ
被
保
険
者
の
う
ち
施
行
令

三
　
保
険
外
併
用
療
養
費

六
保
険
外
併
用
療
養
費

第
四
条
第
七
項

被
保
険
者

一
般
被
保
険
者

第
五
条
第
一
項

に
お
け
る
被
保
険
者

に
お
け
る
一
般
被
保
険
者

平
均
被
保
険
者
数

平
均
一
般
被
保
険
者
数

平
均
被
保
険
者
数

平
均
一
般
被
保
険
者
数

第
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項

額
の
合
計
額

額
の
合
計
額
か
ら
、
当
該
合
計
額
に
当
該
世
擁
擁
鵬
畷
鑛
灘
離
離
寵
す
る
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
で
除
し
て
得
た
率
（
小
数
点
以
下
第
四
位
未
満
は
四
捨
五
入
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額

第
六
条
第
一
号

被
保
険
者

一
般
被
保
険
者

調
整
対
象
需
要
額

調
整
対
象
需
要
額
か
ら
、
前
年
度
の
一
月
か
肪
熊
離
欝
騙
灘
黎
盟
翻
灘
購
灘
議
躇
講
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額

第
六
条
第
二
号

に
よ
る
療
養
の
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
の
減
免
額

に
よ
る
療
養
の
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
の
減
免
額
（
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
額
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

額
の
合
算
額
が
、

額
、

額
（
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
額
を
除
く
。
）
、

額
及
び

控
除
し
た
額
の

控
除
し
た
額
（
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
額
を
除
く
。
）
の

第
七
条
第
一
項

保
険
料
収
納
割
合

一
般
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
収
納
割
合

被
保
険
者

一
般
被
保
険
者

第
七
条
第
二
項

保
険
料
に

一
般
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
に

　
（
病
床
転
換
支
援
金
等
を
納
付
す
る
市
町
村
の
調
整
交
付
金
の
特
例
）

第
三
条
　
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
市
町
村
（
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
を
除
く
。
）
に
つ
い

　
て
、
第
四
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
あ

　
る
の
は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金
」
と
す
る
。

2
　
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り

　
読
み
替
え
ら
れ
た
第
四
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
四

　
条
第
一
項
第
二
号
中
「
）
の
納
付
に
要
し
た
費
用
の
額
か
ら
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
あ
る
の
は
「
）
及
び
高
齢

　
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
病
床
転
換
支
援
金
」
と
い
う
。
）
の

　
納
付
に
要
し
た
費
用
の
額
か
ら
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
病
床
転
換
支
援
金
」
と
す
る
。

　
（
平
成
二
十
年
度
及
び
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
調
整
対
象
需
要
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
四
条
　
平
成
二
十
年
度
及
ぴ
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
、
第
四
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

　
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

　
げ
る
字
句
と
す
る
。
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号二第 一第 一第 一第

ロ号四 号四 号四 号四
ロ条 ハ条 ロ条 イ条
及第 第 第 第

ぴ一 一 一 一
第項 項 項 項
三第 第 第 第

第 繰及 第及 掲 額
七 入び 一び げ 並
十 金当 項当 る び

二 に該 該 額 に

条 相年 年

の 当度 度

三 すの の
第 る基 法

一 額礎 第
項 賦 七

課 十
額 二
に 条
係 の
る 三

十第 拠条に安十入並 一並 項掲 二政四定額
四七 出に相定六金び 項ぴ 第げ 号令十に’
条十 金規当化条にに 及に 二る に一一関国
第二 の定す事第相当 び当 号額 掲と号す民
一条 額する業一当該 法該 に（ げい。る健
項の のる額基号す年 附年 掲算 るう以政康

三 二標及準にる度 則度 げ定 額」下令保
第 分準び拠規額の 第の る政 並附こ（険

一 の高算出定及基 二法 額令 び則の昭の
項 一額定対すび礎 十第 を附 に第条和国
及 に医政象る算賦 四七 除則 十に三庫
び 相療令額保定課 条十 く第 九お十負
法 当費附の険政額 第二 」十 条い四担
附 す共則二財令に 一条 九 第て年金
則 る同第分政附係 項の 条 一r政等
第 額事十の共則る 三 第 項算令の
二 業八一同第繰 第 一 第定第算

　
附
則
第
五
条
か
ら
第
六
条
の
二
ま
で
を
削
る
。

　
附
則
第
七
条
中
「
附
則
第
六
条
」
を
「
附
則
第
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
五
条
と
す
る
。

　
附
則
第
七
条
の
二
を
削
り
、
附
則
第
八
条
を
附
則
第
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
（
特
別
調
整
交
付
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
特
例
）

第
七
条
　
当
分
の
間
、
特
別
調
整
交
付
金
の
額
は
、
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合

　
計
額
と
す
る
。

　
一
　
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
額

　
二
　
第
四
条
第
一
項
の
額
の
う
ち
結
核
性
疾
病
及
び
精
神
病
に
係
る
額
（
特
別
療
養
給
付
に
係
る
額
で
あ
つ
て
、

　
　
当
該
疾
病
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
十
五
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
の
額
に

　
　
当
該
割
合
か
ら
百
分
の
十
五
を
控
除
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
十
分
の
八
以
内
の
額

　
（
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
特
別
調
整
交
付
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
特

　
例
）

第
八
条
　
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
特
別
調
整
交
付
金
の
額
は
、
第
六
条
及

　
び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
（
第
六
条
第
五
号
及
ぴ
第
六
号
並
び
に
附
則

　
第
六
条
第
二
号
に
係
る
特
別
調
整
交
付
金
の
交
付
の
実
績
並
び
に
平
成
五
年
度
以
降
の
合
併
等
を
勘
案
し
て
別
に

　
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
加
算
又
は
控
除
し
た
額
）
と
す

　
る
。
た
だ
し
、
当
該
控
除
し
た
額
が
零
を
下
回
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
下
回
る
こ
と
と
な
つ
た
部
分
の

　
金
額
を
普
通
調
整
交
付
金
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
額

　
二
　
第
四
条
第
一
項
の
額
の
う
ち
結
核
性
疾
病
等
費
用
額
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
十
五
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ

　
　
て
は
、
同
項
の
額
に
当
該
割
合
か
ら
百
分
の
十
五
を
控
除
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
十
分
の
九
以
内

　
　
の
額

　
附
則
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
を
削
る
。

　
（
国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
厚
生
省
令
第

　
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
二
条
第
二
項
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
「
第
八
十
号
」
の
下

に
「
。
以
下
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
「
拠
出
金
及
び
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
高
齢

者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
並
び
に
」
に
改
め
る
。

　
第
四
条
中
「
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
及
び
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
」

を
「
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
」
に
、
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
」
に

改
め
、
同
条
第
一
号
中
コ
般
被
保
険
者
（
退
職
被
保
険
者
又
は
退
職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
以
外
の
被
保
険
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
た
だ
し
、
こ
の
条
及
び
第
五
条
の
四
、
附
則
第
五
項
及
び
附
則
第
七
項
に
お
い
て
は
、
老
人
保

健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
」
を
「
被
保
険
者
」
に
、
二
般
被
保
険
者
の
」
を

「
被
保
険
者
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
一
般
被
保
険
者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
第
五
条
か
ら
第
五
条
の
三
ま
で
の
規
定
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
」
に
、
「
一
般
被
保
険
者
」
を

「
被
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
第
五
条
の
四
第
一
項
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
単
に
」
を
削
り
、
同
項
各
号
中
コ

般
被
保
険
者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、

同
項
各
号
中
コ
般
被
保
険
者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第

二
項
」
に
改
め
、
同
項
各
号
中
コ
般
被
保
険
者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
第
五
条
の
五
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
」
に
、
コ
般
被
保
険
者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
第
六
条
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
高
額
療
養
費
」
の
下
に
「
及
び
高
額
介
護
合
算

療
養
費
」
を
加
え
、
「
一
般
被
保
険
者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
第
六
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
条
の
二
第
三
項
第
五
号
」
を
「
第
二
条
の
二
第
一
項
第
五
号
」
に
改

め
、
同
条
第
一
号
中
「
同
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　
第
六
条
の
三
第
一
項
中
「
第
二
条
の
二
第
四
項
第
三
号
イ
」
を
「
第
二
条
の
二
第
二
項
第
三
号
イ
」
に
、
「
同
条
第

三
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
（
次
項
に
お
い
て
「
被
爆
者
等
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
除

く
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
付
費
総
額
」
と
い
う
」
を
加
え
、
「
同
条
第
四
項
第
三
号
イ
」
を
「
算

定
政
令
第
二
条
の
二
第
二
項
第
三
号
イ
」
に
改
め
、
「
同
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

　
第
六
条
の
四
中
「
第
二
条
の
二
第
四
項
第
四
号
イ
」
を
「
第
二
条
の
二
第
二
項
第
四
号
イ
」
に
改
め
る
。

　
第
六
条
の
六
の
見
出
し
中
「
第
七
十
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
七
十
条
第
三
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
③
」

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
七
十
条
第
三
項
第
二
号
イ
」
を
「
第
七
十
条
第
三
項
第
一
号
ロ
ω
」
に
、
「
当
該
年
齢

階
層
」
を
「
年
齢
階
層
」
に
、
「
一
般
被
保
険
者
の
」
を
「
被
保
険
者
の
」
に
改
め
、
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基

準
日
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
一
般
被
保
険
者
（
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を

除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
（
以
下
こ
の
条
」
を
「
被
保
険
者
の
数
（
以
下
こ
の
項
」
に
、
「
年
齢
階

層
別
一
般
被
保
険
者
数
」
を
「
年
齢
階
層
別
被
保
険
者
数
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

2
　
法
第
七
十
条
第
三
項
第
一
号
ロ
③
及
び
第
二
号
ロ
③
の
被
保
険
者
の
数
は
、
当
該
市
町
村
の
当
該
年
度
の
各
月

　
末
に
お
け
る
被
保
険
者
の
数
の
合
計
数
を
十
二
で
除
し
て
得
た
数
と
す
る
。

3
　
法
第
七
十
条
第
三
項
第
一
号
ロ
⑧
及
ぴ
第
二
号
ロ
③
の
前
期
高
齢
被
保
険
者
加
入
割
合
は
、
当
該
市
町
村
の
当

　
該
年
度
の
各
月
末
に
お
け
る
前
期
高
齢
被
保
険
者
（
法
第
七
十
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
被
保
険

　
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
の
合
計
数
を
当
該
市
町
村
の
当
該
年
度
の
各
月
末
に
お
け
る
被
保
険
者
の
数
の
合

　
計
数
で
除
し
て
得
た
割
合
と
す
る
。

　
第
六
条
の
六
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
第
七
十
条
第
三
項
第
二
号
イ
の
当
該
年
齢
階
層
に
属
す

る
一
般
被
保
険
者
の
数
及
ぴ
同
号
ロ
ω
及
び
⑧
の
当
該
」
を
「
第
七
十
条
第
三
項
第
一
号
ロ
ω
の
」
に
改
め
る
。

　
第
六
条
の
七
第
三
項
中
「
（
以
下
「
分
割
前
の
地
域
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
同
じ
。
）
の
数
」
」
を
「
数
（
」
」
に
、
「
同

じ
。
）
の
数
及
び
」
を
「
数
及
ぴ
」
に
改
め
、
「
（
以
下
「
分
割
後
の
区
域
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
基
準
日
」
を
「
当

該
年
度
の
十
一
月
三
十
日
」
に
、
コ
般
被
保
険
者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
、
「
」
と
、
同
条
第
二
項
及
ぴ
第
三
項
中
「
当

該
市
町
村
の
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
分
割
前
の
地
域
の
基
準
日
」
と
、
「
同
じ
。
）
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
同
じ
。
）
の

数
及
び
分
割
後
の
地
域
の
基
準
日
に
お
け
る
当
該
年
齢
階
層
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
を
当
該
分
割
に
係
る
分
割
前

後
の
期
間
に
よ
り
加
重
平
均
し
た
数
」
を
「
（
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
と
、
同
条
第
二
項
及
ぴ
第
三
項
中
「
当

該
市
町
村
の
基
準
日
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
市
町
村
の
区
域
で
あ
る
地
域
の
基
準
日
」
と
、
「
十
二
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
各
月
の
月
数
」
と
、
「
除
し
て
得
た
率
」
と
あ
る
の
は
「
除
し
て
得
た
率
に
当
該
年
度
に
占
め
る
当
該
分
割
に
係
る

分
割
後
の
期
間
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
率
」
」
を
削
る
。
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第
六
条
の
八
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
一
　
算
定
政
令
第
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
計
額
　
当
該
市
町
村
の
当
該
年
度
の
保
険
料
の
賦
課

　
　
期
日
（
法
第
七
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
賦
課
期
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
被
保
険
者
が
属
す
る
世

　
　
帯
（
当
該
年
度
の
十
月
二
十
日
ま
で
の
間
に
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
七
第
五
項
に
定
め
る
基

　
　
準
に
従
い
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
被
保
険
者
均
等
割
額
又
は
世
帯
別
平

　
　
等
割
額
を
減
額
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
当
該
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
減
額

　
　
す
る
こ
と
と
な
る
額
の
合
計
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
世
帯
に
係
る
当
該
年
度
分
の
法
第
七
十
二
条
の
三
第
一

　
　
項
に
規
定
す
る
減
額
し
た
額
の
合
計
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
合
計
額
）

　
二
　
算
定
政
令
第
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
合
計
額
　
当
該
市
町
村
の
当
該
年
度
の
国
民
健
康
保
険

　
　
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
（
当
該
年
度
の
十
月
二
十
日
ま
で
の
問
に
地
方
税
法
（
昭

　
　
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
三
条
の
五
に
定
め
る
基
準
に
従
い
同
法
第
七
百
三
条
の
四
の
規

　
　
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
被
保
険
者
均
等
割
額
又
は
世
帯
別
平
等
割
額
を
減
額
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も

　
　
の
に
限
る
。
）
に
係
る
当
該
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
減
額
す
る
こ
と
と
な
る
額
の
合
計
額
（
そ
の

　
　
額
が
現
に
当
該
世
帯
に
係
る
当
該
年
度
分
の
法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
減
額
し
た
額
の
合
計
額

　
　
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
合
計
額
）

　
第
六
条
の
八
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
特
定
健
康
診
査
等
負
担
金
等
の
額
の
算
定
方
法
）

第
六
条
の
九
算
定
政
令
第
四
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
等
負
担
対
象
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る

　
基
準
に
よ
っ
て
特
定
健
康
診
査
等
（
法
第
七
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
等
を
い
う
。
）
を
受

　
け
た
者
ご
と
に
算
定
し
た
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
に
要
し
た
費
用
の
額
（
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
二
十
一
条
第

　
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
者
が
行
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診

　
査
の
全
部
又
は
一
部
の
実
施
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
年
度
に
お
い
て

　
現
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
第
七
条
中
「
の
老
人
保
健
法
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
医
療
等
に
要
す
る
費
用
の
額
に
係
る
老
人
保
健
法
の
規
定

に
よ
る
拠
出
金
（
以
下
「
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
及
び
」
を
「
に
係
る
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定

に
よ
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
（
以
下
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
」
と
い
う
。
）
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る

後
期
高
齢
者
支
援
金
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
い
う
。
）
並
び
に
」
に
改
め
、
「
相
当
す
る
額
」
の
下
に
「
（
高

齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
（
以
下
「
前
期
高
齢
者
交
付
金
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に

は
、
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
）
」
を
加
え
、
「
次

の
各
号
」
を
「
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
」
を
「
前
期
高

齢
者
納
付
金
」
に
、
「
老
人
医
療
受
給
対
象
者
（
老
人
保
健
法
第
十
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
老
人
医
療
受
給

対
象
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
ぴ
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
（
高
齢
者
医
療
確

保
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、

「
老
人
医
療
受
給
対
象
者
の
」
を
「
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、

同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
二
　
当
該
組
合
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に
、
前
々
年
度
に
お
け
る
当
該
組
合
の
当
該

　
　
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
の
数
を
前
々
年
度
に
お
け
る
当
該
組
合
の
被
保
険
者
の
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ

　
　
て
得
た
額

　
第
七
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
四
　
当
該
組
合
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
、
第
一
号
に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

　
第
七
条
の
二
中
「
算
定
政
令
」
を
「
前
条
の
規
定
は
、
算
定
政
令
」
に
、
「
の
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
及
ぴ
」
を

「
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
並
び
に
」
に
、
「
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
」

を
「
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
相
当
す

る
額
を
控
除
し
た
額
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
」
と
あ

る
の
は
「
組
合
特
定
被
保
険
者
」
と
、
「
同
号
イ
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
」

に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

　
第
八
条
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
（
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ

る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
（
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の

号
及
び
第
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

　
第
九
条
か
ら
第
九
条
の
五
ま
で
の
規
定
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　
第
十
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
高
額
療
養
費
」
の
下
に
「
及
び
高
額
介

護
合
算
療
養
費
」
を
加
え
る
。

　
第
十
二
条
第
一
項
中
「
日
田
融
無
痢
癬
3
藩
強
悪
蝋
一
＞
脹
葎
0
3
齢
黙
3
叢
‡
大
畑
C
洋
無
調
3
盆
、
難
購
踏

O
俳
誌
置
O
ぐ
ノ
ペ
O
溢
離
π
O
嘩
特
蔚
C
洋
距
謡
3
盤
瀬
q
雌
＞
霜
融
園
滞
陣
濁
圧
ゆ
O
誉
へ
4
π
畑
C
浮
州
謡
3

慧
」
を
「
固
円
融
弼
痢
癬
3
薄
靄
弼
蝋
t
＞
脹
神
O
e
購
蝋
3
蔀
へ
4
π
畑
C
葎
廻
田
e
慧
」
煎
融
蹄
3
料
爺
π
O
つ

パ
3
効
琳
π
O
磁
鞍
満
C
神
舞
記
3
錨
は
q
π
慧
謡
醒
蔀
雌
諄
奪
ゆ
淵
q
熊
蓋
副
蔀
蝋
掛
融
ゆ
3
諄
｛
蓑
∩
畑
町
が
距

謡
3
囁
（
ま
蓋
副
番
醸
隣
へ
4
ゆ
な
猷
ぶ
蔽
ゆ
π
算
’
諮
ゆ
堂
識
申
圖
細
融
煎
究
婦
3
薄
荊
扉
蝋
一
＞
脹
葎
O
e
晋
蓋

酬
難
曲
料
‡
ゆ
郎
醇
郵
C
葎
慧
）
」
に
、
「
鵬
翼
曲
ゆ
O
薄
究
添
雌
t
＞
脹
洋
O
e
激
騰
3
叢
茸
大
畑
C
滝
蹄
謡
3
盤
ノ

贈
嚇
距
3
料
謬
π
O
ぐ
ノ
ペ
3
贈
騰
π
O
酷
韓
渇
C
き
川
通
3
盤
淵
q
曲
＞
霜
融
園
効
川
澄
圧
ゆ
e
諄
へ
蓑
∩
畑
C
葎
距

丑
e
益
」
を
「
膿
難
曲
ゆ
3
薄
抽
癬
雌
一
＞
脹
洋
G
3
離
離
3
叢
へ
砦
∩
燗
C
詩
癖
丑
3
盤
’
莇
購
泌
3
糾
叢
π
O
つ

ぺ
3
溢
蹴
π
O
磯
城
溢
C
浄
博
通
3
益
旨
q
π
晋
蓋
酔
難
聴
書
鳶
ゆ
淵
q
藤
壷
酬
蕪
蝋
掛
融
ゆ
3
書
‡
大
畑
叫
ぶ
蹄

詔
3
益
（
晋
蓋
副
離
職
掛
へ
4
ゆ
楼
猷
ぴ
緬
ゆ
π
眞
’
脹
駕
諮
ゆ
3
薄
｛
知
弼
眼
一
＞
脹
葎
G
3
晋
澄
副
蔀
蝋
料
｛
4
ゆ
磁

醇
郵
C
葎
盤
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
一
人
当
た
り
の
療
養
の
給
付
に
要
し
た
費

用
の
額
、
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
の
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
及
び
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
の
納
付
に

要
し
た
費
用
の
額
」
を
「
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
一
人
当
た
り
の
療
養
の
給
付
に
要
し
た
費
用
の
額
、
療
養
費

の
支
給
に
つ
い
て
の
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
並
び
に
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
ぴ
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
納

付
に
要
す
る
費
用
の
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
組
合
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
一
人

当
た
り
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
を
控
除
し
た
額
）
」
に
、
「
）
、
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
の
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費

用
の
額
及
び
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
の
納
付
に
要
し
た
費
用
の
額
」
を
「
）
、
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
の
療
養

に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
並
び
に
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額

（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額
）
」
に
、
「
当
該
組
合
の
被
保
険
者
一
人
当
た
り
の
療

養
の
給
付
に
要
し
た
費
用
の
額
、
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
の
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
及
び
老
人
保
健
医

療
費
拠
出
金
の
納
付
に
要
し
た
費
用
の
額
」
を
「
当
該
組
合
の
被
保
険
者
一
人
当
た
り
の
療
養
の
給
付
に
要
し
た
費

用
の
額
、
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
の
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
並
び
に
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び
後
期
高

齢
者
支
援
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
組
合
の
被
保
険
者
一
人

当
た
り
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
を
控
除
し
た
額
）
」
に
改
め
る
。

　
第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　
第
十
四
条
第
二
号
中
「
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
」
を
「
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五

十
九
号
」
に
改
め
る
。

　
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
高
額
療
養
費
」
の
下
に
「
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号

中
「
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
及
び
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
並
び
に
」
に
改
め
、
「
額
」

の
下
に
「
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
特

定
給
付
見
込
額
」
の
下
に
「
及
び
特
定
納
付
費
用
見
込
額
の
う
ち
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額

に
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
百
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
費
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
（
次
号
に
お
い
て
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
給
付
費
相
当
額
」
と
い
う
。
）
の
合
算
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る

場
合
に
は
、
算
定
政
令
第
五
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
給
付
費
相
当
額
（
次
号
に
お
い
て

「
前
期
高
齢
者
交
付
金
給
付
費
相
当
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
特
定
納
付
費
用

見
込
額
」
の
下
に
「
（
前
期
高
齢
者
納
付
金
給
付
費
相
当
額
を
除
き
、
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
特
定

納
付
費
用
見
込
額
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
相
当
す
る
額
か
ら
前
期
高
齢
者
交
付
金
給
付
費
相
当
額
を
控
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除
し
た
額
を
控
除
し
た
額
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
高
額
療
養
費
」
の
下
に
「
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」

を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
及
び
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金

並
び
に
」
に
改
め
、
「
（
」
の
下
に
「
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る
前
期
高

齢
者
交
付
金
の
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
」
を
加
え
、
同
条
第
十
項
中
「
高
額
療
養
費
」
の
下
に
「
及
び
高
額
介
護
合

算
療
養
費
」
を
加
え
る
。

　
附
則
第
五
条
及
び
第
六
条
を
削
る
。

　
附
則
第
四
条
中
「
附
則
第
十
六
項
各
号
」
を
「
附
則
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
」
に
、
「
法
附
則
第
十
七
項
」
を
「
同

条
第
二
項
」
に
、
「
法
附
則
第
十
六
項
の
」
を
「
同
条
第
一
項
の
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
八
条
と
す
る
。

　
附
則
第
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
附
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
九
条
」
を
「
附
則
第
十
九
条
第
一
項

第
二
号
及
び
第
二
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
七
条
と
す
る
。

　
附
則
第
二
条
の
見
出
し
中
「
附
則
第
四
条
各
号
」
を
「
附
則
第
十
五
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
中
「
附
則
第
四
条

各
号
」
を
「
附
則
第
十
五
条
各
号
」
に
、
「
附
則
第
十
三
項
第
一
号
及
び
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
一
号
及
び
」
に
、
「
附

則
第
四
条
第
一
号
の
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
一
号
の
」
に
、
「
附
則
第
四
条
第
二
号
の
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二

号
の
」
に
、
「
附
則
第
四
条
第
一
号
イ
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
一
号
イ
」
に
、
「
附
則
第
四
条
第
一
号
ロ
」
を
「
附
則

第
十
五
条
第
一
号
ロ
」
に
、
「
附
則
第
四
条
第
一
号
ハ
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
一
号
ハ
」
に
、
「
附
則
第
四
条
第
一
号

二
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
一
号
二
」
に
、
「
附
則
第
四
条
第
二
号
イ
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
号
イ
」
に
、
「
附
則

第
四
条
第
二
号
ロ
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
号
ロ
」
に
、
「
附
則
第
四
条
第
二
号
ハ
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
号

ハ
」
に
、
「
附
則
第
四
条
第
二
号
二
」
を
「
附
則
第
十
五
条
第
二
号
二
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
五
条
と
し
、
同
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
算
定
政
令
附
則
第
十
六
条
各
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
算
定
方
法
）

第
六
条
　
算
定
政
令
附
則
第
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
当
該
市
町
村
の
前
期
高
齢
被
保
険
者
の
数
の
割
合
に
係
る

　
負
担
の
不
均
衡
の
調
整
が
な
さ
れ
る
額
の
う
ち
、
前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
同
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

　
に
係
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
前
期
高
齢
者
納
付
金
が
あ
る
場
合
　
前
年
度
の
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に
、
同
年

　
　
度
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
前
期
高
齢
被
保
険
者
に
係
る
算
定
政
令
附
則
第
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
額
の

　
　
合
算
額
（
次
項
に
お
い
て
「
前
期
高
齢
被
保
険
者
三
十
万
超
合
算
額
」
と
い
う
。
）
を
前
期
高
齢
被
保
険
者
に
係

　
　
る
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
一
部
負
担
金
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
並
び
に
入
院
時
食
事
療

　
　
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
特
別
療
養
費
、
移
送
費
、

　
　
高
額
療
養
費
及
ぴ
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
要
し
た
費
用
の
額
の
合
算
額
並
び
に
後
期
高
齢
者
支
援
金

　
　
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金
の
納
付
に
要
し
た
費
用
の
額
に
被
保
険
者
に
占
め

　
　
る
前
期
高
齢
被
保
険
者
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
前
期
高
齢
被
保
険
者

　
　
保
険
給
付
費
等
額
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
割
合
（
次
号
に
お
い
て
「
調
整
割
合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得

　
　
た
額
に
三
分
の
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

　
二
　
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
　
前
年
度
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
、
調
整
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

　
　
に
三
分
の
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

　
　
算
定
政
令
附
則
第
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
当
該
市
町
村
の
前
期
高
齢
被
保
険
者
の
数
の
割
合
に
係
る
負
担

　
の
不
均
衡
の
調
整
が
な
ざ
れ
る
額
の
う
ち
、
当
該
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
同
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
問

　
に
係
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
前
期
高
齢
者
納
付
金
が
あ
る
場
合
　
当
該
年
度
の
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に
、
同

　
　
年
度
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
前
期
高
齢
被
保
険
者
三
十
万
超
合
算
額
を
前
期
高
齢
被
保
険
者
保
険
給
付
費
等

　
　
額
で
除
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
九
分
の
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

　
二
　
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
　
当
該
年
度
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
、
前
号
に
規
定
す
る
割
合
を

　
　
乗
じ
て
得
た
額
に
九
分
の
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

　
の
割
合
に
係
る
負
担
の
不
均
衡
の
調
整
が
な
さ
れ
る
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

　
規
定
中
「
附
則
第
十
六
条
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
六
条
第
二
号
」
と
、
「
前
期
高
齢
被
保
険
者
三
十
万

　
超
合
算
額
」
と
あ
る
の
は
「
前
期
高
齢
被
保
険
者
八
十
万
超
合
算
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

23
　
前
二
項
の
規
定
は
、
算
定
政
令
附
則
第
十
六
条
第
二
号
に
規
定
す
る
当
該
市
町
村
の
前
期
高
齢
被
保
険
者
の
数

　
附
則
第
一
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

　
（
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
組
合
普
通
調
整
補
助
金
の
額
の
算
定
の
特
例
）

第
二
条
　
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
組
合
普
通
調
整
補
助
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
中
「
第
五
条
第

　
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
、
第
二
項
並
び
に
第
三
項
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読

　
み
替
え
ら
れ
た
算
定
政
令
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
二
項
並
び
に
同
条
第
三
項
に
掲
げ
る
額
」

　
と
す
る
。

　
（
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
の
療
養
給
付
費
等
負
担
金
等
の
特
例
）

第
三
条
　
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま

　
で
及
び
第
六
条
の
六
か
ら
第
六
条
の
八
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次

　
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
四
条
第
一
号

被
保
険
者
及
び

一
般
被
保
険
者
（
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
襟
難
灘
縣
麗
麗
灘
顎
験
鷺
同
じ
。
）
及
び

被
保
険
者
の
延
べ
人
数

一
般
被
保
険
者
の
延
べ
人
数

被
保
険
者
の
数

一
般
被
保
険
者
の
数

被
保
険
者
の
療
養

一
般
被
保
険
者
の
療
養

被
保
険
者
の
う
ち

一
般
被
保
険
者
の
う
ち

第
四
条
第
二
号

と
な
る
被
保
険
者

と
な
る
一
般
被
保
険
者

の
被
保
険
者

の
一
般
被
保
険
者

第
五
条
か
ら
第
五
条
の
三
ま
で

被
保
険
者
の

一
般
被
保
険
者
の

第
五
条
の
四
第
一
項

被
保
険
者
及
ぴ

一
般
被
保
険
者
及
び

被
保
険
者
の
延
べ
人
数

一
般
被
保
険
者
の
延
べ
人
数

被
保
険
者
の
数

一
般
被
保
険
者
の
数

被
保
険
者
の
食
事
療
養

一
般
被
保
険
者
の
食
事
療
養

被
保
険
者
の
う
ち

一
般
被
保
険
者
の
う
ち

第
五
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項

被
保
険
者
の

一
般
被
保
険
者
の

第
五
条
の
五
及
び
第
六
条

被
保
険
者

一
般
被
保
険
者

第
六
条
の
六
第
一
項

第
七
十
条
第
三
項
第
一
号
ロ
ω

調
禰
濃
攣
甥
墾
霧
議
膿

被
保
険
者

一
般
被
保
険
者

第
六
条
の
六
第
二
項

第
七
十
条
第
三
項
第
一
号
ロ
③

附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
条
第
三
項
第
一
号
ロ
③

被
保
険
者

一
般
被
保
険
者
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第 項第 項第 項第
⊥
ノ
、 六 六 六
条 条 条 条
の の の の
八 七 六 六

第 第 第

三 四 三

減 第 世 被 第 第 被 被 第 に 第
額 七 帯 保 四 四 保 保 七 お 七
し 十 別 険 条 条 険 険 十 け 十
た 二 平 者 の の 者 者 条 る 条
額 条 等 均 三 三 の 第 被 第

の 割 等 第 第 数 三 保 三
三 額 割 一 一 項 険 項
第 額 項 項 第 者 第

一
第 各 一 一

項 一
号 口

写 号
口
万 口 口

（1） （2）

が帯て減 え附 る世 る被 た附 た附 一 一 え附 に え附
属別は額 ら則 世帯 額保 算則 算則 般 般 ら則 お ら則

す平一し れ第 帯別 に険 定第 定第 被 被 れ第 け れ第
る等般た た九 に平 限者 政四 政四 保 保 た九 る た九
世割被額 法条 係等 る均 令条 令条 険 険 法条 一 法条
帯額保（ 第第 る割 」等 第の 第の 者 者 第第 般 第第
にに険被 七一 額額 割 四規 四規 の 七一 被 七一
係あ者保 十項 に（ 額 条定 条定 数 十項 保 十項
るつに険
zて係者

二の
�K

限一

髞ﾊ
会

のに

Oよ
のに

Oよ
条の

諡K
険
者

条の

諡K
にはる均 の定 」被 般 第り 第り 三定 三定
限一額等 三に 保 被

…士一祠冗

一読 項に 項に
る般に割 第よ 険 保 項み 項み 第よ 第よ
」被限額 一り 者 険 第替 各替 一り 一り

保りに 項読 の 者 一え 号え 号読 号読
険’あ み 属 に 号ら ら ロみ ロみ
者世つ 替 す 係 れ れ （1潜 （2潜

　
（
病
床
転
換
支
援
金
等
を
納
付
す
る
組
合
の
事
務
費
負
担
金
及
び
療
養
給
付
費
等
補
助
金
の
特
例
）

第
四
条
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
二
条
、
第
七
条
、
第
七
条
の
二
、
第
十
二
条
及
ぴ
第
十
五

　
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中

　
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

び十十第 第 第
第五二七 七 二
四条条条 条 条
項第並の 第

一び二 二
項に’ 項
及第第

及 の 高る及 る及
び 後 齢後び 後び
後 期 者期高 期高
期 高 支高齢 高齢
山
局

齢 援齢者 齢者
齢 者 金者医 者医
者 支 一支療 支療
支 援 と援確 援確
援 金 い金保 金保
金 う（法 等法

」以の の
下規 規
r定 定
後に に

期よ よ

金’ 金の 床規金高’ の高’
後 後 転定一齢高 規齢高
期 期 換にと者齢 定者齢
幽
局

高 支よい支者 に支者
齢 齢 援るう援医 よ援医
者 者 金病」金療 る金療
支 支 一床及（確 病等確
援 援 と転ぴ以保 床及保
金 金 い換高下法 転び法
及 及 う支齢rの 換高の
び ぴ 」援者後規 支齢規
病 病 金医期定 援者定
床 床 （療高に 金医に
転 転 以確齢よ 等療よ
換 換 下保者る 確る
支 支 r法支後 殿援 援 病の援期 法期

　
　
附
則
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

　
　
（
小
規
模
事
業
所
等
常
勤
経
過
的
組
合
員
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
算
定
方
法
）

第
九
条
　
第
七
条
の
規
定
は
、
算
定
政
令
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
算
定
政
令
第

　
　
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
小
規
模
事
業
所
等
常
勤
経
過
的
組
合
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
小
規
模

　
　
事
業
所
等
常
勤
経
過
的
組
合
員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
並
び
に
介
護

　
　
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
小
規
模
事
業
所
等
常

　
　
勤
経
過
的
組
合
員
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
）
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す

　
　
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
中
「
当
該
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
九
条
第
一
項

　
　
に
規
定
す
る
小
規
模
事
業
所
等
常
勤
経
過
的
組
合
員
」
と
す
る
。

　
2
　
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
及
ぴ
後

　
　
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
ぴ
病
床
転
換
支
援
金
」
と
、
「
第
七
条
」
と
あ
る
の

　
　
は
「
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
七
条
」
と
す
る
。

　
　
（
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
の
う
ち
経
過
的
世
帯
員
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
算
定
方
法
）

　
第
十
条
　
第
七
条
の
規
定
は
、
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
の
う
ち
算
定
政
令
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

　
　
り
読
み
替
え
ら
れ
た
算
定
政
令
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
経
過
的
世
帯
員
（
以
下
「
経
過
的
世
帯
員
」

　
　
と
い
う
。
）
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
ぴ
後
期
高
齢
者
支
援
金
並
び
に
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に

　
　
相
当
す
る
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
の
う
ち
経
過
的
世
帯
員
に
係

　
　
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
）
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

　
　
て
、
第
七
条
中
「
当
該
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
の
う
ち
附
則
第
十

　
　
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
過
的
世
帯
員
」
と
す
る
。

　
2
　
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
及
び
後

　
　
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
病
床
転
換
支
援
金
」
と
、
「
第
七
条
」
と
あ
る
の

　
　
は
「
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
七
条
」
と
す
る
。

　
　
（
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
を
除
く
経
過
的
組
合
員
及
び
経
過
的
世
帯
員
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
算
定

　
　
方
法
）

　
第
十
一
条
　
第
七
条
の
規
定
は
、
算
定
政
令
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
に
規
定
す
る
経
過
的
組
合
員
（
指

　
　
定
組
合
特
定
被
保
険
者
を
除
く
。
）
及
び
経
過
的
世
帯
員
（
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
を
除
く
。
）
に
係
る
前
期
高
齢

　
　
者
納
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
並
ぴ
に
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
（
前
期
高
齢
者

　
　
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
算
定
政
令
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
過
的
組
合
員
（
指
定
組
合
特
定

　
　
被
保
険
者
を
除
く
。
）
及
び
経
過
的
世
帯
員
（
指
定
組
合
特
定
被
保
険
者
を
除
く
。
）
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
の

　
　
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
）
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
中
「
当
該
指

　
　
定
組
合
特
定
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
算
定
政
令
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
過
的
組
合
員
（
指

　
　
定
組
合
特
定
被
保
険
者
を
除
く
。
）
及
び
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
過
的
世
帯
員
（
指
定
組
合
特
定
被
保

　
　
険
者
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

　
2
　
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
及
び
後

　
　
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
病
床
転
換
支
援
金
」
と
、
「
第
七
条
」
と
あ
る
の

　
　
は
「
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
七
条
」
と
す
る
。

　
（
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
退
職
者
医
療
関
係
業
務
に
係
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
省

　
令
等
の
廃
止
）

第
八
条
　
次
に
掲
げ
る
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

　
一
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
退
職
者
医
療
関
係
業
務
に
係
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る

　
　
省
令
（
昭
和
五
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
九
号
）

　
二
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
退
職
者
医
療
関
係
業
務
に
係
る
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十

　
　
九
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）

　
三
　
国
民
健
康
保
険
法
に
よ
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
九
年
厚
生

　
　
省
令
第
五
十
五
号
）

　
四
　
老
人
保
健
法
に
よ
る
保
険
者
の
拠
出
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
六
号
）
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（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条
　
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
第
四
十
七
条
ノ
四
」
を
「
第
四
十
七
条
ノ
四
ノ
十
一
」
に
改
め
る
。

　
　
第
六
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
被
保
険
者
ノ
資
格
ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
が
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
（
法
第
一
条
第
三
項
二
規
定
ス
ル
後
期

　
　
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
ヲ
謂
フ
以
下
之
二
同
ジ
）
ナ
ル
ト
キ
ハ
資
格
取
得
ノ
際
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被

　
　
保
険
者
等
二
該
当
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
年
月
日
ヲ
船
舶
所
有
者
二
申
出
ヅ
ベ
シ

　
　
第
八
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
三
　
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
二
該
当
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
年
月
日

　
　
第
十
三
条
ノ
ニ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
十
三
条
ノ
ニ
　
被
保
険
者
ハ
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
二
該
当
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
後
期
高
齢

　
　
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
二
該
当
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
年
月
日
ヲ
又
ハ
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
二
該
当
セ
ザ

　
　
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
二
該
当
セ
ザ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
年
月
日
ヲ
遅
滞
ナ
ク

　
　
船
舶
所
有
者
二
申
出
ヅ
ベ
シ

　
　
第
十
三
条
ノ
三
第
三
号
中
「
医
療
受
給
者
証
ノ
有
効
期
間
ノ
始
期
又
ハ
老
人
保
健
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号

　
二
」
を
「
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
二
該
当
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
年
月
日
又
ハ
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
老

　
人
保
健
法
ノ
規
定
二
依
ル
障
害
ノ
認
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
コ
ト
又
ハ
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
二
」
を
「
後
期
高

　
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
二
該
当
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
コ
ト
又
ハ
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
三
条
ノ
四
第
二
項
を
削
る
。

　
　
第
十
三
条
ノ
五
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
法
第
十
九
条
ノ
三
ノ
規
定
二
依
ル
被
保
険
者
ハ
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第

　
　
八
十
号
）
ノ
規
定
二
依
ル
障
害
ノ
認
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
次
二
掲
グ
ル
事
項
ヲ
遅
滞
ナ
ク
地
方
社
会
保
険
事
務

　
　
局
長
等
二
申
出
ヅ
ベ
シ
其
ノ
被
扶
養
者
二
付
亦
同
ジ

　
　
一
　
被
保
険
者
証
ノ
記
号
番
号
、
氏
名
及
生
年
月
日

　
　
二
　
認
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
氏
名
及
生
年
月
日

　
　
三
　
認
定
ヲ
受
ケ
タ
ル
年
月
日

　
　
第
十
七
条
ノ
三
第
一
項
第
一
号
中
「
職
業
」
の
下
に
「
、
収
入
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
を
削
る
。

　
　
第
十
七
条
ノ
四
第
一
項
第
二
号
中
「
職
業
」
の
下
に
「
、
収
入
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
を
削
る
。

　
　
第
十
七
条
ノ
八
第
二
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
五
　
被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
二
該
当
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ

　
　
第
四
十
三
条
ノ
五
中
「
指
定
訪
問
看
護
及
び
指
定
老
人
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を

　
　
「
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
ぴ
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

　
　
第
四
十
三
条
ノ
六
第
一
項
第
六
号
中
「
又
ハ
高
額
療
養
費
」
を
「
、
高
額
療
養
費
ノ
支
給
又
ハ
高
額
介
護
合
算
療

　
養
費
」
に
、
「
及
高
額
療
養
費
」
を
「
、
高
額
療
養
費
及
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
四
十
四
条
第
一
項
第
七
号
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
老
人
訪
問

　
看
護
療
養
費
」
を
「
訪
問
看
護
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

　
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
」
を
「
訪
問
看
護
療
養
費
」
に
、
「
医
療
受
給
者
証
ノ
市
町
村
番
号
、

　
受
給
者
番
号
及
発
行
機
関
名
」
を
「
同
法
ノ
規
定
二
依
ル
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
ノ
被
保
険
者
番
号
、
保
険

　
者
番
号
及
保
険
者
名
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
十
ノ
ニ
　
請
求
二
係
ル
期
間
内
二
於
テ
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
ノ
規
定
二
依
ル
傷
病
手
当
金
ノ
支

　
　
　
給
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
額

　
　
第
四
十
四
条
第
六
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　
第
一
項
ノ
請
求
書
ニ
ハ
法
第
三
十
条
第
五
項
ノ
規
定
二
該
当
ス
ル
被
保
険
者
二
在
リ
テ
ハ
第
一
項
第
十
号
ノ
ニ
ニ

　
　
掲
グ
ル
額
ヲ
証
明
ス
ル
書
類
ヲ
添
付
ス
ベ
シ

　
第
四
十
五
条
ノ
ニ
及
び
第
四
十
五
条
ノ
三
を
削
る
。

　
第
四
十
七
条
ノ
ニ
第
八
項
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
三
中
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
の
下
に
「
又
ハ
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
を
加
え
る
。

　
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
四
中
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
の
下
に
「
又
ハ
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
を
加
え
、
「
又
ハ

令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ハ
ノ
規
定
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
者
ト
シ
テ
生
活
療
養
標
準
負
担
額
二
付
減
額
ア
リ
セ
バ
生

活
保
護
法
ノ
規
定
二
依
ル
保
護
ヲ
要
セ
ザ
ル
ニ
至
ル
者
」
を
削
る
。

　
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
五
中
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
の
下
に
「
又
ハ
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
を
加
え
、
「
又
ハ

令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ニ
ノ
規
定
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
者
ト
シ
テ
生
活
療
養
標
準
負
担
額
二
付
減
額
ア
リ
セ
バ
生

活
保
護
法
ノ
規
定
二
依
ル
保
護
ヲ
要
セ
ザ
ル
ニ
至
ル
者
」
を
削
る
。

　
第
二
章
第
一
節
中
第
四
十
七
条
ノ
四
の
次
に
次
の
十
条
を
加
え
る
。

第
四
十
七
条
ノ
四
ノ
ニ
　
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
二
規
定
ス
ル
厚
生
労
働
省
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
リ
算
定

　
シ
タ
ル
額
ハ
計
算
期
間
（
同
項
第
一
号
二
規
定
ス
ル
計
算
期
間
ヲ
謂
フ
以
下
之
二
同
ジ
）
二
於
テ
基
準
日
被
保
険

　
者
（
同
項
第
一
号
二
規
定
ス
ル
基
準
日
被
保
険
者
ヲ
謂
フ
第
四
十
七
条
ノ
四
ノ
十
第
一
項
二
於
テ
之
二
同
ジ
）
又

　
ハ
基
準
日
被
扶
養
者
（
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
二
規
定
ス
ル
基
準
日
被
扶
養
者
ヲ
謂
フ
第
四
十
七
条
ノ

　
四
ノ
十
第
一
項
二
於
テ
之
二
同
ジ
）
ガ
該
当
ス
ル
次
ノ
表
ノ
第
一
欄
二
掲
グ
ル
期
間
ノ
区
分
二
応
ジ
夫
々
当
該
期

　
間
二
之
等
ノ
者
が
受
ケ
タ
ル
療
養
又
ハ
其
ノ
被
扶
養
者
等
（
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
二
規
定
ス
ル
被
扶

　
養
者
等
ヲ
謂
フ
以
下
本
条
二
於
テ
之
二
同
ジ
）
ガ
其
ノ
被
扶
養
者
等
タ
リ
シ
間
二
受
ケ
タ
ル
療
養
二
係
ル
同
表
ノ

　
第
二
欄
二
掲
グ
ル
額
ト
ス
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条
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の
三
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十
俘
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防算十
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ﾈ　条
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ｷ　号
驕@二
@　規
･　定
{　ス
s　ル
ﾟ��`

国一政家項令

�鞫譁
ｱ一二員号百

､二七済規号

g定）
㏍X第法ル十施合一

s算条
ﾟ額の
i　三
ｺ　の
a　六
O　の
¥　二三�?�

健規用
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ス
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険
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同
法
合
令
施
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第
行
額
四
令
　
十
第
　
三
四
　
条
十
　
の
四
　
二
条
　
第
第
　
一
三
　
項
項
　
第
二
　
一
於
　
号
テ
亢
ｰ

健定十
Nス三
ﾛル号険合）

@算第
{額四
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N　項
ｺ　第
ﾟ　一
諱@号
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七八

令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
二
規
定
ス
ル
国

民
健
康
保
険
ノ
世
帯
主
等
（
以
下
本
条
二
於
テ
国

民
健
康
保
ノ
世
帯
主
等
ト
称
ス
）
タ
リ
シ
期
間
（
同

項
第
一
号
二
規
定
ス
ル
基
準
日
（
以
下
基
準
日
ト

嚇　
ス
）
二
於
テ
国
民
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
二
非

　
ル
場
合
（
基
準
日
二
於
テ
当
該
者
ト
同
一
ノ
世

帯
二
属
ス
ル
全
テ
ノ
国
民
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者

が
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政

令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
二
十
九
条
の
四
の
四
第

一
項
二
掲
グ
ル
場
合
二
該
当
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク
）

二
在
リ
テ
ハ
計
算
期
間
二
於
ケ
ル
基
準
日
迄
継
続

シ
テ
国
民
健
康
保
険
ノ
世
帯
主
等
タ
リ
シ
期
間
ヲ

除
ク
）

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
ノ
規
定
二

依
ル
被
保
険
者
タ
リ
シ
期
間

禦
羅
毒
轟
難
璽
慰
条
の
四
の
二

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
六
条

の
二
第
一
項
第
一
号
二
規
定
ス
ル
合
算
額

第
四
十
七
条
ノ
四
ノ
一
一
一
令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
二
規
定
ス
ル
厚
生
労
働
省
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
リ
算
定
シ
タ
ル

　
額
ハ
次
ノ
各
号
二
掲
グ
ル
額
ノ
区
分
二
応
ジ
当
該
各
号
二
定
ム
ル
額
ト
ス

　
一
　
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
第
二
号
二
掲
グ
ル
額
二
相
当
ス
ル
額
　
当
該
各
号
二
掲
グ
ル
額
二
付

　
　
夫
々
七
十
歳
二
達
ス
ル
日
ノ
属
ス
ル
月
ノ
翌
月
以
後
二
受
ケ
タ
ル
療
養
二
係
ル
同
項
第
一
号
イ
及
ロ
ニ
掲
グ
ル

　
　
額
ヲ
合
算
シ
タ
ル
額
ヨ
リ
次
二
掲
グ
ル
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
額

　
　
イ
　
令
第
九
条
第
一
項
ノ
規
定
二
依
リ
高
額
療
養
費
が
支
給
セ
ラ
ル
ル
場
合
二
在
リ
テ
ハ
当
該
支
給
額
二
七
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

　
　
　
歳
以
上
高
額
療
養
費
按
分
率
（
同
条
第
二
項
二
規
定
ス
ル
七
十
歳
以
上
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
（
同
項

　
　
　
ノ
規
定
二
依
リ
高
額
療
養
費
が
支
給
セ
ラ
ル
ル
場
合
二
在
リ
テ
ハ
当
該
支
給
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
額
）
ヲ
同
条

　
　
　
第
一
項
二
規
定
ス
ル
ー
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
ヲ
以
テ
除
シ
テ
得
タ
ル
率
ヲ
謂
フ
）
ヲ
乗
ジ
テ
得
タ
ル
額

　
　
ロ
　
令
第
九
条
第
二
項
又
ハ
第
三
項
ノ
規
定
二
依
リ
高
額
療
養
費
が
支
給
セ
ラ
ル
ル
場
合
二
在
リ
テ
ハ
当
該
支

　
　
　
給
額

　
二
　
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
二
掲
グ
ル
額
二
相
当
ス
ル
額
　
同
号
二
規
定
ス
ル
療
養
（
七
十
歳
二
連
ス

　
　
ル
日
ノ
属
ス
ル
月
ノ
翌
月
以
後
二
受
ケ
タ
ル
療
養
二
限
ル
）
二
係
ル
額
ト
シ
テ
次
ノ
表
ノ
上
欄
二
掲
グ
ル
前
条

　
　
ノ
表
ノ
項
ノ
第
二
欄
二
掲
グ
ル
額
ヲ
次
ノ
表
ノ
下
欄
二
掲
グ
ル
額
二
読
替
ヘ
テ
適
用
ス
ル
同
条
ノ
規
定
二
依
リ

　
　
夫
々
算
定
シ
タ
ル
額

一
ノ
項

ニ
ノ
項

第療ヲヲ等額四ル健
五養乗同世二十日康
十費ジ条帯七一ノ保
三ガテ第合十条属険
条支得一算歳第ス法
二給タ項額以一ル施
規セルニヨ上項月行
定ラ額規リ高ノノ令
スルヲ定同額規翌第
ルル控ス項療定月四
其場除ルノ養二以十
ノ合シー規費依後三
他ニタ部定按リ二条
ノ在ル負二分高受の
給リ額担依率額ケニ
付テト金リ（療タ第
トハシ等支同養ルー
シ当’世給条費療項
テ該同帯セ第が養第
同支条合ラニ支二一
号給第算ル項給係号
イ額二額ルニセルイ
及ヲ項ヲ高規ラモ及
ロ控又以額定ルノロ
ニ除ハテ療スルニニ
掲シ第除養ル場限掲
ヴタ三シ費七合ルグ
『ルル項テノ十二）ル
額額ノ得額歳在ノ額
：（ト規タヲ以リ合（
七シ定ル控上テ算七
，十健二率除一ハ額十
1歳康依ヲシ部当（歳
二保リ謂タ負該同二
達険高フル担支令達
iス法額）額金給第ス

砧
％
締
朋
離
叛
巖
壌
聾
磯
だ
擁
舞
瀬
契
篠
勃
鶴
”
縦

額
ト
ス
）

十二十養第健
一七一二一康
条十条係号保
第歳第ルイ険
二以一モ及法
項上項ノロ施
二高ノニニ行
規額規限掲令
定療定ルグ第
ス養二）ル四
ル費依ノ額十
七按リ合（四
十分高算七条
歳率額額十第
以（療（歳二
上同養同二項
一令費令達ノ
部第が第スニ
負四支四ル於
担十給十日テ
金四セ四ノ準
等条ラ条属用
世第ル第スス
帯一ルールル
合項場項月同
算二合ニノ令
額於二於翌第
ヨテ在テ月四
リ準リ準以十
同用テ用後三
令スハスニ条
第ル当ル受の
四同該同ケ二
十令支令タ第
四第給第ルー
条四額四療項

六
ノ
項

五
ノ
項

四
ノ
項

三
ノ
項

ノ属第ル控ス項療定二号（私
泣X三場除ルノ養二係イ以立
tル項合シー規費依ル及下学
ｪ月ニニタ部定按リモロ本校
sノ規在ル負二分高ノニ号教ハ翌定リ額担依率額二掲二職

旧祉Xテト金リ（療限グ於員
笈ﾈルハシ等支同養ルルテ共
鼬纈Z当’世給条費）金準済
∮�匇Y同帯セ第ガノ額用法二受給支条合ラニ支合（国施

ﾝケ付給第算ル項給算七共行
潟^ト額二額ルニセ額十済令
eルシヲ項ヲ高規ラ（歳法第ハ療テ控又以額定ル準二施六

沫{同除ハテ療スル用達行条
Y二号シ第除養ル場国ス令二
旧Wイタ三シ費七合共ルト於
tル及ル項テノ十二済日称テ
jモロ額ノ得額歳在法ノス準
潟mニト規タヲ以リ施属）用
俣�fシ定ル控上テ行ス第ス
X限グ私二率除一ハ令ル十ル
泣泣距ｧ依ヲシ部当第月一国
z）金学リ謂タ負該十ノ条家
茶j額校高フル担支一翌の公
T係（教額）額金給条月三務
怎去ｵ職療ヲヲ等額の以の員
V負十員養乗同世二三後六共
^担歳共費ジ条帯七の二の済
泣茶j済ガテ第合十四受二組
z軽達法支得一算歳第ケ第合
g減ス第給タ項額以一タ一法
Xスルニセルニヨ上項ル項施）ル日十ラ額規リ高ノ療第行

@為ノ条ルヲ定同額規養一令

該二号除ハテ療スルノ金地
旧Wイシ第除養ル場合額方

撃撃圏ﾘll鍾

P
灘
羅
1
雛
難
驚
難
1
饗
肇
騨
灘
翻
灘
羅
灘
肇
ス
欝
謬
告
辮
響
　
当
養
同
控
又
以
額
定
ル
）
ル

ス限グ条ル控ス項療定ノニ防
泣泣泣j場除ルノ養ニニ掲衛
z）金規合シー規費依限グ省
茶j額定ニタ部定按リルルの
T係（ス在ル負二分高）金職
怎去ｵルリ額担依率額ノ額員
V負十短テト金リ（療合（の
^担歳期ハシ等支同養算七給
泣茶j給当’世給条費額十与
z軽達付該同帯セ第ガ（歳等
g減スト支条合ラニ支国二に
Xスルシ給第算ル項給家達関）ル日テ額二額ルニセ公スす

@為ノ同ヲ項ヲ高規ラ務ルる
@ノ属令控又以額定ル員日法
@給ス第除ハテ療スル共ノ律
@付ル十シ第除養ル場済属施
@ガ月一タ三シ費七合組ス行
@行ノ条ル項テノ十二合ル令
@ハ翌の額ノ得額歳在法月第
@ル月三ト規タヲ以リ施ノ十
@ル以のシ定ル控上テ行翌七
@場後六国二率除一ハ令月条
@合二の家依ヲシ部当第以の
@二受二公リ謂タ負該十後六
@在ケ第務高フル担支一二の
@リタ一員額）額金給条受四
@テル項共療ヲヲ等額のケ第
@ハ療第済養乗同世二三ター
@当養一組費ジ条帯七のル項
@該二号合ガテ第合十四療第
@給係イ法支得一算歳第養一
@付ル及第給タ項額以一二号
@ニモロ五セルニヨ上項係イ
@相ノニ十ラ額規リ高ノル及
@当二掲ニルヲ定同額規モロ

付ル及シ第除養ル場ノ金国ニモロタ三シ費七合合額家

ﾐ懸轍

蜿
�
�
�
�
A
嵩
鍵
灘
欝
難
鵬
響
灘
∠
呈
灘
顯
鞭

該一得一費第
x条タ項ノー
拒諠泣j額項
z二額規ヲニ
注�ヲ定控於
T又控ス除テ
怎n除ルシ準シ第シータ用

^三タ部ルス
牛�ル負額ル
zノ額担ヲ同
g規ト金同令ス定シ等令第）二’世第四

@依同帯四十
@リ令合十一
@高第算四条
@額四額条第
@療十ヲ第二
@養四以一項
@費条テ項ノ
@ガ第除二規
@支一シ於定
@給項テテニ
@セニ得準依
@ラ於タ用リ
@ルテルス支
@ル準率ル給
@場用ヲ同セ
@合ス謂令ラ
@ニルフ第ル
@在同）四ル
@リ令ヲ十高
@テ第乗一領
@ハ四ジ条療
@当十テ第養
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七
ノ
項

八
ノ
項

ス定ル控上テ（歳国
）二率除一ハ同二民
　依ヲシ部当令達健
　リ謂タ負該第ス康
　高フル担支ニル保
　額）額金給十日険
　療ヲヲ等額九ノ法
　養乗同世二条属地
　費ジ条帯七のス行
　ガテ第合十ニル令
　支得一算歳第月第
　給タ項額以一ノニ
　セルニヨ上項翌十
　ラ額規リ高ノ月九
　ルヲ定同額規以条
　ル控ス項療定後の
　場除ルノ養ニニ四
　合シー規費依受の
　ニタ部定按リケニ
　在ル負二分高タ第
　リ額担依率額ルー
　テト金リ（療療項
　ハシ等支同養養第
　当’世給条費二一
　該同帯セ第が係号
　支条合ラニ支ルイ
　給第算ル項給モ及
　額二額ルニセノロ
　ヲ項ヲ高規ラ二二
　控又以額定ル限掲
　除ハテ療スルルグ
　シ第除養ル場）ル
　タ三シ費七合ノ額
　ル項テノ十二合（
　額ノ得額歳在算七
　ト規タヲ以リ額十

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
及
ロ
ニ
掲
グ

ル
額
ノ
合
算
額
（
七
十
歳
二
達
ス
ル
日
ノ
属
ス
ル
月
ノ
翌
月
以
後
二
受
ケ
タ
ル
療
養
二
係
ル
モ

ノ
ニ
限
リ
当
該
療
養
二
付
同
令
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
及
第
五
項
ノ
規
定
二
依
リ
高
額
療

養
費
が
支
給
セ
ラ
ル
ル
場
合
二
在
リ
テ
ハ
当
該
支
給
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
額
ト
ス
）

　
三
　
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
二
掲
グ
ル
額
二
相
当
ス
ル
額
七
十
歳
二
達
ス
ル
日
ノ
属
ス
ル
月
ノ
翌
月

　
　
以
後
二
受
ケ
タ
ル
同
号
二
規
定
ス
ル
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
二
係
ル
同
号
二
掲
グ
ル
額

　
四
　
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
五
号
二
掲
グ
ル
額
二
相
当
ス
ル
額
　
七
十
歳
二
達
ス
ル
日
ノ
属
ス
ル
月
ノ
翌
月

　
　
以
後
二
受
ケ
タ
ル
同
号
二
規
定
ス
ル
介
護
予
防
サ
：
ビ
ス
等
二
係
ル
同
号
二
掲
グ
ル
額

　
同
条
第
一
項
各
号
二
掲
グ
ル
額
二
相
当
ス
ル
額
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
が
基
準
日
二
於
テ
該
当
ス
ル
次
ノ
表
ノ
第

　
一
欄
二
掲
グ
ル
者
ノ
区
分
二
応
ジ
夫
々
同
表
ノ
第
二
欄
二
掲
グ
ル
額
ト
ス

第
四
十
七
条
ノ
四
ノ
四
　
令
第
十
一
条
の
二
第
四
項
二
規
定
ス
ル
厚
生
労
働
省
令
ノ
定
ム
ル
所
二
佐
リ
算
定
シ
タ
ル

第
一
欄

第
二
欄

一

健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
又
ハ
其
ノ
被
扶
養
者

二

旦
雇
特
例
被
保
険
者
又
ハ
其
ノ
被
扶
養
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条
第
二
項
二
於
テ
準
用
ス
ル
同
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
各
号
輪
輪
舞
蟹
攣
塑
弊
聾
朋
蕊
調
合
ヲ
含
ム
）
二
掲
グ
ル
額

三
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
ノ
規
定
二
基
ク
共
済
組
合
ノ
組
合
員
（
自
衛
官
等
ヲ
除
ク
）
又
ハ
其
ノ
被
扶
養
者
（
自
衛
官
等
ノ
被
扶
養
者
ヲ
含
ム
）

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
各
号
（
同
条
第
三
項
二
於
テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
）
二
掲
グ
ル
額

四

自
衛
官
等

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
七
条
の
六
の
四
第
一
項
各
号
二
掲
グ
ル
額

五
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
ノ
規
定
二
基
ク
共
済
組
合
ノ
組
合
員
又
ハ
其
ノ
被
扶
養
者

讐
聡
獺
議
鱒
譲
鰭
葬
斑
転
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
）
二
掲
グ
ル
額

六七
国
民
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
一
項
二
掲
グ
ル
場
合
二
該
当
ス
ル
者
ヲ
除
ク
）

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
各
号
（
同
条
第
三
項
二
於
テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
）
二
掲
グ
ル
額

第
四
十
七
条
ノ
四
ノ
五
　
令
第
十
一
条
の
二
第
五
項
二
規
定
ス
ル
厚
生
労
働
省
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
リ
算
定
シ
タ
ル

　
額
ハ
次
ノ
表
ノ
上
欄
二
掲
グ
ル
前
条
ノ
表
ノ
項
ノ
第
二
欄
二
掲
グ
ル
額
ヲ
次
ノ
表
ノ
下
欄
二
掲
グ
ル
額
二
夫
々
読

　
替
ヘ
テ
適
用
ス
ル
同
条
ノ
規
定
二
依
リ
算
定
シ
タ
ル
額
ト
ス

七 六 五 項及三 二 一
ノ ノ ノ 四ノ ノ ノ

項 項 項 ノ項 項 項

所国 額十私 ム地 ム国 定健 算健
二民

　↓一

｡ム ル方 ル家 ス康 定康
依健 条学 所公 所公 ル保 シ保
リ康 の校 二務 二務 厚険 タ険
算保 三教 依員 依員 生法 ル法定
険
シ
法

の職六員 葺箕 リ共

Z済
労施

ｭ行
額施

@行
タ施 の共 定済 定組 省令 A

コ
ル行 二済 シ組 シ合 令第 第

額令 第法 タ合 タ法 ノ四 四
第 二施 ル法 ル施 定十 十
二 項行 金施 金行 ム四 三
十 一A一「口 額行 額令 ル条 条
九 顯 A

－
第 所第 の

条 定六 第 十 二二 二
の ス条 二 一 依項 第

四 ルニ 十 条 リニ 二
の 文於 三 の 算於 項

二 部テ 条 三 定テ 二
第 科準 の の シ準 規
二 学用 三 六 タ用 定
項 省ス の の ルス ス

二 令ル 六 二 額ル ル
規 ノ国 第 第 同 厚
定 定家 二 二 A

コ
生

ス ム公 項 項 第 労
ル ル務 二 二 四 働

厚 所員 規 規 十 省
生
労

一土上一ノ、

ﾋ済
定
ス

定
ス

三
条

A
ー
ノ

暑 リ組

Z合
ル
総

ル
財

の
二

定
ム

A
－

定法 務 務 第 ル
ノ シ施 省 省 二 所
定 タ行 A

－
A
－

項 二
ム ル令 ノ ノ 二 依
ル 金第 定 定 規 リ

第
四
十
七
条
ノ
四
ノ
六
　
令
第
十
一
条
の
二
第
六
項
二
規
定
ス
ル
厚
生
労
働
省
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
リ
算
定
シ
タ
ル

　
同
条
第
一
項
各
号
二
掲
グ
ル
額
二
相
当
ス
ル
額
ハ
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
の
二

　
第
一
項
各
号
二
掲
グ
ル
額
ト
ス

第
四
十
七
条
ノ
四
ノ
七
　
令
第
十
一
条
の
三
第
二
項
第
四
号
二
規
定
ス
ル
厚
生
労
働
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
日
ハ
基
準

　
日
ノ
属
ス
ル
月
ノ
初
日
其
ノ
他
之
二
準
ズ
ル
日
ト
ス

第
四
十
七
条
ノ
四
ノ
八
　
令
第
十
一
条
の
三
第
四
項
ノ
規
定
二
依
リ
同
項
ノ
表
ノ
中
欄
又
ハ
下
欄
二
掲
グ
ル
規
定
ヲ

　
準
用
ス
ル
場
合
二
於
テ
ハ
次
ノ
表
ノ
上
欄
二
掲
グ
ル
規
定
中
同
表
ノ
中
欄
二
掲
グ
ル
字
句
ハ
夫
々
同
表
ノ
下
欄
二

　
掲
グ
ル
字
句
二
読
替
フ
ル
モ
ノ
ト
ス

条関防 三行国 一ル四健 三健
のす衛 第令家 項同条康 の康
六る省 一第公 及令第保 三保
の法の 項十務 第第二険 第険
五律職 及一員 二四項法 一法
第施員 第条共 項十二施 項施
一行の 二の済 三於行 及行
項令給 項三組 条テ令 第令

第与 の合 の準第 二第
十等 六法 三用四 項四
七に の施 第ス十 十

次 次 次 次 次

の の 条 の の

各 各 第 各 各
口
万

口
万 一 号 口

写

に に 項 に に

掲 掲 掲 掲
げ
る
者

げ
る
者

げ
る
者

げ
る
者

衛規船 にのる合規船 第 る養基にう第雇規船 にのげ保規船
官定員 掲被当員定員 四 当者準あ。五特定員 掲被る険定員
等す保 げ扶該です保 十 該で日つ以号例す保 げ扶当者す保
でる険 る養者ある険 四 日あにて下に被る険 る養該でる険
あ者法 当者のる者法 条 雇るおはこ規保者法 当者者あ者法
るで施 該で’者で施 第 特者い次の定険で施 該でのるで施
次あ行 組あ基にあ行 四 例にての項す者あ行 被あ’者あ行
のつ令 合る準あつ令 項 被あ日各にる（つ令 保る基につ令
各て第
�f十

員者日つて第
@ににて’十

保つ雇号お日第て第
ｯて特にい雇四’十

馨誰奢騨
に基一 あおは基一 者は例掲て特十基一 あにて基一

つい次準条 次被げ同例三準条 つおは準条緒秀
てての日の の保るじ被条日の てい次日の

るに二 は当各に二 各険当」保のに二 はてのに二
者お第 次該号お第 号者該で険二お第 次被各お第

い四 の組にい四 にの者あ者第い四 の保号い四
て項 各合掲て項 掲被のるを一て項 各険にて項
自に 号員げ組に げ扶’者い項日に 号者掲被に
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のす高 及二国 六法す行私 七施地
三る齢 第十民 の施る令立 第行方
第法者 三九健 三行国第学 一令公
一律の 項条康 第令家六校 項第務
項施医 の保 一第公条教 及二員

行療 四険 項十務に職 第十等
令の の法 及一員お員

一＝」土一一ノ、

第確 三施 第条共い共 項条済
十保 第行 二の済て済 の組
六に 一令 項三組準法

＝＝ム＿口

条関 項第 の合用施 の法

次 被 等国 等国 次 次

の 保 及民 と民 の の

各 険 び健 健 各 各
口
百

者 康 康 口
弓 号

に が 保 保 に に

掲 険 険 掲 掲

げ の の げ げ
る 世 世 る る

者 帯 帯 者 者

主 主

保規船 保規船 保保規船 保規船 にのる入規船 にのる合規船
険定員 険定員 険険定員 険定員 掲被当者定員 掲被当員定員
者す保 者す保 の者す保 者す保 げ扶該です保 げ扶該です保
でる険 でる険 世でる険 でる険 る養者ある険 る養者ある険
あ者法 あ者法 帯あ者法 あ者法 当者のる者法 当者のる者法
るで施 るで施 主るで施 るで施 該で’者で施 該で’者で施
次あ行 者あ行 等者あ行 者あ行 加あ基にあ行 組あ基にあ行
のつ令 がつ令 及がつ令 とつ令 入る準あつ令 合る準あつ令
各て第 て第 び属て第 て第 者者日つて第 員者日つて第
号’十 ’十 す’十 ’十 ににて’十 ににて’十
に基一 基一 る基一 基一 あおは基一 あおは基一
掲準条 準条 世準条 準条 つい次準条 つい次準条
げ日の 日の 帯日の 日の てての日の てての日の
るに二 に二 のに二 に二 は当各に二 は当各に二
者お第 お第 国お第 お第 次該号お第 次該号お第

い四 い四 民い四 い四 の加にい四 の組にい四
て項 て項 健て項 て項 各入掲て項 各合掲て項
被に 被に 康被に 被に 号者げ加に 号員げ組に

第
四
十
七
条
ノ
四
ノ
九
　
令
第
十
一
条
の
四
第
一
項
二
規
定
ス
ル
厚
生
労
働
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
場
合
ハ
被
保
険
者

　
タ
リ
シ
者
ガ
計
算
期
間
二
於
テ
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
三
項
二
規
定
ス
ル
加
入
者
又
ハ

　
同
法
ノ
規
定
二
依
ル
被
保
険
者
（
以
下
本
条
二
於
テ
医
療
保
険
ノ
加
入
者
ト
称
ス
）
ノ
資
格
ヲ
喪
失
シ
且
当
該
資

　
格
ヲ
喪
失
シ
タ
ル
日
以
後
ノ
計
算
期
間
二
於
テ
医
療
保
険
ノ
加
入
者
ト
為
ラ
ザ
リ
シ
場
合
ト
シ
令
第
十
一
条
の
四

　
第
一
項
二
規
定
ス
ル
厚
生
労
働
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
日
ハ
当
該
日
ノ
前
日
ト
ス

第
四
十
七
条
ノ
四
ノ
十
　
法
第
三
十
一
条
ノ
七
ノ
規
定
二
依
リ
高
額
介
護
合
算
療
養
費
ノ
支
給
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
基

　
準
日
被
保
険
者
（
以
下
本
条
二
於
テ
申
請
者
ト
称
ス
）
ハ
次
二
掲
グ
ル
事
項
ヲ
記
載
シ
タ
ル
申
請
書
ヲ
地
方
社
会

　
保
険
事
務
局
長
等
二
提
出
ス
ベ
シ

　
　
被
保
険
者
証
ノ
記
号
番
号
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
住
所

　
　
船
舶
所
有
者
ノ
氏
名
及
住
所

　
　
計
算
期
間
ノ
始
期
及
終
期

　
　
基
準
日
被
扶
養
者
ノ
氏
名
及
生
年
月
日

　
　
申
請
者
ガ
計
算
期
間
二
於
テ
被
保
険
者
タ
リ
シ
期
間
二
高
額
介
護
合
算
療
養
費
二
係
ル
療
養
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

　
ノ
氏
名
及
其
ノ
年
月

　
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
二
項
二
規
定
ス
ル
保
険
者
及
同
法
第
四
十
八
条
二
規
定
ス
ル
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

　
連
合
ヲ
謂
フ
次
条
第
一
項
及
第
三
項
二
於
テ
之
二
同
ジ
）
並
二
介
護
保
険
者
（
介
護
保
険
法
第
三
条
ノ
規
定
二

　
依
リ
介
護
保
険
ヲ
行
フ
市
町
村
及
特
別
区
ヲ
謂
フ
）
ノ
名
称
及
其
ノ
加
入
期
間

一二三四五六
　
申
請
者
及
基
準
日
被
扶
養
者
ガ
計
算
期
間
二
於
テ
夫
々
加
入
シ
タ
ル
医
療
保
険
者
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

前
項
ノ
申
請
書
ニ
ハ
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
乃
至
第
五
号
二
掲
グ
ル
額
二
関
ス
ル
証
明
書
（
同
項
第
二

号
二
掲
グ
ル
額
二
関
ス
ル
証
明
書
二
付
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
等
ガ
不
要
ト
認
ム
ル
場
合
二
於
ケ
ル
当
該
証
明

書
ヲ
除
ク
）
ヲ
夫
々
添
付
ス
ベ
シ
但
シ
記
載
ス
ベ
キ
額
ガ
零
ナ
ル
証
明
書
ハ
前
項
ノ
申
請
書
二
其
ノ
旨
ヲ
記
載
シ

テ
添
付
ヲ
省
略
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

申
請
者
ガ
令
第
十
一
条
の
三
第
一
項
第
三
号
又
ハ
第
二
項
第
三
号
若
ハ
第
四
号
ノ
何
レ
カ
ニ
該
当
ス
ル
ト
キ
ハ
当

該
申
請
者
ハ
第
一
項
ノ
申
請
書
二
其
ノ
旨
ヲ
証
明
ス
ル
書
類
ヲ
添
付
ス
ベ
シ

第
一
項
ノ
申
請
書
ノ
提
出
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
等
ハ
次
二
掲
グ
ル
事
項
ヲ
第
二
項
ノ
証
明

書
ヲ
交
付
シ
タ
ル
者
二
対
シ
遅
滞
ナ
ク
通
知
ス
ベ
シ

　
一
　
当
該
申
請
者
二
適
用
セ
ラ
ル
ル
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
二
規
定
ス
ル
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
介
護
合
算

　
　
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額

　
二
　
当
該
申
請
者
二
適
用
セ
ラ
ル
ル
令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
二
規
定
ス
ル
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額

　
　
及
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額

　
三
　
其
ノ
他
高
額
介
護
合
算
療
養
費
等
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
二
規
定
ス
ル
医

　
　
療
保
険
各
法
若
ハ
同
法
ノ
規
定
二
依
ル
高
額
介
護
合
算
療
養
費
又
ハ
介
護
保
険
法
ノ
規
定
二
依
ル
高
額
医
療
合

　
　
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
ハ
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
ヲ
謂
フ
次
項
及
次
条
第
四
項
二
於
テ
之
二
同

　
　
ジ
）
ノ
支
給
二
必
要
ナ
ル
事
項

　
精
算
対
象
者
（
計
算
期
間
ノ
中
途
二
死
亡
シ
タ
ル
被
扶
養
者
其
ノ
他
之
二
準
ズ
ル
者
ヲ
謂
フ
以
下
本
項
二
於
テ
之

　
二
同
ジ
）
ガ
死
亡
シ
タ
ル
日
其
ノ
他
之
二
準
ズ
ル
日
二
於
テ
当
該
精
算
対
象
者
ヲ
扶
養
ス
ル
被
保
険
者
ハ
当
該
精

　
算
対
象
者
二
係
ル
高
額
介
護
合
算
療
養
費
等
ノ
額
ノ
算
定
ノ
申
請
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
二
於
テ
当
該
申
請

　
ヲ
為
ス
者
ヲ
第
一
項
ノ
申
請
者
ト
看
倣
シ
テ
第
一
項
乃
至
第
三
項
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス

　
前
項
ノ
規
定
二
依
ル
申
請
ア
リ
タ
ル
場
合
二
於
ケ
ル
第
四
項
ノ
適
用
二
付
テ
ハ
同
項
中
「
通
知
ス
ベ
シ
」
ト
ア
ル

　
ハ
「
通
知
ス
ベ
シ
但
シ
精
算
対
象
者
（
計
算
期
間
ノ
中
途
二
死
亡
シ
タ
ル
被
扶
養
者
其
ノ
他
之
二
準
ズ
ル
者
ヲ
謂

　
フ
）
二
係
ル
証
明
書
ヲ
交
付
シ
タ
ル
者
以
外
ノ
モ
ノ
ニ
対
ス
ル
通
知
ハ
省
略
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
ト
ス

第
四
十
七
条
ノ
四
ノ
十
一
　
法
第
三
十
一
条
ノ
七
ノ
規
定
二
依
リ
高
額
介
護
合
算
療
養
費
ノ
支
給
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル

　
者
（
令
第
十
一
条
の
二
第
三
項
、
第
四
項
及
第
六
項
二
規
定
ス
ル
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
ヲ
謂
フ
以
下
本
条
二
於
テ

　
申
請
者
ト
称
ス
）
ハ
次
二
掲
グ
ル
事
項
ヲ
記
載
シ
タ
ル
申
請
書
ヲ
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
等
二
提
出
ス
ベ
シ
但

　
シ
次
項
第
四
号
二
掲
グ
ル
額
ガ
零
ナ
ル
場
合
二
在
リ
テ
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
住
所

　
　
被
保
険
者
証
ノ
記
号
番
号
、

　
　
船
舶
所
有
者
ノ
氏
名
及
住
所

　
　
計
算
期
間
ノ
始
期
及
終
期

　
　
基
準
日
二
加
入
ス
ル
医
療
保
険
者
ノ
名
称

　
　
計
算
期
間
二
於
テ
申
請
者
ノ
被
扶
養
者
タ
リ
シ
者
ノ
氏
名
及
生
年
月
日

　
　
申
請
者
ガ
計
算
期
間
二
於
テ
被
保
険
者
タ
リ
シ
期
間
二
高
額
介
護
合
算
療
養
費
二
係
ル
療
養
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

　
ノ
氏
名
及
其
ノ
年
月

一二三四五六前
項
ノ
申
請
書
ノ
提
出
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
等
ハ
次
二
掲
グ
ル
事
項
ヲ
記
載
シ
タ
ル
証
明

書
ヲ
交
付
ス
ベ
シ
但
シ
前
条
第
二
項
二
規
定
ス
ル
場
合
二
該
当
ス
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ズ

一
　
被
保
険
者
証
ノ
記
号
番
号
、
氏
名
及
生
年
月
日

二
　
申
請
者
ガ
計
算
期
間
二
於
ケ
ル
被
保
険
者
タ
リ
シ
期
間

三
　
令
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
二
掲
グ
ル
額
又
ハ
第
二
号
二
掲
グ
ル
被
保
険
者
タ
リ
シ
期
間
二
当
該
申
請

　
者
ガ
受
ケ
タ
ル
療
養
若
ハ
其
ノ
被
扶
養
者
タ
リ
シ
者
ガ
其
ノ
被
扶
養
者
タ
リ
シ
間
二
受
ケ
タ
ル
療
養
二
係
ル
同

　
項
第
一
号
二
規
定
ス
ル
合
算
額

四
　
証
明
書
ヲ
交
付
ス
ル
者
ノ
名
称
及
所
在
地

五
　
其
ノ
他
必
要
ナ
ル
事
項

前
項
ノ
証
明
書
ヲ
交
付
シ
タ
ル
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
等
ハ
当
該
証
明
書
二
係
ル
基
準
日
ノ
翌
日
ヨ
リ
ニ
年
以

内
二
第
一
項
第
四
号
二
掲
グ
ル
医
療
保
険
者
ヨ
リ
高
額
介
護
合
算
療
養
費
ノ
支
給
二
必
要
ナ
ル
事
項
ノ
通
知
ガ
行

ハ
レ
ザ
ル
場
合
二
於
テ
申
請
者
等
二
対
シ
当
該
申
請
二
関
ス
ル
確
認
ヲ
行
ヒ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
証
明
書
二
係
ル
同

項
ノ
申
請
書
ハ
提
出
セ
ザ
リ
シ
モ
ノ
ト
看
倣
ス
コ
ト
ヲ
得

被
保
険
者
タ
リ
シ
者
（
精
算
対
象
者
（
計
算
期
間
ノ
中
途
二
死
亡
シ
タ
ル
者
其
ノ
他
之
二
準
ズ
ル
者
ヲ
謂
フ
以
下

本
項
二
於
テ
之
二
同
ジ
）
ヲ
除
ク
）
ヨ
リ
精
算
対
象
者
二
係
ル
高
額
介
護
合
算
療
養
費
等
ノ
額
ノ
算
定
二
必
要
ナ

ル
第
二
項
ノ
証
明
書
ノ
交
付
ノ
申
請
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
等
ハ
当
該
証
明
書
ヲ
交
付
ス
ベ

シ
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堰
く
十
11痢

（
＼
十
国
訳
1
駆
足
気
e1
ゆ
掴
暑
kゆ

。

　
十
1　

裡
鐘

㌍
e
国
典
Q
浬
嘩
1
ま
圖
価
＠
斑
母
＼
暇
製
11

還
駕

ミ
鯨

蝋
菓

1
1
曄

罰
rく

マ
ミ

巽
掌

＼
似

藻
ト

ひ
如

ミ
乙

“

　
　
く
煉
、

騒

　
厭

く
→

一
1
1閤

（
＼

十
園

醸
11

野
遅

慧
e1

0
n細

呂
臣

民
ゆ

。

　
国
　
寝
醤

臓
十

1ゆ
＼

騒
郎

帽
罫

K弓
ミ

禰
賑

　
髄
《
十
閑
照
、
1
1
任
r
駅
国
十
《
駅
酬
（
晋
」
掴
r
駅
国
十
《
駅
蕪
峨
」
晋
」
足
潜
倉
ヂ
rl哩

騒
騒
撒
餌
」
eト

遅

r
’
煙
駆
《
綴
如
駄
糠
欄
瓢
」
細
轟
蝦
ゆ
。

　
駅

子
ミ

十
→

（
駅

、
団

細
気

e絶
い

足
渚

奮
ゆ

。

搬
イ
ミ
刊
（
駅
＼
団
　
竈
謹

　
蕪
《
十
→
（
照
Q四

駅
10
P’

憾
イ
ミ
十
一
『
（
照
e『

（
鮒
b
澱
《
→
一
→
（
駅
斜
」
駅
1
晋
任
「
避
颪
駅
111十

1腎
」
掴
r甚

颪
駅

1
1
H
一

瞥
」

思
潜

碧
ゆ

。

　
駅
《
十
→
（
媚
（
e十

岳
「
避
颪
楓
111

十
11属

」
如
rヨ

…
颪

駅
111

十
1
晋
」
想
諮
倉
ゆ
。

　
弾
帽
塒
9
1
ゆ
N
e■

如
蝿
Q
柚
い
建
替
倉
櫛
。

1
．
次
の
者
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
と
な

り
ま
す
の
で
、
職
務
外
の
傷
病
（
雇
入
契
約
中
の
職
務
外

　
の
傷
病
（
下
船
後
3月

以
内
に
限
り
ま
す
。
）
を
除
く
。
）

に
つ

い
て

、
こ

の
証

で
診

療
を

受
け

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

　
ん

。

　
（
1）

日
本

国
内

に
住

所
を

有
す

る
75歳

以
上

の
者

　
（
2）

65歳
以

上
75歳

未
満

の
者

で
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

の
障

害
認

定
を

受
け

て
い

る
も

の

　
轡
宿
願
図
ゆ
の
任
r※

　
老
人
保
健
の
医
療
を
受
け
た
と
き
の
負
担
額
は
、
健
康
手
帳
の
医
療
受
給
者
証
に
示
す

割
合
に
相
当
す
る
額
と
な
り
ま
す
。
」
細
竈
ゆ
。

　
轡
宿
駅
閑
日
P
の
岳
N
脚
姦
。
’
め
細
N
勾
」
→
細
㎡
勾

」
’

匝
轡

帽
マ

任
r3歳

の
誕

生
日

の
属

す
る

月
（

誕

生
日
が
月
の

初
日
で
あ
る
場
合
は
そ
の
前
月
）
」
細
r
義
務
教
育
就
学
前
（
6歳

の
誕
生
日
の
前
日
以
後
の
最
初
の
3

月
31日

ま
で
）
」
足
渚
倉
’
r
※
　
老
人
保
健
の
医
療
を
受
け

た
と

き
の

負
担

額
は

、
健

康
手

帳
の

医
療

受
給

者
証

に
示

す
割
合
に
相

当
す

る
額

と
な

り
ま

す
。

」
脚

姦
O
’

r喪
失

し
た

と
き

」
e
慧

1g
　

r、
日

本
国

内
に

住
所

を
有

す
る

者
が

75歳
に
達
し
た

と
き

又
は

6
5歳

以
上

7
5歳

未
満

の
者

が
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

の
障

害
認

定
を

受
け

た
と

き
」

押
轟
ぺ
■
細
→
勾
⇒
’
6
如
■
円
」
’
ド
樽
d幻

極
細
。

　
攣
冨
駅
→
（
中
（
欄
阻
）
任
r無

く
な
っ
た
と
き
」
脚
r
な
く
な
っ
た
と
き
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
者
が
75

歳
に
達
し
た
と
き
、
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
者
が
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
障
害
認
定
を
受
け
た
と
き
」
足
潜

心
’
r
、
老
人
保
健
の
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
と
き
」
加
温
O／

r作
製
」
如
r作

成
」
足
督
倉

＠
。

　
轡
帽
駅
→

釦
い

＼
閑

（
欄

旧
）

任
r恥

く
蝋

型
e團

曝
樽
蝋
匁
ゆ
U割

裂
や
榊
ゆ
蝸
・
O足

麺
O毅

」
脚
r田

愚
図
痙

想
起
運
脚
に

赫
ゆ

即
表

革
十

一
国

輯
製

鋼
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喫
勾
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図
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く
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如
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い
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想
順
路
属
e
N
任
「
在
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理
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施
設
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等
医
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理
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細
轟

’
で

匝
ぜ

任
「

資
格

が
な

く
な

っ
た
と
き
」
e馬

足
r、

日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
者

が
75歳

に
達

し
た

と
き

、
65歳

以
上

75歳
未

満
の

者
が

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
の

障
害

認
定

を
受

け
た

と
き
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掴
暴
民
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掴
姦
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匝
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匝
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e気
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特

定
施

設
入

院
時

等
医
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総
合
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理
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如

轟
・
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匝

》
任

r資
格

が
な

く
な

っ
た

と
き
」
e気

息
r、

日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
者
が
75

歳
に
達
し
た
と
き
、
6
5歳

以
上
7
5歳

未
満
の
者
が
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
の
障
害
認
定
を
受
け
た
と
き
」
脚
員

ぜ
匝
■
細
轟
O
！

匝
6如

匝
め

割
⊃

’
匝

s細
匝

φ
勾

」
’

匝
轡

帽
（

刷
目

）
埋

榊
eN任

r作
製

」
麹

r作
成

」

思
渚

鷺
ゆ
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轡
宿
駅
十
ゆ
（
榔
括
目
）
脚

気
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ゆ
足

軽
封

ゆ
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蝉
帽

搬
十

巾
（

照
《

幸
く
駅

＼
11圖

購
）

（旧）

扁

（迷圖11＼照《駅炬）

糾琿鰹腿砿緩

脚
瓜

　　　　　K裂“媚臨＼ト藁座R十川く区鰹噸、ドゴ興｛く冊

ムムヘ“ム鞭嘆く榊冬擦．解職爪綱鰹ミ超q製蝦＼腎匝駅置く区

あ頼爪無知＼趣榿く榊牧ギ焦純トハ演u踵瓢＼皿饗樋蜘ミ超u

製畷＼野－搬11、駅《駅へも軽榔＼孟誉湘裡陛韻彊　駅《十ζ駅

　　　　　　　　　　　　　　　　（管網中ζ蕪為怒中園堰）

　　　　　　　　　　　“ムミ魅ハ麹顧く拠本線．解職応

綱鰹ミ超“製畷＼賢臣駅匝く区あ蒋爪翻＼醒欄く榊杖ギ脈

即トム寂11誕甑＼皿響樋蜘ミ通U製曜＼晋1厭11、帳《駅　団

　　　　　　　　　　　　　　（鯉細や悩ゆ川堰面食ゆ－蕪）

　　　　　K環珂媚臨＼ト蚕ER十開く区鰹噸、F藁興ζくト

＄月¢喪ミK蜘極月1＼ゆ湘＼頼へ外経榔裡怪石緩　蘇く幸く腱

岬　田

岬響想区響血

（畑田町世）
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（表 面）

第七十一条　船舶所有者又ハ第九条第一項ノ規定二依リ社会保

　険庁長官ノ指定シタル者故ナク同項ノ規定二基ク厚生労働省

　令二依ル報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ、同項ノ規定二

　基ク厚生労働省令二依ル文書ノ提示ヲ為サズ又ハ同項ノ規定

　二基ク厚生労働省令二依ル必要ナル事務ヲ行フコトヲ怠りタ

　ルトキハ十万円以下ノ過料二処ス

　（第二項省略）

　医師、歯科医師、薬剤師若ハ手当ヲ行ヒタル者又ハ之ヲ使用

　スル者第九条ノ三第一項ノ規定二依リ報告若ハ診療録、帳簿

　書類其ノ他ノ物件ノ提示ヲ命ゼラレテ故ナク之二従ハズ又ハ

　同項ノ規定二依ル当該職員ノ質問二対シテ故ナク答弁セズ若

　ハ虚偽ノ答弁ヲ為シタルトキ亦第一項二同ジ

船　員　保　険　検　査　証

（法第九条ノ三第一項関係）

写

真

官職又は職名

氏 名

（　年　　月　　日生）

　
様
式
第
十
号
（
裏
面
）
中
「
叫
爵
×
眞
爺
菌
　
垢

　
様
式
第
十
一
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号
（
第
九
十
八
条
ノ
三
関
係
）

菌
」
を
削
る
。

（表 面）

第六十九条ノニ　被保険者又ハ被保険者タリシ者第九条ノ三第

　二項ノ規定二依リ報告ヲ命ゼラレテ故ナク之二従ハズ又ハ同

　条同項ノ規定二依ル当該職員ノ質問二対シテ故ナク答弁セズ

　若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シタルトキハ三十万円以下ノ罰金二処ス 船　員　保　険　検　査　証

（法第九条ノ三第二項関係）

写

真

官職又は職名

氏 名

（　年　　月　　日生）

　
様
式
第
十
一
号
（
裏
面
）
中
「
叫
爺
×
箕
鱈
菌
　
界

　
様
式
第
十
一
号
ノ
ニ
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号
ノ
ニ
（
第
九
十
八
条
ノ
三
関
係
）

菌
」
を
削
る
。
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（表 面）

健康保険法（抄）

　（保険医療機関又は保険薬局の報告等）

第七十八条　厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要がある

　と認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保

　険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険

　医、保険薬剤師その他の従業者であった者（以下この項にお

　いて「開設者であった者等」という。）に対し報告若しくは診

　療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療

　機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保

　険薬剤師その他の従業者（開設者であった者等を含む。）に対

　し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若

　しくは保険医療機関若しくは保険薬局について設備若しくは

　診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2　第二十七条第二項及び第七十三条第二項の規定は前項の規

　定による質問又は検査について、第二十七条第三項の規定は

　前項の規定による権限について準用する。

船　員　保　険　検　査　証

（響圭‡灸彙類簾‡究黍翻

写

真

官職又は職名

氏 名

（　年　　月　　日生）

　
様
式
第
十
一
号
ノ
ニ
（
裏
面
）
中
「
鳴
爵
×
舜
爵
菌
　
卑

　
様
式
第
十
一
号
ノ
三
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号
ノ
三
（
第
九
十
八
条
ノ
四
関
係
）

菌
」
を
削
る
。

（表 面）

　　　　　　　　　健康保険法（抄）

　（指定訪問看護事業者等の報告等）

第九十四条　厚生労働大臣は、訪問看護療養費の支給に関して

　必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪

　問看護事業者であった者若しくは当該指定に係る訪問看護事

　業所の看護師その他の従業者であった者（以下この項におい

　て「指定訪問看護事業者であった者等」という。）に対し報告

　若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護

　事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その

　他の従業者（指定訪問看護事業者であった者等を含む。）に対

　し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若

　しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事

　業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができ

　る。

2　第二十七条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査

　について、同条第三項の規定は前項の規定による権限につい

　て準用する。

船　員　保　険　検　査　証

（法第二十九条ノ四・第三十一条ノ三関係）

写

真

官職又は職名

氏 名

（　年　　月　　日生）

　
様
式
第
十
一
号
ノ
三
（
裏
面
）
中
「
叫
暴
×
鼻
爺
菌

　
様
式
第
十
二
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
号
（
第
九
十
八
条
ノ
五
関
係
）

兜

巾
」
を
削
る
。
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様
式
第
十
二
号
（
裏
面
）
中
「
瞬
督
×
算
督
菌
　
垢
　
　
　
　
凶
」
を
削
る
。

　
（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条
　
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
六
十
三
条
第
二
項
を
削
る
。

　
　
第
六
十
五
条
の
二
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
八
項
」
に
、
「
第
六
十
一
条
の
二
第

　
八
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
八
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
八
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
八
十
一
条
削
除

　
　
第
八
十
三
条
の
四
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

　
　
（
令
第
二
十
二
条
の
三
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
等
）

　
第
八
十
三
条
の
四
の
二
　
令
第
二
十
二
条
の
三
第
三
項
の
七
十
歳
以
上
合
算
対
象
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
額
に
相
当
す
る

　
　
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
区
分
に
応
じ
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
　
一
　
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
相
当
す
る
額
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受

　
　
　
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
額

　
　
二
　
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
相
当
す
る
額
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受

　
　
　
け
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
（
令
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　
　
　
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
額

　
　
三
　
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
第
三
号
に
相
当
す
る
額
　
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受

　
　
　
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
額

　
　
四
　
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
相
当
す
る
額
　
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受

　
　
　
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
額

　
　
五
　
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
第
五
号
に
相
当
す
る
額
　
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受

　
　
　
け
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
額

　
　
六
　
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
第
六
号
に
相
当
す
る
額
　
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受

　
　
　
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
額

　
　
七
　
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
第
七
号
イ
か
ら
り
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
に
相
当
す
る
額
　
七
十
歳
に
達
す
る
日
の

　
　
　
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
に
受
け
た
同
号
イ
か
ら
り
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
に
規
定
す
る
療
養
に
係
る
同
号
イ
か
ら
り

　
　
　
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
に
掲
げ
る
額

　
　
（
令
第
二
十
二
条
の
三
第
九
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
及
ぴ
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）

　
第
八
十
三
条
の
四
の
三
　
令
第
二
十
二
条
の
三
第
九
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た

　
　
者
が
計
算
期
間
（
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
計
算
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
　
に
お
い
て
、
医
療
保
険
加
入
者
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）

　
　
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
医
療
保
険
加
入
者
等
」
と
い
う
。
）
の
資
格
を
喪
失
し
、
か

　
　
つ
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日
以
後
の
計
算
期
間
に
お
い
て
医
療
保
険
加
入
者
等
と
な
ら
な
い
場
合
と
す
る
。

　
2
　
令
第
二
十
二
条
の
三
第
九
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
は
、
当
該
医
療
保
険
加
入
者
等
の
資
格
を
喪
失
し

　
　
た
日
の
前
日
と
す
る
。

　
　
（
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
申
請
）

　
第
八
十
三
条
の
四
の
四
　
法
第
五
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
よ

　
　
う
と
す
る
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
被
保
険
者
に
対

　
　
し
介
護
保
険
を
行
っ
た
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
た
だ
し

　
　
書
又
は
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
一
　
当
該
被
保
険
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
被
保
険
者
証
の
番
号

　
　
二
　
当
該
被
保
険
者
の
合
算
対
象
者
（
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
合
算
対
象
者
を
い
う
。

　
　
　
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
被
保
険
者
証
の
番
号

　
三
　
当
該
被
保
険
者
の
当
該
計
算
期
間
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
行
う
介
護
保
険
の
加
入
期
間

　
四
　
当
該
被
保
険
者
の
基
準
日
（
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
第
三
項
に

　
　
お
い
て
同
じ
。
）
に
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
者
（
法
第
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
者
及
ぴ
高
齢
者
の

　
　
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医

　
　
療
広
域
連
合
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
及
び
所
在
地

2
　
市
町
村
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
証
明

　
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

　
二
　
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
又
は
第
八
十
三
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額

　
三
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

3
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
証
明
書
を
交
付
し
た
市
町
村
は
、
医
療
保
険
者
か
ら
当
該
申
請
に
係
る
高
額
医
療
合
算
介

　
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
額
を
通
知
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
に
当
該
支
給
額
を
通
知
す
る
と
と
も
に
当
該

　
支
給
額
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
証
明
書
に
係
る
基
準
日
の
翌
日
か
ら
二
年
以
内
に
当
該

　
医
療
保
険
者
か
ら
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
必
要
な
事
項
の
通
知
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
お
い

　
て
、
申
請
者
に
対
し
て
当
該
申
請
に
関
す
る
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
証
明
書
に
係
る
第
一
項
の
申
請
書
は

　
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
は
、
当
該
申
請
に
係
る
被
保
険
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で

　
あ
っ
て
、
計
算
期
間
に
お
い
て
当
該
被
保
険
者
及
び
そ
の
合
算
対
象
者
の
う
ち
複
数
の
者
が
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又

　
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
請
に
係
る
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

　
支
給
額
を
計
算
し
、
当
該
被
保
険
者
に
当
該
支
給
額
を
通
知
す
る
と
と
も
に
当
該
支
給
額
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

　
一
　
令
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
三
号
二
に
掲
げ
る
者

　
二
　
令
第
二
十
二
条
の
三
第
七
項
第
一
号
二
に
掲
げ
る
者

　
三
　
令
第
二
十
二
条
の
三
第
七
項
第
二
号
二
に
掲
げ
る
者

5
　
市
町
村
は
、
精
算
対
象
者
（
計
算
期
間
の
中
途
で
死
亡
し
た
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
）
に
係
る
高

　
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
た
め
に
必
要
な
場
合
に
お
い
て
、
当
該
精
算
対
象
者
の
合
算
対
象
者
か

　
ら
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
二
項
の
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

6
　
前
各
項
の
規
定
は
、
計
算
期
間
に
お
い
て
市
町
村
が
行
う
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
に
係
る
高
額
医

　
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
第
八
十
三
条
の
五
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
八
十
三
条
の
七
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一

条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
第
八
十
三
条
の
八
第
一
項
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
に
、

「
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
令
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

　
（
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
申
請
）

第
九
十
七
条
の
二
の
二
　
第
八
十
三
条
の
四
の
四
の
規
定
は
、
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ

　
い
て
準
用
す
る
。

　
第
九
十
七
条
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に

改
め
る
。

　
第
九
十
七
条
の
四
の
表
第
八
十
三
条
の
七
の
項
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
」

に
、
「
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
第
八
十
三
条
の
八
第
一
項
の
項

中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項

第
一
号
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
五
十
一
条
の

三
第
二
項
第
二
号
」
に
、
「
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。
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第
九
十
八
条
第
八
号
中
「
老
人
保
健
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
五
項
」

を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
四
条
第
四
項
」
に
、

　
「
老
人
保
健
法
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
六
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
同
令

第
十
四
条
第
五
項
」
を
「
同
令
第
十
四
条
第
四
項
」
に
、
「
市
町
村
長
」
を
「
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
に
改
め

　
る
。

　
第
百
四
十
五
条
第
二
項
中
「
第
九
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
る
。

　
第
百
六
十
条
第
二
項
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
八
項
」
に
、
「
第
六
十
一
条
の
二

第
八
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
八
項
」
に
改
め
る
。

　
第
百
六
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
六
十
九
条
　
削
除

　
第
百
七
十
二
条
の
二
の
表
第
八
十
三
条
の
五
の
項
及
び
第
八
十
三
条
の
七
の
項
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」

を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
第
八
十
三
条
の
八
第
一
項
の
項
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第

　
一
号
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三

第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
二
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
四
条
の
見
出
し
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五

十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
二
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改

　
め
る
。

　
　
附
則
第
二
十
六
条
の
見
出
し
中
「
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条

　
の
表
第
八
十
三
条
の
七
の
項
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
、
「
第
六
十
一
条

　
の
二
第
一
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
第
八
十
三
条
の
八
第
一
項
の
項
中
「
第
五
十
一
条

　
の
二
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第

六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
」

　
に
、
「
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
二
十
七
条
第
三
項
の
表
第
八
十
三
条
の
七
の
項
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三

第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
第
八
十
三
条
の
八
第
一
項
の
項
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
五
十
一

　
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
」
に
改

　
め
る
。

　
　
様
式
第
一
号
（
裏
面
）
中
注
意
事
項
の
三
を
削
り
、
注
意
事
項
の
四
を
注
意
事
項
の
三
と
し
、
注
意
事
項
の
五
か

　
ら
注
意
事
項
の
十
二
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
　
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
ぴ
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三

　
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
六
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
六
十
五
条
　
削
除

　
　
第
六
十
六
条
第
二
項
中
「
老
人
保
健
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
若
し
く
は
同
法
第
四
十
六
条
の
五
の

　
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
老
人
訪
問
看
護
の
う
ち
指
定
訪
問
看
護
に
相
当
す
る
も
の
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確

　
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
療
養
の
給
付
若
し
く
は
同

　
法
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
」
に
改
め
る
。

　
　
第
七
十
八
条
第
二
項
中
「
第
六
十
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
六
十

　
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
又
は
老
人
保
健
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
」
を
削
る
。

　
　
第
八
十
三
条
中
「
、
第
六
十
四
条
及
ぴ
第
六
十
五
条
」
を
「
及
び
第
六
十
四
条
」
に
改
め
る
。

　
　
第
八
十
七
条
第
二
項
中
「
第
六
十
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
六
十

　
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
又
は
老
人
保
健
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
」
を
削
る
。

　
　
第
九
十
一
条
中
「
、
第
六
十
四
条
及
び
第
六
十
五
条
」
を
「
及
び
第
六
十
四
条
」
に
改
め
る
。

　
　
第
百
五
条
の
十
二
第
三
項
中
「
指
定
訪
問
看
護
及
び
指
定
老
人
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
」
を
「
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

　
　
第
百
十
九
条
中
「
、
第
六
十
五
条
」
を
削
る
。

　
　
第
百
二
十
七
条
第
三
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
」

　
に
改
め
る
。

　
　
第
百
三
十
三
条
第
二
項
を
削
る
。

　
　
第
百
四
十
条
の
六
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
百
四
十
五
条
第
三
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
中
「
第
五
十

　
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
百
五
十
五
条
中
「
、
第
六
十
五
条
」
を
削
る
。

　
　
第
百
五
十
五
条
の
五
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
一

　
項
」
に
改
め
る
。

　
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
一
一
条
　
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
九

　
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
九
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め

　
る
。

　
　
第
十
八
条
第
二
項
を
削
る
。

　
　
第
四
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に

　
改
め
る
。

　
（
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
　
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第

　
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
十
条
　
削
除

　
　
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
並
び
に
第
四
十
二
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
五
十
一
条
の
二

　
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
条
及
び
第
六
十
二
条
中
「
第
十
条
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
る
。

　
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条
　
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
ぴ
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十

　
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
十
一
条
削
除

　
　
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
並
び
に
第
四
十
二
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
五
十
一
条
の
二

　
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
条
及
ぴ
第
六
十
二
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
る
。

　
（
介
護
保
険
法
施
行
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
規
定
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を

　
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条
　
介
護
保
険
法
施
行
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
三
十
四
号
に
掲
げ
る
規
定
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

　
も
の
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
号
中
「
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
を
「
療
養

　
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
に
改
め
、
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
十
五
　
削
除
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第
三
十
一
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
第
三
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
三
十
一
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
の

　
　
　
規
定

　
（
介
護
保
険
の
医
療
保
険
者
の
納
付
金
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条
　
介
護
保
険
の
医
療
保
険
者
の
納
付
金
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
三
号
）

　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
五
条
の
見
出
し
中
「
老
人
保
健
法
施
行
規
則
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者

　
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
五
条
中
「
老
人
保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
第
五
十
九
条
」
を
「
高
齢
者
の
医

　
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年

　
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
号
）
第
二
十
二
条
」
に
、
「
第
六
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
五
項
」
に
、
「
第
六

　
十
二
条
」
を
「
第
四
十
五
条
」
に
、
「
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
（
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

　
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
又
は
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
」
に
改
め
、
「
、
「
基
金
」
と
あ
る
の

　
は
「
支
払
基
金
」
と
」
を
削
り
、
「
第
五
十
九
条
中
「
第
六
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
中
「
第
四
十
六
条
第

　
一
項
」
に
改
め
る
。

　
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一

　
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
一
条
第
二
項
を
削
る
。

　
（
介
護
給
付
費
及
ぴ
公
費
負
担
医
療
等
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条
　
介
護
給
付
費
及
び
公
費
負
担
医
療
等
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第

　
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
第
三
項
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
八
項
」
に
、
「
第
六
十
一
条
の
二
第
八

　
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
八
項
」
に
改
め
る
。

　
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
ぴ
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改

　
正
）

第
十
九
条
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平

　
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
附
則
第
四
条
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
ぴ
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条
　
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働

　
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
百
三
十
六
条
第
三
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
」

　
に
、
「
第
五
十
一
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
百
四
十
四
条
第
二
項
を
削
る
。

　
　
第
百
六
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
」

　
に
改
め
る
。

　
　
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護

　
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条
　
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
ぴ
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に

　
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
）
の

　
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
六
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
六
十
八
条
　
削
除

　
第
六
十
九
条
第
二
項
中
「
老
人
保
健
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
若
し
く
は
同
法
第
四
十
六
条
の
五
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
老
人
訪
問
看
護
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律

第
八
十
号
）
第
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
療
養
の
給
付
若
し
く
は
同
法
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

訪
問
看
護
」
に
改
め
る
。

　
第
八
十
一
条
第
二
項
中
「
第
六
十
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
六
十

四
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
又
は
老
人
保
健
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
」
を
削
る
。

　
第
八
十
四
条
中
「
、
第
六
十
七
条
及
び
第
六
十
八
条
」
を
「
及
び
第
六
十
七
条
」
に
改
め
る
。

　
第
九
十
条
第
二
項
中
「
第
六
十
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
六
十
四

条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
又
は
老
人
保
健
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
」
を
削
る
。

　
　
第
九
十
三
条
中
「
、
第
六
十
七
条
及
び
第
六
十
八
条
」
を
「
及
び
第
六
十
七
条
」
に
改
め
る
。

　
　
第
百
二
十
三
条
中
「
、
第
六
十
八
条
」
を
削
る
。

　
　
第
百
三
十
五
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
」

　
に
改
め
る
。

　
　
第
百
四
十
八
条
第
二
項
を
削
る
。

　
　
第
百
五
十
五
条
第
三
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
並
び
に
第
百
九
十
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
六
十
一
条

　
の
二
第
一
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
百
九
十
五
条
中
「
、
第
六
十
八
条
」
を
削
る
。

　
　
第
二
百
六
条
第
三
項
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
中
「
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に

　
改
め
る
。

　
（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条
　
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
号
）
の
一
部

　
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
附
則
第
三
条
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
（
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会
及
び
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
特
別
審
査
委
員
会
規
程
の
一
部
改

　
正
）

第
二
十
三
条
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会
及
ぴ
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
特
別
審
査
委
員
会
規
程

　
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
四
条
の
表
一
の
項
の
中
欄
中
「
、
船
員
保
険
法
」
を
「
若
し
く
は
船
員
保
険
法
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
老
人
保

　
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
第
二
号
」
を
削
り
、
同
項
の
下
欄
中
「
老
人
保
健
法

　
第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
四

　
項
、
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
第
四
十
六
条
の
五
の
二
第
四
項
」
を
「
高
齢
者
の
医
療

　
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
一
条
第
一
項
、
第
七
十
四
条
第
二
項
若
し
く
は

　
第
四
項
、
第
七
十
五
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
七
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
第
七
十
八
条

　
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　
（
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
一
十
四
条
　
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

　
す
る
。

　
　
様
式
第
十
一
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
十
一
号
（
裏
面
）
中
「
雪
田
」
の
次
に
7
拐
薄
型
磁
π
％
G
麟
蓋
副
離
職
園
齢
3
薄
霧
癬
雌
3
蹄
粛
贈

　
爵
載
C
浮
田
k
π
窯
つ
愈
田
龜
癬
3
薄
発
弼
蝋
O
蹄
整
磁
爆
冷
C
葎
κ
珠
算
’
潔
肝
田
3
脹
田
」
を
加
え
、
同
様
式

　
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
ω
”
醜
燭
な
猷
ぶ
㏄
磯
舜
’
ヨ
畑
3
陽
田
×
舜
輩
瞬
断
嘗
鴻
ぶ
臼
㏄
噛
頃
昧
ぶ
。

　
（
社
会
保
険
労
務
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
＋
麦
社
会
保
険
霧
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
＋
三
年
醒
讐
笙
号
）
の
一
部
羨
の
よ
う
緩
正
す

　
る
。

　
　
別
表
第
五
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
五
十
四
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
及
び
同
法
に
基
づ
く
命
令

　
　
　
に
係
る
申
請
等
　
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
医
師
等
の
報
告
等
、
同
法
第
七
十
二
条
第
一
項
（
同
法
第
七
十

　
　
　
四
条
第
十
項
、
第
七
十
五
条
第
七
項
、
第
七
十
六
条
第
六
項
及
び
第
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
　
　
合
を
含
む
。
）
の
保
険
医
療
機
関
等
の
報
告
等
及
び
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
の
報

　
　
　
告
等
以
外
の
申
請
等

　
（
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条
　
介
護
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
四
年
労
働
省
令
第
十
八
号
）
の

　
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
第
三
号
中
「
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
四
十
六
条
の
五
の
二
第
一
項
」
を
「
高

　
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
老
人
訪
問
看

　
護
」
を
「
訪
問
看
護
」
に
改
め
る
。

　
（
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条
　
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
厚
生
省
令
第
三
十
三
号
）
の

　
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
中
「
若
し
く
は
指
定
老
人
訪
問
看
護
」
を
削
る
。

　
　
第
二
十
条
及
び
第
二
十
七
条
中
「
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
ぴ
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す

　
る
省
令
」
を
「
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
に
、
「
老
人
訪
問
看
護
療

　
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
を
「
訪
問
看
護
療
養
費
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用

　
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
に
改
め
る
。

　
（
健
康
増
進
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条
　
健
康
増
進
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

　
る
。

　
　
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
市
町
村
に
よ
る
健
康
増
進
事
業
の
実
施
）

　
第
四
条
の
二
　
法
第
十
九
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
一
　
歯
周
疾
患
検
診

　
　
　
　
し
よ
う

　
　
骨
粗
鬆
症
検
診

　
　
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診

　
　
四
十
歳
以
上
七
十
四
歳
以
下
の
者
で
あ
っ
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律

　
第
八
十
号
）
第
二
十
条
の
特
定
健
康
診
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
者
（
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実

　
施
に
関
す
る
基
準
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省

　
告
示
第
三
号
）
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
「
特
定
健
康
診
査
非
対
象
者
」
と
い
う
。
）
及
び
七
十

　
五
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
健
康
診
査

六
　
が
ん
検
診

二三四五
　
特
定
健
康
診
査
非
対
象
者
に
対
す
る
保
健
指
導

　
（
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
医
療

　
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条
　
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

　
指
定
医
療
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
第
三
項
第
四
号
中
「
若
し
く
は
老
人
訪
問
看
護
」
を
削
る
。

　
　
第
五
条
中
「
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
を
「
療
養

　
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
に
改
め
る
。

　
（
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条
　
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

　
す
る
。

　
　
第
三
十
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
及
び
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
」
を
「
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
及
ぴ
高
齢

　
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。
）
」

　
に
改
め
る
。

　
　
第
三
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
支
給
認
定
基
準
世
帯
員
）

　
第
三
十
八
条
　
令
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
給
認

　
　
定
に
係
る
障
害
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
支
給
認
定
に
係
る
障
害
児
の

　
　
保
護
者
が
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
（
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
当
該
障
害
児
の

　
　
保
護
者
及
び
当
該
支
給
認
定
に
係
る
障
害
児
の
加
入
し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
当
該
支
給
認
定
に

　
　
係
る
障
害
児
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
支
給
認
定
に
係
る
障
害
児
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
に
限

　
　
る
。
）
と
す
る
。

　
一
　
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
の
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
が
国
民
健
康
保
険
及
ぴ
後
期
高
齢
者
医
療
以
外
で

　
　
あ
る
場
合
　
当
該
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
の
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
各
法
（
国
民
健
康
保
険
法
及
び
高

　
　
齢
者
医
療
確
保
法
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
当
該
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
以
外
の
者
で
あ
っ

　
　
て
、
か
つ
、
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
（
同
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
旦
雇
特
例
被
保
険

　
　
者
を
除
く
。
）
、
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等

　
　
共
済
組
合
法
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共

　
　
済
制
度
の
加
入
者
又
は
健
康
保
険
法
第
百
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
旦
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
の
交
付
を
受

　
　
け
そ
の
手
帳
に
健
康
保
険
印
紙
を
は
り
付
け
る
べ
き
余
白
が
な
く
な
る
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
を
い
う
。
）

　
二
　
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
の
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
が
国
民
健
康
保
険
で
あ
る
場
合
　
当
該
支
給
認
定

　
　
に
係
る
障
害
者
等
の
加
入
し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
当
該
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
以
外
の

　
　
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
限
る
。
）

　
三
　
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
の
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
が
後
期
高
齢
者
医
療
で
あ
る
場
合
　
当
該
支
給
認
定

　
　
に
係
る
障
害
者
の
加
入
し
て
い
る
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
（
当
該
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
以
外
の
者

　
　
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
限
る
。
）

　
第
三
十
九
条
第
一
号
中
「
国
民
健
康
保
険
法
」
の
下
に
「
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中

　
第
五
十
七
条
第
三
項
第
四
号
中
「
健
康
保
険
法
第
八
十
八
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
七

　
第
六
十
五
条
第
一
項
中
「
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」

　
　
附
　
則

「
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
が
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
で
あ
る
」
を
「
前
条
た
だ
し
書
に
該

当
す
る
場
合
又
は
同
条
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

十
八
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
指
定
老
人
訪
問
看
護
（
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第

四
十
六
条
の
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
老
人
訪
問
看
護
を
い
う
。
）
」
を
削
る
。

を
「
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
に
、
「
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
、
訪

問
看
護
療
養
費
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
を
「
訪
問
看
護
療
養
費
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に

関
す
る
省
令
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
組
織
」
の
下
に
「
、
高
齢
者
医
療
確
保
法
に
定
め
る
後
期
高
齢
者
医
療

診
療
報
酬
審
査
委
員
会
」
を
加
え
る
。

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
（
健
康
保
険
検
査
証
を
除
く
。
）
は
、
当
分

　
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

2
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
健
康
保
険
検
査
証
は
、
当
分
の
問
、
こ

　
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
後
期
高

　
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
の
医

　
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

2
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
後
期
高
齢
者

　
医
療
検
査
証
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
老
人
保
健
拠
出
金
等
に
関
す
る
老
健
算
定
省
令
の
規
定
の
適
用
）

第
四
条
　
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
。
以

　
下
「
平
成
十
八
年
健
保
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
医
療
等
に
要
す
る
費
用
の
支
弁
及

　
び
負
担
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

　
も
の
と
さ
れ
た
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
老
人
保
健
法
に
よ
る
保
険
者
の
拠
出
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
省

　
令
（
以
下
「
老
健
算
定
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表

　
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第 第 第 項及第 第 第 第

七 六 五 び三 二 二 一
条 条 条 第条 条 条 条
第 第 五’ 第 第

一 二 条第 二 一
項 項 第四 項 項

一条

当 法 法 保四 法 法 加 法 法 八老
該 険月 入 及 十人
年 者二 者 び 号保
度 及日 。健

の び以 以法
且
目
u

同降 下（
々 日に r昭
年 新 法和
度 た 一五

に と十

設 い七
↓旦 う年
さ 」法
れ 律
た 第

て年の当 改 改 度設らつ該合該た度成概 改 改 定加 改 改 と年に成健
は度算該
魔ﾌ定年

正
且
則

正
且
目
u

の立当て年併年保の十算
lさ該は度又度険四六医

正
猛
目
l
j

正
且
目
1
』

す入

骼ﾒ

正
晶
目
り

正
且
目
I
J

い法よ十康
､律る八保

該概に度 老 老 月れ年当のはの者月年療 老 老 加（ 老 老 」第改年険
年算当の 健 健 二た度該概分前及一四費 健 健 入改 健 健 八正法法
度医た前
ﾌ療つ々

法 法 日保の年算割々び日月拠
ｯ四度医に年平ま二出

法 法 者正

�O
法 法

及 毒灘
前費て年 者月の療よ度成で日金 い老 び o老八一
々拠は度 及一前費りの十のかの う健 以人十部
年出平の び日々拠成四六間ら算 。法 下保三を
度金成概 当ま年出立月年に当定 以第 r健号改

の十算 該で度金し一四新該に 下六 改法）正
算六医 年のののた日月た年当 同条 正（第す
定年療 度間四算保ま二に度た じ第 前昭七る
に度費 のに月定険で日設のつ 」三 老和条法
当’拠 前新二に者のか立前て 項 健五の律
た当出 々た日当’間らさ々は に 法十規（
つ該金 年にかた当に当れ年平 規 一七定平

第 ぴ第 第 び第 第 第
十 第九 八 第八 七 七
条 三条 条 二条 条 条
第 項第 第 項第 第 第

一 一 三 一 三 二
項 項

及
項 項

及
項 項

当 法 当 第 第 当 当 当 第 康外第 一国 険外第 外第

該 該 五 五 該 該 該 五 保の五 項民 法の五 の五
年 年 条 条 年 年 年 条 険す条 健 第す条 す条
度 度 第 第 度 度 度 第 法べ第 康 百べ第 べ第

二 二 の に の 二 第て二 保 七て二 て二
項 項 皿

別
』
削

項 八の項 険 十の項 の項
々 々 十保に 法 三保に 保に
年 年 一険規 第 条険規 険規
度 度 条者定 八 第者定 者定

のにす 十 二にす にす
二係る 一 項係る 係る
第る保 条 る保 る保
一国険 の 健険 医険
項民者 五 康者 療者

健以 第 醐 以

に度の当
磨f算該
ｽ当定年つ該に度

ﾄ
年
当
璽
は
度
た
目
U
当
の
つ
々
該
概
て
年
年
算
は
度
磨
雛
観
前
費
該
算
年
拠
年
医
度
出
度
療
　
金
の
費
　
の
前
拠
　
算
々
出

改
正
且
目
u
老
健
法

に度の当
磨f算該ｽ
当
定
年
つ
該
に
度
て
年
当
璽
は
度
た
目
U
当
の
つ
々
該
概
て
年
年
算
は
度
離
当
覆
前
費
該
算
年
拠
年
医
度
出
度
療
　
金
の
費
　
の
前
拠
　
算
々
出

え改

逅ｳ
齒ﾈた令

謨
轟
ﾜ
則
条
第
第
四
二
条
項
の
　
規
　
定
　
に
　
よ
　
り
　
二
士
　
眈
　
み

え改

逅ｳ
齒ﾈ
ｽ令謨
轟
ﾜ
則
条
第
第
四
二
条
項
の
　
規
　
定
　
に
　
よ
　
り
　
｛
…
士
　
覗
　
み

て年の当
ﾍ度算該
魔ﾌ定年
Y概に度
N算当の
x医た前の療つ々

O費て年々拠は度

N出平の
x金成概
@の十算
@算六医
@定年療
@に度費
@当’拠
@た当出

に度の当
磨f算該
ｽ当定年つ該に度

ﾄ年当2は度た則当のつ々該概て年

�
X
前
費
該
算
年
拠
年
医
度
出
度
療
に
金
の
費
　
の
前
拠
　
算
々
出

年出継者のかの当
x金し及問ら算該
@のたびに当定年
@算保解合該に度
@定険散併年当の
@に者を又度た前
@当’しはのつ々
@た当た分前て年
@つ該保割々は度
@て年険を年平の
@は度者し度成概
@当ののての十算
@該概権存四六医
@年算利続月年療
@度医義す一四費
@の療務る日月拠
@前費を保ま二出

え改

逅ｳ
齒ﾈた令

謨
轟
ﾜ
則
条
第
第
四
二
条
項
の
　
規
　
定
　
に
　
よ
　
り
　
壬
士
　
覗
　
み

険以え改
@外ら正
高ﾌれ省
･すた令
謔ﾗ第附
¥て五則
�ﾌ条第
謨ﾛ第四一険二条

�者項の
@にに規
@係規定
@る定に
@国すよ
@民るり
@健保読
@康険み

国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
三
条
第
一
項

第以え改
S外ら正
ｵのれ省
¥すた令三べ第附

�ﾄ五則
謔ﾌ条第二保第四

�険二条
@者項の
@にに規
@係規定
@る定に
@健すよ
@康るり
@保保読
@険険み

険二条号省健
ﾒ項の。令康
ﾉに規以（保
W規定下平険
髓閧ﾉr成法
繧ｷよ改二施
ﾃるり正十行
@保読省年規
@険み令厚則
@者替一生等
@以えと労の

ｰ
暑
扉
　
す
た
」
令
を
　
べ
第
附
第
改
　
て
五
則
七
正
　
の
条
第
十
す

定年金 定年金 替 替 つ該金 定年金 々拠承険で日金 替 保者替 法者替 保第四七る
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当
該
年
度

当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
脚
礎
甕
墓
縣
黙
縫
難
㎝
警
に
当
た
っ
て
は
当
該
年
度
の
前
年
度

法

改
正
前
老
健
法

第
十
一
条
の
三
第
二
項

当
該
年
度

当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
当
該
年
度
の
前
々
年
度
、
当
該
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
当
該
年
度

第
十
一
条
の
四
第
一
項

法

改
正
前
老
健
法

当
該
年
度
の
前
々
年
度

硝
響
甥
禦
巖
物
報
雁
駿
塑
識
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
当
該
年
度
の
前
々
年
度

第
五
条
第
二
項

改
正
省
令
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
条
第
二
項

第
十
一
条
の
四
第
二
項

第
五
条
第
二
項

改
正
省
令
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
条
第
二
項

法

改
正
前
老
健
法

第
十
六
条
第
一
項

法

改
正
前
老
健
法

当
該
年
度

当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
当
該
年
度
の
前
々
年
度
、
当
該
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
当
該
年
度
の
前
年
度

得
た
額
。

第
十
八
条
第
一
項

法

改
正
前
老
健
法

第
五
条
　
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
前
条
に
規
定
す
る
費
用
の
支
弁
及
び
負
担
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
の
執
行
に
要

　
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
同
条
に
規
定
す
る
老
健
算
定
省
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

　
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句

　
と
す
る
ほ
か
、
前
条
の
規
定
（
第
五
条
第
一
項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
七
条
第

　
三
項
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
条
第
三
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
条
第
二
項
、
第
十
一
条
、
第
十
一

　
条
の
二
及
び
第
十
一
条
の
三
第
一
項
、
第
十
一
条
の
三
第
二
項
、
第
十
一
条
の
四
第
一
項
、
第
十
一
条
の
四
第
二
項

　
並
び
に
第
十
六
条
第
一
項
の
項
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。

第
五
条
第
一
項

第
五
条
第
二
項

法当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
四
月
二
日
以

降
に
新
た
に
設
立
さ
れ
た
保
険
者
及
び

同
日
か
ら
当
該
年
度

改
正
前
老
健
法

平
成
十
七
年
四
月
二
日
か
ら
当
該
年
度
の
前
々

年
度
の
四
月
一
日
ま
で
の
問
に
新
た
に
設
立
さ

れ
た
保
険
者
及
び
平
成
十
七
年
四
月
二
日
か
ら

当
該
年
度
の
前
々
年
度

第
七
条
第
一
項

法

改
正
前
老
健
法

当
該
年
度
の
前
々
年
度

平
成
十
七
年
度

第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
者
以
外
の
す
べ
て
の
保
険
者
に
係
る
医
療

第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
者
以
外
の
す
べ
て
の
保
険
者
に
係
る
健
康
保
険
法
第
百
七
十
三
条
第
二
項

改
正
省
令
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
者
以
外
の
す
べ
て
の
保
険
者
に
係
る
健
康
保
険
法
第
百
七
十
三
条
第
二
項

国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
三
条
第
一
項

第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
者
以
外
の
す
べ
て
の
保
険
者
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項

改
正
省
令
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
者
以
外
の
す
べ
て
の
保
険
者
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
条
第
一
項

第
七
条
第
二
項

第
五
条
第
二
項

改
正
省
令
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
条
第
二
項

第
七
条
第
三
項

当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
四
月
二
日
か
ら
当
該
年
度

第
八
条
第
一
項
及
ぴ
第
二
項

当
該
年
度
に

当
該
年
度
の
前
々
年
度
に

当
該
年
度
の
前
々
年
度

平
成
十
七
年
度

第
五
条
第
二
項

改
正
省
令
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
条
第
二
項

第
八
条
第
三
項

第
五
条
第
二
項

改
正
省
令
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
条
第
二
項

当
該
年
度

当
該
年
度
の
前
々
年
度

第
十
条
第
一
項

当
該
年
度

当
該
年
度
の
前
々
年
度

当
該
年
度

当
該
年
度
の
前
々
年
度

法

改
正
前
老
健
法

第
十
一
条
の
三
第
二
項

当
該
年
度

当
該
年
度
の
前
々
年
度

第
十
一
条
の
四
第
一
項

法

改
正
前
老
健
法

当
該
年
度
の
前
々
年
度

平
成
十
七
年
度

第
五
条
第
二
項

改
正
省
令
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
条
第
二
項
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第
十
一
条
の
四
第
二
項

第
五
条
第
二
項

改
正
省
令
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
条
第
二
項

第
十
六
条
第
一
項

法

改
正
前
老
健
法

当
該
年
度

当
該
年
度
の
前
年
度

得
た
額
。

第
六
条
　
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
附
則
第
四
条
に
規
定
す
る
費
用
の
支
弁
及
び
負
担
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
の
執

　
行
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
同
条
に
規
定
す
る
老
健
算
定
省
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら

　
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

　
る
字
句
と
す
る
ほ
か
、
前
条
の
規
定
（
第
五
条
第
一
項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第

　
七
条
第
三
項
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
条
第
三
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
条
第
二
項
、
第
十
一
条
、

　
第
十
一
条
の
二
及
ぴ
第
十
一
条
の
三
第
一
項
、
第
十
一
条
の
三
第
二
項
、
第
十
一
条
の
四
第
一
項
、
第
十
一
条
の
四

　
第
二
項
並
び
に
第
十
六
条
第
一
項
の
項
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。

第 第 第 第 第

七 七 七 五 五
条 条 条 条 条
第 第 第 第 第

三 二 一 二 一
項 項 項 項 項

ら当 第 康外第 一国 険外第 外第 当 法 同降当 法

当該 五 保の五 項民 法の五 の五 該 日に該
該年 条 険す条 健 第す条 す条 年 か新年
年度 第 法べ第 康 百べ第 べ第 度 らた度
度の 二 第て二 保 七て二 て二 の 当にの
の前 項 八の項 険 十の項 の項 且

肘
該設前

々 十保に 法 三保に 保に 々 年立々
年 一険規 第 条険規 険規 年 度さ年
度 条者定 八 第者定 者定 度 れ度
の のにす 十 二にす にす たの
四 二係る 一 項係る 係る 保四
月 第る保 条 る保 る保 険月

二 一国険 の 健険 医険 者二
日 項民者 五 康者 療者 及日
か 健以 第 保以 以 ぴ以

年平 え改 険以え改 国 第以え改 険二条号省健 平 改 当れ年平 改
度成 ら正 法外ら正 民 百外ら正 者項の。令康 成 正 該た度成 正
の十 れ省 附のれ省 健 七のれ省 にに規以（保 十 且

目
q

年保の十 且
則

九 た令 則すた令 康 十すた令 係規定下平険 八 老 度険四八 老
年 第附 第べ第附 保 三べ第附 る定にr成法 年 健 の者月年 健
四 五則 十て五則 険 条て五則 医すよ改二施 度 法 前及一四 法
月 条第 条の条第 法 第の条第 療るり正十行 々び日月

二 第六 第保第六 附 二保第六 保読省年規 年平ま二
日 二条 一険二条 則 項険二条 険み令厚則 度成で日
か 項の 項者項の 第 者項の 者替一生等 十のか
ら 規 にに規 十 にに規 以えと労の 八間ら
当 定 係規定 三 係規定 外らい働一 年に当
該 に る定に 条 る定に のれう省部 四新該
年 よ 国すよ 第 健すよ すた」令を 月た年
度 り 民るり 一 康るり べ第附第改 二に度
の

壬士

` 健保読 項 保保読 て五則七正 日設の
且
目
り

み 康険み 険険み の条第十す か立前
々 替 保者替 法者替 保第六七る らさ々

第
八
条
第
一
項
及
ぴ
第
二
項

当
該
年
度
に

平
成
十
九
年
度
に

当
該
年
度
の
前
々
年
度

平
成
十
八
年
度

第
五
条
第
二
項

改
正
省
令
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
条
第
二
項

第
八
条
第
三
項

第
五
条
第
二
項

改
正
省
令
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
条
第
二
項

当
該
年
度

平
成
十
九
年
度

第
十
条
第
一
項

当
該
年
度

平
成
十
九
年
度

第
十
項
第
二
項
、
第
十
一
条
及
び
第
十
一
条
の
二

当
該
年
度

平
成
十
九
年
度

法

改
正
前
老
健
法

第
十
一
条
の
三
第
一
項

当
該
年
度
に
係
る
法

当
該
年
度
の
前
々
年
度
に
係
る
改
正
前
老
健
法

当
該
年
度
に
お
け
る

平
成
十
九
年
度
に
お
け
る

第
十
一
条
の
三
第
二
項

当
該
年
度

当
該
年
度
の
前
々
年
度

第
十
一
条
の
四
第
一
項

法

改
正
前
老
健
法

当
該
年
度
の
前
々
年
度

平
成
十
八
年
度

第
五
条
第
二
項

改
正
省
令
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
条
第
二
項

第
十
一
条
の
四
第
二
項

第
五
条
第
二
項

改
正
省
令
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
条
第
二
項

第
十
三
条
、
第
十
四
条
及
ぴ
第
十
五
条
第
一
項

法

改
正
前
老
健
法

当
該
年
度
の
前
々
年
度

平
成
十
九
年
度

第
十
五
条
第
二
項
当
該
年
度
の
前
々
年
度
に
お
い
て
新
た
に
設
立
さ
れ
た
保
険
者
、
合
併

合
併

第
十
六
条
第
一
項

法

改
正
前
老
健
法

当
該
年
度

平
成
十
九
年
度

得
た
額
。

第
七
条
　
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
附
則
第
四
条
に
規
定
す
る
費
用
の
支
弁
及
ぴ
負
担
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
の
執

　
行
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
同
条
に
規
定
す
る
老
健
算
定
省
令
の
規
定
（
老
健
算
定
省
令
第
三
条
第
二
項
及
び
第

　
五
条
か
ら
第
十
一
条
の
四
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表

　
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
ほ
か
、

　
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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第
三
条
第
一
項

前
々
年
度
の
概
算
医
療
費
拠
出
金
の
額
が
前
々
年
度
の
確
定
医
療
費
拠
出
金
の
額
を
超
え
る
保
険
者
（
以
下
「
控
除
対
象
保
険
者
」
と
い
う
。
）

前
々
年
度
の
実
績
医
療
費
拠
出
金

法

改
正
前
老
健
法

そ
の
超
え
る
額
（
以
下
「
超
過
額
」
と
い
う
。
）

当
該
実
績
医
療
費
拠
出
金
の
額

第
四
条

加
算
対
象
保
険
者
に
係
る
不
足
額
の
合
計
額
及
ぴ
す
べ
て
の
控
除
対
象
保
険
者
に
係
る
超
過
額

保
険
者
の
実
績
医
療
費
拠
出
金
の
額

保
険
者
の
実
績
医
療
費
拠
出
金
の
額

法

改
正
前
老
健
法

加
算
対
象
保
険
者
に
係
る
不
足
額
の
合
計
額
と
す
べ
て
の
控
除
対
象
保
険
者
に
係
る
超
過
額
の
合
計
額
と
の
差
額

保
険
者
の
実
績
医
療
費
拠
出
金
の
額
の
合
計
額

　
（
前
期
高
齢
者
給
付
費
見
込
額
等
に
係
る
算
定
の
特
例
）

第
八
条
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
こ
の
項
及
ぴ
次
条
に
お
い

　
て
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
者
（
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
平
成
十

　
八
年
健
保
法
等
改
正
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二

　
号
）
第
八
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
除
く
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
対

　
象
保
険
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す

　
る
負
担
調
整
前
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当
額
（
次
項
に
お
い
て
「
負
担
調
整
前
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当

　
額
」
と
い
う
。
）
が
零
を
上
回
る
も
の
に
係
る
同
年
度
に
お
け
る
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に

　
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
概
算
額
及
び
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者

　
給
付
費
見
込
額
（
次
項
に
お
い
て
「
前
期
高
齢
者
給
付
費
見
込
額
等
」
と
い
う
。
）
の
算
定
に
係
る
高
齢
者
の
医
療
の

　
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（
次
項
及
び
次
条
に

　
お
い
て
「
算
定
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中

　
「
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
合
計
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
費
用
の
額
」
と
あ
る

　
の
は
「
費
用
の
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
す
る
。

2
　
対
象
保
険
者
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
負
担
調
整
前
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当
額
が
零
を
上

　
回
る
も
の
に
係
る
同
年
度
に
お
け
る
前
期
高
齢
者
給
付
費
見
込
額
等
の
算
定
に
係
る
算
定
省
令
附
則
第
三
条
第
一
項

　
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
合
計
額
に
三
分
の
一
を
乗

　
じ
て
得
た
額
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
費
用
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
費
用
の
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と

　
す
る
。

　
（
前
期
高
齢
者
給
付
費
額
等
に
係
る
算
定
の
特
例
）

第
九
条
　
対
象
保
険
者
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る

　
負
担
調
整
前
確
定
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当
額
（
次
項
に
お
い
て
「
負
担
調
整
前
確
定
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当
額
」

　
と
い
う
。
）
が
零
を
上
回
る
も
の
に
係
る
同
年
度
に
お
け
る
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定

　
す
る
前
期
高
齢
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
確
定
額
及
び
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
給
付

　
費
額
（
次
項
に
お
い
て
「
前
期
高
齢
者
給
付
費
額
等
」
と
い
う
。
）
の
算
定
に
係
る
算
定
省
令
第
十
二
条
及
ぴ
第
三
十

　
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
計
額
に
三
分
の
一
を
乗
じ

　
て
得
た
額
」
と
す
る
。

2
　
対
象
保
険
者
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
負
担
調
整
前
確
定
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当
額
が
零
を
上

　
回
る
も
の
に
係
る
同
年
度
に
お
け
る
調
整
対
象
給
付
費
額
等
の
算
定
に
係
る
算
定
省
令
第
十
二
条
及
び
第
三
十
九
条

　
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
計
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
て
得

　
た
額
」
と
す
る
。

3
　
前
二
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
度
及
び
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
三
十
四
条
第
二

　
項
第
一
号
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
給
付
費
見
込
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
（
国
民
健
康
保
険
検
査
証
を
除
く
。
）

　
は
、
当
分
の
問
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

2
　
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
検
査
証
は
、
当
分

　
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
国
民
健
康
保
険
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
以

　
下
「
新
調
交
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
度
分
の
調
整
交
付
金
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二

　
十
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
期
間
に
係
る
新
調
交
省
令
第
四
条
第
一
項
並
び
に
第
六
条
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定

　
に
よ
る
費
用
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
市
町
村
（
特
別
区
を
含
み
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
に

　
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
（
以
下
「
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
つ
い

　
て
、
新
調
交
省
令
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
調
交
省
令
第
四
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に

　
お
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
」
と
あ
る
の
は
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
ぴ
健
康
保
険

　
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

　
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）

　
の
規
定
に
よ
る
医
療
費
拠
出
金
」
と
す
る
。

3
　
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、
新
調
交
省
令
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ

　
り
読
み
替
え
ら
れ
た
、
新
調
交
省
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
調
交
省
令
第
四
条
の
規
定
を

　
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
」
と
あ
る
の
は
「
前
期
高
齢
者
納
付

　
金
及
び
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に

　
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七

　
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
費
拠
出
金
」
と
、
「
調
整
対
象
基
準
額
」
と
あ
る
の
は
「
調
整
対
象
基
準
額

　
及
び
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
九
条
第
一
項
の

　
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
附
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金

　
相
当
額
」
と
す
る
。

4
　
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
新
調
交
省
令
の
規

　
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
附
則
第
九
条
第

　
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の

　
と
す
る
。

5
　
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、
第
三
項
に
規
定
す
る
新
調
交
省
令
の

　
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
附
則
第
九
条

　
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

　
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

6
　
平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
、
第
三
項
に
規
定
す
る
新
調
交
省
令
の

　
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
附
則
第
九
条

　
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
九
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る

　
も
の
と
す
る
。

　
（
国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省

　
令
（
以
下
「
新
事
務
費
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
度
分
の
療
養
給
付
費
等
負
担
金
、
療
養
給
付
費

　
等
補
助
金
、
組
合
普
通
調
整
補
助
金
及
び
組
合
特
別
調
整
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。
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2
　
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
新
事
務
費
省
令
第
六
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
九

分
の
十
二
」
と
あ
る
の
は
、
「
八
分
の
十
一
」
と
す
る
。

3
　
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
新
事
務
費
省
令
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
新
事
務
費
省
令
第
二
条
、
第
七
条
、
第
七
条
の
二
、
第
十
二
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
を
適
用
す

　
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
衾
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

　
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
二
条
第
二
項

及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金
等

第
七
条

及
び
病
床
転
換
支
援
金

第
七
条
の
二
、
第
十
二
条
並
び
に
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項

及
び
病
床
転
換
支
援
金

　
（
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
退
職
者
医
療
関
係
業
務
に
係
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
関
す
る
経

　
過
措
置
）

第
十
三
条
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
退
職
者
医
療
関
係
業
務
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

　
百
九
十
二
号
）
附
則
第
十
七
条
に
規
定
す
る
退
職
者
医
療
関
係
業
務
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
業
務

　
方
法
書
（
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五

　
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
百
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
方
法
書
を
い
う
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
つ
い

　
て
は
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
退
職
者
医
療
関
係
業
務
に
係
る
業
務
方

　
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
旧
業
務
方
法
書
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施

　
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
業
務
方
法
書
省
令
の
規
定
中
「
第
八
十
一
条
の
十

　
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
七
条
第
一
号
」
と
、
「
第
八
十
一
条
の
十
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は

　
「
附
則
第
十
七
条
第
二
号
」
と
す
る
。

　
（
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
退
職
者
医
療
関
係
業
務
に
係
る
財
務
及
ぴ
会
計
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
四
条
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
退
職
者
医
療
関
係
業
務
に
係
る
財
務
及
び
会
計
に
つ
い
て
は
、
第
八
条

　
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
退
職
者
医
療
関
係
業
務
に
係
る
財
務
及
び
会
計
に
関
す

　
る
省
令
（
以
下
「
旧
財
務
会
計
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
旧
財
務
会
計
省
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

　
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
一
条

第
八
十
一
条
の
十
第
一
項

附
則
第
十
七
条

第
二
条
第
一
項

第
八
十
一
条
の
十
二

附
則
第
十
九
条

老
人
保
健
法

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

）
第
六
十
八
条

。
以
下
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
三
条

第
二
条
第
二
項

第
八
十
一
条
の
二
第
一
項

附
則
第
十
条
第
一
項

第
七
十
二
条
の
四
第
一
項

附
則
第
七
条
第
一
項

第
八
十
一
条
の
十
第
一
項

附
則
第
十
七
条

第
四
条

第
八
十
一
条
の
十
二

附
則
第
十
九
条

高
齢
者
医
療
確
保
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項

第
六
条

第
八
十
一
条
の
十
二

附
則
第
十
九
条

老
人
保
健
法
第
六
十
九
条

高
齢
者
医
療
確
保
法
第
百
四
十
四
条

第
十
条
第
一
項

第
八
十
一
条
の
十
二

附
則
第
十
九
条

老
人
保
健
法
第
六
十
九
条

高
齢
者
医
療
確
保
法
第
百
四
十
四
条

附
則
第
十
七
条
第
一
号

附
則
第
十
七
条
第
二
号

第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項

第
八
十
一
条
の
十
二

附
則
第
十
九
条

老
人
保
健
法
第
六
十
九
条

高
齢
者
医
療
確
保
法
第
百
四
十
四
条

第
八
十
一
条
の
十
二

附
則
第
十
九
条

老
人
保
健
法
第
七
十
条
第
二
項

高
齢
者
医
療
確
保
法
第
百
四
十
五
条
第
二
項

第
八
十
一
条
の
十
二

附
則
第
十
九
条

老
人
保
健
法
第
七
十
条
第
三
項

高
齢
者
医
療
確
保
法
第
百
四
十
五
条
第
三
項

第
十
七
条

第
八
十
一
条
の
十
二

附
則
第
十
九
条

高
齢
者
医
療
確
保
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項

　
（
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
五
条
　
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
拠
出
金
（
同
法
附
則

　
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
を
い
う
。
）
の
額
等
の
算
定
等
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の

　
国
民
健
康
保
険
法
に
よ
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
旧
拠
出
金
省
令
」

　
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
旧
拠
出
金
省

　
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
一
条
第
一
項

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金

及
び
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠

出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
政

令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四

十
一
号
。
以
下
「
算
定
政
令
」

と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
一

号
に
掲
げ
る
負
担
調
整
前
概
算

医
療
費
拠
出
金
の
額

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十

爬
誰
鵬
頸
針
転
戴

第
一
項
第
二
号

定定るい割一十国
にに法う合項二民
よよ律」（第号健
るる（の以二〇康
概概昭う下号以保
算算和ちrに下険
後調五’退規r法
期整十高職定法（
高対七齢被す一昭
齢象年者保ると和
者基法の険退い三
支準律医者職う十
援額第療等被」三
金又八の所保附年
　は十確属険則法
　同号保割者第律
　法）に合等七第
　のの関一所条百
　規規すと属第九

法
附
則
第
七
条
第
一
項
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第
一
条
第
二
項

算
定
政
令
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
負
担
調
整
前
確
定
医
療
費
拠
出
金
の
額

退
職
被
保
険
者
等
所
属
割
合
の
う
ち
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
確
定
調
整
対
象
基
準
額
又
は
同
法
の
規
定
に
よ
る
確
定
後
期
高
齢
者
支
援
金

第
一
条
の
二
第
一
項

算
定
政
令
第
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号

第
一
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
一
条
の
三

第
四
条
の
五
第
一
項
第
三
号

附
則
第
三
条
第
一
項
第
三
号

第
二
条

第
八
十
一
条
の
二
第
一
項

附
則
第
七
条
第
四
項

第
八
十
一
条
の
四
第
一
項

附
則
第
十
二
条
第
一
項

第
二
条
の
二

第
八
十
一
条
の
三
第
一
項

附
則
第
十
一
条
第
一
項

調
整
金
額

拠
出
金
調
整
金
額

第
二
条
の
三

附
則
第
十
七
条
第
一
号

第
三
条

第
六
条
第
一
項

附
則
第
五
条
第
一
項

第
四
条

第
六
条
第
一
項
第
一
号

附
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号

第
五
条

第
六
条
第
二
項

附
則
第
五
条
第
二
項

第
六
条

第
六
条
第
三
項

附
則
第
五
条
第
三
項

第
七
条

第
六
条
第
四
項

附
則
第
五
条
第
四
項

第
六
条
第
一
項

附
則
第
五
条
第
一
項

第
八
条
第
一
項

第
七
条
第
一
項

附
則
第
六
条
第
一
項

第
八
条
第
二
項

第
七
条
第
二
項

附
則
第
六
条
第
二
項

第
八
条
第
三
項

第
六
条
第
二
項

附
則
第
五
条
第
二
項

第
七
条
第
一
項

附
則
第
六
条
第
一
項

第
九
条
第
一
項

第
八
十
一
条
の
四
第
一
項

附
則
第
十
二
条
第
一
項

第
十
条

第
八
十
一
条
の
四
第
二
項

附
則
第
十
二
条
第
二
項

第
四
条
の
五
第
一
項
第
一
号

附
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号

第
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号

附
則
第
三
条
第
一
項
第
二
号

第
十
一
条

第
八
十
一
条
の
五
第
二
項

附
則
第
十
三
条
第
二
項

第
七
十
二
条
の
四
第
一
項

附
則
第
七
条
第
一
項

第
十
二
条
第
一
項

第
八
十
一
条
の
六

附
則
第
十
四
条

第
八
十
一
条
の
十
第
一
項

附
則
第
十
七
条

第
十
三
条

第
八
十
一
条
の
七
第
一
項

附
則
第
十
五
条
第
一
項

第
十
五
条

老
人
保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
第
五
十
九
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
号
）
第
二
十
二
条

第
六
十
一
条
第
三
項

第
四
十
四
条
第
五
項

同
令
第
六
十
二
条

同
令
第
四
十
五
条

第
五
十
九
条
第
一
項

第
二
十
二
条
第
一
項

第
六
十
二
条
第
一
項

第
四
十
六
条
第
一
項

第
八
十
一
条
の
十
二

附
則
第
十
九
条

老
人
保
健
法

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

及
び
七
十
五
歳
以
上
の
加
入
者
等
の
数

、
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
の
数
、
法
定
給
付
費
額
及
び
前
期
高
齢
者
給
付
費
額

標
準
報
酬
総
額

標
準
報
酬
総
額

第
十
六
条

附
則
第
七
項

附
則
第
二
十
一
条
第
一
項

法
附
則
第
十
項

同
条
第
五
項

規
定
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
六
十
五
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
以
後
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

同
一
の
世
帯

六
十
五
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
以
後
で
あ
る
も
の
又
は
同
一
の
世
帯

特
例
退
職
組
合
員

特
例
退
職
加
入
者

附
則
第
八
項
第
一
号

附
則
第
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号

附
則
第
九
項
第
一
号

附
則
第
二
十
一
条
第
四
項
第
一
号

第
十
七
条

附
則
第
八
項
第
三
号

附
則
第
二
十
一
条
第
三
項
第
三
号

法
附
則
第
十
項

同
条
第
五
項

第
十
八
条

附
則
第
九
項
第
三
号

附
則
第
二
十
一
条
第
四
項
第
三
号

法
附
則
第
十
項

同
条
第
五
項
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附 附 第
則 則 十
第 第 九
三 二 条
条 条

第 同 附 第 定算第入す法 第
六 一 則 七 に定十割る附 八
条 の 第 十 よ政六合特則 十
第 世

⊥
／
、 条 る令項に例第 一

一 帯 項 第 第に係退八 条
項 一 二おる職項 の

項 条い算被第 二
第 第て定保二 第

二 二準政険号 一
口
万 項用令者に 項

のす附等規
規る則加定

附 すの六 附 附 の号こ保算 附
則 る日十 則 則 にと険定 則
第 月が五 第 第 規と者政 第

五 ）月歳 二 七 定さ等令 十
条 以のに 十 条 すれ所附 条
第 後初達 一

第 るた属則 第

一 で日す 条 一 特法割第 一
項 あでる 第 項 例附合十 項

るあ日 一 退則の二
もるの 項 職第算条
のと属 被二定の
又きす 保十方規
ははる 険一法定
同’月 者条のに
一その 等第例よ
のの翌 所三にり
世日月 属項準退
帯の（ 割第じ職

属そ 合二る被

　
（
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
六
条
　
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
（
船
員
保
険
検
査
証
を
除
く
。
）
は
、
当

　
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

2
　
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
船
員
保
険
検
査
証
は
、
当
分
の
間
、
こ

　
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
七
条
　
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
第
一
号
に
よ
る
介
護
保
険
被
保
険
者
証

　
は
、
当
分
の
間
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
施
行
規
則
の
様
式
第
一
号
に
よ
る
介
護
保
険
被
保
険
者

　
証
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
（
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条
　
次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
ぴ
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に

　
関
す
る
省
令
」
を
「
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
に
、
「
老
人
訪
問
看

　
護
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
を
「
訪
問
看
護
療
養
費
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る

　
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
に
改
め
る
。

　
一
　
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
、
第
十
八
条
及
び
第
二
十
五

　
　
条
の
二
十
六
第
一
項

　
二
　
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項

　
三
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
三
十
一
号
）
第
十

　
　
二
条

　
四
　
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四
号
）
第
五
十
条

　
五
　
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
第
七
条

　
六
　
母
子
保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項

　
七
　
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十

　
　
九
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項

　
（
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

　
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
（
第
十
三
条
関
係
）

面）（表

社会保険診療報酬支払基金検査証

（法第二十八条関係）

写

真

官職又は職名

氏　　　　名

日生）月年（
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面）（裏

号第

社会保険診療報酬支払基金法（抄）

第二十八条　厚生労働大臣は、基金に対して、業務又は財産の状

　況に関し報告をさせ、又は当該職員にその業務又は財産の状況

　若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。

2　略

日交付月年平成

第三十二条　基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、

　第二十八条の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をな

　し、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき

　は、これを三十万円以下の罰金に処する。

2　略團

この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折とすること。備考

　
（
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条
　
保
険
医
療
機
関
及
ぴ
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
ぴ
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
省
令
（
昭
和

　
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
様
式
第
一
号
（
裏
面
）
及
び
様
式
第
二
号
（
裏
面
）
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

　
法
律
」
に
改
め
る
。

　
（
船
員
保
険
法
第
二
十
八
条
ノ
ニ
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
船
員
保
険
の
療
養
の
給
付
の
担
当
又
は
船
員
保
険
の
診

　
療
の
準
則
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条
船
員
保
険
法
第
二
十
八
条
ノ
ニ
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
船
員
保
険
の
療
養
の
給
付
の
担
当
又
は
船
員

　
保
険
の
診
療
の
準
則
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
「
第
二
十
条
第
二
号
ホ
」
を
「
第
二
十
条
第
二
号
へ
」
に
改
め
る
。

　
（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

　
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情

　
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

　
す
る
。

　
　
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
中
「
指
定
訪
問
看
護
及
び
指
定
老
人
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基

　
準
」
を
「
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
及
ぴ
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
厚

　
生
労
働
省
令
第
百
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
条
の
う
ち
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
中
「
特
定
年
金
保
険
者
」
に
」
を
「
特

　
定
年
金
保
険
者
」
に
、
「
か
ら
第
九
項
」
を
「
か
ら
第
十
項
」
に
」
に
改
め
る
。
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沖
田
e
泌
尊
邸
甘
無
3
普
笹
冊
や
ρ
脹
欝
猷
満
鮎
嫁
譏
講
掛
鑑
閃
縫
蝸
燦
ヨ
礪
3
邊
油
雌
言
違
C
べ
渦

　
　
婁
。
洋
H
鷺
（
融
満
葛
嘲
薗
洋
ヰ
r
内
×
蹴
儲
識
窪
沿
滋
一
蝋
冶
卿
瞭
藤
葛
瑚
雌
糾
館
雷
鶏
膳
様
薯
聖

　
　
識
O
冷
灘
一
麺
〔
蔚
3
餌
H
蹄
酵
ぐ
ぶ
。
眞
一
画
G
。
）
3
判
芯
盆
（
眞
プ
「
判
芯
H
鷺
琳
」
㏄
ぐ
ぶ
。
）
ひ
！

　
　
砦
曼
一
）
サ
更
ω
藤
d
δ
ぐ
ノ
焼
き
π
伊
欝
脹
叫
ぶ
世
3
伴
C
ぺ
暫
磯
司
菊
醤
嶋
π
曲
専
任
計
磁
謡
講
瞭
誰
猷

　
　
掛
儲
国
縫
蜴
蛍
囎
π
訃
ぐ
・
べ
、
融
満
舞
嫁
譏
灘
糾
蹴
閃
腿
囎
磁
識
。
洋
莇
ゆ
π
、
一
里
〔
o
鎌
認
舷

　
　
自
蝉
断
言
城
町
酬
。

　
　
（
一
）
殉
聖
伴
C
べ
’
謙
語
鮎
嫁
譏
戴
掛
較
閃
腿
鑛
e
猷
。
沖
田
3
滴
叫
酬
笹
隔
3
習
々
柑
冊
O
着
芯
H
協

　
　
　
慧
贈
磁
湘
べ
ぐ
ノ
酬
臼
㏄
。

　
　
（
N
）
脹
慰
書
柑
無
π
説
耳
函
菅
薦
3
如
露
蹄
蹄
3
ω
φ
3
二
∩
益
脹
叫
が
益
磁
磁
鴻
ベ
ウ
卵
円
㏄
。

　
　
（
ω
｝
融
謡
講
嫁
譏
灘
濟
融
の
瞳
制
海
ヨ
囎
棲
’
諮
満
冨
嘲
戯
津
ヰ
一
国
×
蹴
悩
識
N
。
一
樹
識
“
蝋
×
“
鮮
謙

　
　
　
満
盃
嘲
雌
糾
…
頭
雷
儲
蹴
様
專
涜
器
識
O
沿
誠
心
蝋
3
油
滴
π
％
O
雲
底
涛
罰
醤
桝
π
副
耳
圧
洋
H
旨
3
皿

　
　
　
菰
盆
滋
強
鴻
ぺ
ぐ
ノ
邸
臼
伴
。

　
　
荏
田
3
滴
叫
崩
笹
無
3
晋
柑
冊
や
ρ
脹
購
融
満
醤
昧
誰
瓢
糾
館
田
腿
蝸
淋
ヨ
囎
3
謹
曲
雌
π
違
C
べ
博

　
　
賞
u
洋
紅
避
H
鷺
慧
ひ
！
当
曼
H
）
サ
更
ω
）
餅
扇
3
ぐ
4
芝
∩
び
欝
脹
叫
ぶ
麿
3
伴
C
ぺ
雲
底
可
罰
哲
墾
〔

　
　
副
耳
注
沖
融
詩
評
昧
誰
戴
鴎
賄
ロ
腱
爆
叢
娘
π
討
ぐ
ノ
ベ
’
諮
詩
評
壕
誰
戴
糾
融
閃
瞳
塀
酵
識
u
神
部
ゆ

　
　
π
、
回
田
π
O
礁
ヨ
満
振
自
賠
贈
言
城
町
州
。

　
　
（
ご
殉
遡
倖
C
べ
’
磁
満
鱈
昧
襟
瓢
掛
賠
閃
腿
娯
3
猷
u
津
田
3
滴
叫
酬
笹
河
3
昔
々
柑
隔
δ
者
芯
H
鷺

　
　
　
慧
酵
強
渉
べ
ぐ
ノ
酬
臼
伴
。

　
　
§
　
脹
難
晋
柑
無
π
説
耳
邸
中
雲
底
可
罰
3
雷
懲
就
望
判
芯
H
冷
O
ε
。
φ
3
。
。
。
π
苗
脹
叫
酬
錨
漸
騰
沖

　
　
　
べ
ぐ
一
ぶ
臼
伴
。

　
　
（
ω
）
垂
口
難
聴
誰
瓢
糾
儲
閃
瞳
岨
登
囎
瀞
！
巾
暫
罎
湿
塑
〔
併
ぐ
看
爵
O
曲
α
「
H
鷺
鵡
雌
9
ノ
柑
理

　
　
　
画
」
盲
嚢
薗
冴
π
嚇
営
C
ノ
皿
①
衝
「
H
鷺
劃
一
ト
や
華
国
」
酵
寄
蔦
C
ぺ
ぐ
・
ぶ
臼
伴
。

　
N
　
ロ
訂
。
ぐ
ノ
ベ
算
ノ
融
満
難
聴
誰
灘
掛
賠
O
腿
魁
襟
ヨ
囎
π
討
ぐ
ノ
ベ
～
落
鮎
聴
誰
戴
糾
貼
O
腿
囎
e
猷
。

蒔
一
　
へ
π
o
ぐ
ノ
ペ
算
ノ
融
満
鱈
昧
謙
猷
圏
瀬
田
腱
蝸
淋
ヨ
囎
π
訃
ぐ
ノ
ベ
’
落
鮎
嫁
譏
灘
掛
館
田
睡
囎
3
猷
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
振
爵

　
　
　
　
黙
誹
囎
サ
Φ
》
湿
π
索
酬
掛
儲
贈
幽
耳
酬
臼
伴
な
囲
灘
舜
蟄
曲
雌
δ
一
齣
爵
×
算
罵
蚤
（
藩
洪
図
肝
煎
儲

　
　
　
溜
渦
海
獣
3
回
一
翼
欝
冴
π
虫
貼
叫
ぶ
灘
湿
×
算
磯
満
引
坐
薬
く
。
）
♪
3
》
湿
贈
燭
C
葎
蔀
ゆ
π
’
…
颪
満
一
栂
咄

　
　
　
戯
孝
ヰ
ー
民
×
蹴
榔
識
き
㏄
獅
e
溢
盗
π
％
σ
融
海
港
画
餅
煎
霞
導
爆
蛮
行
嘯
く
え
酷
浅
叢
3
」
併
ぐ
ノ
唾

　
　
　
芦
ひ
6
鰯
曲
3
雌
営
’
淋
回
肝
煎
…
販
浮
卑
回
π
蹴
q
礁
ノ
脹
慰
謹
曲
藤
棲
》
一
部
C
べ
ぐ
ノ
酬
灘
灘
×
“
韓
嚇
弟
ヨ
磁

　
　
　
群
議
ダ
脹
慰
瀞
湿
×
算
鰐
溢
ヨ
伴
3
墓
鎧
騰
淵
q
薄
靄
塒
e
叢
卵
δ
欝
3
皿
詠
晦
煎
h
3
糾
賠
酵
識
u

　
　
　
浄
曲
φ
π
、
一
曲
3
》
酪
濫
醗
○
戸
湿
e
潜
田
淵
蟻
麺
湯
田
労
動
く
。
）
3
田
購
棲
N
皿
贈
耐
淋
函
莇
ゆ
π
’
脹

　
　
　
欝
四
隣
酵
磁
湘
ぶ
濫
翼
〔
U
亨
づ
ヨ
満
振
濤
薄
歯
曽
績
叫
餌
。
洋
鵡
ダ
ω
3
》
瓢
認
掛
賠
蒸
望
賞
醤
な
醤

　
　
　
満
所
芦
崩
血
算
’
満
満
C
鈷
ぐ
♂

　
　
　
屋
（
享
益
3
潜
m
淵
覚
知
游
m
猷
郵
〈
。
）
3
皿
欝
な
N
皿
酵
磁
淋
ぶ
蔀
ゆ
π
’
脹
鎧
m
贈
常
磁
鴻
ぶ
濫
団
“
〔
o

　
　
　
ぐ
ノ
ベ
、
一
皿
竃
O
嘩
ヨ
満
怯
嘗
贈
営
営
城
町
餌
（
謙
瓢
C
ぺ
》
湿
C
べ
ぐ
」
酬
雌
π
猷
u
ぺ
算
ノ
》
酪
C
計
さ
田

　
　
　
サ
①
鑛
C
べ
ω
迦
π
弼
伽
。
）
。
洋
裁
ダ
“
3
嶺
鵡
無
料
鑑
吐
口
醤
堂
穎
満
所
き
が
澄
醒
算
、
醤
満
C
鈷
ぐ
♂

血
回
田
眞
扇
“
外
脹
慰
麟
饗
δ
洪
図
許
甜
霞
曲
e
》
舳
蔚
皿
3
ゆ
理
伴
叫
酬
。
）
」
を
削
る
。

　
　
酵

　
別
表
第
1
6
の
4
の
注
中
「
曲
鵡
」
を
「
画
譜
媚
」
に
改
め
、
同
4
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
“
3
N
　
蜘
澄
嶺
西
館
渦
攣
目
醤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
盛
絃
欝

　
　
薄
　
謹
曲
雌
な
淋
回
肝
煎
歯
群
卑
回
π
蹴
U
酷
熱
欝
媚
3
面
曝
π
脱
ぐ
ノ
ベ
享
赫
C
神
韻
ゆ
や
ρ
一
並
3
享
岱
盗

　
別
表
第
1
6
の
5
中
「
義
　
毛
氈
一
㏄
柑
ε
迦
一
口
サ
①
煮
鳥
き
柑
ω
並
ω
一
口
叫
扇
3
醒
」
を
「
和
蔚
一
㏄
笹
目
。
血
一
m
サ

Φ
煮
鳥
目
柑
ω
並
ω
一
口
叫
d
δ
囲
」
に
改
め
、
ロ
を
削
り
、
同
注
中
「
（
一
O
偉
磁
＞
な
》
画
雌
e
田
舞
餅
蒲
旨
O
河
融

贈
串
凶
旨
扇
掛
冨
堂
舜
ぐ
品
開
3
0
芦
ぶ
諮
囲
π
鵬
禦
准
画
肝
煎
歯
面
楼
肇
献
酬
莇
ゆ
π
o
ぐ
ノ
ベ
簿
、
毛
氈
き
醤
“

別
表
第
1
6
の
3
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ω
e
N
　
知
濫
》
灘
餌
料
賠
蒸
聖
旨
城

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
九
十
二
号

　
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第

一
項
及
び
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
労
働
局

長
が
行
う
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
（
平
成
十
九

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
度
以
降
の
予
算
に
よ
り
支
出

さ
れ
る
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
適
用

す
る
。
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
度
以
前
の
予
算
に
よ
り
支

出
さ
れ
た
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
舛
添
要
一

　
表
の
上
欄
中
「
職
業
転
換
対
策
事
業
費
」
を
「
高
齢
者

　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
o

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
九
十
三
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
三
号
）
及
び
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）

の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十

年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
二
号
及
び

第
二
十
九
条
の
四
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
に

係
る
離
島
そ
の
他
の
地
域
の
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省

告
示
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平

成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
舛
添
要
一

　
本
文
中
「
第
二
十
二
条
の
四
第
二
号
」
を
「
第
二
十
二

条
の
五
第
二
号
」
に
、
「
第
二
十
九
条
の
四
第
二
号
」
を
「
第

二
十
九
条
の
五
第
二
号
」
に
改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
九
十
四
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
介
護
保

険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の

二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
二
第
二

項
第
一
号
及
び
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定

す
る
特
定
介
護
保
険
施
設
等
及
び
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
に
お
け
る
食
事
の
提
供
に
要
す
る
平
均
的
な
費

用
の
額
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
費
用
の
額

（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
題
名
及
び
本
文
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
」

を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
第
六
十
一

条
の
二
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項

第
一
号
」
に
改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
九
十
五
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
＝
．
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
介
護
保

険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
＝
．
号
）
第
五
十
一
条
の

二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
二
第
二

項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
介
護
保
険
施
設
等
に
お
け
る

居
住
等
に
要
す
る
平
均
的
な
費
用
の
額
及
び
施
設
の
状
況

そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
費

用
の
額
並
び
に
同
法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
お
け
る
滞

在
に
要
す
る
平
均
的
な
費
用
の
額
及
び
事
業
所
の
状
況
そ

の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
費
用

の
額
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
＝
．
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
題
名
及
び
本
文
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」

を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
」
に
、
「
第
六
十
一

条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項

第
二
号
」
に
改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
九
十
六
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
＝
．
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
介
護
保

険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
＝
．
号
）
第
五
十
一
条
の

二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
二
第
二

項
第
一
号
及
び
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定

す
る
食
費
の
負
担
限
度
額
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平

成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
＝
．
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
題
名
及
び
本
文
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
」

を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
第
六
十
一

条
の
二
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項

第
一
号
」
に
改
め
る
。

　
表
の
四
の
項
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第

五
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
、
「
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
」

を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。
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O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
九
十
七
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
介
護
保

険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の

二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
二
第
二

項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
負
担
限
度
額
及
び
同
法

第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
滞
在
費
の

負
担
限
度
額
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
題
名
及
び
本
文
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」

を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
」
に
、
「
第
六
十
一

条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十
一
条
の
＝
．
第
二
項

第
二
号
」
に
改
め
る
。

　
表
の
二
の
項
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第

五
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
、
「
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
」

を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
表
の
備
考
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を

「
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
」
に
、
「
第
六
十
一
条

の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第

二
号
」
に
改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
九
十
八
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
介
護
保

険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の

二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則
附
則
第
二
十

三
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
並
び
に
附
則
第
二
十

　
　
　
　
　
君
　
　
　
　
　
！

五
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る

介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
六

十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
負
担
限

度
額
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
題
名
及
び
本
文
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
」

を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
第
六
十
一

条
の
二
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項

第
一
号
」
に
改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
九
十
九
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
介
護
保

険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の

二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則
附
則
第
二
十

三
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る

介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
居
住
費
の
負
担
限
度
額
並
び
に
同
令
附
則
第
二
十
五
条

第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
同
法

第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
滞
在
費
の

負
担
限
度
額
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
題
名
、
本
文
及
び
表
の
備
考
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第

二
項
第
二
号
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
」

に
、
「
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十
一

条
の
三
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
二

項
及
び
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
が
行
う
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示

第
二
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
度
以
降
の
予
算
に
よ
り
支
出
さ
れ
る
補
助
金
等
の

交
付
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
度
以
前
の
予
算
に
よ
り
支
出
さ
れ
た
補
助
金
等
の

交
付
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
　
　
　
　
　
「
（
項
）
　
社
会
福
祉
諸
費

表
の
上
欄
中
（
目
）
聾
謡
塾
纏
藁
欝
灘
弧
噸
鰭
離
署

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
う
。
）
を
除
き
、
特
別
区
を
含
む
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

「
（
項
）
　
地
域
福
祉
推
進
費

（
目
）
噛
講
驚
難
隷
羅
葡
講
難

　
（
項
）
　
社
会
福
祉
諸
費

　　

i
目
）
に
駿
耀
雛
駿
澗
金
（
市
町
村
（
指
定
謡
箋
讐
特
別
区
を
含
麓
）
」

負
担
金
」
を
「
生
活
保
護
費
等
負
担
金
」
に
改
め
る
。

に
、
「
生
活
保
護
費

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
一
号

　
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
第
七
百
九
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
十
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
号
（
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
第
七
百
九
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働

大
臣
が
公
共
職
業
安
定
所
の
出
張
所
の
管
轄
区
域
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
二
十
年
三
月
＝
、
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
表
北
海
道
の
款
北
三
条
の
項
を
削
り
、
表
青
森
の
款
鰺
ケ
沢
の
項
を
削
り
、
表
宮
城
の
款
青
葉
の
項
を
削
り
、
同
款

大
和
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

白
石

白
石
市
、
刈
田
郡

表
茨
城
の
款
常
陸
太
田
の
項
を
削
り
、
表
茨
城
の
款
の
次
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。

栃
木

那
須
鳥
山
　
那
須
烏
山
市
、
那
須
郡
の
う
ち
那
珂
川
町

表
東
京
の
款
宇
田
川
町
の
項
を
削
り
、

二
項
を
加
え
る
。

表
神
奈
川
の
款
鶴
屋
町
の
項
を
削
り
、
表
新
潟
の
款
小
出
の
項
の
次
に
次
の

小
千
谷

妙
高

小
千
谷
市
、
北
魚
沼
郡

妙
高
市
、
上
越
市
の
う
ち
中
郷
区
、
板
倉
区

表
山
梨
の
款
の
次
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。

長
野

岡
谷

小
諸

岡
谷
市
、
諏
訪
郡
の
う
ち
下
諏
訪
町

小
諸
市
、
北
佐
久
郡
（
立
科
町
を
除
く
。
）

表
愛
知
の
款
名
駅
の
項
を
削
り
、
表
愛
知
の
款
の
次
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。

三
重

熊
野

熊
野
市
、

南
牟
婁
郡

表
大
阪
の
款
を
削
り
、
表
兵
庫
の
款
三
宮
の
項
を
削
り
、
同
款
赤
穂
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

赤
穂
市
（
相
生
出
張
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）

表
兵
庫
の
款
赤
穂
の
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

塑八
鹿

瀾
蕪
赤
穂
市
の
う
ち
西
享
、
東
享
、
籍
尾
有
年
壊
葦
原
享
髭

養
父
市

表
島
根
の
款
安
来
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

ノll

本

江
津
市
の
う
ち
桜
江
町
、
邑
智
郡

表
広
島
の
款
因
島
の
項
を
削
り
、
同
款
大
竹
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

庄
原

庄
原
市

表
福
岡
の
款
天
神
の
項
及
び
大
手
町
の
項
を
削
り
、
表
宮
崎
の
款
を
削
る
。
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O
厚
生
労
働
省
告
示
箪
二
百
十
五
号

　
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
二

項
及
び
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
が
行
う
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示

第
二
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
表
補
助
金
等
の
名
称
の
欄
中
「
（
項
）
身
体
障
害
者
保
護
費
」
を
「
（
項
）
障
害
保
健
福
祉
費
」
に
改
め
、
「
（
項
）
児
童

保
護
費
」
、
「
（
項
）
障
害
者
自
立
支
援
給
付
諸
費
」
及
び
「
（
項
）
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
給
付
諸
費
」
を
削
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
士
ハ
号

　
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
二

項
及
び
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
第

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
が
行
う
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
事
務
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示

第
二
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
度
以
降
の
予
算
に
よ
り
支
出
さ
れ
る
補
助
金
等
の

交
付
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
十
九
年
度
以
前
の
予
算
に
よ
り
支
出
さ
れ
た
補
助
金
等
の

交
付
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
表
の
上
欄
中
「
厚
生
労
働
本
省
」
を
「
医
療
従
事
者
資
質
向
上
対
策
費
」
に
、
「
保
健
衛
生
諸
費
」
を
「
医
療
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

供
体
制
基
盤
整
備
費
」
に
、

を

　
（
目
）
　
医
療
施
設
運
営
費
等
補
助
金
（
都
道
府
県
、
社
団
法
人
地
域
医
療
振
興
協

　　

@
囎
編
羅
飴
薙
鞍
欝
顯
鵬
鶴
鯉
略
本
贅
医
療
財
団

（
酵
護
纏
難
鰭
籔
備
費
補
助
金
（
都
道
府
県
操
る
も
の
を
除
～
）
」

「
（
項
）
　
医
療
提
供
体
制
確
保
対
策
費

（
目
）
㌔
謙
建
鶏
難
懇
臨
鶴
野
錨
嫉
駿
躯
麟
驚

　
　
　
　
係
る
も
の
を
除
く
。
）

（
項
ず
藷
耀
鬱
金
（
響
府
県
操
る
も
の
を
聲
）

（
項
）
　
感
染
症
対
策
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
る
も
　
　
　
く
。

　
　
目

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
義
　
示
　
一

　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
二
十
九
号
）
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
五
条
第
＝
項
の
規

定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給

付
（
昭
和
五
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
三
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
　
　
　
を
　
　
一
　
と
し
　
　
　
　
を
　
　
　
　
と
し

第
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

九
平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日
保
発
第
〇
二
二
一
〇
〇

　
三
号
厚
生
労
働
省
保
険
局
長
通
知
「
7
0
歳
代
前
半
の

　
被
保
険
者
等
に
係
る
一
部
負
担
金
等
の
軽
減
特
例
措
置

　
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
よ
る
医
療
費
の
支
給

十
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
健
発
第
〇
三
三
一
〇
〇

　
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
「
感
染
症
対
策
特
別

　
促
進
事
業
に
つ
い
て
」
に
よ
る
肝
炎
治
療
特
別
促
進
事

　
業
に
係
る
医
療
の
給
付

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
十
八
号

　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三

十
六
号
）
第
九
十
八
条
第
十
一
号
及
び
船
員
保
険
法
施
行

規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
第
四
十
七
条
第

十
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
九
十

八
条
第
十
一
号
及
び
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条

第
十
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療

に
関
す
る
給
付
（
昭
和
五
十
九
年
厚
生
省
告
示
第
百
五
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
二
号
と

し
、
第
九
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
　
平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日
保
発
第
〇
二
二
一
〇
〇

　
三
号
厚
生
労
働
省
保
険
局
長
通
知
「
7
0
歳
代
前
半
の

　
被
保
険
者
等
に
係
る
一
部
負
担
金
等
の
軽
減
特
例
措
置

　
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
よ
る
医
療
費
の
支
給

十
一
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
健
発
第
Ω
…
．
一
〇

　
〇
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
「
感
染
症
対
策
特

　
別
促
進
事
業
に
つ
い
て
」
に
よ
る
肝
炎
治
療
特
別
促
進

　
事
業
に
係
る
医
療
の
給
付

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
十
九
号

　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三

十
六
号
）
第
百
六
条
第
八
号
及
び
第
百
七
条
第
十
号
並
び

に
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五

号
）
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
九
第
七
号
及
び
第
四
十
七
条
ノ

ニ
ノ
十
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
法
施
行
規

則
第
百
六
条
第
八
号
及
び
第
百
七
条
第
十
号
並
び
に
船
員

保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
八
第
七
号
及
び
第

四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
九
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
昭
和
五
十
九
年
厚

生
省
告
示
第
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
題
名
中
「
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
八
第
七
号
及
び
第
四
十

七
条
ノ
ニ
ノ
九
第
九
号
」
を
「
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
九
第

七
号
及
び
第
四
十
七
条
ノ
ニ
ノ
十
第
九
号
」
に
改
め
る
。

　
第
十
二
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
三
号

と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
一
　
平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日
保
発
第
〇
二
二
一
〇

　
〇
三
号
厚
生
労
働
省
保
険
局
長
通
知
「
7
0
歳
代
前
半

　
の
被
保
険
者
等
に
係
る
一
部
負
担
金
等
の
軽
減
特
例
措

　
置
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
よ
る
医
療
費
の
支
給

十
二
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
健
発
第
〇
三
三
一
〇

　
〇
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
「
感
染
症
対
策
特

　
別
促
進
事
業
に
つ
い
て
」
に
よ
る
肝
炎
治
療
特
別
促
進

　
事
業
に
係
る
医
療
の
給
付

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
号

　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三

十
六
号
）
第
百
八
条
第
七
号
及
び
船
員
保
険
法
施
行
規
則

（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
第
四
十
七
条
ノ
三
第

七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
百
八

条
第
七
号
及
び
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
ノ
三

第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療

に
関
す
る
給
付
（
平
成
六
年
厚
生
省
告
示
第
三
百
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
二
号
と

し
、
第
九
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
　
平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日
保
発
第
〇
二
二
一
〇
〇

　
三
号
厚
生
労
働
省
保
険
局
長
通
知
「
7
0
歳
代
前
半
の

　
被
保
険
者
等
に
係
る
一
部
負
担
金
等
の
軽
減
特
例
措
置

　
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
よ
る
医
療
費
の
支
給

十
一
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
健
発
第
〇
三
三
一
〇

　
〇
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
「
感
染
症
対
策
特

　
別
促
進
事
業
に
つ
い
て
」
に
よ
る
肝
炎
治
療
特
別
促
進

　
事
業
に
係
る
医
療
の
給
付

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
一
号

　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十

五
条
第
二
項
及
び
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
（
こ
れ
ら
の

規
定
を
同
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
の
食
事
療
養
標
準

負
担
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額
（
平
成
八
年
厚
生
省

告
示
第
二
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平

成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
日
前

に
行
わ
れ
た
食
事
療
養
に
係
る
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又

は
生
活
療
養
に
係
る
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
一
号
の
表
中
「
第
六
十
二
条
の
三
第
一
号
」
を
「
第

六
十
二
条
の
三
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　
第
二
号
の
表
中
「
第
六
十
二
条
の
三
第
三
号
」
を
「
第

六
十
二
条
の
三
第
四
号
」
に
、
「
同
条
第
一
号
に
」
を
「
同

条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
」
に
、
「
同
条
第
二
号
」
を
「
同

条
第
三
号
」
に
、
「
同
条
第
一
号
又
は
第
二
号
」
を
「
同
条

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
、
「
第
六
十
二
条
の
三
第
一

号
」
を
「
第
六
十
二
条
の
三
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
」

に
改
め
る
。
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O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
二
号

　
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十

三
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定

に
基
づ
き
、
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第

一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
療
養
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
一
号
中
「
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二

号
）
」
を
「
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
」

に
、
「
区
分
」
を
「
区
分
番
号
」
に
改
め
る
。

　
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同
号

を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
中
「
区
分
」
を
「
区
分
番
号
」

に
改
め
、
同
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

　
二
　
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
別
表
第
一
第
2
章
第
2
部

　
　
第
1
節
区
分
番
号
C
O
O
2
－
2
に
掲
げ
る
特
定
施

　
　
設
入
居
時
等
医
学
総
合
管
理
料
が
算
定
さ
れ
る
べ
き

　
　
療
養

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
三
号

　
船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四

十
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に

基
づ
き
、
船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
療
養
（
平
成

十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
士
ハ
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
一
号
中
「
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二

号
）
」
を
「
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
」

に
、
「
区
分
」
を
「
区
分
番
号
」
に
改
め
、
第
三
号
中
「
前

二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
第
四
号
と
し
、

第
二
号
中
「
区
分
」
を
「
区
分
番
号
」
に
改
め
、
同
号
を

第
一
一
．
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
　
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
別
表
第
一
第
2
章
第
2
部
第

　
1
節
区
分
番
号
C
O
O
2
－
2
に
掲
げ
る
特
定
施
設
入

　
居
時
等
医
学
総
合
管
理
料
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
四
号

　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三

十
六
号
）
第
六
十
二
条
の
三
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
三
号
の
規
定

に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
平
成
十
八
年
厚

生
労
働
省
告
示
第
四
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
四
号

　
　
　
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

　
第
一
号
中
「
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二

号
）
」
を
「
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
」

に
、
「
区
分
A
1
0
1
の
2
の
イ
に
掲
げ
る
入
院
基
本
料

A
、
同
ロ
に
掲
げ
る
入
院
基
本
料
B
及
び
同
ハ
に
掲
げ
る

入
院
基
本
料
C
」
を
「
区
分
番
号
A
1
0
1
に
掲
げ
る
療

養
病
棟
入
院
基
本
料
」
に
改
め
、
「
患
者
」
の
下
に
「
で
あ
っ

て
、
基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
二
十
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
六
十
二
号
）
別
表
第
五
の
二
又
は
別
表
第
五

の
三
に
該
当
す
る
も
の
」
を
加
え
る
。

　
第
二
号
中
「
区
分
A
1
0
9
の
2
の
イ
に
掲
げ
る
入
院

基
本
料
A
、
同
ロ
に
掲
げ
る
入
院
基
本
料
B
及
び
同
ハ
に

掲
げ
る
入
院
基
本
料
C
」
を
「
区
分
番
号
A
1
0
9
に
掲

げ
る
有
床
診
療
所
療
養
病
床
入
院
基
本
料
」
に
改
め
、
「
患

者
」
の
下
に
「
で
あ
っ
て
、
基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等

別
表
第
五
の
二
又
は
別
表
第
五
の
三
に
該
当
す
る
も
の
」

を
加
え
る
。

　
第
三
号
中
「
区
分
」
を
「
区
分
番
号
」
に
改
め
、
「
病
棟

入
院
料
」
の
下
に
「
1
及
び
2
」
を
加
え
る
。

　
第
四
号
中
「
区
分
」
を
「
区
分
番
号
」
に
、
「
診
療
所
老

人
医
療
管
理
料
」
を
「
診
療
所
後
期
高
齢
者
医
療
管
理
料
」

に
改
め
る
。

　
第
五
号
中
「
区
分
」
を
「
区
分
番
号
」
に
改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
五
号

　
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十

三
号
）
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
介
護
保
険
法
施
行

令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
二
十
二
条
の
三

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十

三
条
の
二
第
一
項
及
び
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条

の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

支
給
基
準
額
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
年
四
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
　
　
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
及

　
　
　
び
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項

　
　
　
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
支
給

　
　
　
基
準
額

　
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十

三
号
）
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
支
給
基
準
額
及
び
介
護
保
険
法
施
行

令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
二
十
二
条
の
三

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
支
給

基
準
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
百
円
と
す
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
士
ハ
号

　
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平

成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項

及
び
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険

法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第
三
十
二
条

第
一
項
及
び
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
を
次
の
よ
う
に

定
め
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
舛
添
要
一

　
　
　
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

　
　
　
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
十
四
条
第
一

　
　
　
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医

　
　
　
療
に
関
す
る
給
付

　
平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日
保
発
第
〇
二
二
一
〇
〇
三

号
厚
生
労
働
省
保
険
局
長
通
知
「
七
十
歳
代
前
半
の
被
保

険
者
等
に
係
る
一
部
負
担
金
等
の
軽
減
特
例
措
置
の
取
扱

い
に
つ
い
て
」
に
よ
る
医
療
費
の
支
給

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
一
一
百
二
十
七
号

　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七

年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
平
成
三
年
厚
生
省

告
示
第
二
百
十
二
号
（
老
人
保
健
法
第
六
十
五
条
の
規
定

に
基
づ
く
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
が
老
人
保
健
関

係
業
務
の
一
部
を
委
託
で
き
る
団
体
を
定
め
る
件
）
、
平

成
六
年
厚
生
省
告
示
第
＝
．
百
五
号
（
老
人
保
健
法
施
行
令

附
則
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

者
を
定
め
る
件
）
、
老
人
保
健
法
施
行
令
第
十
六
条
第
一

項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療

養
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
八
十
四
号
）

及
び
老
人
医
療
費
の
伸
び
を
適
正
化
す
る
た
め
の
指
針

（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
五
号
）
は
、
平

成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
九
号

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
八
号

　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
士
ハ
条
第
一
項
第
二
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
施
行
令
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成

二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
　
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

　
　
　
士
ハ
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

　
　
　
働
大
臣
が
定
め
る
療
養

　
　
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省

告
示
第
五
十
九
号
）
別
表
第
一
第
2
章
第
2
部
第
1
節

　
区
分
番
号
C
O
O
2
に
掲
げ
る
在
宅
時
医
学
総
合
管
理

料
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養

　
1
節
区
分
番
号
C
O
O
2
1
2
に
掲
げ
る
特
定
施
設
入

　
居
時
等
医
学
総
合
管
理
料
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養

　
1
節
区
分
番
号
C
O
O
3
に
掲
げ
る
在
宅
末
期
医
療
総

　
合
診
療
料
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養

　
該
療
養
を
受
け
る
月
と
同
一
の
月
に
お
い
て
、
当
該
療

　
養
を
行
う
保
険
医
療
機
関
か
ら
受
け
る
外
来
療
養
（
高

　
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年

　
法
律
第
八
十
号
）
第
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第

　
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
療
養
（
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療

　
養
に
伴
う
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）

一二
　
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
別
表
第
一
第
2
章
第
2
部
第

三
　
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
別
表
第
一
第
2
章
第
2
部
第

四
　
前
＝
．
号
に
掲
げ
る
療
養
を
受
け
る
被
保
険
者
が
、
当

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
国
民

健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
六
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
安
定
化
計
画
の

作
成
指
針
（
昭
和
六
士
一
．
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
士
ハ
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
二
十
年
三
星
一
、
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
二
の
二
中
「
第
七
十
条
第
三
項
第
二
号
に
定
め
る
額
」
を
「
第
七
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
当
該
各
号
ロ
に
掲
げ

る
額
」
に
、
「
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
当
該
各
号
イ
に
掲
げ
る
額
」
に
改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
号

　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

平
成
十
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
四
十
二
号
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
附
則
第
十
二
項
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
市
町
村
を
定
め
る
件
）
は
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

　
　
平
成
二
十
年
三
星
一
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一
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O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
一
号

　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省

令
第
五
十
三
号
）
第
五
条
の
五
第
十
二
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
五
条
の
五
第
十
二
号

及
び
第
二
十
七
条
の
十
二
第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
平
成
十
八

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
題
名
中
「
及
び
第
二
十
七
条
の
十
二
第
十
一
号
」
を
削

る
。　

本
則
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
健
発
第
〇
三
三
一
〇
〇

　
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
「
感
染
症
対
策
特
別

　
促
進
事
業
に
つ
い
て
」
に
よ
る
肝
炎
治
療
特
別
促
進
事

　
業
に
係
る
医
療
の
給
付

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
二
号

　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省

令
第
五
十
三
号
）
第
二
十
七
条
の
十
五
第
一
項
第
八
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七

条
の
十
五
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
平
成
十
九
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
本
則
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
　
平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日
保
発
第
〇
二
二
一
〇
〇

　
三
号
厚
生
労
働
省
保
険
局
長
通
知
「
七
十
歳
代
前
半
の

　
被
保
険
者
等
に
係
る
一
部
負
担
金
等
の
軽
減
特
例
措
置

　
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
よ
る
医
療
費
の
支
給

十
一
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
健
発
第
〇
三
三
一
〇

　
〇
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
「
感
染
症
対
策
特

　
別
促
進
事
業
に
つ
い
て
」
に
よ
る
肝
炎
治
療
特
別
促
進

　
事
業
に
係
る
医
療
の
給
付

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
五
号

　
国
民
健
康
保
険
法

等
の
算
定
に
関
す
る
政
令

を
改
正
す
る
省
令

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
三
号

　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省

令
第
五
十
三
号
）
第
二
十
七
条
の
十
五
第
二
項
第
五
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七

条
の
十
五
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
平
成
十
九
年
摩
生
労

働
省
告
示
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
摩
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
本
則
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

九
　
平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日
保
発
第
〇
二
二
一
〇
〇

　
三
号
厚
生
労
働
省
保
険
局
長
通
知
「
七
十
歳
代
前
半
の

　
被
保
険
者
等
に
係
る
一
部
負
担
金
等
の
軽
減
特
例
措
置

　
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
よ
る
医
療
費
の
支
給

十
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
健
発
第
〇
三
三
一
〇
〇

　
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
「
感
染
症
対
策
特
別

　
促
進
事
業
に
つ
い
て
」
に
よ
る
肝
炎
治
療
特
別
促
進
事

　
業
に
係
る
医
療
の
給
付

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
四
号

　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三

百
六
十
二
号
）
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
及
ぴ
第

三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二

十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
（
平
成
十
四
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
二
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
一
号
中
「
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二

号
）
」
を
「
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
」

に
、
「
区
分
」
を
「
区
分
番
号
」
に
改
め
る
。

　
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同
号

を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
中
「
区
分
」
を
「
区
分
番
号
」

に
改
め
、
同
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

　
二
　
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
別
表
第
一
第
2
章
第
2
部

　
　
第
1
節
区
分
番
号
C
O
O
2
1
2
に
掲
げ
る
特
定
施

　
　
設
入
居
時
等
医
学
総
合
管
理
料
が
算
定
さ
れ
る
べ
き

　
　
療
養

　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
、
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
附
則
第
七
条
及
び
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
七
号
）
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
同
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
国
民
健
康
保
険
法
に
よ
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等

の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
九
年
厚
生
省
令
第
五
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
法

附
則
第
十
条
第
一
項
、
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
附
則
第
七
条
及
ぴ
健
康
保
険
法
施
行

規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
同
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
国
民
健
康
保
険
法
に
よ
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
第
二

条
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
組
合
、
組
合
員
の
報
酬
及
び
組
合
の
標
準
報
酬
総
額
を
次
の
よ
う
に
定

め
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
昭
和
五
十
九
年
厚
生
省
告
示
第
百
六
十
三
号
（
国
民
健
康
保
険
法
第
八
十

一
条
の
二
第
一
項
、
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
及
び
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令

第
八
条
及
ぴ
国
民
健
康
保
険
法
に
よ
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
第
二
条
の
規
定
に

基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
組
合
、
組
合
員
の
報
酬
及
び
組
合
の
標
準
報
酬
総
額
）
は
同
年
三
月
三
十
一
日
限
り

廃
止
す
る
。

　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摩
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
　
　
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
条
第
一
項
、
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
附
則
第
七

　
　
　
条
及
び
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

　
　
　
有
す
る
も
の
と
さ
れ
同
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
国
民
健
康
保
険
法
に
よ
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者

　
　
　
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
組
合
、
組
合
員
の
報

　
　
　
酬
及
び
組
合
の
標
準
報
酬
総
額

　
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
、
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金

等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
附
則
第
七
条
及
ぴ
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
七
号
）
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
同
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
国
民
健
康
保
険
法
に
よ
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等

の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
九
年
厚
生
省
令
第
五
十
五
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

組
合
、
組
合
員
の
報
酬
及
び
組
合
の
標
準
報
酬
総
額
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
組
合

全
国
土
木
建
築
国
民

健
廠
保
険
組
合

組
合
員
の
報
酬

第
一
種
組
合
員
の
基

準
報
酬
月
額
及
ぴ
基

準
賞
与
額

組
合
の
標
準
報
酬
総
額

第
一
種
組
合
員
の
基
準
報
酬
月
額
の
当
該
年
度
の
合
計
額
の
総

額
を
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令

附
則
第
六
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
補
正
し
て
得
た
額
と
基
準
賞

与
額
の
当
該
年
度
の
合
計
額
の
総
額
と
を
合
算
し
て
得
た
額

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
士
ハ
号

　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
附
則
第
十
五
条
第
十
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
附
則
第
十
五
条
第
十
六
号
の
規
定
に
基
づ
く
年
金
受
給
資
格
期
間
た
る
年
金
保
険
の
被
保
険

者
等
で
あ
っ
た
期
間
が
二
十
年
未
満
で
あ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
及
び
当
該
年
金
た
る
給
付
の

区
分
に
応
じ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
昭
和
五

十
九
年
厚
生
省
告
示
第
百
六
十
一
号
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
一
条
第
十
号
の
規
定
に
基
づ
く
年
金
受
給
資
格
期

間
た
る
年
金
保
険
の
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
が
二
十
年
未
満
で
あ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の

及
び
当
該
年
金
た
る
給
付
の
区
分
に
応
じ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
期
間
）
を
同
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
　
　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
附
則
第
十
五
条
第
十
六
号
の
規
定
に
基
づ
く
年
金
受
給
資
格
期
間
た
る
年
金
保
険
の

　
　
　
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
が
二
十
年
未
満
で
あ
る
も
の
と
し
て
摩
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
及
び
当
該
年

　
　
　
金
た
る
給
付
の
区
分
に
応
じ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
期
間

　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
附
則
第
十
五
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
年
金

受
給
資
格
期
間
た
る
年
金
保
険
の
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
が
二
十
年
未
満
で
あ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の

定
め
る
も
の
及
び
当
該
年
金
た
る
給
付
の
区
分
に
応
じ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
期
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
七
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
恩
給
法
（
大
正
十
二

　
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
普
通
恩
給
　
十
七
年

二
　
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ

　
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号

　
の
規
定
に
よ
る
退
職
年
金
　
当
該
退
職
年
金
に
係
る
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律

　
第
三
十
四
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る

　
老
齢
年
金
の
支
給
要
件
た
る
期
間
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三
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
等
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
三
号
。
以
下
「
地

　
方
の
施
行
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
従
前
の
例
に
よ
り
同
項
の
組
合
が
支
給
す
る
公
務

　
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
（
千
九
百
六
十
九
年
立
法
第
百
五
十
五
号
。
以
下
「
沖
縄
の
施
行

　
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
年
金
　
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

　
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間

四
　
地
方
の
施
行
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
従
前
の
例
に
よ
り
同
項
の
組
合
が
支
給
す
る
沖
縄
の
施
行

　
法
第
八
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
年
金
　
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
普
通
恩
給
の
支

　
給
要
件
た
る
在
職
期
間

五
　
地
方
の
施
行
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
従
前
の
例
に
よ
り
同
項
の
組
合
が
支
給
す
る
公
立
学
校
職

　
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
（
千
九
百
六
十
八
年
立
法
第
百
四
十
八
号
。
以
下
「
沖
縄
の
公
立
学

　
校
職
員
の
施
行
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
年
金
　
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に

　
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間

六
　
地
方
の
施
行
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
従
前
の
例
に
よ
り
同
項
の
組
合
が
支
給
す
る
沖
縄
の
公
立

　
学
校
職
員
の
施
行
法
第
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
年
金
　
同
項
に
規
定
す
る
普
通
恩
給
の
支
給
要
件
た

　
る
在
職
期
間

七
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ

　
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
等
に
関
す
る
施
行
法
（
以
下
「
旧
地
方
の
施
行
法
」
と
い
う
。
）

　
第
百
三
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
従
前
の
例
に
よ
り
同
項
の
組
合
が
支
給
す
る
沖
縄
の
施
行
法
第
八
条

　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
年
金
　
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期

　
間

八
　
旧
地
方
の
施
行
法
第
百
三
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
従
前
の
例
に
よ
り
同
項
の
組
合
が
支
給
す
る
沖

　
縄
の
施
行
法
第
八
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
年
金
　
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
普
通

　
恩
給
の
支
給
要
件
た
る
期
間

九
　
旧
地
方
の
施
行
法
第
百
三
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
従
前
の
例
に
よ
り
同
項
の
組
合
が
支
給
す
る
沖

　
縄
の
公
立
学
校
職
員
の
施
行
法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
年
金
　
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に

　
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間

十
　
旧
地
方
の
施
行
法
第
百
三
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
従
前
の
例
に
よ
り
同
項
の
組
合
が
支
給
す
る
沖

　
縄
の
公
立
学
校
職
員
の
施
行
法
第
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
年
金
　
同
項
に
規
定
す
る
普
通
恩
給
の
支

　
給
要
件
た
る
在
職
期
間

十
一
　
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
が
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）

　
附
則
第
十
一
項
及
び
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項

　
の
規
定
に
よ
り
権
利
義
務
を
承
継
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
べ
き
義
務
を
負
う
旧
財
団
法
人
私
学
恩
給
財
団
（
以
下

　
「
恩
給
財
団
」
と
い
う
。
）
の
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部

　
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
号
。
以
下
「
法
律
第
百
四
十
号
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の

　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
附
則
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
り
恩
給
財
団
に
お
け
る
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

　
た
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付
、
法
律
第
百
四
十
号
附
則
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

　
れ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の

　
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
及
び
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律

　
第
百
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
律
第
百
四
十
号
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
年
金
十
五
年

十
二
　
旧
令
に
よ
る
共
済
組
合
等
か
ら
の
年
金
受
給
者
の
た
め
の
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
五
十
六

　
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
が
支
給
す
る
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
外
地

　
関
係
共
済
組
合
（
同
条
第
一
号
及
ぴ
第
五
号
に
掲
げ
る
命
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
組
織
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
係

　
る
退
職
年
金
　
当
該
退
職
年
金
の
支
給
要
件
た
る
期
間

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
七
号

　
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
第

一
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
組
合
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
昭
和
六
十
一
年

厚
生
省
告
示
第
八
十
二
号
（
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
及
び
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す

る
政
令
に
規
定
す
る
厚
生
大
臣
が
定
め
る
組
合
を
定
め
る
件
）
は
同
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
　
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大

　
　
臣
が
定
め
る
組
合

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
第

一
号
イ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
組
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

全
国
土
木
建
築
国
民
健
康
保
険
組
合

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
八
号

　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省

令
第
五
十
三
号
）
第
二
十
七
条
の
十
二
第
十
一
号
の
規
定

に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の

十
二
第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
医
療
に
関
す
る
給
付
を
次
の
よ
う
に
定
め
、

年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添

平
成
二
十

要
一

　
　
　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
十
二

　
　
第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定

　
　
　
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付

　
　
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

第
二
十
二
条
第
一
項
の
助
産
の
実
施
、
同
法
第
二
十
七

条
第
一
項
第
三
号
の
措
置
（
知
的
障
害
児
通
園
施
設
へ

　
の
入
所
措
置
を
除
く
。
）
、
同
条
第
二
項
の
指
定
医
療
機

関
へ
の
委
託
措
置
若
し
く
は
同
法
第
三
十
三
条
の
一
時

保
護
に
係
る
医
療
の
給
付
又
は
児
童
福
祉
法
施
行
令

　
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
第
二
十
三
条
の

　
二
第
二
項
第
一
号
の
医
療
の
給
付
若
し
く
は
同
項
第
二

　
号
の
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給

　
八
十
三
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
障
害
者
自
立
支
援
法

　
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
五
項

　
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
又
は
指
定
医
療
機
関

　
に
お
け
る
医
療
の
給
付

　
　
昭
和
四
十
八
年
四
月
十
七
日
衛
発
第
二
百
四
十
二
号

　
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
通
知
「
特
定
疾
患
治
療
研
究
事

　
業
に
つ
い
て
」
に
よ
る
治
療
研
究
に
係
る
医
療
の
給
付

一二
　
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百

三

四
　
昭
和
五
十
九
年
四
月
十
日
衛
発
第
二
百
六
十
六
号
厚

　
生
省
公
衆
衛
生
局
長
通
知
「
毒
ガ
ス
障
害
者
救
済
対
策

　
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
よ
る
医
療
費
の
支
給

五
　
平
成
元
年
七
月
二
十
四
日
健
医
発
第
八
百
九
十
六
号

　
厚
生
省
保
健
医
療
局
長
通
知
「
先
天
性
血
液
凝
固
因
子

　
障
害
等
治
療
研
究
事
業
に
つ
い
て
」
に
よ
る
治
療
研
究

　
に
係
る
医
療
の
給
付

六
　
平
成
四
年
四
月
三
十
日
環
保
業
第
二
百
二
十
七
号
環

　
境
事
務
次
官
通
知
「
水
俣
病
総
合
対
策
費
の
国
庫
補
助

　
に
つ
い
て
」
に
よ
る
療
養
費
及
び
研
究
治
療
費
の
支
給

七
　
平
成
十
五
年
六
月
六
日
環
保
企
発
第
〇
三
〇
六
〇
六

　
〇
〇
四
号
環
境
事
務
次
官
通
知
「
「
茨
城
県
神
栖
町
に

　
お
け
る
有
機
ヒ
素
化
合
物
に
よ
る
環
境
汚
染
及
び
健
康

　
被
害
に
係
る
緊
急
措
置
事
業
要
綱
」
に
つ
い
て
」
に
よ

　
る
医
療
費
の
支
給

八
　
平
成
十
七
年
五
月
二
十
四
日
環
保
企
発
第
〇
五
〇
五

　
二
四
〇
〇
一
号
環
境
事
務
次
官
通
知
「
メ
チ
ル
水
銀
の

　
健
康
影
響
に
係
る
調
査
研
究
事
業
に
つ
い
て
」
に
よ
る

　
研
究
治
療
費
の
支
給

九
　
平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日
保
発
第
〇
二
二
一
〇
〇

　
三
号
厚
生
労
働
省
保
険
局
長
通
知
「
七
十
歳
代
前
半
の

　
被
保
険
者
等
に
係
る
一
部
負
担
金
等
の
軽
減
特
例
措
置

　
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
よ
る
医
療
費
の
支
給

十
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
健
発
第
〇
三
三
一
〇
〇

　
一
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
「
感
染
症
対
策
特
別

　
促
進
事
業
に
つ
い
て
」
に
よ
る
肝
炎
治
療
特
別
促
進
事

　
業
に
係
る
医
療
の
給
付

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
九
号

　
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
附
則
第
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年

政
令
第
三
百
二
十
五
号
）
第
三
条
た
だ
し
樽
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る

政
令
附
則
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す

る
政
令
第
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
を
次
の
よ
う
に
定

め
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
昭
和
五
十
九
年
厚
生
省
告
示
第
百
六
十
五
号
（
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負

担
金
及
び
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
老
人
保
健
法
施
行

令
第
八
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
）
を
同
年
三
月
三
十
一
日

限
り
廃
止
す
る
。

　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一
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国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
附
則
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
期
高
齢
者
交
付

　
　
　
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
第
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
彫
生

　
　
　
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者

　
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）
附
則
第
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年

政
令
第
三
百
二
十
五
号
）
第
三
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
の
規
定
に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
を
行
う
政
府

　
二
　
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
を
行
う
政
府

　
三
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
を
行

　
　
う
国
家
公
務
員
共
済
組
合

　
四
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
を

　
　
行
う
地
方
職
員
共
済
組
合
、
公
立
学
校
共
済
組
合
及
び
警
察
共
済
組
合

　
五
　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
を

　
　
行
う
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
四
十
号

　
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
　
　
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が

　
　
　
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付

　
平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日
保
発
第
〇
二
一
二
〇
〇
三
号
厚
生
労
働
省
保
険
局
長
通
知
「
七
十
歳
代
前
半
の
被
保
険

者
等
に
係
る
一
部
負
担
金
等
の
軽
減
特
例
措
置
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
に
よ
る
医
療
費
の
支
給

　
　
　
　
　
　
　
’

　
国
民
年
金
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
八
十
四
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
険
料
を
追
納

す
る
場
合
に
納
付
す
べ
き
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
社
会
保
険
庁
長
官
　
坂
野
　
泰
治

一
　
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
平
成
十
年
四
月
か
ら
平
成
十
八
年
三

　
月
ま
で
の
各
月
分
に
係
る
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
。
次
号
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）

　
第
八
十
九
条
、
第
九
十
条
第
一
項
、
第
九
十
条
の
三
第
一
項
及
び
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

　
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
保
険

　
料
を
追
納
す
る
場
合
（
平
成
二
十
年
四
月
に
平
成
十
八
年
三
月
分
に
係
る
保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
納

　
付
す
べ
き
額
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
月
に
つ
き
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と

　
す
る
。

二
　
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
平
成
十
四
年
四
月
か
ら
平
成
十
八
年

　
三
月
ま
で
の
各
月
に
係
る
法
第
九
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
半
額
に
つ
き
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

　
も
の
と
さ
れ
た
保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
（
平
成
二
十
年
四
月
に
平
成
十
八
年
三
月
分
に
係
る
保
険
料
を
追
納
す
る

　
場
合
を
除
く
。
）
に
納
付
す
べ
き
額
は
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
月
に
つ
き
同
表
の

　
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

別
表
第
一

平
成
十
年
四
月
か
ら
平
成
十
一
年
三
月
ま
で
の
月
分

一
六
、
五
九
〇
円

平
成
十
一
年
四
月
か
ら
平
成
十
二
年
三
月
ま
で
の
月
分

一
五
、
九
五
〇
円

平
成
十
二
年
四
月
か
ら
平
成
十
三
年
三
月
ま
で
の
月
分

一
五
、
三
二
〇
円

　
　
　
　
6
　
　
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
平
成
十
三
年
四
月
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
ま
で
の
月
分

一
四
、

七
四
〇
円

平
成
十
四
年
四
月
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
ま
で
の
月
分

一
四
、

一
八
O
円

平
成
十
五
年
四
月
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
ま
で
の
月
分

一
三
、

九
ヒ
○
円

平
成
十
六
年
四
月
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
ま
で
の
月
分

一
三
、

七
ヒ
○
円

平
成
十
七
年
四
月
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
ま
で
の
月
分

一
三
、

八
一
〇
円

・
表
第
二

平
成
十
四
年
四
月
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
ま
で
の
月
分

七
、

〇
九
〇
円

平
成
十
五
年
四
月
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
ま
で
の
月
分

六
、

九
八
○
円

平
成
十
六
年
四
月
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
ま
で
の
月
分

六
、

八
八
○
円

平
成
十
七
年
四
月
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
ま
で
の
月
分

六
、

九
一
〇
円

O
社
会
保
険
庁
告
示
第
十
三
号

　
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
八
年
政

令
第
十
八
号
）
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
料
の
額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
な
お
、
平
成
九
年
社
会
保
険
庁
告
示
第
十
二
号
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
ぴ
永
住
帰
国
後
の
自

立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
料
の
額
を
定
め
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
社
会
保
険
庁
長
官
　
坂
野
　
泰
治

　
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
八
年
政

令
第
十
八
号
）
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
料
の
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

基
準
永
住
帰
国
日
が
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者

六
、
O
O
O
円

基
準
永
住
帰
国
日
が
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者

六
、
五
〇
〇
円

基
準
永
住
帰
国
日
が
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者

七
、
O
O
O
円

基
準
永
住
帰
国
日
が
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者

七
、
五
〇
〇
円

基
準
永
住
帰
国
日
が
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者

八
、
O
O
O
円

基
準
永
住
帰
国
日
が
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者

八
、
四
〇
〇
円

基
準
永
住
帰
国
日
が
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者

八
、
九
〇
〇
円

基
準
永
住
帰
国
日
が
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者

九
、
三
〇
〇
円

基
準
永
住
帰
国
日
が
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者

九
、
八
O
O
円
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す
べ
て
の
都
道
府
県

六
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
状
況
報
告
の
受
理

七
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
事
業
等
　
の
遂
行
の
命
令
に
係
る
通
知

八
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
事
業
等
　
の
遂
行
の
一
時
停
止
の
命
令
に
係
る
通
知

九
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
実
績
報
告
の
受
理

十
一
　
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
是
正
の
た
　
め
の
措
置
の
命
令
に
係
る
通
知

十
三
　
法
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
　
八
条
の
規
定
に
よ
る
決
定
の
取
消
し
に
係
る
通
知

十
四
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
の
取
　
消
し
に
係
る
補
助
金
等
の
返
還
の
命
令
に
係
る
通
知

十
六
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
　
査
等

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
六
十
四
号

　
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
四
十
条
の
四
十
一
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
四
十
一
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

告
示
第
二
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
備
考
中
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
、
こ
と
に
」
を
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
」
に
改
め
る
。

　
表
の
注
を
注
1
と
し
、
同
注
の
次
に
次
を
加
え
る
。

　
2
　
右
記
研
修
の
内
容
の
う
ち
、
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の

　
　
理
解
に
関
す
る
講
義
に
関
し
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
訓
義
を
修
了
し
た
と
き
は
、
そ

　
　
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
他
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
講
義
を
修
了
し
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
一
　
訪
問
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
介
護

　
　
二
　
訪
問
入
浴
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

　
　
三
　
訪
問
看
護
、
介
護
予
防
訪
問
看
護

　
　
四
　
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

　
　
福
祉
用
具
貸
与
、
特
定
福
祉
用
具
販
売
、
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
、
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

　
　
通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
介
護
予
防
通
所
介
護
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

　
　
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

　
　
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生

　
活
介
護

　
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護

　
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
号
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
短
期
入
所
療
養
介
護
、
施
行
規
則
第
二
十

　
二
条
の
十
四
第
一
号
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
介
繊
予
防
短
期
入
所
療
養
介
穫

　
る
短
期
入
所
療
養
介
護
、
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
十
四
第
二
号
又
は
第
三
号
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
提
供

　
さ
れ
る
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

五六七八九
　
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

十
　
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」

十
一
　
介
護
療
養
型
医
療
施
設
、
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
号
又
は
第
三
号
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
提
供
さ
れ

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
六
十
五
号

　
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）

附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
年
厚

生
労
働
省
告
示
第
三
十
一
号
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

主
要
介
護
給
付
等
費
用
適
正
化
事
業
を
定
め
る
件
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
四
号
中
「
さ
れ
る
介
護
給
付
等
」
の
下
に
「
（
高
額
医

療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
及
び
高
額
医
療
合
算
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
情
報
及
び
」
を
「
情
報
と
健
康

保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
八
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
」
に
改
め
、
「
規

定
す
る
医
療
等
」
の
下
に
「
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
十

六
条
第
一
号
及
ぴ
第
二
号
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療

給
付
（
高
額
介
護
合
筆
療
養
費
の
支
給
を
除
く
。
）
又
は
国

民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
療
養
の
給
付
等
、
同
法

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
療
養

費
、
同
法
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
療

養
費
、
同
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
移
送

費
若
し
く
は
同
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

高
額
療
養
費
」
を
加
え
、
「
「
医
療
等
」
を
「
「
後
期
高
齢
者

医
療
給
付
等
」
に
、
「
情
報
を
」
を
「
情
報
と
を
」
に
、
「
と

　
　
　
　
　
「
と
　
p
　
寸
こ
る
。

0
　
労
君
・
示
百
ノ
　
台

　
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百

十
五
条
の
三
十
八
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
予
防

事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
の
指
針
（
平
成
十
八
年

厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
一
の
一
中
「
に
居
住
地
を
有
す
る
」
を
「
が
行
う
」

に
改
め
、
第
一
の
三
中
「
す
べ
て
の
高
齢
者
」
を
「
当
該

市
町
村
の
す
べ
て
の
第
一
号
被
保
険
者
」
に
改
め
、
第
一

の
五
中
「
効
果
的
に
」
を
「
効
率
的
に
」
に
改
め
、
第
一

の
六
中
「
事
業
評
価
等
に
つ
い
て
は
、
」
の
下
に
「
法
第
百

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
「
、
老
人
保
健
法

（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
四
十
六
条
の
十
八

及
び
第
四
十
六
条
の
十
九
の
規
定
に
よ
る
老
人
保
健
計

画
」
を
削
る
。

　
第
二
の
二
中
「
第
一
号
被
保
険
者
」
の
下
に
「
（
要
介
護

者
及
ぴ
要
支
援
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

O
厚
生
労
働
省
蛋
示
第
百
六
十
七
号

　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
介
趨
保

険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
保
険
事
業
に
係
る
保
険
給

付
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針

（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
「
老
人
保
健
福
祉
計
画
」
を
「
老
人
福
祉
計
画
」
に
、
「
老

人
保
健
福
祉
圏
域
」
を
「
老
人
福
祉
圏
域
」
に
改
め
る
。

　
第
二
の
一
の
1
中
「
及
び
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七

年
法
律
第
八
十
号
）
に
規
定
す
る
老
人
保
健
計
画
」
を
削

る
。

　
第
二
の
一
の
5
の
（
二
）
中
「
及
び
老
人
保
健
法
第
四

十
六
条
の
十
九
第
二
項
」
を
削
る
。

　
第
二
の
一
の
6
の
（
一
）
中
「
、
医
療
保
険
者
に
よ
る

保
健
事
業
」
、
「
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
」
及
び
「
そ
の

内
容
を
包
含
す
る
」
を
削
る
。
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へ
　
磁
｛
4
丑
O
ま
穐
べ
×
貸
娼
楼
瞬
爵
錬
参
！
×
算

　
　
誰
冷
C
浄
曲
ゆ
六
’
脹
難
ま
亀
へ
×
貸
囎
π
出
凱

　
　
　
C
葎
薄
薄
毒
歯
噛
諦
渉
ぐ
ノ
C
舜
ぐ
ノ
鈴
穿
蕩
簸
、
可

　
　
楚
e
品
⑩
論
卵
3
凄
嵌
畑
弾
途
無
敵
鎧
G
ぶ
臼

　
　
　
k
。
鉢
討
！
薄
薄
菰
鵡
贈
品
畑
論
叫
び
莇
ゆ
π
“
針

　
　
臣
C
ぐ
’
蘇
融
冷
O
婁
堂
熾
帥
頑
磯
馴
肝
ψ
労
唱
螺

　
　
贈
謹
ぐ
ノ
崩
臼
㏄
。

（
㎝
）
発
添
疎
漏
q
渦
雷
藻
圖
す
①
満
座
幽
幽
や
沖
津
蕩
藩

　
前
業
舜
、
黙
屡
蘇
爵
晋
置
類
焼
U
▽
丙
μ
一
膚
守
へ

　
、
マ
×
π
盗
料
C
ぺ
ぐ
ノ
舜
つ
臼
飾
贈
爵
轟
叫
伽
6
氏
。

（一

j
究
弼
蝋
淵
q
渦
雷
藻
囲
δ
6
瀧
圧
酵
鵬
“
斗
洋
薄
薄

　
、
面
楚
3
嵐
隣
す
O
H
甜
鉢
違
幅
’
ま
醜
へ
×
既
婚
磁

　
磁
‡
叫
び
廿
蕗
や
∩
ト
ぴ
冷
識
懸
漆
3
畑
雷
姻
、
方
識

　
淋
漆
酵
嵐
菖
置
渦
雷
叫
ぴ
詩
＆
π
燥
畑
舜
雷
難
’
貼

　
轟
ノ
＞
m
囎
営
針
C
バ
ぐ
ノ
が
臼
k
。

（
N
）
雷
鶏
、
難
轟
囎
π
討
ぐ
ノ
パ
ノ
落
鍛
、
面
鵠
e
岱
曄
囎

　
嵯
（
曲
爺
呂
’
書
幅
雷
、
洋
識
呂
、
＞
8
分
路
ゆ
社

　
輝
婚
）
彦
奪
粛
所
き
パ
ぐ
’
か
∩
κ
。

（一

j
菊
瀦
雌
3
潟
＆
π
冴
G
’
究
瀦
雌
彦
点
衣
由
惣
漆
3

　
　
渦
雷
％
萢
磁
爵
毘
叫
ぴ
h
d
壊
畑
鉢
蹄
輩
3
融
圧
婚

　
　
酵
嵐
右
サ
π
譲
申
臼
κ
。

（
N
）
完
識
淋
渚
蒔
嵐
菖
サ
O
叢
薄
呂
六
渦
雷
叫
ぶ
臼
伴

　
　
堂
扇
磁
ぴ
母
液
膳
臨
磁
針
叫
崩
臼
k
。

（
ω
）
需
識
淋
漆
3
一
雪
融
劃
贈
恐
叫
び
莇
ゆ
書
算
’
究

　
　
悪
戯
伴
e
腿
巻
姻
π
討
ぐ
ノ
バ
、
酬
聯
盟
譲
π
O
つ
パ

　
　
伊
臼
3
略
熱
弓
隣
呂
ぴ
麟
構
π
莇
蝿
ぴ
劇
症
酵
厳
屯

　
　
C
バ
ぐ
ノ
ぴ
臼
㏄
磁
温
熱
叫
が
∩
伴
。

（
癖
）
愚
露
×
舜
磯
汁
労
研
略
贈
識
む
鉢
ぐ
ノ
臼
伴
。

（
㎝
）
漁
惣
油
津
q
ゆ
卑
a
醐
叫
ぶ
聾
副
戴
蒔
騰
譲
叫
が

　
　
臼
氏
。

δ
）
声
哉
淋
詣
π
麗
C
、
報
海
嵩
嚥
h
認
勢
叫
λ
昧
圓

　
　
燗
鍋
温
k
C
パ
当
π
齢
聾
ぴ
蝸
温
蒔
田
C
葎
謡
曲
磁

　
　
満
目
、
脹
難
湛
繭
3
蹟
燗
酵
、
究
添
躁
薄
q
渦
雷
蓮

　
　
圖
ひ
一
隅
細
や
〔
甜
毘
d
嘩
が
晟
蕗
（
勢
ー
ト
λ
一
穐
』

　
　
嶺
3
勘
難
媚
）
大
鈴
9
薗
良
く
醜
醤
叫
ぶ
臼
氏
。

　
　
ヨ
　
完
載
淋
漆
贈
識
申
雌
3
凶
誹
渇
傷
ヨ
甫
汁
匿
π
圏

　
　
　
叫
ぶ
蝸
蝋

　
　
へ
　
雷
貼
淵
q
貼
識
π
囲
叫
が
蝸
温

ω
　
書
肆
、
難
寂
囎
π
溜
叫
ぶ
桝
様

幽
　
嵐
嚥
鑛
π
圏
叫
か
露
橋

δ牌卜｛q

、
面
謝
Ψ
×
申
卜
π
圖
叫
ぶ
蝦
温

簡
嚥
“
∩
囲
叫
が
蝦
蛄

蝸
漆
“
購
輩
颯
π
囲
叫
び
蝸
温

州
3
吉
報
海
嶺
嚥
卜
認
帥
叫
λ
礁
蝋
畑

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
号

　
予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十

七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
予
防
接
種
法

施
行
令
第
十
条
第
一
項
の
医
療
に
要
し
た
費
用
の
額
の
算

定
方
法
（
昭
和
五
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
百
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
二
章
第
一
号
中
「
老
人
保
健
法
施
行
令
（
昭
和
五
十

七
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確

保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十

八
号
）
」
に
、
「
老
人
保
健
の
医
療
」
を
「
後
期
高
齢
者
医
療

の
療
養
の
給
付
」
に
改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
一
号

　
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
四
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
摩
生
労
働
省

告
示
第
百
二
十
三
号
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患

者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
四
十
一
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
診
療
報
酬
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
一
号
中
「
老
人
保
健
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政

令
第
二
百
九
十
三
号
）
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
」

に
、
「
老
人
保
健
の
」
を
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
」
に
改
め

る
。O

厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
二
号

　
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法

律
指
定
医
療
機
関
医
療
担
当
規
程
（
平
成
七
年
厚
生
省
告

示
第
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平

成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
九
条
中
「
第
四
十
四
条
ノ
四
第
一
項
」
を
「
第
八
十

八
条
第
一
項
」
に
、
「
第
七
条
第
八
項
」
を
「
第
八
条
第
四

項
」
に
、
「
老
人
保
健
」
を
「
後
期
高
齢
者
医
療
」
に
改
め

る
。O

厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
三
号

　
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平

成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法

律
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
方
針
及
ぴ
診
療

報
酬
（
平
成
七
年
厚
生
省
告
示
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
一
号
中
「
老
人
保
健
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政

令
第
二
百
九
十
三
号
）
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
」

に
、
「
老
人
保
健
の
診
療
方
針
」
を
「
後
期
高
齢
者
医
療
の

診
療
方
針
」
に
改
め
る
。

　
第
二
号
中
「
老
人
保
健
」
を
「
後
期
高
齢
者
医
療
」
に

改
め
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
四
号

　
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
四

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
保
健
対
策
の
推
進
に

関
す
る
基
本
的
な
指
針
（
平
成
六
年
厘
生
省
告
示
第
三
百

七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
一
の
五
中
「
老
人
保
健
」
を
「
高
齢
者
」
に
改
め
る
。

　
第
二
の
一
の
2
の
8
の
ω
の
ア
中
「
老
人
保
健
」
を
「
健

康
増
進
、
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
」
に
改
め
、

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
六
号

同
⑤
の
ア
中
「
老
人
保
健
福
祉
計
画
」
を
「
が
ん
対
策
推

進
計
画
、
健
康
増
進
計
画
、
老
人
福
祉
計
画
」
に
改
め
る
。

　
第
二
の
二
の
2
の
回
申
「
精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
施

設
」
を
「
精
神
障
害
者
の
障
害
者
支
援
施
設
」
に
、
「
精
神

障
害
者
社
会
復
帰
施
設
」
を
「
障
害
者
支
援
施
設
」
に
改

め
る
。

　
第
五
の
四
の
1
及
び
第
六
の
一
の
2
中
「
老
人
保
健
事

　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
に
　
　
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
五
号

　
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
鷺
用
の
額
の
算
定
に
関

す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
の
規

定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
等
（
平
成
十

二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
四
号
中
「
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二

号
」
を
「
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
」

に
改
め
る
。

　
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
ぴ
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第

百
十
号
）
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及

び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
十
ヒ
年

厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
別
表
の
第
1
章
第
2
節
の
イ
中
「
9
。
。
抵
」
を
「
。
。
葛
。
抵
」
に
改
め
る
。

　
別
表
の
第
1
章
第
2
節
の
口
中
「
含
。
。
抵
」
を
「
碁
器
抵
」
に
改
め
る
。

　
別
表
の
第
1
章
第
2
節
の
ハ
中
「
呂
。
。
泌
」
を
「
9
8
泌
」
に
改
め
る
。

　
別
表
の
第
2
章
通
則
の
3
の
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
ロ
　
ヘ
眞
享
3
莇
ゆ

　
　
　
　
一
　
灘
湿
3
莇
ゆ

　
　
　
　
　
ε
　
ω
O
津
蛇
卜
3
苗
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
。
。
汕

　
　
　
　
　
（
N
）
ω
O
導
兼
蟄
3
茄
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
ω
O
汕

　
　
　
　
N
　
尉
購
ヨ
3
蔀
ゆ

　
　
　
　
　
ε
　
ω
。
ゆ
薫
」
い
3
莇
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
。
抵

　
　
　
　
　
（
笛
）
ω
O
φ
滞
蕪
3
莇
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
㎝
。
狂

　
別
表
の
第
2
章
通
則
中
n
を
1
2
と
し
、
1
0
を
1
1
と
す
る
。

　
別
表
の
第
2
章
通
則
の
9
中
「
誤
。
抵
」
を
ヨ
誤
抵
」
に
改
め
る
。

　
別
表
の
第
2
章
通
則
中
9
を
1
0
と
し
、
8
を
9
と
す
る
。

　
別
表
の
第
2
章
通
則
の
7
の
注
3
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
蒔
直
　
園
戴
謡
購
讃
茗
尊
卑
へ
7
・
寸
判
酵
冨
満
C
詩
莇
ゆ
“
野
鼠
溢
竪
購
証
書
葦
㌣
田
ー
ア
・
寺
判
’
園
敵

　
　
　
　
　
轟
購
講
書
尊
亀
へ
・
寺
判
薄
q
園
潮
懸
購
叢
書
尊
卑
へ
・
斗
ヘ
プ
・
守
ヨ
眞
精
測
C
舜
ぐ
♂

　
別
表
の
第
2
章
通
則
中
7
を
8
と
す
る
。

　
別
表
の
第
2
章
通
則
の
6
の
注
3
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
酵
“
　
園
勤
荘
購
韻
書
輩
鴫
へ
・
寸
判
磁
輔
冊
C
浄
曲
ゆ
算
’
隅
歎
醗
購
誰
書
輩
史
田
下
プ
・
曹
図
、
薦
滋
醒

　
　
　
　
　
購
講
書
尊
斗
へ
7
・
寸
判
淘
q
園
鵡
楚
購
講
書
尊
渦
へ
・
斗
ヘ
プ
・
寺
判
眞
繊
冊
C
鉢
ぐ
ノ
。

明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
三
種
郵
便
物
認
可



塑
、
療
擁
蠕
鰭
誹
語

○

［
＞

○
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園
滋
肇
購
叢
書
載
や
也
ー
ア
・
寺
判
（
一
田
π
O
昧
）

　
　
へ
　
・
」
・
齢
藩
鉢
酢
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
N
謡
抵

　
　
ロ
　
汁
溢
滋
鉢
φ
e
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
ω
。
海

　
　
醇
一
　
凶
一
」
π
輯
陪
聴
薄
湯
田
常
識
呂
が
雷
貼
蹴
僑
π
嶺
ゆ
C
パ
ぐ
ノ
劔
δ
3
N
C
ぺ
苗
尋
輻
駐
画
畑
“
∩
副
耳
圧
葎

　
　
　
　
猷
蔚
臨
爵
圃
賠
藻
置
π
説
う
バ
識
び
き
劔
苗
ゆ
π
城
蔚
叫
ぴ
。

　
　
醇
N
　
嚇
耶
猷
国
風
一
醍
園
瀬
酬
溢
”
濫
π
計
7
｛
【
ノ
園
瀬
酬
曝
蹴
梱
誰
｝
主
一
豊
『
㌣
田
ー
プ
・
寺
判
㏄
画
一
出
置
↓
引
“
鳶
一
3
園
瀬
酬
戯
凹

　
　
　
　
期
韻
書
竣
鍛
認
識
蕗
聾
ヨ
蔚
抵
購
π
⑳
餅
盤
ぶ
ゆ
3
氏
叫
ぶ
。
き
滝
ダ
晋
蓋
恵
酪
遺
贈
雌
愚
論
園
緑

　
　
　
　
瞭
醒
並
磁
楓
蔚
C
浄
血
π
識
甘
き
か
園
歎
翻
蟻
譲
書
尊
母
醍
醐
磯
・
融
鞍
叢
“
∩
猷
o
d
算
臼
3
弼
O
づ
鉢

　
　
　
　
ぐ
ノ
。

　
　
酵
ω
　
醸
鶏
翻
購
叢
書
輩
Ψ
田
一
7
・
寺
判
酵
城
柵
C
浄
曲
ゆ
“
外
囲
賠
臨
購
菰
書
尊
当
へ
・
寸
判
♂
画
期
翻

　
　
　
　
矯
叢
書
輩
斗
ヘ
プ
・
“
判
油
q
園
歎
肇
購
叢
書
輩
亀
へ
・
斗
ヘ
プ
・
寺
判
“
艸
城
隣
C
労
ぐ
♂

　
O

別
表
の
第
2
章
通
則
中
6
を
7
と
し
、
5
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
七
号

　
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
三
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
五
号
）
に
基
づ
き
、

基
本
診
療
料
及
び
医
療
観
察
精
神
科
専
門
療
法
の
施
設
基
準
等
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

　
第
三
の
五
の
柱
書
き
中
「
医
療
観
察
精
神
科
作
業
療
法
」
の
下
に
「
、
医
療
観
察
精
神
科
シ
ョ
ー
ト
・
ケ
ア
」
を
加

え
る
。

　
第
三
の
五
ω
中
「
作
業
療
法
士
が
」
の
下
に
「
、
医
療
観
察
精
神
科
シ
ョ
ー
ト
・
ケ
ア
」
を
加
え
、
「
医
療
観
察
デ
イ
・

ケ
ア
等
」
を
「
医
療
観
察
シ
ョ
ー
ト
・
ケ
ア
等
」
に
改
め
る
。

　
　
一
　
　
鋤
　
、
鋤
　
「
　
　
　
デ
イ
・
ケ
ア
等
」
を
「
医
療
観
察
シ
ョ
ー
ト
・
ケ
ア
等
」
に
改
め
る
。

O
厚
　
労
　
省
告
示
第
百
八
十
八
号

　
医
療
等
以
外
の
保
健
事
業
の
実
施
の
基
準
（
昭
和
五
十

七
年
厚
生
省
告
示
第
百
八
十
五
号
）
、
健
康
手
帳
の
医
療

の
受
給
資
格
を
証
す
る
ペ
ー
ジ
及
び
医
療
の
記
録
に
係
る

ペ
ー
ジ
の
様
式
（
昭
和
五
十
七
年
厚
生
省
告
示
第
百
九
十

二
号
）
及
び
昭
和
六
十
一
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
三
十
七

号
（
老
人
保
健
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

市
町
村
の
長
が
費
用
の
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る

医
療
等
以
外
の
保
健
事
業
を
定
め
る
件
）
は
、
平
成
二
十

年
三
月
三
十
一
日
限
り
で
廃
止
す
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
舛
添
　
要
一

O
社
会
保
険
庁
告
示

　
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
五
号
）
附
則
第
三
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
船
員
保
険
法
施
行
規
則

（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
第
九
十
六
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
社
会
保
険
庁
長
官
の
定
め
る
率
を
次
の
よ
う

に
定
め
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
平
成
十

九
年
社
会
保
険
庁
告
示
第
十
号
（
船
員
保
険
法
施
行
規
則

第
九
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
保
険
庁
長
官
の
定

め
る
率
を
定
め
る
件
）
は
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

限
り
廃
止
す
る
。
た
だ
し
、
各
船
舶
所
有
者
の
平
成
十
七

年
十
月
一
日
前
三
年
間
及
び
平
成
十
八
年
十
月
一
日
前
三

年
間
の
標
準
報
酬
月
額
の
総
額
及
び
標
準
賞
与
額
の
総
額

の
合
算
額
に
乗
ず
る
率
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
社
会
保
険
庁
長
官
　
坂
野
　
泰
治

　
O
・
O
O
四
二
二
五
五
〇

〇
社
会
保
険
庁
告
示
第
十
一
号

　
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
三

十
三
条
ノ
十
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
船
員
保
険
技

能
習
得
手
当
、
寄
宿
手
当
及
び
移
転
費
支
給
細
則
（
昭
和

三
十
八
年
社
会
保
険
庁
告
示
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
社
会
保
険
庁
長
官
　
坂
野
　
泰
治

　
第
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
、
通
所
の
た
め
利
用
で
き

る
交
通
機
関
の
な
い
も
の
又
は
自
動
車
等
を
使
用
し
な
い

で
交
通
機
関
を
利
用
し
て
通
所
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
者
の
住
所
若
し
く
は
居
所
か
ら
そ
の
利
用

す
る
こ
と
と
な
る
交
通
機
関
の
鼠
寄
り
の
駅
（
停
留
所
等

を
含
む
。
）
ま
で
の
距
離
が
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る

も
の
若
し
く
は
そ
の
利
用
す
る
こ
と
と
な
る
交
通
機
関
の

運
行
回
数
が
一
日
十
往
復
以
下
で
あ
る
も
の
の
う
ち
」
を

削
る
。

O
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
二
十
二
号

　
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
四
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
第
二
号
及
び

第
二
項
並
び
に
第
四
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
五
百
二
十
七
号

（
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
施
行
令
第
一
条
第
二
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
予
定
利
率
等
を
定
め
る
件
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
林
水
産
大
臣
　
若
林
　
正
俊

　
一
中
コ
・
七
五
」
を
「
丁
六
〇
」
に
改
め
る
。

　
別
表
第
三
及
び
別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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